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１．概要  

  本資料は、加工施設の技術基準に関する規則「第 10 条  閉じ込めの機能」

及び「第 21 条  核燃料物質等による汚染の防止」に関して、基本設計方

針に記載する事項、添付書類に記載すべき事項、補足説明すべき事項に

ついて整理した結果を示すものである。  

  整理にあたっては、「共通 06：本文（基本設計方針、仕様表等）、添付書

類（計算書、説明書）、添付図面で記載すべき事項」及び「共通 07：添

付書類等を踏まえた補足説明すべき項目の明確化」を踏まえて実施した。 

 

２．本資料の構成  

  「共通 06：本文（基本設計方針、仕様表等）、添付書類（計算書、説明

書）、添付図面で記載すべき事項」及び「共通 07：添付書類等を踏まえ

た補足説明すべき項目の明確化」を踏まえて本資料において整理結果を

別紙として示し、別紙を以下の通り構成する。  

  別紙１：基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較  

事業変更許可  本文、添付書類の記載をもとに設定した基本設計

方針と発電炉の基本設計方針を比較し、記載程度の適正化等を図

る。  

  別紙２：基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の

展開  

基本設計方針の項目ごとに要求種別、対象設備、添付書類等への

展開事項の分類、第 1 回申請の対象、第２回以降の申請書ごとの

対象設備を展開する。  

  別紙３：基本設計方針の添付書類への展開  

基本設計方針の項目に対して、展開事項の分類をもとに、添付書

類単位で記載すべき事項を展開する。  

  別紙４：添付書類の発電炉との比較  

添付書類の記載内容に対して項目単位でその記載程度を発電炉

と比較し、記載すべき事項の抜けや論点として扱うべき差がない

かを確認する。なお、規則の名称、添付書類の名称など差がある

ことが明らかな項目は比較対象としない（概要などは比較対象

外）。  

  別紙５：補足説明すべき項目の抽出  

基本設計方針を起点として、添付書類での記載事項に対して補足

が必要な事項を展開する。発電炉の補足説明資料の実績との比較

を行い、添付書類等から展開した補足説明資料の項目に追加すべ

きものを抽出する。  

  別紙６：変更前記載事項の既設工認等との紐づけ  

基本設計方針の変更前の記載事項に対し、既認可等との紐づけを

示す。  
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別紙 
 

 

 

  

：商業機密または核不拡散の観点から公開できない箇所
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資料№ 名称 提出日 Rev

別紙１ 基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 4/28 17

別紙２ 基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開 4/28 17

別紙３ 基本設計方針の添付書類への展開 4/28 17

別紙４ 添付書類の発電炉との比較 4/28 18

別紙５ 補足説明すべき項目の抽出 4/28 17

別紙６ 変更前記載事項の既設工認等との紐づけ 4/28 16

閉込00-02　【本文、添付書類、補足説明項目への展開（閉込）】
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基本設計方針の許可整合性、発電炉

との比較 
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別紙１① 

基本設計方針の許可整合性，発電炉との比較 第十条 （閉じ込めの機能）（1 / 22） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
（閉じ込めの機能） 

 

 

 

 

第十条 安全機能を有する施設

は、次に掲げるところにより、

核燃料物質又は核燃料物質によ

って汚染された物(以下「核燃料

物質等」という。)を限定された

区域に閉じ込める機能を保持する

ように設置されたものでなければ

ならない。①，④，⑩，⑫，⑬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 共通項目 

4. 閉じ込めの機能 

4.1 閉じ込め 

 

 

(1)閉じ込めに係る基本方針 

安全機能を有する施設は，放射性物質

を限定された区域に適切に閉じ込める設

計とする。①-1 

 

 

 

核燃料物質及び核燃料物質によって汚

染された物(以下「核燃料物質等」とい

う。)は，混合酸化物貯蔵容器，燃料棒

等に封入した状態で取り扱うか，MOX 粉

末，グリーンペレット，ペレットについ

てはグローブボックス又はグローブボッ

クスと同等の閉じ込め機能を有する焼結

炉，スタック乾燥装置及び小規模焼結処

理装置(以下「グローブボックス等」と

いう。)で，ウラン粉末は取扱量，取扱

形態に応じてグローブボックス又はオー

プンポートボックスで，放射性廃棄物の

サンプリング試料等の汚染のおそれのあ

る物品はフードで取り扱う設計とする。

①-2 

 

   

 

(2)グローブボックス等，オープンポート 

ボックス及びフードの閉じ込めに係る設 

計方針 

グローブボックス等は，グローブボッ

クス排気設備により負圧に維持し，【②

-1】オープンポートボックス及びフード

は，グローブボックス排気設備により開

口部からの空気流入風速を確保する設計

とする。【③】また，グローブボックス

は，グローブ１個が破損した場合でもグ

ローブポートの開口部における空気流入

風速を設定値以上に維持する設計とす

る。②-2 

グローブボックスは，給気口及び排

気口を除き密閉できる設計とする。②-

3 

 

 

 

 

 

 

  

 

三．加工施設の位置，構造及び設備並び

に加工の方法 

ロ．加工施設の一般構造 

 

(ハ) 核燃料物質の閉じ込めに関する構 

   造 

安全機能を有する施設は，以下の

とおり，放射性物質を限定された区

域に適切に閉じ込める設計とする。

①-1，⑭ 

 

 

(１) 核燃料物質及び核燃料物質によ

って汚染された物（以下「核燃料

物質等」という。）は，混合酸化

物貯蔵容器，燃料棒等に封入した

状態で取り扱うか，ＭＯＸ粉末，

グリーンペレット，ペレットにつ

いてはグローブボックス又はグロ

ーブボックスと同等の閉じ込め機

能を有する焼結炉，スタック乾燥

装置及び小規模焼結処理装置（以

下「グローブボックス等」とい

う。），ウラン粉末は取扱量等に

応じてグローブボックス又はオー

プンポートボックスで，放射性廃

棄物のサンプリング試料等はフー

ドで取り扱う設計とする。①-2 

 

 

 

 

(２) グローブボックス等は，グロー

ブボックス排気設備により負圧に

維持し，【②-1】オープンポート

ボックス及びフードは，グローブ

ボックス排気設備により開口部か

らの空気流入風速を確保する設計

とする。【③】また，グローブ１

個が破損した場合でもグローブポ

ートの開口部における空気流入風

速を設定値以上に維持する設計と

する。②-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ．安全設計 

(ロ) 安全機能を有する施設 

 

 

(３) 閉じ込めの機能 

安全機能を有する施設は，放射性

物質を限定された区域に適切に閉じ

込めるために，系統，機器，グロー

ブボックス等に放射性物質を閉じ込

める設計とする。◇1  

 

 

ＭＯＸ燃料加工施設において，核

燃料物質及び核燃料物質によって汚

染されたもの（以下「核燃料物質

等」という。）は，混合酸化物貯蔵

容器，燃料棒等に封入した状態で取

り扱うか，ＭＯＸ粉末，グリーンペ

レット，ペレットについてはグロー

ブボックス又はグローブボックスと

同等の閉じ込め機能を有する焼結

炉，スタック乾燥装置及び小規模焼

結処理装置（以下「グローブボック

ス等」という。），ウラン粉末は取

扱量等に応じてグローブボックス又

はオープンポートボックスで，放射

性廃棄物のサンプリング試料等はフ

ードで取り扱う設計とする。◇1  

 

 

 

 

グローブボックス等は，グローブ

ボックス排気設備により負圧に維持

し，オープンポートボックス及びフ

ードは，グローブボックス排気設備

により開口部からの空気流入風速を

確保する設計とする。また，グロー

ブ１個が破損した場合でもグローブ

ポートの開口部における空気流入風

速を設定値以上に維持する設計とす

る。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2章 個別項目 

1. 廃棄物貯蔵設備，廃棄物処理設備 

1.3.1 流体状の放射性廃棄物の漏えい

し難い構造及び漏えいの拡大防止 

放射性液体廃棄物処理施設内部又は

内包する放射性廃棄物の濃度 37Bq/cm3

を超える放射性液体廃棄物貯蔵施設内

部のうち，流体状の放射性廃棄物の漏

えいが拡大するおそれがある部分の漏

えいし難い構造，漏えいの拡大防止，

堰については，次のとおりとする。 

 (1) 漏えいし難い構造 

全ての床面，適切な高さまでの壁面

及びその両者の接合部は，耐水性を有

する設計とし，流体状の放射性廃棄物

が漏えいし難い構造とする。また，そ

の貫通部は堰の機能を失わない構造と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑭(P7 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②-3(P7から) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【等の解説】 

「混合酸化物貯蔵容器，燃料棒

等」とは，核燃料物質及び核燃料

物質によって汚染された物を封入

する系統，機器の総称であり，具

体的な対象設備については，Ｖ－

１－１－２－１「安全機能を有す

る施設の閉じ込めの機能に関する

説明書」にて示すことから，当該

箇所では“等”のままとした。 

【許可からの変更点等】 

「取扱量等」については，「取扱

量，取扱形態」とし対象を明確化

した。 

なお，当該ボックスとそこでのウ

ラン粉末の取扱い(許可の添付書

類五の記載(本資料 p10)に対応す

るもの)は，Ｖ－１－１－２－１

「安全機能を有する施設の閉じ込

めの機能に関する説明書」に示

す。 

【許可からの変更点等】 

「放射性廃棄物のサンプリング試

料等」は放射線管理用試料である

ろ紙及びスミヤ等の汚染のおそれ

のある物品の総称を示しており，

対象を「汚染のおそれのある物

品」として明確化した。 

下線：基本設計方針に記載する事項(丸数字で紐づけ) 

波線：基本設計方針と許可の記載の内容変更部分 
灰色ハッチング：基本設計方針に記載しない事項 

黄色ハッチング：発電炉設工認と基本設計方針の記載内容が一致する箇所 

  ：発電炉との差異の理由     ：許可からの変更点等 

 
 

【凡例】 

 

【許可からの変更点等】 

語尾の統一化。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉においては，加工施設

の技術基準規則 1項 1 号～6

号と同様の要求が無いため。 

【許可からの変更点等】 

記載の適正化。 

【許可からの変更点等】 

主語の明確化。 
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別紙１① 

基本設計方針の許可整合性，発電炉との比較 第十条 （閉じ込めの機能）（2 / 22） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOX 粉末を取り扱うグローブボックス

は，以下の設計を講じる。 

(a)粉末容器の落下又は転倒により閉じ

込め機能を損なわないよう，内装機器及

び内装機器の架台による干渉や容器を取

り扱う機器とパネルの間の距離の確保に

より，落下又は転倒した粉末容器が，グ

ローブボックスのパネルに直接衝突する

ことがない設計とする。①-3 

 

 

 

(b)グローブボックス内に粉末容器以外

の重量物を取り扱うクレーン等の機器及

び当該グローブボックス外側近傍に重量

物を取り扱うクレーン等の機器を設置し

ないことにより，重量物の落下により閉

じ込め機能に影響を及ぼさない設計とす

る。④ 

 なお，グローブボックス内及びグロー

ブボックス近傍の飛散物の発生防止に係

る設計方針については，第 1 章 共通項

目の「8.1 安全機能を有する施設」の

「8.1.3 内部発生飛散物に対する考慮」

に基づくものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)核燃料物質等の漏えいに対する措置等 

に係る設計方針 

核燃料物質等を限定された区域に適切

に閉じ込めるため，核燃料物質等の漏え

いに対する措置等として，以下の設計を

講じる。 

(a)核燃料物質等を取り扱う設備は，内包

する物質の種類に応じて適切な腐食対策

を講じる設計とする。①-4 

(b)液体廃棄物を内包する系統及び機器

 (３) ＭＯＸ粉末を取り扱うグローブ

ボックスは，以下の設計を講じ

る。 

① 粉末容器の落下又は転倒により

閉じ込め機能を損なわないよう，

内装機器の架台等による干渉や容

器を取り扱う機器とパネルの間の

距離の確保により，落下又は転倒

した粉末容器が，グローブボック

スのパネルに直接衝突することが

ない設計とする。①-3 

 

② グローブボックス内に粉末容器

以外の重量物を取り扱うクレーン

等の機器及び当該グローブボック

ス外側近傍に重量物を取り扱うク

レーン等の機器を設置しないこと

により，重量物の落下により閉じ

込め機能に影響を及ぼさない設計

とする。④ 

 

 

 

 

 

(４) 核燃料物質等が漏えいした場合

においても，工程室（非密封のＭ

ＯＸを取り扱う設備・機器を収納

するグローブボックス等を直接収

納する部屋及び当該部屋から廊下

への汚染拡大防止を目的として設

ける部屋並びにそれらの部屋を介

してのみ出入りする部屋をいう。

以下同じ。）及び燃料加工建屋内

に保持することができる設計とす

る。①-5 

 

(５) 工程室は工程室排気設備，燃料

加工建屋は建屋排気設備により，

燃料加工建屋，工程室，グローブ

ボックス等の順に負圧を低くする

ことで，核燃料物質等の漏えいの

拡大を防止する設計とする。⑨-1 

 

 

 

(６) 核燃料物質等を限定された区域

に適切に閉じ込めるため，核燃料

物質等の漏えいに対する措置等と

して，以下の設計を講じる。 

① 核燃料物質等を取り扱う設備

は，内包する物質の種類に応じて

適切な腐食対策を講じる【①-4】

とともに，核燃料物質等の逆流に

また，ＭＯＸ粉末を取り扱うグロ

ーブボックスは，粉末容器の落下又

は転倒により閉じ込め機能を損なわ

ないよう，内装機器の架台等による

干渉や容器を取り扱う機器とパネル

の間の距離の確保により，落下又は

転倒した粉末容器が，グローブボッ

クスのパネルに直接衝突することが

ない設計とするとともに，グローブ

ボックス内に粉末容器以外の重量物

を取り扱うクレーン等の機器及び当

該グローブボックス外側近傍に重量

物を取り扱うクレーン等の機器を設

置しないことにより，重量物の落下

により閉じ込め機能に影響を及ぼさ

ない設計とする。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

核燃料物質等が漏えいした場合に

おいても，工程室（非密封のＭＯＸ

を取り扱う設備・機器を収納するグ

ローブボックス等を直接収納する部

屋及び当該部屋から廊下への汚染拡

大防止を目的として設ける部屋並び

にそれらの部屋を介してのみ出入り

する部屋をいう。以下同じ。）及び

燃料加工建屋内に保持することがで

きる設計とする。◇1  

 

工程室は工程室排気設備，燃料加

工建屋は建屋排気設備により，燃料

加工建屋，工程室，グローブボック

ス等の順に負圧を低くすることで，

核燃料物質等の漏えいの拡大を防止

する設計とする。◇1  

 

 

 

核燃料物質等を限定された区域に

適切に閉じ込めるため，核燃料物質

等の漏えいに対する措置等として，

核燃料物質等を取り扱う設備は，内

包する物質の種類に応じて適切な腐

食対策を講じるとともに，核燃料物

質等の逆流により核燃料物質等を拡

散しない設計とするとともに，

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①-5(P4へ) 

 

 

 

 

 

 

⑨-1(P5へ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点等】 

「内装機器の架台等」について

は，「内装機器及び内装機器の架

台」とし，対象を明確化した。 

 

【等の解説】 

「漏えいに対する措置等」とは核

燃料物質等の漏えい検知，漏えい

防止及び逆流防止の総称を示して

いるため，当該箇所では“等”の

ままとした。 

【等の解説】 

「クレーン等」とは重量物を取り

扱う機器の総称として示した記載

であることから，当該箇所では

“等”のままとした。 
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別紙１① 

基本設計方針の許可整合性，発電炉との比較 第十条 （閉じ込めの機能）（3 / 22） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
一 流体状の核燃料物質等を内

包する容器又は管に核燃料物

質等を含まない流体を導く管

を接続する場合には、流体状

の核燃料物質等が核燃料物質

等を含まない流体を導く管に

逆流するおそれがない構造で

あること。⑥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

は，溶接，フランジ又は継手で接続する

構造により核燃料物質等が漏えいし難い

設計とする。⑤-1 

(c)核燃料物質等を取り扱う設備は，核燃

料物質等を含まない流体を取り扱う設備

への核燃料物質等の逆流により核燃料物

質等を拡散しない設計とする。⑥ 

なお，核燃料物質等を取り扱う設備の

うち，気体廃棄物を取り扱う設備の逆流

防止に係る設計方針については，第 2 章 

個別項目の「5.2換気設備」に示す。 

(d)放射性物質を含む液体を取り扱うグロ

ーブボックス及びオープンポートボック

スは，貯槽等から放射性物質を含む液体

が漏えいした場合においても漏えい検知

器により検知し，警報を発する設計とす

るとともに，【⑦，⑧】グローブボック

ス及びオープンポートボックス底部を漏

えい液受皿構造とすることにより，グロ

ーブボックス及びオープンポートボック

スに放射性物質を含む液体を閉じ込める

ことで，放射性物質を含む液体がグロー

ブボックス及びオープンポートボックス

外に漏えいし難い設計とする。⑤-2  

なお，グローブボックス及びオープン

ポートボックスからの漏えい防止に係る

漏えい検知器の設計方針については，第 2

章 個別項目の「7.4 その他の主要な事

項」の「7.4.2警報関連設備」に示す。 

 

(e)MOX 粉末を取り扱うグローブボックス

を循環する経路は，基準地震動 Ss による

地震力に対して，経路が維持できる設計

とする。⑯ 

 なお，MOX 粉末を取り扱うグローブボッ

クスを循環する経路に係る設計方針につ

いては，第 2 章 個別項目の「5.2 換気設

備」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

より核燃料物質等を拡散しない設

計とする。⑥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 核燃料物質等による汚染のおそ

れのある部屋の床及び壁の表面

は，除染が容易で，腐食しにくい

樹脂系塗料等の材料によって仕上

げる設計とする。□1  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【◇1 】核燃料物質等による汚染のお

それのある部屋の床及び壁の表面

は，除染が容易で，腐食しにくい樹

脂系塗料等の材料によって仕上げる

設計とする。◇8  

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(５) 地震による損傷の防止⑯ 
① 安全機能を有する施設の耐震設計

の基本方針 
＜中略＞ 

b．耐震設計上の重要度分類 
＜中略＞ 

ＭＯＸ粉末を露出した状態で取
り扱うグローブボックスについて
は，窒素雰囲気で運転を行うこと
で，火災の発生防止に期待ができ
る設計とするため，窒素循環設備
のうち，Ｓクラスのグローブボッ
クスを循環する経路については，
基準地震動による地震力に対して
その機能を確保する設計とする。 

＜中略＞ 
(ｃ) 耐震重要度分類上の留意事項 

＜中略＞ 
x．窒素循環設備のうち，Sクラス 
のグローブボックスを循環する
経路については，基準地震動に
よる地震力に対してその機能を
保持する設計とする。 
上記に基づくクラス別施設を添

５第 11表に示す。 
＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤-1(P14 から) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦(P14から) 

⑧(P15から) 

 

 

 

 

 

⑤-2(P15 から) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点等】 

記載の適正化。 

【許可からの変更点等】 

記載の統一化。 

【許可からの変更点等】 

漏えい検知に関する記載の詳細化。 

【許可からの変更点等】 

記載の適正化。 

【等の解説】 

「貯槽等」とは，放射性物質を含む液体を取り扱う低レベル廃液処理

設備，分析済液処理装置の系統及び機器の総称を示しており，具体的

な対象設備については，Ｖ－１－１－２－１「安全機能を有する施設

の閉じ込めの機能に関する説明書」にて示すことから，当該箇所では

“等”のままとした。 【許可からの変更点等】 

低レベル廃液処理設備の

オープンポートボックス

も漏えい液受皿構造とし

ていることから，対象設

備を明確化した。 

【許可からの変更点等】 

核燃料物質等の逆流防止

の観点から記載を明確化

した。 

【許可からの変更点等】 

基準地震動 Ssによる地震力

に対して，経路維持できる設

計とすることを明確化した。 

【用語の定義】 

「基準地震動 Ss」については，第 1

章 共通項目の「2.1安全機能を有す

る施設の地盤」において，「地震の

発生によって生じるおそれがあるそ

の安全機能の喪失に起因する放射線

による公衆への影響の程度が特に大

きい施設(以下「耐震重要度施設」と

いう。)及びそれらを支持する建物・

構築物については，自重や運転時の

荷重等に加え，その供用中に大きな

影響を及ぼすおそれがある地震動」

と定義している。 
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別紙１① 

基本設計方針の許可整合性，発電炉との比較 第十条 （閉じ込めの機能）（4 / 22） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)核燃料物質等の漏えい拡大防止に係る 

設計方針 

核燃料物質等が漏えいした場合におい

ても，工程室(非密封の MOXを取り扱う設

備・機器を収納するグローブボックス等

を直接収納する部屋及び当該部屋から廊

下への汚染拡大防止を目的として設ける

部屋並びにそれらの部屋を介してのみ出

入りする部屋をいう。以下同じ。)及び

燃料加工建屋内に保持することができる

設計とする。①-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①-5(P2から) 
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別紙１① 

基本設計方針の許可整合性，発電炉との比較 第十条 （閉じ込めの機能）（5 / 22） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

三 プルトニウム及びその化合

物並びにこれらの物質の一又は

二以上を含む物質(以下この条

において「プルトニウム等」と

いう。)を取り扱うグローブボ

ックスは、その内部を常時負圧

状態に維持し得るものであり、

かつ、給気口及び排気口を除

き、密閉することができる構造

であること。② 

 

四 液体状のプルトニウム等を

取り扱うグローブボックス

は、当該物質がグローブボッ

クス外に漏えいするおそれが

ない構造であること。⑤，

⑦，⑧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五 密封されていない核燃料物

質等を取り扱うフードは、そ

の開口部の風速を適切に維持

し得るものであること。③ 

 

六 プルトニウム等を取り扱う

室(保管廃棄する室を除く。)

及び核燃料物質等による汚染

の発生のおそれがある室は、

その内部を負圧状態に維持し

得るものであること。⑨ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工程室は工程室排気設備，燃料加工建

屋は建屋排気設備にて排気し，燃料加工

建屋，工程室，グローブボックス等の順

に負圧を低くすることで，核燃料物質等

の漏えいの拡大を防止する設計とする。

⑨-1 

なお，負圧順序の達成に必要な起動順

序に係る設計方針については，第 2 章 

個別項目の「5.2換気設備」に示す。 

 

グローブボックス等内の気圧が設定値

以上になった場合は，警報を発する設計

とする。②-4 

なお，負圧異常時の警報発報に係る設

計方針については，第 2 章 個別項目の

「7.4その他の主要な事項」の「7.4.2警

報関連設備」に示す。 

 

グローブボックス等から核燃料物質等

が漏えいした場合又はそのおそれがある

場合に，建屋内及び工程室内はダストモ

ニタ，エアスニファ及び放射線サーベイ

機器により漏えいを検知できるよう，放

射線監視設備を設ける設計とする。【⑨

-2】また，MOX 燃料加工施設から周辺環

境へ放射性気体廃棄物を放出する排気筒

には，MOX 燃料加工施設外への核燃料物

質等の漏えいを検知できるよう，排気モ

ニタを設置する設計とする。②-5，⑨-3 

なお，放射線監視設備に係る設計方針

については，第 2 章 個別項目の「6.放

射線管理施設」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グローブボックス等から核燃料物質等

が漏えいした場合は，気体廃棄物の廃棄

設備の給気設備等の停止を含まない加工

工程のうち任意の工程の停止(以下「工

程停止」という。)，気体廃棄物の廃棄

設備の建屋排風機，工程室排風機，送風

機及び窒素循環ファン並びに非管理区域

換気空調設備(以下「送排風機」とい

う。)を停止する措置等により漏えいの

拡大を防止することを保安規定に定め

て，管理する。⑩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ グローブボックス等内の気圧が

設定値以上になった場合は，警報

を発する設計とする【②-4】とと

もに，核燃料物質等が漏えいした

場合又はそのおそれがある場合

に，建屋内及び工程室内はダスト

モニタ，エアスニファ及び放射線

サーベイ機器により漏えいを検知

【⑨-2】し，堰等による核燃料物

質等の保持，【⑪-3】排風機の切

り替えによる負圧の維持，【⑫-

1】換気設備等のユーティリティの

停止を含まない加工工程のうち任

意の工程の停止（以下「工程停

止」という。），気体廃棄物の廃

棄設備の建屋排風機，工程室排風

機，送風機及び窒素循環ファン並

びに非管理区域換気空調設備（以

下「送排風機」という。）を停止

する措置等により漏えいの拡大を

防止する設計とする。⑩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(３) 閉じ込めの機能 

グローブボックス等内の気圧が設

定値以上になった場合は，警報を発

する設計とするとともに，核燃料物

質等が漏えいした場合又はそのおそ

れがある場合に，建屋内及び工程室

内はダストモニタ，エアスニファ及

び放射線サーベイ機器により漏えい

を検知し，堰等による核燃料物質等

の保持，排風機の切り替えによる負

圧の維持，換気設備等のユーティリ

ティの停止を含まない加工工程のう

ち任意の工程の停止（以下「工程停

止」という。），気体廃棄物の廃棄

設備の建屋排風機，工程室排風機，

送風機及び窒素循環ファン並びに非

管理区域換気空調設備（以下「送排

風機」という。）を停止する措置等

により漏えいの拡大を防止する設計

とする。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨-1(P2から) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑪-3(P6へ) 

⑫-1(P6へ) 

 

 

 

 

 

 

 

②-5，⑨-3(P16 から)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点等】 

記載の細分化に伴う，語尾

の適正化。 

【許可からの変更点等】 

主語の明確化。 

【許可からの変更点等】 

記載の適正化。 

【許可からの変更点等】 

記載の適正化。 
【等の解説】 

「気体廃棄物の廃棄設備の給気設備

等」には，以下が含まれる。 

・気体廃棄物の廃棄設備 

・非管理区域換気空調設備 

【等の解説】 

「停止する措置等」とは，作業員の退避，除染作業を含め

たグローブボックス等から核燃料物質等が漏えいした場合

の措置の総称であり，具体的な手順については保安規定に

記載するため，当該箇所では“等”のままとした。 

【許可からの変更点等】 

「換気設備等のユーティリティ」を

「気体廃棄物の廃棄設備の給気設備

等」へ具体化した。 
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別紙１① 

基本設計方針の許可整合性，発電炉との比較 第十条 （閉じ込めの機能）（6 / 22） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
七 液体状の核燃料物質等を取

り扱う設備が設置される施設

(液体状の核燃料物質等の漏

えいが拡大するおそれがある

部分に限る。)は、次に掲げ

るところによるものであるこ

と。 

イ 施設内部の床面及び壁面

は、液体状の核燃料物質等

が漏えいし難いものである

こと。⑦，⑧，⑪ 

 

ロ 液体状の核燃料物質等を

取り扱う設備の周辺部又は

施設外に通ずる出入口若し

くはその周辺部には、液体

状の核燃料物質等が施設外

へ漏えいすることを防止す

るための堰が設置されてい

ること。ただし、施設内部

の床面が隣接する施設の床

面又は地表面より低い場合

であって、液体状の核燃料

物質等が施設外へ漏えいす

るおそれがないときは、こ

の限りでない。⑪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

液体廃棄物を内包する貯槽等から廃液

が漏えいした場合，漏えい検知器により

検知し，警報を発する設計とするととも

に，【⑦，⑧】貯槽等に内包される廃液

の全量に対して，堰等により漏えいの拡

大を防止する設計とする。⑪-1，⑪-2，

⑪-3 

  なお，漏えい拡大防止に係る漏えい検

知器の設計方針については，第 2 章 個

別項目の「7.4 その他の主要な事項」の

「7.4.2警報関連設備」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5)その他の閉じ込めに係る設計方針 

グローブボックス排気設備，工程室排

気設備及び建屋排気設備は，以下の設計

を講じる。 

(a)排風機は予備機を設け，故障した場合

には自動的に予備機に切り替わる設計と

する。⑫-1，⑫-2 

 なお，故障時の排風機の切り替えによ

る核燃料物質等の漏えい防止及び漏えい

拡大防止に係る設計方針については，第 2

章 個別項目の「5.2換気設備」に示す。 

 

(b)核燃料物質等の形態及び取扱量に応じ

た段数の高性能エアフィルタを設ける設

計とすることで，周辺環境に放出される

核燃料物質等の量を合理的に達成できる

限り少なくするとともに，【⑬】設計基

準事故時においても可能な限り負圧維

持，漏えい防止及び逆流防止の機能が確

保される設計とし，公衆に対して著しい

放射線被ばくのリスクを与えないよう，

事故に起因して環境に放出される核燃料

物質等の放出量を低減する設計とする。

①-6 

 なお，高性能エアフィルタの段数に係

る設計方針については，第 2章 個別項目

の「5.1 放射性廃棄物の廃棄施設の基本設

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(７) グローブボックス排気設備，工

程室排気設備及び建屋排気設備

は，以下の設計を講じる。 

① 排風機は予備機を設け，故障し

た場合には自動的に予備機に切り

替わる設計とする。⑫-2 

 

 

 

 

 

② 核燃料物質等の形態及び取扱量

に応じた段数の高性能エアフィル

タを設ける設計とすることで，周

辺環境に放出される核燃料物質等

の量を合理的に達成できる限り少

なくするとともに，【⑬】設計基

準事故時においても可能な限り負

圧維持，漏えい防止及び逆流防止

の機能が確保される設計とし，公

衆に対して著しい放射線被ばくの

リスクを与えないよう，事故に起

因して環境に放出される核燃料物

質等の放出量を低減する設計とす

る。①-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グローブボックス排気設備，工程

室排気設備及び建屋排気設備は，排

風機は予備機を設け，故障した場合

には自動的に予備機に切り替わる設

計とするとともに，核燃料物質等の

形態及び取扱量に応じた段数の高性

能エアフィルタを設ける設計とする

ことで，周辺環境に放出される核燃

料物質等の量を合理的に達成できる

限り少なくするとともに，設計基準

事故時においても可能な限り負圧維

持，漏えい防止及び逆流防止の機能

が確保される設計とし，公衆に対し

て著しい放射線被ばくのリスクを与

えないよう，事故に起因して環境に

放出される核燃料物質等の放出量を

低減する設計とする。◇1  

このため，以下の①から⑨の設計

上の対策を講ずる。 

① グローブボックス及びグローブボ

ックスと同等の閉じ込め機能を有す

る設備・機器 

非密封のＭＯＸを取り扱う設備・

機器は，作業環境中にＭＯＸが飛散

又は漏えいすることのないようにグ

(2) 漏えいの拡大防止 

床面は，床面の傾斜又は床面に設け

られた溝の傾斜により流体状の放射性

廃棄物が排液受け口に導かれる構造と

し，かつ，気体状のものを除く流体状

の放射性廃棄物を処理又は貯蔵する設

備の周辺部には，堰又は堰と同様の効

果を有するものを施設し，流体状の放

射性廃棄物の漏えいの拡大を防止する

設計とする。 

(3) 放射性廃棄物処理施設に係る堰の

施設 

放射性廃棄物処理施設外に通じる出

入口又はその周辺部には，堰を施設す

ることにより，流体状の放射性廃棄物

が施設外へ漏えいすることを防止する

設計とする。 

施設外へ漏えいすることを防止する

ための堰は，処理する設備に係わる配

管について，長さが当該設備に接続さ

れる配管の内径の 1／2，幅がその配

管の肉厚の 1／2 の大きさの開口を当

該設備と当該配管との接合部近傍に仮

定したとき，開口からの流体状の放射

性廃棄物の漏えい量のうち最大の漏え

い量をもってしても，流体状の放射性

廃棄物の漏えいが広範囲に拡大するこ

とを防止する設計とする。 

この場合の仮定は堰の能力を算定

するためにのみに設けるものであ

り，開口は施設内の貯蔵設備に 1ヶ

所想定し，漏えい時間は漏えいを適

切に止めることができるまでの時間

とし，床ドレンファンネルの排出機

能を考慮する。床ドレンファンネル

は，その機能が確実なものとなるよ

うに設計する。 

(4) 放射性廃棄物貯蔵施設に係る堰の

施設 

放射性廃棄物貯蔵施設外に通じる出

入口又はその周辺部には，堰を施設す

ることにより，流体状の放射性廃棄物

が施設外へ漏えいすることを防止する

設計とする。 

漏えいの拡大を防止するための堰及

び施設外へ漏えいすることを防止する

ための堰は，開口を仮定する貯蔵設備

が設置されている区画内の床ドレンフ

ァンネルの排出機能を考慮しないもの

とし，流体状の放射性廃棄物の施設外

への漏えいを防止できる能力をもつ設

計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦(P14から) 

⑧(P15から) 

⑪-1(P14 から) 

⑪-2(P15 から) 

⑪-3(P5から) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑫-1(P5から) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

要求事項は同様であるが，発電炉は技術基準規則の解釈に

基づき，配管の損傷を考慮し，液体廃棄物が漏えいした場

合は床ドレンファンネルにより排出し，かつ，堰により受

け止める構造としているのに対して，MOXは貯槽からの全

量漏えいが最大の漏えい量となり，全量漏えいした場合で

も，堰等により全量受け止める構造としているため。 

【等の解説】 

「堰等」については燃料加工建屋の構造

としての床，壁，段差を示しており，堰

として仕様表に各々の仕様を示すため，

当該箇所では“等”のままとした。 

【許可からの変更点等】 

核燃料物質等の漏えいに対する措

置の観点から記載を明確化した。 
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別紙１① 

基本設計方針の許可整合性，発電炉との比較 第十条 （閉じ込めの機能）（7 / 22） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

ハ 工場等の外に排水を排出

する排水路(湧水に係るもの

であって核燃料物質等によ

り汚染するおそれがある管

理区域内に開口部がないも

のを除く。)の上に施設の床

面がないようにすること。

ただし、当該排水路に核燃

料物質等により汚染された

排水を安全に廃棄する設備

及び第十九条第二号に掲げ

る事項を計測する設備が設

置されている場合は、この

限りでない。⑭ 

 

二 六ふっ化ウランを取り扱う

設備であって、六ふっ化ウラ

ンが著しく漏えいするおそれ

があるものは、漏えいの拡大

を適切に防止し得る構造であ

ること。⑮ 

 

計方針」の「5.1.1 気体廃棄物の廃棄設

備」に示す。 

 

燃料加工建屋の床面下には，敷地外

に管理されずに排出される排水が流れる

排水路を設置しない設計とする。⑭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

技術基準規則第十条第 1 項第二号にある

「六ふっ化ウランを取り扱う設備」は，

MOX燃料加工施設に設置しない。⑮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ローブボックスに収納する設計とす

るか，当該設備・機器がグローブボ

ックスと同等の閉じ込め機能を有す

る設計とする。◇1  

ａ.グローブボックス 

(ａ) 構造 

グローブボックスは，ステン

レス鋼製の本体を溶接及びボル

ト締結により加工し，その操作

面にグローブポートを有する透

明なパネル等をガスケットを介

して取り付け，給気口及び排気

口を除き密閉でき【②-3】，漏

れ率を日本産業規格に基づく多

量な放射性物質を取り扱うグロ

ーブボックスの漏れ率と同等の

0.25vol％/h以下【◇10 】にするこ

とにより，核燃料物質等が漏え

いしにくい構造とする。◇2  

なお，グローブボックスは，

その閉じ込めの機能を損なうこ

となく物品の搬出入が行える設

計とする。◇2  

ＭＯＸ粉末を取り扱うグロー

ブボックスについては，グロー

ブボックス内で取り扱う粉末容

器の落下又は転倒により閉じ込

め機能を損なわないよう，内装

機器の架台等による干渉や容器

を取り扱う機器とパネルの間の

距離の確保により，落下又は転

倒した粉末容器が，グローブボ

ックスのパネルに直接衝突する

ことがない設計とする。◇1  

また，当該グローブボックス

内に粉末容器以外の重量物を取

り扱うクレーン等の機器及び当

該グローブボックス外側近傍に

重量物を取り扱うクレーン等の

機器を設置しないことにより，

重量物の落下により閉じ込め機

能に影響を及ぼさない設計とす

る。◇1  

(ｂ) 給排気及び負圧維持 

グローブボックスの給排気系

統を添５第４図に示す。 

グローブボックスは，室内空

気を吸引又は窒素ガスを給気

し，排気ダクトを介してグロー

ブボックス排風機の連続運転に

よって排気するとともに，ダン

パ等の調整により所定の負圧に

 

 

 

1.4 排水路 

液体廃棄物処理設備，液体廃棄物貯

蔵設備及びこれらに関連する施設を設

ける建屋の床面下には，発電所外に管

理されずに排出される排水が流れる排

水路を施設しない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑭(P1 から) 

 

 

 

 

 

 

②-3(P1へ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

施設名称の違い及び法令に基づく

用語の違い。 

【許可からの変更点等】 

MOX燃料加工施設では六

ふっ化ウランを取扱わな

いことを明確化した。 
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基本設計方針の許可整合性，発電炉との比較 第十条 （閉じ込めの機能）（8 / 22） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 

維持する。◇2  

また，グローブ１個が破損し

た場合でも日本産業規格に基づ

く放射性物質取扱作業用グロー

ブボックスの要求にあるグロー

ブポートの開口部における空気

流入風速を 0.5ｍ/s 以上【◇10 】

に維持する設計とする。◇2  

グローブボックス内の気圧が

設定値以上になった場合は，当

該グローブボックス近傍及び所

定の制御室並びに中央監視室に

警報を発する設計とし，排風機

の切り替えによる負圧の維持，

工程停止，送排風機停止の措置

等により核燃料物質等の漏えい

の 拡 大 を 防 止 す る 設計 と す

る。）◇2  

(ｃ) 常時負圧の維持 

グローブボックス内を常時負

圧に維持するため，グローブボ

ックス排風機には予備機を設

け，運転中の当該排風機が故障

した場合には，短時間で自動的

に予備機に切り替わる設計とす

る。◇3  

また，外部電源喪失時には非

常用所内電源設備から電力を自

動的に供給する設計とする。◇9  

(ｄ) グローブボックスの種類 

グローブボックスは，その内

部を空気雰囲気で使用する空気

雰囲気型グローブボックスと，

窒素雰囲気に置換できる窒素雰

囲気型グローブボックスとに分

類する。さらに窒素雰囲気型グ

ローブボックスは，窒素循環型

と窒素貫流型に分類する。◇2  

窒素雰囲気型グローブボック

スは，ＭＯＸの酸化防止の品質

管理の観点から，成形施設のう

ち主にＭＯＸ粉末又は粉末を圧

縮成形したペレット（以下「グ

リーンペレット」という。）を

取り扱うグローブボックス，被

覆施設のうち乾燥後のペレット

を取り扱うグローブボックス，

小規模試験設備を収納するグロ

ーブボックス並びに分析設備を

収納する一部のグローブボック

ス（受払装置グローブボック

ス，受払・分配装置グローブボ
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
ックス，分析第１室に設置する

試料溶解・調整装置グローブボ

ックス，蛍光Ⅹ線分析装置グロ

ーブボックス，プルトニウム含

有率分析装置グローブボック

ス，分配装置グローブボック

ス，Ｏ／Ｍ比測定装置グローブ

ボックス，水分分析装置グロー

ブボックス及び分析第１室に設

置する６基のうち３基と分析第

２室に設置する搬送装置グロー

ブボックス）に適用する。◇2  

これらのグローブボックスに

供給される窒素ガスの供給流量

は，調整弁の開度の設定及び減

圧弁の設置によりグローブボッ

クス排気風量に比べ低くなるよ

う調整し，グローブボックス内

の気圧が過度に上昇することが

ない設計とする。また，グロー

ブボックス内の気圧が設定値以

上になった場合には，警報を発

報するとともに窒素ガスの供給

を停止できる設計とする。◇2  

ⅰ．空気雰囲気型グローブボック

ス 

空気雰囲気型グローブボック

スは，室内の空気をグローブボ

ックスの給気口から吸引し，排

気ダクトを介してグローブボッ

クス排風機の連続運転によって

排気することにより，グローブ

ボックス内を負圧に維持する設

計とする。◇2  

ⅱ．窒素雰囲気型グローブボック

ス（窒素循環型） 

窒素雰囲気型グローブボック

ス（窒素循環型）は，窒素ガス

設備から窒素ガスを供給し，窒

素循環設備によって窒素ガスを

循環するとともに，排気ダクト

を介して，グローブボックス排

風機の連続運転によって一部の

窒素ガスを排気することによ

り，グローブボックス内を負圧

に維持する設計とする。また，

循環する窒素ガスを冷却する設

計とする。◇2  

窒素ガス設備又は窒素循環設

備が故障した場合でも，グロー

ブボックス排風機により排気

し，グローブボックス内を負圧

に維持する設計とする。◇3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14



別紙１① 

基本設計方針の許可整合性，発電炉との比較 第十条 （閉じ込めの機能）（10 / 22） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
なお，窒素ガス設備若しくは

窒素循環設備が故障した場合又

は当該グローブボックスの保守

管理に必要な場合は，空気雰囲

気型グローブボックスと同様の

給排気運転により，グローブボ

ックス内を空気雰囲気とした上

で負圧に維持できる設計とす

る。◇3  

ⅲ．窒素雰囲気型グローブボック

ス（窒素貫流型） 

窒素雰囲気型グローブボック

ス（窒素貫流型）は，窒素ガス

設備から窒素ガスを供給し，排

気ダクトを介してグローブボッ

クス排風機の連続運転によって

排気することにより，グローブ

ボックス内を負圧に維持する設

計とする。◇2  

窒素ガス設備が故障した場合

でも，グローブボックス排風機

により排気し，グローブボック

ス内を負圧に維持する設計とす

る。◇3  

なお，窒素ガス設備が故障し

た場合又は当該グローブボック

スの保守管理に必要な場合は，

空気雰囲気型グローブボックス

と同様の給排気運転により，グ

ローブボックス内を空気雰囲気

とした上で負圧に維持できる設

計とする。◇3  

 

ｂ．グローブボックスと同等の閉じ

込め機能を有する設備・機器 

(ａ) 焼結炉 

焼結炉は，グローブボックス

と同等の閉じ込め機能を確保す

るため，炉体は溶接構造等と

し，核燃料物質等が漏えいしに

くい構造とする。炉体の前部及

び後部はグローブボックスにフ

ランジで接続する構造とする。

また，グローブボックス排風機

の連続運転に加え，排ガス処理

装置の補助排風機の運転によっ

て炉体内部を負圧に維持する設

計とする。◇2  

なお，排ガス処理装置の補助

排風機には予備機を設け，運転

中の当該排風機が故障した場合

は，自動的に予備機に切り替わ
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別紙１① 

基本設計方針の許可整合性，発電炉との比較 第十条 （閉じ込めの機能）（11 / 22） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 

る設計とする。【◇2 】また，外

部電源喪失時には非常用所内電

源設備から電力を自動的に供給

する設計とする。◇9  

(ｂ) スタック乾燥装置 

スタック乾燥装置は，グロー

ブボックスと同等の閉じ込め機

能を確保するため，乾燥機は溶

接構造等とし，核燃料物質等が

漏えいしにくい構造とする。乾

燥機の前部及び後部はグローブ

ボックスにフランジで接続する

構造とする。◇2  

また，乾燥機内にアルゴンガ

スを供給する際は，アルゴンガ

スを循環するとともに，グロー

ブボックス排風機の連続運転に

よって一部のアルゴンガスを排

気することにより，乾燥機内部

を負圧に維持する設計とする。

◇2  

 

(ｃ) 小規模焼結処理装置 

小規模焼結処理装置は，グロ

ーブボックスと同等の閉じ込め

機能を確保するため，炉体は溶

接構造等とし，核燃料物質等が

漏えいしにくい構造とする。炉

体の上部はグローブボックスに

フランジで接続する構造とす

る。◇2  

また，グローブボックス排風

機の連続運転に加え，小規模焼

結炉排ガス処理装置の補助排風

機の運転によって炉体内部を負

圧に維持する設計とする。◇2  

なお，小規模焼結炉排ガス処

理装置の補助排風機には予備機

を設け，運転中の当該排風機が

故障した場合は，自動的に予備

機に切り替わる設計とする。◇2

また，外部電源喪失時には非常

用所内電源設備から電力を自動

的に供給する設計とする。◇9  

② オープンポートボックス 

非密封のウランを取り扱う設備・

機器，挿入溶接後のＭＯＸ燃料棒の

汚染検査を行う設備・機器等は，オ

ープンポートボックスに収納する設

計とする。 

ａ．構造 

オープンポートボックスは，基
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別紙１① 

基本設計方針の許可整合性，発電炉との比較 第十条 （閉じ込めの機能）（12 / 22） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
本的にグローブボックスと同じ構

造であるが，一部が開口状態とな

っている。開口部から空気が流入

することによって，核燃料物質等

が外部へ飛散することを防止する

設計とする。◇2  

ｂ．給排気及び風速 

オープンポートボックスの給排

気系統を添５第４図に示す。 

オープンポートボックスは室内

の空気を開口部から吸引し，排気

ダクトを介してグローブボックス

排風機の連続運転によって排気

し，開口部の空気流入風速を日本

産業規格に基づく放射性物質取扱

作業用グローブボックスの要求に

あるグローブポート1個を開放した

ときの開口部における通過風速を

参考に 0.5ｍ/s 以上【◇10 】に維持

する設計とする。◇2  

 

③ フード 

放射性廃棄物のサンプリング試料

及び作業環境の放射線管理用試料の

放射能測定並びに汚染のおそれのあ

る物品の汚染検査を行うためにフー

ドを設ける設計とする。◇2  

 

ａ．構造 

フードは，金属製の箱形で開口

窓を調整できる構造とし，開口部

から空気が流入することによっ

て，核燃料物質等が外部へ飛散す

ることを防止する設計とする。◇2  

ｂ．給排気及び風速 

フードの給排気系統を添５第４

図に示す。 

フードは室内の空気を開口部か

ら吸引し，排気ダクトを介してグ

ローブボックス排風機の連続運転

によって排気し，開口部の空気流

入風速を日本産業規格に基づく放

射性物質取扱作業用グローブボッ

クスの要求にあるグローブポート 1

個を開放したときの開口部におけ

る通過風速を参考に 0.5ｍ/s 以上

【◇10 】に維持する設計とする。◇2  

④ 混合酸化物貯蔵容器 

粉末缶に収納した原料ＭＯＸ粉末

は，混合酸化物貯蔵容器に封入さ

れ，閉じ込めの機能が確保された状

態で再処理施設から受け入れる。◇2  
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別紙１① 

基本設計方針の許可整合性，発電炉との比較 第十条 （閉じ込めの機能）（13 / 22） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
混合酸化物貯蔵容器から原料ＭＯ

Ｘ粉末を収納した粉末缶を取り出す

場合は，混合酸化物貯蔵容器をグロ

ーブボックスに接続し，グローブボ

ックスの内側に粉末缶を取り出す設

計とする。◇2  

 

⑤ ウラン粉末缶 

原料ウラン粉末又は未使用のウラ

ン合金ボールは，ウラン粉末缶に封

入され，閉じ込めの機能が確保され

た状態で，ウラン粉末缶輸送容器に

収納し，ＭＯＸ燃料加工施設外から

受け入れる。ウラン粉末缶は，ウラ

ン粉末缶受払移載装置でウラン粉末

缶輸送容器から手作業により取り出

した後，順次，ウラン貯蔵棚で貯蔵

する。また，ウラン貯蔵棚の合理的

な運用の観点から，ＭＯＸ燃料加工

施設外からのウラン粉末缶輸送容器

の受け入れ後，使用開始までの期間

が長期間を予定する場合，ウラン粉

末缶は，ウラン粉末缶輸送容器から

手作業によりウラン粉末缶貯蔵容器

に詰め替えた上でウラン貯蔵エリア

に貯蔵する場合がある。◇2  

試験に用いたウランは，グローブ

ボックスからバッグアウトにより搬

出し，ウラン粉末缶に封入し，閉じ

込めの機能を確保した状態で，ウラ

ン貯蔵棚で貯蔵するか，ウラン粉末

缶をウラン粉末缶受払移載装置で手

作業によりウラン粉末缶貯蔵容器に

収納した後，ウラン貯蔵エリアで貯

蔵する。◇2  

ウラン粉末缶から原料ウラン粉末

を取り出す場合は，ウラン粉末缶を

ウラン粉末払出装置オープンポート

ボックスに搬入し，ウラン粉末缶を

開缶し，ウラン粉末袋開封ボックス

内で原料ウラン粉末を収納した袋を

開梱する設計とする。◇2  

未使用のウラン合金ボールを袋か

ら取り出す場合は，バッグインによ

りグローブボックス内に搬入した上

で開梱する。◇2  

⑥ 低レベル廃液処理設備 

低レベル廃液処理設備は，分析済

液処理装置で分析済みの液中からプ

ルトニウム及びウランを回収した後

の放射性物質の濃度が低い廃液を取

り扱う。 

ａ．低レベル廃液処理設備は，系統
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別紙１① 

基本設計方針の許可整合性，発電炉との比較 第十条 （閉じ込めの機能）（14 / 22） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
及び機器によって液体廃棄物を閉

じ込める設計とする。◇2  

また，液体廃棄物を内包する貯

槽等から放射性物質を含む液体が

漏えいした場合，検知できる設計

とし，【⑦】堰等により漏えいの

拡大を防止する設計とする。⑪-1 

ｂ．液体廃棄物を内包する系統及び

機器は，溶接，フランジ又は継手

で接続する構造とし，核燃料物質

等が漏えいしにくい設計とする。

⑤-1 

また，内包する液体廃棄物によ

る腐食を考慮し，主要な構造材を

ステンレス鋼とする。◇2  

ｃ．液体廃棄物を内包する容器又は

管に放射性物質を含まない液体を

導く管を接続する場合には，逆止

弁，電磁弁又は調節弁を設置する

ことにより，液体廃棄物が放射性

物質を含まない液体を導く管へ逆

流することを防止する設計とす

る。◇2  

ｄ．低レベル廃液処理設備のオープ

ンポートボックスを，装置の保守

又は修理の際に汚染管理のために

設ける設計とする。◇2  

⑦ 分析設備 

ａ．分析装置 

核燃料物質等を取り扱う分析装

置は，グローブボックスに収納す

る設計とする。 

ただし，プルトニウム・ウラン

分析，不純物分析及び物性測定を

行うため，一部の分析装置はグロ

ーブボックス外に設置し，グロー

ブボックスと分析装置を接続する

ことにより，核燃料物質等が漏え

いしにくい構造とする。◇2  

ｂ．分析済液処理装置グローブボッ

クス 

分析済液処理装置グローブボッ

クスは，分析設備において取り扱

う分析用の放射性物質及び分析済

液を取り扱う。◇2  

(ａ) 分析設備の分析済液処理装置

で放射性物質を含む液体を取り扱

うグローブボックスは，「イ．

（ロ）（３）①ａ．グローブボッ

クス」に示す設計の他に，放射性

物質を含む液体が分析済液処理装

置から漏えいした場合においても

 

 

 

 

 

⑦(P3，6 へ) 

⑪-1(P6へ) 
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別紙１① 

基本設計方針の許可整合性，発電炉との比較 第十条 （閉じ込めの機能）（15 / 22） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
グローブボックス底部を漏えい液

受皿構造とすることにより，グロ

ーブボックスに放射性物質を含む

液体を閉じ込める設計とし，放射

性物質を含む液体がグローブボッ

クス外に漏えいしにくい構造とす

る。⑤-2 

(ｂ) 分析済液処理装置で放射性物

質濃度が低いことを確認した廃液

は，グローブボックスに収納しな

い系統及び機器で閉じ込める設計

とする。また，内包する廃液によ

る腐食を考慮し，主要な構造材を

ステンレス鋼とする。◇2  

さらに，系統及び機器から廃液

が漏えいした場合，検知できる設

計とするとともに，【⑧】堰等に

より漏えいの拡大を防止できる設

計とする。⑪-2 

(ｃ) 分析済液を内包する容器又は

管に放射性物質を含まない液体を

導く管を接続する場合には，逆止

弁，電磁弁又は調節弁を設置する

ことにより，分析済液が放射性物

質を含まない液体を導く管へ逆流

することを防止する設計とする。

◇2  

 

⑧ 建物・構築物 

ａ．構造 

(ａ) 工程室の床，壁及び天井は，

搬出入扉，避難用扉等を除き開口

部を有しないことにより核燃料物

質等の漏えいの少ない構造とし，

工程室外の廊下等より気圧を低く

維持する設計とする。万一，グロ

ーブボックス等，オープンポート

ボックス及びフードから核燃料物

質等の漏えいが発生した場合に

は，その核燃料物質等が廊下等へ

漏えいしにくい設計とする。◇2  

(ｂ) 建屋内及び工程室内は，ダス

トモニタ，エアスニファ及び放射

線サーベイ機器により，グローブ

ボックス等，オープンポートボッ

クス及びフードからの核燃料物質

等の漏えいを検知できる設計と

し，排風機の切り替えによる負圧

の維持，工程停止，送排風機停止

の措置等により，核燃料物質等の

漏えいの拡大を防止する設計とす

る。◇2  

(ｃ) ＭＯＸ燃料加工施設から周辺

 

 

 

 

 

 

⑤-2(P3へ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧(P3，6 へ) 

 

⑪-2(P6へ) 
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別紙１① 

基本設計方針の許可整合性，発電炉との比較 第十条 （閉じ込めの機能）（16 / 22） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
環境へ放射性気体廃棄物を放出す

る排気筒には，排気モニタを設

け，ＭＯＸ燃料加工施設外への核

燃料物質等の漏えいを検知できる

設計とし，【②-5，⑨-3】排風機

の切り替えによる負圧の維持，工

程停止，送排風機停止の措置等に

より，核燃料物質等の漏えいの拡

大を防止する設計とする。◇2  

 

(ｄ) 放射性物質による汚染のおそ

れのある部屋の床及び人が触れる

おそれのある壁は，表面を腐食し

にくい樹脂系塗料等で平滑に仕上

げ，除染が容易な設計とする。 

ⅰ．工程室の床，壁及び天井に対

して樹脂系塗料等で平滑に仕上

げを行う。◇8  

ⅱ．密封された核燃料物質等を取

り扱う室並びに混合酸化物貯蔵

容器を受け入れる室及び保管す

る室については，床及び壁に対

してのみ樹脂系塗料等で平滑に

仕上げを行う。◇8  

ⅲ．上記ⅰ．及びⅱ．以外の管理

区域は，床及び壁に対して樹脂

系塗料等で平滑に仕上げを行

う。なお，壁の樹脂系塗料等で

平滑に仕上げを行う範囲は，人

が歩行するときに肩が当たらな

い高さ程度までとする。◇8  

(ｅ) 燃料加工建屋は，核燃料物質

等を限定された区域に閉じ込める

ため，汚染のおそれのある管理区

域の境界の床，壁及び天井は，搬

出入扉，避難用扉等を除き開口部

を有しないことにより漏えいの少

ない構造とする。◇2  

 

ｂ．給排気 

建物・構築物の給排気系統を添

５第４図に示す。 

管理区域は，グローブボックス

排気設備，工程室排気設備及び建

屋排気設備によって排気すること

により，負圧に維持する設計とす

る。◇2  

給気設備の送風機，建屋排気設

備の排風機，工程室排気設備の排

風機及び窒素循環ファンには予備

機を設け，運転中の送風機，建屋

排風機，工程室排風機及び窒素循

 

 

 

 

②-5，⑨-3(P5へ) 
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別紙１① 

基本設計方針の許可整合性，発電炉との比較 第十条 （閉じ込めの機能）（17 / 22） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
環ファンが故障した場合には，自

動的に予備機に切り替わる設計と

する。◇3  

また，外部電源喪失時において

もグローブボックス排気設備の運

転によりグローブボックス等及び

工程室の負圧を維持する設計とす

る。◇3  

 

⑨ 換気設備 

換気設備は，グローブボックス排

気設備，工程室排気設備，建屋排気

設備，給気設備及び窒素循環設備で

構成し，以下の設計とする。 

ａ．構造 

換気設備は，排気ダクトをフラ

ンジ又は溶接で接続する構造と

し，高性能エアフィルタ，排風機

及び逆止ダンパを設けて，核燃料

物質等が漏えいしにくく，かつ逆

流しにくい構造とする。◇2 ，◇3  

また，排気ダクトとの接続部の

うち，箱型高性能エアフィルタと

の接続部は，保守性を考慮してビ

ニルバッグ構造又はフランジ構造

とし，容易に交換できる構造とす

る。◇3 ，◇5  

安全上重要な施設に該当する排

気ダクトに接続する箱型高性能エ

アフィルタの接続部のうち，ビニ

ルバッグ構造の接続部には不燃性

のカバーを設ける設計とする。◇4  

ｂ．負圧順序 

負圧順序は，負圧が深い方から

グローブボックス等，工程室を含

む工程室排気設備で換気を行う

室，燃料加工建屋の順になるよう

にし，核燃料物質等の漏えいの拡

大を防止する設計とする。◇2 ，◇3  

(ａ) グローブボックス等は，グロ

ーブボックス排気設備と組み合わ

せ，負圧を維持することで，核燃

料物質等の漏えいを防止する設計

とする。◇2 ，◇3  

(ｂ) 工程室は，工程室排気設備と

組み合わせ，負圧を維持すること

で核燃料物質等の漏えいの拡大を

防止する設計とする。◇2 ，◇3  

(ｃ) 燃料加工建屋は，建屋排気設

備と組み合わせ，負圧を維持する

ことで核燃料物質等の漏えいの拡

大を防止する設計とする。◇2 ，◇3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22



別紙１① 

基本設計方針の許可整合性，発電炉との比較 第十条 （閉じ込めの機能）（18 / 22） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
ｃ．起動順序 

排風機及び送風機は，グローブ

ボックス排風機，工程室排風機，

建屋排風機，送風機の順で起動す

る機構を設ける設計とする。◇3  

なお，窒素循環ファンは，グロ

ーブボックス排風機の運転後に起

動する機構を設ける設計とする。

◇3  

ｄ．高性能エアフィルタ 

核燃料物質等の形態及び取扱量

に応じた段数の高性能エアフィル

タを設ける設計とすることで，周

辺環境に放出される核燃料物質等

の量を合理的に達成できる限り少

なくする設計とする。◇2 ，◇3 ， 

◇5  

建屋排気設備，工程室排気設備

及びグローブボックス排気設備の

排気側には，核燃料物質等を除去

するための設備・機器として，高

性能エアフィルタ（単体捕集効率

99.97％以上（0.15μmDOP 粒子））

を設け，核燃料物質等を除去する

設計とする。◇5  

建屋排気設備及び工程室排気設

備には２段の高性能エアフィルタ

を設ける。グローブボックス排気

設備には，グローブボックス内の

ＭＯＸの形態及び取扱量に応じ

て，３段又は４段の高性能エアフ

ィルタを設ける。◇5  

また，グローブボックスの給気

口には，高性能エアフィルタを設

置し，グローブボックス内の核燃

料物質等が室内に漏えいしにくい

構造とする。◇2 ，◇3  

これらの高性能エアフィルタの

設置により，周辺環境に放出され

る核燃料物質等の量を合理的に達

成できる限り少なくするととも

に，設計基準事故時においても可

能な限り負圧維持，漏えい防止及

び逆流防止の機能が確保される設

計とし，公衆に対して著しい放射

線被ばくのリスクを与えないよ

う，事故に起因して環境に放出さ

れる核燃料物質等の放出量を低減

する設計とする。◇2 ，◇3 ，◇5  

 

(ニ) その他の安全設計 

(１) 放射性物質の移動に対
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別紙１① 

基本設計方針の許可整合性，発電炉との比較 第十条 （閉じ込めの機能）（19 / 22） 
 

 

する考慮 

① 漏えい防止 

ａ．ＭＯＸ粉末及びペレットは容

器に収納し，原則として搬送装

置を用いてグローブボックス内

を移動する設計とする。また，

人手により少量の核燃料物質を

グローブボックスから搬出入す

る場合は，ビニルバッグに封入

してバッグアウト又はバッグイ

ンすることにより，核燃料物質

の漏えいを防止する設計とす

る。◇2  

ｂ．ウラン粉末は容器に収納し移

動するか，直接配管内を移動す

る設計とする。◇2  

ｃ．グローブボックス内での容器

の移動に際しては，逸走，落下

又は転倒によりグローブボック

スの閉じ込めに影響を及ぼさな

いよう，搬送装置には逸走防

止，落下防止又は転倒防止のた

めの機構を設ける設計とする。

◇6  

ｄ．グローブボックス内でＭＯＸ

粉末及びペレットを取り扱う可

動機器は，逸走，落下又は転倒

によりグローブボックスの閉じ

込めに影響を及ぼさないよう，

逸走防止及び転倒防止並びに容

器の落下防止等の構造又は機構

を設ける設計とする。◇6  

ｅ．分析試料の分析設備への移動

に際しては，容器に収納し，原

則として配管内を移動する設計

とする。◇2  

ｆ．分析済液等は配管内を移動す

るか，取扱いが容易な容器に収

納し，バッグアウトした後，台

車等により移動する設計とす

る。◇2  

(ホ) ＭＯＸ燃料加工施設に関する「加

工施設の位置、構造及び設備の基準

に関する規則」への適合性 

(１) 安全機能を有する施設 

③ 閉じ込めの機能 

（閉じ込めの機能） 

第四条 安全機能を有する施設は、放

射性物質を限定された区域に適切に閉

じ込めることができるものでなければ

ならない。 

 

適合のための設計方針 

安全機能を有する施設は，放射性

24



別紙１① 

基本設計方針の許可整合性，発電炉との比較 第十条 （閉じ込めの機能）（20 / 22） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
物質を限定された区域に閉じ込める

機能を有する設計とするため，以下

の設計を行うものとする。 

ａ．安全機能を有する施設は，放射

性物質を限定された区域に適切に

閉じ込めるために，系統，機器又

はグローブボックスに放射性物質

を閉じ込め，漏えいした場合にお

いても，工程室及び燃料加工建屋

内に保持することができる設計と

する。◇7  

ｂ．放射性物質を収納する系統，機

器又はグローブボックス等は，放

射性物質の漏えいを防止できる設

計とする。◇7  

ｃ．腐食性のある物質を取り扱う低

レベル廃液処理設備及び分析設備

は，内包する物質の種類に応じて

適切な腐食対策を講ずる設計とす

る。◇7  

ｄ．放射性物質がグローブボックス

等から工程室へ漏えいした場合

に，漏えいを検知することができ

る設計とする。また，漏えいの拡

大を防止することができる設計と

する。◇7  

ｅ．放射性物質を気体又は液体で取

り扱う系統及び機器は，逆流を防

止する逆止ダンパ又は逆止弁，電

磁弁若しくは調節弁を設置し，放

射性物質の逆流を防止することに

より，放射性物質が拡散しない設

計とする。グローブボックス排気

設備，工程室排気設備，建屋排気

設備，給気設備及び窒素循環設備

で構成される換気設備においても

同様な設計とする。◇7  

ｆ．グローブボックス排気設備，工

程室排気設備及び建屋排気設備に

は，放射性物質を除去するため，

高性能エアフィルタ（単体捕集効

率 99.97％以上（0.15μmＤＯＰ粒

子））を複数段設け，放射性物質

を除去した後，排気筒から放出す

る設計とする。◇7  

ｇ．ＭＯＸ燃料加工施設の特徴を踏

まえ，放射性物質の漏えいによ

り，燃料加工建屋外に放射性物質

を放出するおそれのある事象が発

生した場合又は当該事象の発生が

想定される場合においても可能な

限り負圧維持，漏えい防止及び逆
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別紙１① 

基本設計方針の許可整合性，発電炉との比較 第十条 （閉じ込めの機能）（21 / 22） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
流防止の機能が確保される設計と

し，公衆に対して著しい放射線被

ばくのリスクを与えないよう，事

故に起因して環境に放出される放

射性物質の量を低減させる措置を

講ずる。◇7  

ｈ．非密封のＭＯＸを取り扱う設

備・機器は，作業環境中にＭＯＸ

が飛散又は漏えいすることのない

ようにグローブボックスに収納す

る設計とするか又は当該設備・機

器がグローブボックスと同等の閉

じ込め機能を有する設計とする。

◇7  

非密封のＭＯＸを取り扱うグロ

ーブボックス等は，グローブボッ

クス排風機の連続運転によって，

グローブボックス等内を負圧に維

持することで，非密封のＭＯＸを

限定された区域に閉じ込める設計

とする。◇7  

グローブボックス等及び工程室

は，グローブボックス排気設備に

より，保守管理に必要な場合及び

火災時における消火ガス放出時を

除き，常時負圧に保つ設計とす

る。◇7  

ｉ．気体廃棄物の廃棄設備は，放射

性物質の漏えい及び逆流を防止す

る設計とする。また，建屋排気設

備，工程室排気設備及びグローブ

ボックス排気設備には，放射性物

質を除去するため，高性能エアフ

ィルタ（単体捕集効率 99.97％以上

（0.15μmＤＯＰ粒子））を複数段

設け，放射性物質を除去した後，

排気筒から放出する設計とする。

◇7  

グローブボックス排気設備はグ

ローブボックス等内のＭＯＸの形

態及び取扱量に応じた高性能エア

フィルタを介して排気する。◇7  

ｊ．非密封のＭＯＸを取り扱うグロ

ーブボックス等及びグローブボッ

クス等を直接収納する工程室は，

グローブボックス排気設備によ

り，保守管理に必要な場合及び火

災時における消火ガス放出時を除

き，常時負圧に保つ設計とする。

◇7  

ｋ．放射性物質による汚染のおそれ

のある部屋の床及び壁の表面は，
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別紙１① 

基本設計方針の許可整合性，発電炉との比較 第十条 （閉じ込めの機能）（22 / 22） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
除染が容易で，腐食しにくい樹脂

系塗料等の材料で仕上げる設計と

する。◇7  
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別紙１① 

基本設計方針の許可整合性，発電炉との比較 第二十一条 （核燃料物質等による汚染の防止）（1 / 2） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
核燃料物質等による汚染の防

止） 

第二十一条 加工施設のうち

人が頻繁に出入りする建物内

部の壁、床その他の部分であ

って、核燃料物質等により汚

染されるおそれがあり、か

つ、人が触れるおそれがある

ものの表面は、核燃料物質等

による汚染を除去しやすいも

のでなければならない。① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 共通項目 

4. 閉じ込めの機能 

4.2 核燃料物質等による汚染の防止 

核燃料物質等による汚染のおそれ

のある部屋の床及び人が触れるおそれ

のある壁の表面は，除染が容易で，腐

食しにくい樹脂系塗料等の材料によっ

て仕上げる設計とする。① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【本文】 

一．加工施設の位置，構造及び設備 

ロ．加工施設の一般構造 

(ハ) 核燃料物質の閉じ込めに関する構

造 

   安全機能を有する施設は，以下の

とおり放射性物質を限定された区域

に適切に閉じ込める設計とする。 

(６) 核燃料物質等を限定された区域

に適切に閉じ込めるため，核燃料

物質等の漏えいに対する措置等と

して，以下の設計を講じる。□1  

① 核燃料物質等を取り扱う設備

は，内包する物質の種類に応じ

て適切な腐食対策を講じるとと

もに，核燃料物質等の逆流によ

り核燃料物質等を拡散しない設

計とする。□1  

② 核燃料物質等による汚染のおそ

れのある部屋の床及び壁の表面

は，除染が容易で，腐食しにくい

樹脂系塗料等の材料によって仕上

げる設計とする。① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【添付書類５】 

イ． 安全設計 

(ロ) 安全機能を有する施設 

(３) 閉じ込めの機能 

核燃料物質等を限定された区域

に適切に閉じ込めるため，核燃料

物質等の漏えいに対する措置等と

して，核燃料物質等を取り扱う設

備は，内包する物質の種類に応じ

て適切な腐食対策を講じるととも

に，核燃料物質等の逆流により核

燃料物質等を拡散しない設計とす

るとともに，◇1  

核燃料物質等による汚染のおそ

れのある部屋の床及び壁の表面

は，除染が容易で，腐食しにくい

樹脂系塗料等の材料によって仕上

げる設計とする。◇2  

 

⑧ 建物・構築物 

ａ．構造 

（ｄ)  放射性物質による汚染のおそれ

のある部屋の床及び【◇2 】人が触

れるおそれのある壁【①】は，表

面を腐食しにくい樹脂系塗料等で

平滑に仕上げ，除染が容易な設計

とする。◇2  

ⅰ．工程室の床，壁及び天井に対

して樹脂系塗料等で平滑に仕上

げを行う。◇4  

ⅱ．密封された核燃料物質等を取

り扱う室並びに混合酸化物貯蔵

容器を受け入れる室及び保管す

る室については，床及び壁に対

してのみ樹脂系塗料等で平滑に

仕上げを行う。◇4  

ⅲ．上記ⅰ．及びⅱ．以外の管理

区域は，床及び壁に対して樹脂

系塗料等で平滑に仕上げを行

う。なお，壁の樹脂系塗料等で

平滑に仕上げを行う範囲は，人

が歩行するときに肩が当たらな

い高さ程度までとする。◇4  

 

(４) 火災及び爆発に関する安全設計 

(ⅵ) 建屋内装材に対する不燃性材料

の使用 

建屋内装材は，建築基準法に基

づく不燃性材料若しくはこれと同

等の性能を有することを試験によ

り確認した材料又は消防法に基づ

 

 

6.4 放射性物質による汚染の防止 

放射性物質により汚染されるおそれ

があって，人が頻繁に出入りする管理

区域内の床面，人が触れるおそれがあ

る高さまでの壁面，手摺，梯子の表面

は，平滑にし，放射性物質による汚染

を除去し易い設計とする。 

人が触れるおそれがある物の放射性

物質による汚染を除去する除染設備を

施設し，放射性物質を除去できる設計

とする。除染設備の排水は，液体廃棄

物処理設備で処理する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

汚染の防止についての基本方針は

同様であるが，ＭＯＸ燃料加工施

設における汚染の除去は主に拭き

取りによる対応を考えており，除

染設備は設置しないことから記載

しない 。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

汚染の防止について発電炉と基本

方針は同様であるが，第二十一条

規則および許可申請書に合わせて

基本方針に記載しているため発電

炉と差異がある。 

【等の解説】 

「樹脂系塗料等」とは耐汚染

性・除染性を考慮した塗料の総

称として示した記載であり，具

体的に使用する塗料について

は，Ｖ－１－１－２－１「安全

機能を有する施設の閉じ込めの

機能に関する説明書」にて示す

ことから，当該箇所では“等”

のままとした。 

下線：基本設計方針に記載する事項（丸数字で紐付け） 

灰色ハッチング：基本設計方針に記載しない事項 

黄色ハッチング：発電炉設工認と基本設計方針の記載内容が一致する箇所 

：発電炉との差異理由  ：許可からの変更点等 

【凡例】
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別紙１① 

基本設計方針の許可整合性，発電炉との比較 第二十一条 （核燃料物質等による汚染の防止）（2 / 2） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
く防炎物品又はこれと同等の性能

を有することを試験により確認し

た材料を使用する設計とする。 

ただし，塗装は当該場所におけ

る環境条件を考慮したものとす

る。◇3  

管理区域の床及び壁は，耐汚染

性，除染性，耐摩耗性等を考慮

し，原則として腰高さまでエポキ

シ樹脂系塗料等のコーティング剤

により塗装する設計とする。 

◇2 ，◇3  

塗装は，難燃性能を確認したコ

ーティング剤を不燃性材料である

コンクリート表面に塗布するこ

と，また，燃料加工建屋内に設置

する安重機能を有する機器等及び

放射性物質貯蔵等の機器等には不

燃性材料又は難燃性材料を使用

し，周辺には可燃性物質がないこ

とから，塗装が発火した場合にお

いても他の安重機能を有する機器

等及び放射性物質貯蔵等の機器等

において火災を生じさせるおそれ

は小さい。◇3 

 

(ホ) ＭＯＸ燃料加工施設に関する「加

工施設の位置、構造及び設備の基準

に関する規則」への適合性 

(１) 安全機能を有する施設 

③ 閉じ込めの機能 

  （閉じ込めの機能） 

 第四条 安全機能を有する施設は、放

射性物質を限定された区域に適切に閉

じ込めることができるものでなければ

ならない。 

 

適合のための設計方針  

ｋ．放射性物質による汚染のおそ

れのある部屋の床及び壁の表面

は，除染が容易で，腐食しにく

い樹脂系塗料等の材料で仕上げ

る設計とする。◇2  
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別紙１② 

第十条（閉じ込めの機能） 

１．技術基準の条文，解釈への適合に関する考え方 

№ 基本設計方針に記載する事項 適合性の考え方（理由） 項・号 解釈 添付書類 

① 
閉じ込め機能に関する設計方

針 
許可事項の展開 

－ 

（15 条 1 項） 
－ a,f 

② 

グローブボックス等の負圧維

持及び密閉に関する設計(排気

モニタに関する事項を含む) 

技術基準の要求を受けている内容 

1項 3号 

（18 条 1 項） 

（19条 1項 1号） 

－ a,f,e 

③ 

オープンポートボックス及び

フード開口部の風速を適切に

維持する設計 

技術基準の要求を受けている内容 1項 5号 － a,f 

④ 

グローブボックス内及びグロ

ーブボックス近傍の飛散物の

発生防止に関する事項 

許可事項の展開 
－ 

（14 条 3 項） 
－ a,b 

⑤ 

液体廃棄物を取り扱う系統及

び機器，グローブボックス，オ

ープンポートボックスの漏え

い防止に関する設計 

技術基準の要求を受けている内容 1項 4号 － a 

⑥ 
逆流による核燃料物質等の拡

散防止に関する設計 
技術基準の要求を受けている内容 

1項 1号 

（23条 1項 2号） 
－ a 

⑦ 
低レベル廃液処理設備の漏え

い検知に関する事項 
技術基準の要求を受けている内容 

1項 4号 

1項 7号イ 

（18 条 1 項） 

－ a,f,i 

⑧ 
分析済液処理装置の漏えい検

知に関する事項 
技術基準の要求を受けている内容 

1項 4号 

1項 7号イ 
－ a,f,i 

⑨ 

工程室，建屋の負圧維持及び負

圧順序に関する事項(放射線監

視設備に関する事項を含む) 

技術基準の要求を受けている内容 

1項 6号 

（18 条 1 項） 

（19条 1項 1号） 

（19条 1項 3号） 

（23条 1項 1号） 

－ a,e 

⑩ 

工程停止及び送排風機の停止

による漏えいの拡大防止に関

する事項 

許可事項の展開 － － a 

⑪ 
堰等による漏えいの拡大防止

に関する事項 
技術基準の要求を受けている内容 1項 7号ロ － a 

⑫ 

排風機の切り替えによる漏え

い防止及び漏えい拡大防止に

関する事項 

許可事項の展開 
－ 

（23条 1項 1号） 
－ a 

⑬ 

高性能エアフィルタによる周

辺環境に放出される核燃料物

質等の低減に関する事項 

許可事項の展開 

－ 

（20条 1項 1号） 

（23条 1項 1号） 

－ a 
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設工認申請書 各条文の設計の考え方 
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別紙１② 

⑭ 排水路に関する設計 技術基準の要求を受けている内容 1項 7号ハ － a 

⑮ 
六ふっ化ウランの取扱いに関

する事項 
技術基準の要求を受けている内容 1項 2号 － a 

⑯ 
基準地震動 Ss による地震力に

対する経路維持に関する事項 
許可事項の展開 － － a,j 

２．事業変更許可申請書の本文のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

□1  
汚染した場合に汚染を除去し

やすくする設計 

第 21条（核燃料物質等による汚染の防止）に記載する

設計であり，本条文に記載しない。 
a 

３．事業変更許可申請書の添五のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

◇1  記載内容の重複 記載内容の重複となるため記載しない。 － 

◇2  個別具体設計 
個別設計に関する内容であり，添付書類にて示すため，

基本設計方針に記載しない。 
a 

◇3  換気設備に関する記載 
第 23条（換気設備）に記載する設計であり，本条文に記

載しない。 
a 

◇4  火災に関する記載 
第 11条（火災等による損傷の防止）に記載する設計であ

り，本条文に記載しない。 
c 

◇5  廃棄施設に関する記載 
第 20条（廃棄施設）に記載する設計であり，本条文に 

記載しない。 
d 

◇6  搬送設備に関する記載 
第 16条（搬送設備）に記載する設計であり，本条文に

記載しない。 
g 

◇7  事業許可基準規則の適合性 
事業許可基準規則への適合性であり，本条文に記載しな

い。 
－ 

◇8  汚染の防止に関する記載 
第 21条（核燃料物質等による汚染の防止）に記載する設

計であり，本条文に記載しない。 
a 

◇9  
非常用所内電源設備に関する

設計 

第 24条（非常用電源設備）に記載する設計であり，本条

文に記載しない。 
h 

◇10  設備仕様 仕様表にて記載する。 f 

４．添付書類等 

№ 書類名 

a Ｖ－１－１－２－１ 安全機能を有する施設の閉じ込めの機能に関する説明書 

b 
Ｖ－１－１－４ 安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全

性に関する説明書 

c Ｖ－１－１－６ 火災及び爆発の防止に関する説明書 

d Ｖ－１－４ 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書 

e Ｖ－１－５－１ 放射線管理施設の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説

明書 

f 仕様表（設計条件及び仕様） 

g Ⅴ－１－１－10 搬送設備に関する説明書 

h Ⅴ－１－６－１ 所内電源設備に関する説明書 
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i Ⅴ－１－１－11 警報設備等に関する説明書 

j Ⅴ－１－１－２－１－１ 地震時に窒素循環の経路維持が必要な設備に係る耐震設計 
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設工認申請書 各条文の設計の考え方 

1 
 

 

第二十一条（核燃料物質等による汚染の防止） 

１．技術基準の条文，解釈への適合に関する考え方 

№ 基本設計方針に記載する事項 適合性の考え方（理由） 項・号 解釈 添付書類 

① 
管理区域の壁，床その他の部分の汚

染を除去しやすくする設計 

技術基準の要求を受けている

内容 
１項 ― ａ 

２．事業変更許可申請書の本文のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

□1  核燃料物質等を取り扱う設備の設計 

核燃料物質等を取り扱う設備の設計については，第

10 条（閉じ込めの機能）の基本設計方針に記載して

いる内容であるため，本条文には記載しない。 

― 

３．事業変更許可申請書の添五のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

◇1  核燃料物質等を取り扱う設備の設計 

核燃料物質等を取り扱う設備の設計については，第

10 条（閉じ込めの機能）の基本設計方針に記載して

いる内容であるため，本条文の基本設計方針には記

載しない。 

ａ 

◇2  記載内容の重複 記載内容の重複となるため記載しない。 ― 

◇3  塗装の難燃性材料 

塗装の難燃性材料については，第 11 条（火災等に

よる損傷の防止）の基本設計方針に記載している

内容であるため，本条文の基本設計方針には記載

しない。 

― 

◇4  塗料の塗布範囲 

塗料の塗布範囲については，第 10 条（閉じ込めの

機能）の添付書類に記載するため，本条文の基本

設計方針には記載しない。 

ａ 

４．添付書類等 

№ 書類名 

ａ Ｖ－１－１－２－１ 安全機能を有する施設の閉じ込めの機能に関する説明書 
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【限定された区域への閉じ込め】＜１0条全体＞
①核燃料物質等を取り扱う設備 [冒頭宣言, 設置要求]

【グローブボックス(GB)等の負圧維持・欠損時面速維持】＜１項三号＞
②GB排気設備 ，窒素循環設備[系統構成,換気風量] <23条へ>
③GB等 [気密性(密閉構造）]

【オープンポートボックス及びフードの面速維持】＜１項五号＞
②GB排気設備 [系統構成,換気風量] <23条へ>

【MOX粉末を取り扱うGBの損傷防止】＜許可事項＞
④衝突を防ぐGB内装機器等 [物理的構造]
⑤GB内およびGB外近傍にクレーン等を設置しない[物理的構造] <14条へ>

【漏えい防止のための腐食の考慮】＜許可事項＞
⑥核燃料物質等を取り扱う設備 [材質]

【漏えいしがたい構造】＜許可事項＞
⑦液体廃棄物を内包する系統及び機器 [溶接等の構造]

【核燃料物質等を取り扱う設備の逆流防止】＜1項一号＞
⑧逆流により核燃料物質等を拡散しない設計 [逆流防止の措置]
⑧のうち気体廃棄物を取り扱う設備の設計方針 <23条へ>

【液体取扱グローブボックスの漏えい対策】＜1項四号＞
⑨漏えい検知器・警報機能 [系統機能]＜18条へ＞
⑩漏えい液受け皿構造 [容量(寸法)]

【地震時に対する経路維持】 ＜許可事項＞
⑪ＭＯＸ粉末を取り扱うＧＢを循環する経路維持[構造強度］<23条へ>

【漏えい拡大防止のための負圧維持・負圧順序の維持】＜1項六号＞
⑫工程室排気設備，建屋排気設備 [系統構成,換気風量] <23条へ>
⑬換気設備[負圧順序の形成機能] <23条へ> 

【漏えい拡大防止のための負圧警報】＜1項三号, 許可事項＞＜18条へ＞
⑭GB負圧・温度監視設備 [系統機能]

【建屋内・工程室内・施設外への漏えい検知】＜許可事項＞<19条へ>
⑮ダストモニタ等 [検知機能]
⑯排気筒の排気モニタ [監視機能]

【漏えい時の対応】＜許可事項＞
⑰加工工程停止, 送排風機停止 [運用要求]

【液体廃棄物の貯槽等からの拡大防止対策】 ＜1項七号イ,ロ＞
⑱漏えい検知器・警報機能 [系統機能]＜18条へ＞
⑲堰等 [物理的構造]

【その他の設計】
⑳排風機故障時の予備機への切替え [系統機能] <23条へ> ＜許可事項＞
㉑放出量低減のためのフィルタ [捕集効率，段数] <20条へ> ＜許可事項＞
㉒設計基準事故時における負圧維持，漏えい防止，逆流防止の機能確保及び放出量の低減＜許可事項＞
㉓建屋の下に管理外の敷地外排水路を設置しない ＜1項七号ハ＞
㉔六ふっ化ウラン取扱設備は設置しない ＜1項二号＞

共通 【10条 閉じ込めの機能】 要求事項（共通的設計）

個別 【20条 廃棄施設】 要求事項（外部への放出に係る設計）

個別 【23条 換気設備】 要求事項（換気設備としての設備設計）

個別設備として20条と23条のいずれでも要求される事項は、双方の基本設計方針で
重複して述べている。該当箇所は太字の丸番号で示す。

注記：
赤文字斜体の丸番号は、3つの条文のいずれかのみの適合性から要求される性能/運用を示す。
太文字下線部は、3つの条文のうち複数で重複して記載している要求機能である。
共通項目である10条の要求に対する個別設備は、各設備の個別項目で10条に基づき設計を記載する。(共通と個別での重複)

閉じ込め・廃棄施設・換気設備の各条文の要求事項および展開先となる添付書類

【換気能力 ＝ 施設内放射線障害防止能力】＜１項一号＞

(=負圧維持能力)

②⑫GB排気設備，窒素循環設備，工程室排気設備，建屋排気設備の負圧維持等に係る

系統構成, 換気風量

⑬換気設備 [負圧順序の形成機能]

⑳排風機, 送風機, 窒素循環ファンへの要求事項 [予備機設置，故障時の自動切替，外電

喪失時の機能確保<24条へ>]

【漏えい・逆流の防止による拡散しない設計】＜１項二号>

⑧気体状の核燃料物質を取り扱う設備の逆流防止[逆流防止措置]

・給気フィルタ設置

・逆止ダンパ設置

・排風機による換気

⑪ＭＯＸ粉末を取り扱うＧＢを循環する経路維持［構造強度]

②⑫気体状の核燃料物質を取り扱う設備の漏えい防止

（フランジ又は溶接構造，放射線障害を防止する） [漏えい防止]

㉑放射線障害を防止するためのフィルタ [漏えい防止]

【ろ過装置の機能維持】＜１項三号＞

㉕高性能エアフィルタの保守性 [交換可能な構造, 保守空間]

【放出濃度限度以下にして気体廃棄する能力】＜１項一号＞
および【放射性廃棄物以外の気体廃棄設備との区別】＜１項二号＞
または【逆流により核燃料物質等を拡散しない設計】＜１項二号＞

②⑫気体廃棄物の廃棄設備 [系統構成, 換気風量]
㉑排気フィルタ [捕集効率，段数]

【排気口からの放出】＜１項三号＞
㉖排気筒 [系統構成]

【ろ過装置の機能維持】＜１項四号＞

㉕高性能エアフィルタの保守性 [交換可能な構造, 保守空間]

【放出濃度限度以下にして液体廃棄する能力】＜１項一号＞
および【放射性廃棄物以外の液体廃棄設備との区別】＜１項二号＞
および【濃度限度以下での排水口からの排出】＜１項五号＞

㉗液体廃棄物の廃棄設備 [系統構成, 吸着ろ過機能, ポンプ容量]
【放射性物質を含まない液体の管と接続時の逆流防止】＜１項二号＞

⑧液体廃棄物の廃棄設備 [系統構成]
【GB等の負圧・温度監視】＜許可事項, 11条＞

⑭GB負圧・温度監視設備 [系統機能]

【固体廃棄物の廃棄設備】(省略）

添付書類
V-1-4 放射性廃棄物の
廃棄施設に関する説明
書

10条 閉じ込めの機能の負圧維持，
漏えい・逆流防止等の換気設備に係
る設計要求は，23条換気設備の技
術基準規則の要求事項に含まれてい
ることから，②，⑧，⑪，⑫，⑬，⑳,㉑
については，10条での方針を受けて，
具体設計を23条にて詳細を展開す
る。

別紙1(参考)

高性能エアフィルタの捕集効
率，段数及び保守性について
は，第20条廃棄施設にて説
明する。

※1

※1

※2

※2

㉑のフィルタは，20条廃棄施設に要
求される気体状の放射性廃棄物のろ
過装置（フィルタ）と共通であること
から詳細設計を個別項目となる20
条で合わせて説明する。㉑以外の設
備構成等の共通的な設計方針は，双
方の条文で各個に記載している。
（②・⑧・⑫・⑭）

技術基準規則第20条
の要求を受けた，気体
状の核燃料物質を取り
扱う設備の逆流防止に
係る設計方針について
は，第23条換気設備に
て説明する。

添付書類
・V-1-1-2-1 安全機能を有する施設の閉じ込めの機能に関する説明書

（10条での要求事項（23条に展開する事項を除く））
3.1 グローブボックス から 3.11 建物・構築物

（23条での要求事項（10条での方針を受けた詳細設計））
3.12 換気設備
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十条 閉じ込めの機能／第二十一条 核燃料物質等による汚染の防止）

別紙２

説明対象
申請対象設備
(2項変更①)

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
（2項変更②）

申請対象設備
（1項新規①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載

1

4. 閉じ込めの機能
4.1 閉じ込め
(1)閉じ込めに係る基本方針
安全機能を有する施設は，放射性物質を限定された区域に適切に閉じ込め
る設計とする。

冒頭宣言【10
条-2～23】

基本方針 基本方針

添付Ｖ－１－１－２－１　安全機能を有する施設
の閉じ込めの機能に関する説明書

1.　概要
2.　基本方針
2.1　閉じ込め機能に関する基本方針

【1.概要】
【2.基本方針】
【2.1　閉じ込め機能に関する基本方針】
・安全機能を有する施設の閉じ込め機能に関する
基本方針について説明する。 〇 基本方針 －

添付Ｖ－１－１－２－１　安全機
能を有する施設の閉じ込めの機能
に関する説明書

1.　概要
2.　基本方針
2.1　閉じ込め機能に関する基本方
針

【1.概要】
【2.基本方針】
【2.1　閉じ込め機能に関する基本
方針】
・安全機能を有する施設の閉じ込
め機能に関する基本方針について
説明する。

2

核燃料物質及び核燃料物質によって汚染された物(以下「核燃料物質等」
という。)は，混合酸化物貯蔵容器，燃料棒等に封入した状態で取り扱う
か，MOX粉末，グリーンペレット，ペレットについてはグローブボックス
又はグローブボックスと同等の閉じ込め機能を有する焼結炉，スタック乾
燥装置及び小規模焼結処理装置(以下「グローブボックス等」という。)
で，ウラン粉末は取扱量，取扱形態に応じてグローブボックス又はオープ
ンポートボックスで，放射性廃棄物のサンプリング試料等の汚染のおそれ
のある物品はフードで取り扱う設計とする。

冒頭宣言【10
条-3～12】
設置要求

・基本方針
・機器
・系統
・グローブボックス等
・オープンポートボックス
・フード

基本方針
設計方針(閉じ込め)

添付Ｖ－１－１－２－１　安全機能を有する施設
の閉じ込めの機能に関する説明書

1.　概要
2.　基本方針
2.1　閉じ込め機能に関する基本方針
3.　施設の詳細設計方針

【1.概要】
【2.基本方針】
【2.1　閉じ込め機能に関する基本方針】
・安全機能を有する施設の閉じ込め機能に関する
基本方針について説明する。
【3.施設の詳細設計方針】
・各設備の構造等の詳細設計方針として，「加工
事業変更許可申請書本文・添付書類五及び整理資
料(補足説明資料)の記載内容をベースに展開す
る。

〇 基本方針 －

添付Ｖ－１－１－２－１　安全機
能を有する施設の閉じ込めの機能
に関する説明書

1.　概要
2.　基本方針
2.1　閉じ込め機能に関する基本方
針

【1.概要】
【2.基本方針】
【2.1　閉じ込め機能に関する基本
方針】
・安全機能を有する施設の閉じ込
め機能に関する基本方針について
説明する。

〇
粉末一時保管装置GB
ペレット一時保管棚GB
スタック編成設備GB　等

窒素循環設備
分析装置GB
低レベル廃液処理設備OPB
分析装置フード　等

－

添付Ｖ－１－１－２－１　安全機
能を有する施設の閉じ込めの機能
に関する説明書

3.　施設の詳細設計方針

【3.施設の詳細設計方針】
・申請対象設備について，各設備
の構造等の詳細設計方針として，
「加工事業変更許可申請書本文・
添付書類五及び整理資料(補足説明
資料)の記載内容をベースに展開す
る。

4

また，グローブボックスは，グローブ１個が破損した場合でもグローブ
ポートの開口部における空気流入風速を設定値以上に維持する設計とす
る。

機能要求①
機能要求②
評価要求

・基本方針
・グローブボックス排気設備(グロー
ブボックス排風機，グローブボックス
排気ダクト)
・窒素循環設備(窒素循環ファン，窒
素循環ダクト，窒素循環冷却機)
・グローブボックス

基本方針
設計方針(閉じ込め)
評価(閉じ込め)

添付Ｖ－１－１－２－１　安全機能を有する施設
の閉じ込めの機能に関する説明書

1.　概要
2.　基本方針
3.1　グローブボックス
3.1.1　グローブボックス
2.1　閉じ込め機能に関する基本方針
3.　施設の詳細設計方針
3.12　換気設備

【1.概要】
【2.基本方針】
【2.1　閉じ込め機能に関する基本方針】
・安全機能を有する施設の閉じ込め機能に関する
基本方針について説明する。
【3.施設の詳細設計方針】
【3.1グローブボックス】
【3.1.1グローブボックス】
・グローブボックスの開口部に対する空気流入風
速(0.5m/s)の維持
【3.12換気設備】
〇換気設備に係る以下の設計方針について，説明
する。
・グローブボックスの開口部に対する空気流入風
速(0.5m/s)の維持に必要な換気風量
・グローブボックスの開口部に対する空気流入風
速の検査方法

○ 基本方針 －

添付Ｖ－１－１－２－１　安全機
能を有する施設の閉じ込めの機能
に関する説明書

1.　概要
2.　基本方針
2.1　閉じ込め機能に関する基本方
針

【1.概要】
【2.基本方針】
【2.1　閉じ込め機能に関する基本
方針】
・安全機能を有する施設の閉じ込
め機能に関する基本方針について
説明する。

〇
粉末一時保管装置GB
ペレット一時保管棚GB
スタック編成設備GB　等

グローブボックス排気設備(グローブ
ボックス排風機，グローブボックス排
気ダクト)
窒素循環設備(窒素循環ファン，窒素
循環ダクト，窒素循環冷却機)
分析装置GB　等

＜ファン＞
・容量
・原動機

＜主配管＞
・外径・厚さ

＜機械装置＞
・主要寸法

＜核物質等取扱
ボックス＞
・開口部風速

添付Ｖ－１－１－２－１　安全機
能を有する施設の閉じ込めの機能
に関する説明書

3.　施設の詳細設計方針
3.1　グローブボックス
3.1.1　グローブボックス
3.12　換気設備

【3.施設の詳細設計方針】
【3.1グローブボックス】
【3.1.1グローブボックス】
・グローブボックスの開口部に対
する空気流入風速(0.5m/s)の維持
【3.12換気設備】
〇換気設備に係る以下の設計方針
について，説明する。
・グローブボックスの開口部に対
する空気流入風速(0.5m/s)の維持
に必要な換気風量
・グローブボックスの開口部に対
する空気流入風速の検査方法

5

グローブボックスは，給気口及び排気口を除き密閉できる設計とする。

機能要求②
・基本方針
・グローブボックス

基本方針
設計方針(閉じ込め)

添付Ｖ－１－１－２－１　安全機能を有する施設
の閉じ込めの機能に関する説明書

1.　概要
2.　基本方針
2.1　閉じ込め機能に関する基本方針
3.　施設の詳細設計方針
3.1　グローブボックス
3.1.1　グローブボックス

【1.概要】
【2.基本方針】
【2.1　閉じ込め機能に関する基本方針】
・安全機能を有する施設の閉じ込め機能に関する
基本方針について説明する。
【3.施設の詳細設計方針】
【3.1グローブボックス】
【3.1.1グローブボックス】
・JIS規格に基づく漏えい率について説明する。

○ 基本方針 －

添付Ｖ－１－１－２－１　安全機
能を有する施設の閉じ込めの機能
に関する説明書

1.　概要
2.　基本方針
2.1　閉じ込め機能に関する基本方
針

【1.概要】
【2.基本方針】
【2.1　閉じ込め機能に関する基本
方針】
・安全機能を有する施設の閉じ込
め機能に関する基本方針について
説明する。 〇

粉末一時保管装置GB
ペレット一時保管棚GB
スタック編成設備GB　等

分析装置GB　等
＜核物質等取扱
ボックス＞
・漏れ率

添付Ｖ－１－１－２－１　安全機
能を有する施設の閉じ込めの機能
に関する説明書

3.　施設の詳細設計方針
3.1　グローブボックス
3.1.1　グローブボックス

【3.施設の詳細設計方針】
【3.1グローブボックス】
【3.1.1グローブボックス】
・JIS規格に基づく漏えい率につい
て説明する。

6

MOX粉末を取り扱うグローブボックスは，以下の設計を講じる。
(a)粉末容器の落下又は転倒により閉じ込め機能を損なわないよう，内装
機器及び内装機器の架台による干渉や容器を取り扱う機器とパネルの間の
距離の確保により，落下又は転倒した粉末容器が，グローブボックスのパ
ネルに直接衝突することがない設計とする。

機能要求①
評価要求

・基本方針
・グローブボックス
・グローブボックスに内包される機器

基本方針
設計方針(閉じ込め)
評価(閉じ込め)

添付Ｖ－１－１－２－１　安全機能を有する施設
の閉じ込めの機能に関する説明書

1.　概要
2.　基本方針
2.1　閉じ込め機能に関する基本方針
3.　施設の詳細設計方針
3.1　グローブボックス
3.1.2　容器落下時のグローブボックスパネルへ
の影響評価

【1.概要】
【2.基本方針】
【2.1　閉じ込め機能に関する基本方針】
・安全機能を有する施設の閉じ込め機能に関する
基本方針について説明する。
【3.施設の詳細設計方針】
【3.1グローブボックス】
【3.1.2容器落下時のグローブボックスパネルへ
の影響評価】
・対象グローブボックスに対して，容器落下時に
パネルへの直接衝突がないこと，仮に間接的に衝
突しても閉じ込め機能が損なわれないことを，構
造図や容器重量，落下高さ情報を基に評価する。

○ 基本方針 －

添付Ｖ－１－１－２－１　安全機
能を有する施設の閉じ込めの機能
に関する説明書

1.　概要
2.　基本方針
2.1　閉じ込め機能に関する基本方
針

【1.概要】
【2.基本方針】
【2.1　閉じ込め機能に関する基本
方針】
・安全機能を有する施設の閉じ込
め機能に関する基本方針について
説明する。

〇
粉末一時保管装置GB
粉末一時保管装置　等

－ －

添付Ｖ－１－１－２－１　安全機
能を有する施設の閉じ込めの機能
に関する説明書

3.　施設の詳細設計方針
3.1　グローブボックス
3.1.2　容器落下時のグローブボッ
クスパネルへの影響評価

【3.施設の詳細設計方針】
【3.1グローブボックス】
【3.1.2容器落下時のグローブボッ
クスパネルへの影響評価】
・対象グローブボックスに対し
て，容器落下時にパネルへの直接
衝突がないこと，仮に間接的に衝
突しても閉じ込め機能が損なわれ
ないことを，構造図や容器重量，
落下高さ情報を基に評価する。

7

(b)グローブボックス内に粉末容器以外の重量物を取り扱うクレーン等の
機器及び当該グローブボックス外側近傍に重量物を取り扱うクレーン等の
機器を設置しないことにより，重量物の落下により閉じ込め機能に影響を
及ぼさない設計とする。
なお，グローブボックス内及びグローブボックス近傍の飛散物の発生防止
に係る設計方針については，第1章　共通項目の「8.1安全機能を有する施
設」の「8.1.3内部発生飛散物に対する考慮」に基づくものとする。

冒頭宣言【14
条】

基本方針 基本方針

添付Ｖ－１－１－２－１　安全機能を有する施設
の閉じ込めの機能に関する説明書

1.　概要
2.　基本方針
2.1　閉じ込め機能に関する基本方針

【1.概要】
【2.基本方針】
【2.1　閉じ込め機能に関する基本方針】
・安全機能を有する施設の閉じ込め機能に関する
基本方針について説明する。

○ 基本方針 －

添付Ｖ－１－１－２－１　安全機
能を有する施設の閉じ込めの機能
に関する説明書

1.　概要
2.　基本方針
2.1　閉じ込め機能に関する基本方
針

【1.概要】
【2.基本方針】
【2.1　閉じ込め機能に関する基本
方針】
・安全機能を有する施設の閉じ込
め機能に関する基本方針について
説明する。

【1.概要】
【2.基本方針】
【2.1　閉じ込め機能に関する基本方針】
・安全機能を有する施設の閉じ込め機能に関する
基本方針について説明する。
【3.施設の詳細設計方針】
【3.1グローブボックス】
【3.1.1グローブボックス】
〇グローブボックスに係る以下の設計方針につい
て，説明する。
・グローブボックスの負圧維持
・JIS規格に基づく漏えい率
【3.2焼結炉】
〇焼結炉に係る以下の設計方針について，説明す
る。
・焼結炉の負圧維持
・JIS規格に基づく漏えい率
【3.3スタック乾燥装置】
〇スタック乾燥装置に係る以下の設計方針につい
て，説明する。
・スタック乾燥装置の負圧維持
・JIS規格に基づく漏えい率
【3.4小規模焼結処理装置】
〇小規模焼結処理装置に係る以下の設計方針につ
いて，説明する。
・小規模焼結処理装置の負圧維持
・JIS規格に基づく漏えい率
【3.5オープンポートボックス】
・オープンポートボックスの開口部に対する空気
流入風速(0.5m/s)の維持
【3.6フード】
・フードの開口部に対する空気流入風速(0.5m/s)
の維持
【3.12換気設備】
〇換気設備に係る以下の設計方針について，説明
する。
・グローブボックス等の負圧維持に必要な換気風
量
・オープンポートボックス及びフードの開口部に
対する空気流入風速(0.5m/s)の維持に必要な換気
風量
・オープンポートボックス及びフードの開口部に
対する空気流入風速の検査方法

○ 基本方針 －

添付Ｖ－１－１－２－１　安全機
能を有する施設の閉じ込めの機能
に関する説明書

1.　概要
2.　基本方針
2.1　閉じ込め機能に関する基本方
針

【1.概要】
【2.基本方針】
【2.1　閉じ込め機能に関する基本
方針】
・安全機能を有する施設の閉じ込
め機能に関する基本方針について
説明する。

〇

粉末一時保管装置GB
ペレット一時保管棚GB
スタック編成設備GB
スタック乾燥装置　等

グローブボックス排気設備(グローブ
ボックス排風機，グローブボックス排
気ダクト)
窒素循環設備(窒素循環ファン，窒素
循環ダクト，窒素循環冷却機)
分析装置GB
分析装置フード
低レベル廃液処理設備OPB　等

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　構成 添付書類　説明内容
第１回申請 第２回申請

第1回申請と同一

第1回申請と同一

＜ファン＞
・容量
・原動機

＜主配管＞
・外径・厚さ

＜機械装置＞
・主要寸法

＜核物質等取扱
ボックス＞
・漏れ量
・開口部風速

＜焼結・乾燥装
置＞
・漏れ率

添付Ｖ－１－１－２－１　安全機
能を有する施設の閉じ込めの機能
に関する説明書

3.　施設の詳細設計方針
3.1　グローブボックス
3.1.1　グローブボックス
3.3　スタック乾燥装置
3.5　オープンポートボックス
3.6　フード
3.12　換気設備

【3.施設の詳細設計方針】
【3.1グローブボックス】
【3.1.1グローブボックス】
〇グローブボックスに係る以下の
設計方針について，説明する。
・グローブボックスの負圧維持
・JIS規格に基づく漏えい率
【3.3スタック乾燥装置】
〇スタック乾燥装置に係る以下の
設計方針について，説明する。
・スタック乾燥装置の負圧維持
・JIS規格に基づく漏えい率
【3.5オープンポートボックス】
・オープンポートボックスの開口
部に対する空気流入風速(0.5m/s)
の維持
【3.6フード】
・フードの開口部に対する空気流
入風速(0.5m/s)の維持
【3.12換気設備】
〇換気設備に係る以下の設計方針
について，説明する。
・グローブボックス等の負圧維持
に必要な換気風量
・オープンポートボックス及び
フードの開口部に対する空気流入
風速(0.5m/s)の維持に必要な換気
風量
・オープンポートボックス及び
フードの開口部に対する空気流入
風速の検査方法

3

(2)グローブボックス等，オープンポートボックス及びフードの閉じ込め
に係る設計方針
グローブボックス等は，グローブボックス排気設備により負圧に維持し，
オープンポートボックス及びフードは，グローブボックス排気設備により
開口部からの空気流入風速を確保する設計とする。

機能要求①
機能要求②
評価要求

・基本方針
・グローブボックス排気設備(グロー
ブボックス排風機，グローブボックス
排気ダクト)
・窒素循環設備(窒素循環ファン，窒
素循環ダクト，窒素循環冷却機)
・グローブボックス
・オープンポートボックス
・フード
・焼結炉
・スタック乾燥装置
・小規模焼結処理装置

基本方針
設計方針(閉じ込め)
評価(閉じ込め)

添付Ｖ－１－１－２－１　安全機能を有する施設
の閉じ込めの機能に関する説明書

1.　概要
2.　基本方針
2.1　閉じ込め機能に関する基本方針
3.　施設の詳細設計方針
3.1　グローブボックス
3.1.1　グローブボックス
3.2　焼結炉
3.3　スタック乾燥装置
3.4　小規模焼結処理装置
3.5　オープンポートボックス
3.6　フード
3.12　換気設備
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十条 閉じ込めの機能／第二十一条 核燃料物質等による汚染の防止）

別紙２

1

4. 閉じ込めの機能
4.1 閉じ込め
(1)閉じ込めに係る基本方針
安全機能を有する施設は，放射性物質を限定された区域に適切に閉じ込め
る設計とする。

冒頭宣言【10
条-2～23】

2

核燃料物質及び核燃料物質によって汚染された物(以下「核燃料物質等」
という。)は，混合酸化物貯蔵容器，燃料棒等に封入した状態で取り扱う
か，MOX粉末，グリーンペレット，ペレットについてはグローブボックス
又はグローブボックスと同等の閉じ込め機能を有する焼結炉，スタック乾
燥装置及び小規模焼結処理装置(以下「グローブボックス等」という。)
で，ウラン粉末は取扱量，取扱形態に応じてグローブボックス又はオープ
ンポートボックスで，放射性廃棄物のサンプリング試料等の汚染のおそれ
のある物品はフードで取り扱う設計とする。

冒頭宣言【10
条-3～12】
設置要求

4

また，グローブボックスは，グローブ１個が破損した場合でもグローブ
ポートの開口部における空気流入風速を設定値以上に維持する設計とす
る。

機能要求①
機能要求②
評価要求

5

グローブボックスは，給気口及び排気口を除き密閉できる設計とする。

機能要求②

6

MOX粉末を取り扱うグローブボックスは，以下の設計を講じる。
(a)粉末容器の落下又は転倒により閉じ込め機能を損なわないよう，内装
機器及び内装機器の架台による干渉や容器を取り扱う機器とパネルの間の
距離の確保により，落下又は転倒した粉末容器が，グローブボックスのパ
ネルに直接衝突することがない設計とする。

機能要求①
評価要求

7

(b)グローブボックス内に粉末容器以外の重量物を取り扱うクレーン等の
機器及び当該グローブボックス外側近傍に重量物を取り扱うクレーン等の
機器を設置しないことにより，重量物の落下により閉じ込め機能に影響を
及ぼさない設計とする。
なお，グローブボックス内及びグローブボックス近傍の飛散物の発生防止
に係る設計方針については，第1章　共通項目の「8.1安全機能を有する施
設」の「8.1.3内部発生飛散物に対する考慮」に基づくものとする。

冒頭宣言【14
条】

項目
番号

基本設計方針 要求種別

3

(2)グローブボックス等，オープンポートボックス及びフードの閉じ込め
に係る設計方針
グローブボックス等は，グローブボックス排気設備により負圧に維持し，
オープンポートボックス及びフードは，グローブボックス排気設備により
開口部からの空気流入風速を確保する設計とする。

機能要求①
機能要求②
評価要求

説明対象
申請対象設備
（2項変更③）

申請対象設備
（1項新規②）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
（2項変更④）

申請対象設備
（1項新規③）

仕様表 添付書類 添付書類における記載

〇 予備混合装置GB　等
均一化混合装置GB
焼結炉　等

－

添付Ｖ－１－１－２－１　安全機
能を有する施設の閉じ込めの機能
に関する説明書

3.　施設の詳細設計方針

【3.施設の詳細設計方針】
・申請対象設備について，各設備
の構造等の詳細設計方針として，
「加工事業変更許可申請書本文・
添付書類五及び整理資料(補足説明
資料)の記載内容をベースに展開す
る。

〇 混合酸化物貯蔵容器 － －

添付Ｖ－１－１－２－１　安全機
能を有する施設の閉じ込めの機能
に関する説明書

3.　施設の詳細設計方針

【3.施設の詳細設計方針】
・申請対象設備について，各設備
の構造等の詳細設計方針として，
「加工事業変更許可申請書本文・
添付書類五及び整理資料(補足説明
資料)の記載内容をベースに展開す
る。

〇 予備混合装置GB　等 均一化混合装置GB　等
＜核物質等取扱
ボックス＞
・開口部風速

添付Ｖ－１－１－２－１　安全機
能を有する施設の閉じ込めの機能
に関する説明書

3.　施設の詳細設計方針
3.1　グローブボックス
3.1.1　グローブボックス
3.12　換気設備

【3.施設の詳細設計方針】
【3.1グローブボックス】
【3.1.1グローブボックス】
・グローブボックスの開口部に対
する空気流入風速(0.5m/s)の維持
【3.12換気設備】
〇換気設備に係る以下の設計方針
について，説明する。
・グローブボックスの開口部に対
する空気流入風速(0.5m/s)の維持
に必要な換気風量
・グローブボックスの開口部に対
する空気流入風速の検査方法

－ － － － － －

〇
予備混合装置GB　等 均一化混合装置GB　等

＜核物質等取扱
ボックス＞
・漏れ率

添付Ｖ－１－１－２－１　安全機
能を有する施設の閉じ込めの機能
に関する説明書

3.　施設の詳細設計方針
3.1　グローブボックス
3.1.1　グローブボックス

【3.施設の詳細設計方針】
【3.1グローブボックス】
【3.1.1グローブボックス】
・JIS規格に基づく漏えい率につい
て説明する。

－ － － － － －

〇 予備混合装置GB　等 均一化混合装置GB　等 －

添付Ｖ－１－１－２－１　安全機
能を有する施設の閉じ込めの機能
に関する説明書

3.　施設の詳細設計方針
3.1　グローブボックス
3.1.2　容器落下時のグローブボッ
クスパネルへの影響評価

【3.施設の詳細設計方針】
【3.1グローブボックス】
【3.1.2容器落下時のグローブボッ
クスパネルへの影響評価】
・対象グローブボックスに対し
て，容器落下時にパネルへの直接
衝突がないこと，仮に間接的に衝
突しても閉じ込め機能が損なわれ
ないことを，構造図や容器重量，
落下高さ情報を基に評価する。

－ － － － － －

－ － － － － －

－ －
予備混合装置GB　等

焼結炉
小規模焼結処理装置
均一化混合装置GB
外蓋着脱装置OPB
貯蔵容器受払装置OPB
フード(放射能測定設備)　等

＜核物質等取扱
ボックス＞
・漏れ率
・開口部風速

＜焼結・乾燥装
置＞
・漏れ率

添付Ｖ－１－１－２－１　安全機
能を有する施設の閉じ込めの機能
に関する説明書

3.　施設の詳細設計方針
3.1　グローブボックス
3.1.1　グローブボックス
3.2　焼結炉
3.4　小規模焼結処理装置
3.12　換気設備

【3.施設の詳細設計方針】
【3.1グローブボックス】
【3.1.1グローブボックス】
〇グローブボックスに係る以下の
設計方針について，説明する。
・グローブボックスの負圧維持
・JIS規格に基づく漏えい率
【3.2焼結炉】
〇焼結炉に係る以下の設計方針に
ついて，説明する。
・焼結炉の負圧維持
・JIS規格に基づく漏えい率
【3.4小規模焼結処理装置】
〇小規模焼結処理装置に係る以下
の設計方針について，説明する。
・小規模焼結処理装置の負圧維持
・JIS規格に基づく漏えい率
【3.5オープンポートボックス】
・オープンポートボックスの開口
部に対する空気流入風速(0.5m/s)
の維持
【3.6フード】
・フードの開口部に対する空気流
入風速(0.5m/s)の維持
【3.12換気設備】
〇換気設備に係る以下の設計方針
について，説明する。
・グローブボックス等の負圧維持
に必要な換気風量
・オープンポートボックス及び
フードの開口部に対する空気流入
風速(0.5m/s)の維持に必要な換気
風量
・オープンポートボックス及び
フードの開口部に対する空気流入
風速の検査方法

－ － － －

第４回申請第３回申請

第1回申請と同一

第1回申請と同一

〇

第1回申請と同一
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十条 閉じ込めの機能／第二十一条 核燃料物質等による汚染の防止）

別紙２

説明対象
申請対象設備
(2項変更①)

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
（2項変更②）

申請対象設備
（1項新規①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　構成 添付書類　説明内容
第１回申請 第２回申請

9

(b)液体廃棄物を内包する系統及び機器は，溶接，フランジ又は継手で接
続する構造により核燃料物質等が漏えいし難い設計とする。

機能要求①
・基本方針
・低レベル廃液処理設備
・分析済液処理装置

基本方針
設計方針(閉じ込め)

添付Ｖ－１－１－２－１　安全機能を有する施設
の閉じ込めの機能に関する説明書

1.　概要
2.　基本方針
2.1　閉じ込め機能に関する基本方針
3.　施設の詳細設計方針
3.9　低レベル廃液処理設備
3.10　分析設備

【1.概要】
【2.基本方針】
【2.1　閉じ込め機能に関する基本方針】
・安全機能を有する施設の閉じ込め機能に関する
基本方針について説明する。
【3.施設の詳細設計方針】
【3.9低レベル廃液処理設備】
・低レベル廃液処理設備の構造を説明する。
【分析設備】
・分析済液処理装置の構造を説明する。

○ 基本方針 －

添付Ｖ－１－１－２－１　安全機
能を有する施設の閉じ込めの機能
に関する説明書

1.　概要
2.　基本方針
2.1　閉じ込め機能に関する基本方
針

【1.概要】
【2.基本方針】
【2.1　閉じ込め機能に関する基本
方針】
・安全機能を有する施設の閉じ込
め機能に関する基本方針について
説明する。

〇 －
低レベル廃液処理設備
分析済液処理装置

－

添付Ｖ－１－１－２－１　安全機
能を有する施設の閉じ込めの機能
に関する説明書

3.　施設の詳細設計方針
3.9　低レベル廃液処理設備
3.10　分析設備

【3.施設の詳細設計方針】
【3.9低レベル廃液処理設備】
・低レベル廃液処理設備の構造を
説明する。
【分析設備】
・分析済液処理装置の構造を説明
する。
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(c)核燃料物質等を取り扱う設備は，核燃料物質等を含まない流体を取り
扱う設備への核燃料物質等の逆流により核燃料物質等を拡散しない設計と
する。
なお，核燃料物質等を取り扱う設備のうち，気体廃棄物を取り扱う設備の
逆流防止に係る設計方針については，第2章　個別項目の「5.2換気設備」
に示す。

冒頭宣言【23
条】

機能要求①

・基本方針
・低レベル廃液処理設備(逆流防止の
措置)
・分析済液処理装置(逆流防止の措置)

基本方針
設計方針(逆流防止)

添付Ｖ－１－１－２－１　安全機能を有する施設
の閉じ込めの機能に関する説明書

1.　概要
2.　基本方針
2.1　閉じ込め機能に関する基本方針
3.　施設の詳細設計方針
3.9　低レベル廃液処理設備
3.10　分析設備

【1.概要】
【2.基本方針】
【2.1　閉じ込め機能に関する基本方針】
・安全機能を有する施設の閉じ込め機能に関する
基本方針について説明する。
【3.施設の詳細設計方針】
【3.9低レベル廃液処理設備】
・逆流防止対策について説明する。
【3.10分析設備】
・逆流防止対策について説明する。 ○ 基本方針 －

添付Ｖ－１－１－２－１　安全機
能を有する施設の閉じ込めの機能
に関する説明書

1.　概要
2.　基本方針
2.1　閉じ込め機能に関する基本方
針

【1.概要】
【2.基本方針】
【2.1　閉じ込め機能に関する基本
方針】
・安全機能を有する施設の閉じ込
め機能に関する基本方針について
説明する。

〇 －
低レベル廃液処理設備
分析済液処理装置

－

添付Ｖ－１－１－２－１　安全機
能を有する施設の閉じ込めの機能
に関する説明書

3.施設の詳細設計方針
3.9　低レベル廃液処理設備
3.10　分析設備

【3.施設の詳細設計方針】
【3.9低レベル廃液処理設備】
・逆流防止対策について説明す
る。
【3.10分析設備】
・逆流防止対策について説明す
る。
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(e)MOX粉末を取り扱うグローブボックスを循環する経路は，基準地震動Ss
による地震力に対して，経路が維持できる設計とする。
なお，MOX粉末を取り扱うグローブボックスを循環する経路に係る設計方
針については，第2章　個別項目の「5.2換気設備」に示す。

冒頭宣言【23
条】

基本方針 基本方針

添付Ｖ－１－１－２－１　安全機能を有する施設
の閉じ込めの機能に関する説明書

1．概要
2．基本方針
2.1　閉じ込め機能に関する基本方針

【1.概要】
【2.基本方針】
【2.1　閉じ込め機能に関する基本方針】
・安全機能を有する施設の閉じ込め機能に関する
基本方針について説明する。

－ － － － － 〇 － 基本方針 －

添付Ｖ－１－１－２－１　安全機
能を有する施設の閉じ込めの機能
に関する説明書

1.　概要
2.　基本方針
2.1　閉じ込め機能に関する基本方
針

【1.概要】
【2.基本方針】
【2.1　閉じ込め機能に関する基本
方針】
・安全機能を有する施設の閉じ込
め機能に関する基本方針について
説明する。
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(4)核燃料物質等の漏えい拡大防止に係る設計方針
核燃料物質等が漏えいした場合においても，工程室(非密封のMOXを取り扱
う設備・機器を収納するグローブボックス等を直接収納する部屋及び当該
部屋から廊下への汚染拡大防止を目的として設ける部屋並びにそれらの部
屋を介してのみ出入りする部屋をいう。以下同じ。)及び燃料加工建屋内
に保持することができる設計とする。

冒頭宣言【10
条-14～18】
機能要求①

・基本方針
・燃料加工建屋
・工程室(非密封のMOXを取り扱う設
備・機器を収納するグローブボックス
等を直接収納する部屋及び当該部屋か
ら廊下への汚染拡大防止を目的として
設ける部屋並びにそれらの部屋を介し
てのみ出入りする部屋をいう。)
・グローブボックス等

基本方針
設計方針(建物)

添付Ｖ－１－１－２－１　安全機能を有する施設
の閉じ込めの機能に関する説明書

1.　概要
2.　基本方針
2.1　閉じ込め機能に関する基本方針
3.　施設の詳細設計方針
3.11　建物・構築物

【1.概要】
【2.基本方針】
【2.1　閉じ込め機能に関する基本方針】
・安全機能を有する施設の閉じ込め機能に関する
基本方針について説明する。
【3.施設の詳細設計方針】
【3.11建物・構築物】
〇建物・構築物に係る以下の設計方針について，
説明する。
・建物・構築物の構造
・工程室と各グローブボックス等の設置場所の関
係

〇

基本方針
燃料加工建屋
工程室(非密封のMOXを取り扱う設備・
機器を収納するグローブボックス等を
直接収納する部屋及び当該部屋から廊
下への汚染拡大防止を目的として設け
る部屋並びにそれらの部屋を介しての
み出入りする部屋をいう。)

－

添付Ｖ－１－１－２－１　安全機
能を有する施設の閉じ込めの機能
に関する説明書

1.　概要
2.　基本方針
2.1　閉じ込め機能に関する基本方
針
3.　施設の詳細設計方針
3.11　建物・構築物

【1.概要】
【2.基本方針】
【2.1　閉じ込め機能に関する基本
方針】
・安全機能を有する施設の閉じ込
め機能に関する基本方針について
説明する。
【3.施設の詳細設計方針】
【3.11建物・構築物】
・建物・構築物の構造を説明す
る。

〇

工程室(非密封のMOXを取り扱う設備・
機器を収納するグローブボックス等を
直接収納する部屋及び当該部屋から廊
下への汚染拡大防止を目的として設け
る部屋並びにそれらの部屋を介しての
み出入りする部屋をいう。)
粉末一時保管装置GB
ペレット一時保管棚GB
スタック編成設備GB　等

分析装置GB　等 －

添付Ｖ－１－１－２－１　安全機
能を有する施設の閉じ込めの機能
に関する説明書

3.　施設の詳細設計方針
3.11　建物・構築物

【3.施設の詳細設計方針】
【3.11建物・構築物】
・工程室と各グローブボックス等
の設置場所の関係を説明する。

(3)核燃料物質等の漏えいに対する措置等に係る設計方針
核燃料物質等を限定された区域に適切に閉じ込めるため，核燃料物質等の
漏えいに対する措置等として，以下の設計を講じる。
(a)核燃料物質等を取り扱う設備は，内包する物質の種類に応じて適切な
腐食対策を講じる設計とする。
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基本方針
設計方針(閉じ込め)

・基本方針

・グローブボックス排気設備※1

・窒素循環設備
・グローブボックス
・オープンポートボックス
・フード
・焼結炉
・スタック乾燥装置
・小規模焼結処理装置
・低レベル廃液処理設備
・分析済液処理装置
・混合酸化物貯蔵容器
・火災防護設備(延焼防止ダンパ，ピ

ストンダンパ)※2

※1グローブボックス排気設備のう
ち，グローブボックス排気フィルタユ
ニットより下流の機器については，清
浄化された空気を取り扱うことから対
象外。

※2火災防護設備である延焼防止ダン
パとピストンダンパは安全上重要な施
設のグローブボックスの排気系に設置
するものであるため，対象設備として
選定。

機能要求② －基本方針○

グローブボックス排気設備(グローブ
ボックス給気フィルタ，グローブボッ
クス排気フィルタ，グローブボックス

排気ダクト)※1

窒素循環設備(窒素循環ファン，窒素
循環ダクト，窒素循環冷却機)
分析装置GB
低レベル廃液処理設備OPB
分析装置フード
分析済液処理装置(ろ過処理供給槽，
ろ過処理供給槽ポンプ，第1ろ過装
置，主配管等)
低レベル廃液処理設備(ろ過処理前
槽，ろ過処理前槽ポンプ，第1ろ過処
理装置，主配管等)
火災防護設備(延焼防止ダンパ，ピス

トンダンパ)※2　等

※1グローブボックス排気設備のう
ち，グローブボックス排気フィルタユ
ニットより下流の機器については，清
浄化された空気を取り扱うことから対
象外。

※2火災防護設備である延焼防止ダン
パとピストンダンパは安全上重要な施
設のグローブボックスの排気系に設置
するものであるため，対象設備として
選定。

【3.施設の詳細設計方針】
【3.9低レベル廃液処理設備】
〇低レベル廃液処理設備に係る以
下の設計方針について，説明す
る。
・漏えい液受皿の構造
・漏えい液受皿の容量及び想定す
る漏えい量の計算結果を示し，漏
えい液受皿に漏えい液を保持でき
ることの説明
・漏えい検知器により漏えいを検
知し,警報を発することの説明
【3.10分析設備】
〇分析設備に係る以下の設計方針
について，説明する。
・漏えい液受皿の構造
・漏えい液受皿の容量及び想定す
る漏えい量の計算結果を示し，漏
えい液受皿に漏えい液を保持でき
ることの説明
・漏えい検知器により漏えいを検
知し,警報を発することの説明

添付Ｖ－１－１－２－１　安全機
能を有する施設の閉じ込めの機能
に関する説明書

3.　施設の詳細設計方針
3.9　低レベル廃液処理設備
3.10　分析設備

＜核物質等取扱
ボックス(漏えい
液受皿)＞
・主要寸法
・主要材料

＜計測装置＞
・検出器の種類
・警報動作範囲

・グローブボックス(漏えい液受皿)
・オープンポートボックス(漏えい液
受皿)
・低レベル廃液処理設備　漏えい液受
皿液位
・分析済液処理装置　漏えい液受皿液
位

【1.概要】
【2.基本方針】
【2.1　閉じ込め機能に関する基本方針】
・安全機能を有する施設の閉じ込め機能に関する
基本方針について説明する。
【3.施設の詳細設計方針】
【3.1グローブボックス】
【3.1.1グローブボックス】
・内包する物質の種類に応じた腐食対策を講じて
いることを説明する。
【3.2焼結炉】
・内包する物質の種類に応じた腐食対策を講じて
いることを説明する。
【3.3スタック乾燥装置】
・内包する物質の種類に応じた腐食対策を講じて
いることを説明する。
【3.4小規模焼結処理装置】
・内包する物質の種類に応じた腐食対策を講じて
いることを説明する。
【3.5オープンポートボックス】
・内包する物質の種類に応じた腐食対策を講じて
いることを説明する。
【3.6フード】
・内包する物質の種類に応じた腐食対策を講じて
いることを説明する。
【3.7混合酸化物貯蔵容器】
・内包する物質の種類に応じた腐食対策を講じて
いることを説明する。
【3.9低レベル廃液処理設備】
・内包する物質の種類に応じた腐食対策を講じて
いることを説明する。
【3.10分析設備】
・内包する物質の種類に応じた腐食対策を講じて
いることを説明する。
【3.12換気設備】
・内包する物質の種類に応じた腐食対策を講じて
いることを説明する。

添付Ｖ－１－１－２－１　安全機能を有する施設
の閉じ込めの機能に関する説明書

1.　概要
2.　基本方針
2.1　閉じ込め機能に関する基本方針
3.　施設の詳細設計方針
3.1　グローブボックス
3.1.1　グローブボックス
3.2　焼結炉
3.3　スタック乾燥装置
3.4　小規模焼結処理装置
3.5　オープンポートボックス
3.6　フード
3.7　混合酸化物貯蔵容器
3.9　低レベル廃液処理設備
3.10　分析設備
3.12　換気設備

添付Ｖ－１－１－２－１　安全機
能を有する施設の閉じ込めの機能
に関する説明書

1.　概要
2.　基本方針
2.1　閉じ込め機能に関する基本方
針

【1.概要】
【2.基本方針】
【2.1　閉じ込め機能に関する基本方針】
・安全機能を有する施設の閉じ込め機能に関する
基本方針について説明する。
【3.施設の詳細設計方針】
【3.9低レベル廃液処理設備】
〇低レベル廃液処理設備に係る以下の設計方針に
ついて，説明する。
・漏えい液受皿の構造
・漏えい液受皿の容量及び想定する漏えい量の計
算結果を示し，漏えい液受皿に漏えい液を保持で
きることの説明
・漏えい検知器により漏えいを検知し,警報を発
することの説明
【3.10分析設備】
〇分析設備に係る以下の設計方針について，説明
する。
・漏えい液受皿の構造
・漏えい液受皿の容量及び想定する漏えい量の計
算結果を示し，漏えい液受皿に漏えい液を保持で
きることの説明
・漏えい検知器により漏えいを検知し,警報を発
することの説明

添付Ｖ－１－１－２－１　安全機能を有する施設
の閉じ込めの機能に関する説明書

1.　概要
2.　基本方針
2.1　閉じ込め機能に関する基本方針
3.　施設の詳細設計方針
3.9　低レベル廃液処理設備
3.10　分析設備

【1.概要】
【2.基本方針】
【2.1　閉じ込め機能に関する基本
方針】
・安全機能を有する施設の閉じ込
め機能に関する基本方針について
説明する。

【3.施設の詳細設計方針】
【3.1グローブボックス】
【3.1.1グローブボックス】
・内包する物質の種類に応じた腐
食対策を講じていることを説明す
る。
【3.3スタック乾燥装置】
・内包する物質の種類に応じた腐
食対策を講じていることを説明す
る。
【3.5オープンポートボックス】
・内包する物質の種類に応じた腐
食対策を講じていることを説明す
る。
【3.6フード】
・内包する物質の種類に応じた腐
食対策を講じていることを説明す
る。
【3.9低レベル廃液処理設備】
・内包する物質の種類に応じた腐
食対策を講じていることを説明す
る。
【3.10分析設備】
・内包する物質の種類に応じた腐
食対策を講じていることを説明す
る。
【3.12換気設備】
・内包する物質の種類に応じた腐
食対策を講じていることを説明す
る。

基本方針
設計方針(閉じ込め)
評価(閉じ込め)

添付Ｖ－１－１－２－１　安全機
能を有する施設の閉じ込めの機能
に関する説明書

3.　施設の詳細設計方針
3.1　グローブボックス
3.3　スタック乾燥装置
3.1.1　グローブボックス
3.5　オープンポートボックス
3.6　フード
3.9　低レベル廃液処理設備
3.10　分析設備
3.12　換気設備

＜ファン＞
・主要材料

＜フィルタ＞
・主要材料

＜主配管＞
・主要材料

＜機械装置＞
・主要材料

＜核物質等取扱
ボックス＞
・主要材料

＜焼結・乾燥装
置＞
・主要材料

＜ろ過装置＞
・主要材料

＜容器＞
・主要材料

＜ポンプ＞
・主要材料

＜主要弁＞
・主要材料

－基本方針 －〇

【1.概要】
【2.基本方針】
【2.1　閉じ込め機能に関する基本
方針】
・安全機能を有する施設の閉じ込
め機能に関する基本方針について
説明する。

添付Ｖ－１－１－２－１　安全機
能を有する施設の閉じ込めの機能
に関する説明書

1.　概要
2.　基本方針
2.1　閉じ込め機能に関する基本方
針

○

粉末一時保管装置GB
ペレット一時保管棚GB
スタック編成設備GB
スタック乾燥装置　等

〇

・基本方針
・グローブボックス(漏えい液受皿)
・オープンポートボックス(漏えい液
受皿)
・低レベル廃液処理設備　漏えい液受
皿液位
・分析済液処理装置　漏えい液受皿液
位

(d)放射性物質を含む液体を取り扱うグローブボックス及びオープンポー
トボックスは，貯槽等から放射性物質を含む液体が漏えいした場合におい
ても漏えい検知器により検知し，警報を発する設計とするとともに，グ
ローブボックス及びオープンポートボックス底部を漏えい液受皿構造とす
ることにより，グローブボックス及びオープンポートボックスに放射性物
質を含む液体を閉じ込めることで，放射性物質を含む液体がグローブボッ
クス及びオープンポートボックス外に漏えいし難い設計とする。
なお，グローブボックス及びオープンポートボックスからの漏えい防止に
係る漏えい検知器の設計方針については，第2章　個別項目の「7.4その他
の主要な事項」の「7.4.2警報関連設備」に示す。

11 機能要求②
評価要求
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十条 閉じ込めの機能／第二十一条 核燃料物質等による汚染の防止）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別

9

(b)液体廃棄物を内包する系統及び機器は，溶接，フランジ又は継手で接
続する構造により核燃料物質等が漏えいし難い設計とする。

機能要求①

10

(c)核燃料物質等を取り扱う設備は，核燃料物質等を含まない流体を取り
扱う設備への核燃料物質等の逆流により核燃料物質等を拡散しない設計と
する。
なお，核燃料物質等を取り扱う設備のうち，気体廃棄物を取り扱う設備の
逆流防止に係る設計方針については，第2章　個別項目の「5.2換気設備」
に示す。

冒頭宣言【23
条】

機能要求①

12

(e)MOX粉末を取り扱うグローブボックスを循環する経路は，基準地震動Ss
による地震力に対して，経路が維持できる設計とする。
なお，MOX粉末を取り扱うグローブボックスを循環する経路に係る設計方
針については，第2章　個別項目の「5.2換気設備」に示す。

冒頭宣言【23
条】

13

(4)核燃料物質等の漏えい拡大防止に係る設計方針
核燃料物質等が漏えいした場合においても，工程室(非密封のMOXを取り扱
う設備・機器を収納するグローブボックス等を直接収納する部屋及び当該
部屋から廊下への汚染拡大防止を目的として設ける部屋並びにそれらの部
屋を介してのみ出入りする部屋をいう。以下同じ。)及び燃料加工建屋内
に保持することができる設計とする。

冒頭宣言【10
条-14～18】
機能要求①

(3)核燃料物質等の漏えいに対する措置等に係る設計方針
核燃料物質等を限定された区域に適切に閉じ込めるため，核燃料物質等の
漏えいに対する措置等として，以下の設計を講じる。
(a)核燃料物質等を取り扱う設備は，内包する物質の種類に応じて適切な
腐食対策を講じる設計とする。

8 機能要求②

(d)放射性物質を含む液体を取り扱うグローブボックス及びオープンポー
トボックスは，貯槽等から放射性物質を含む液体が漏えいした場合におい
ても漏えい検知器により検知し，警報を発する設計とするとともに，グ
ローブボックス及びオープンポートボックス底部を漏えい液受皿構造とす
ることにより，グローブボックス及びオープンポートボックスに放射性物
質を含む液体を閉じ込めることで，放射性物質を含む液体がグローブボッ
クス及びオープンポートボックス外に漏えいし難い設計とする。
なお，グローブボックス及びオープンポートボックスからの漏えい防止に
係る漏えい検知器の設計方針については，第2章　個別項目の「7.4その他
の主要な事項」の「7.4.2警報関連設備」に示す。

11 機能要求②
評価要求

説明対象
申請対象設備
（2項変更③）

申請対象設備
（1項新規②）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
（2項変更④）

申請対象設備
（1項新規③）

仕様表 添付書類 添付書類における記載

第４回申請第３回申請

－ － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － －

〇

工程室(非密封のMOXを取り扱う設備・
機器を収納するグローブボックス等を
直接収納する部屋及び当該部屋から廊
下への汚染拡大防止を目的として設け
る部屋並びにそれらの部屋を介しての
み出入りする部屋をいう。)
予備混合装置GB　等

均一化混合装置GB　等 －

添付Ｖ－１－１－２－１　安全機
能を有する施設の閉じ込めの機能
に関する説明書

3.　施設の詳細設計方針
3.11　建物・構築物

【3.施設の詳細設計方針】
【3.11建物・構築物】
・工程室と各グローブボックス等
の設置場所の関係を説明する。

－ － － － － －

－－－－－－－－

【3.施設の詳細設計方針】
【3.1グローブボックス】
【3.1.1グローブボックス】
・内包する物質の種類に応じた腐
食対策を講じていることを説明す
る。
【3.2焼結炉】
・内包する物質の種類に応じた腐
食対策を講じていることを説明す
る。
【3.4小規模焼結処理装置】
・内包する物質の種類に応じた腐
食対策を講じていることを説明す
る。
【3.5オープンポートボックス】
・内包する物質の種類に応じた腐
食対策を講じていることを説明す
る。
【3.6フード】
・内包する物質の種類に応じた腐
食対策を講じていることを説明す
る。

添付Ｖ－１－１－２－１　安全機
能を有する施設の閉じ込めの機能
に関する説明書

3.　施設の詳細設計方針
3.1　グローブボックス
3.1.1　グローブボックス
3.2　焼結炉
3.4　小規模焼結処理装置
3.5　オープンポートボックス
3.6　フード

＜焼結・乾燥装
置＞
・主要材料

＜核物質等取扱
ボックス＞
・主要材料

焼結炉
小規模焼結処理装置
均一化混合装置GB
外蓋着脱装置OPB
貯蔵容器受払装置OPB
フード(放射能測定設備)　等

－

添付Ｖ－１－１－２－１　安全機
能を有する施設の閉じ込めの機能
に関する説明書

3.　施設の詳細設計方針
3.7　混合酸化物貯蔵容器

＜運搬・製品容
器＞
・主要材料

－混合酸化物貯蔵容器〇予備混合装置GB　等

【3.施設の詳細設計方針】
【3.7混合酸化物貯蔵容器】
・内包する物質の種類に応じた腐
食対策を講じていることを説明す
る。

－－

〇

－
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十条 閉じ込めの機能／第二十一条 核燃料物質等による汚染の防止）

別紙２

説明対象
申請対象設備
(2項変更①)

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
（2項変更②）

申請対象設備
（1項新規①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　構成 添付書類　説明内容
第１回申請 第２回申請

14

工程室は工程室排気設備，燃料加工建屋は建屋排気設備にて排気し，燃料
加工建屋，工程室，グローブボックス等の順に負圧を低くすることで，核
燃料物質等の漏えいの拡大を防止する設計とする。
なお，負圧順序の達成に必要な起動順序に係る設計方針については，第2
章　個別項目の「5.2換気設備」に示す。

機能要求①
機能要求②

・基本方針
・グローブボックス排気設備
・窒素循環設備
・工程室排気設備(工程室排風機，工
程室排気ダクト)
・建屋排気設備(建屋排風機，建屋排
気ダクト)

基本方針
設計方針(漏えいの拡大防
止)

添付Ｖ－１－１－２－１　安全機能を有する施設
の閉じ込めの機能に関する説明書

1.　概要
2.　基本方針
2.1　閉じ込め機能に関する基本方針
3.　施設の詳細設計方針
3.12　換気設備

【1.概要】
【2.基本方針】
【2.1　閉じ込め機能に関する基本方針】
・安全機能を有する施設の閉じ込め機能に関する
基本方針について説明する。
【3.施設の詳細設計方針】
【3.12換気設備】
・負圧順序について説明する。 ○ 基本方針 －

添付Ｖ－１－１－２－１　安全機
能を有する施設の閉じ込めの機能
に関する説明書

1.　概要
2.　基本方針
2.1　閉じ込め機能に関する基本方
針

【1.概要】
【2.基本方針】
【2.1　閉じ込め機能に関する基本
方針】
・安全機能を有する施設の閉じ込
め機能に関する基本方針について
説明する。

〇 －

グローブボックス排気設備
窒素循環設備

【機能要求②】
工程室排気設備(工程室排風機，工程
室排気ダクト)
建屋排気設備(建屋排風機，建屋排気
ダクト)

＜ファン＞
・容量
・原動機

＜主配管＞
・外径・厚さ

添付Ｖ－１－１－２－１　安全機
能を有する施設の閉じ込めの機能
に関する説明書

3.　施設の詳細設計方針
3.12　換気設備

【3.施設の詳細設計方針】
【3.12換気設備】
・負圧順序について説明する。

16

グローブボックス等から核燃料物質等が漏えいした場合又はそのおそれが
ある場合に，建屋内及び工程室内はダストモニタ，エアスニファ及び放射
線サーベイ機器により漏えいを検知できるよう，放射線監視設備を設ける
設計とする。また，MOX燃料加工施設から周辺環境へ放射性気体廃棄物を
放出する排気筒には，MOX燃料加工施設外への核燃料物質等の漏えいを検
知できるよう，排気モニタを設置する設計とする。
なお，放射線監視設備に係る設計方針については，第2章　個別項目の
「6.放射線管理施設」に示す。

冒頭宣言【19
条】

設置要求

・基本方針
・放射線監視設備

基本方針
設計方針(漏えいの拡大防
止)

添付Ｖ－１－１－２－１　安全機能を有する施設
の閉じ込めの機能に関する説明書

1.　概要
2.　基本方針
2.1　閉じ込め機能に関する基本方針
3.1　施設の詳細設計方針
3.11　建物・構築物

【1.概要】
【2.基本方針】
【2.1　閉じ込め機能に関する基本方針】
・安全機能を有する施設の閉じ込め機能に関する
基本方針について説明する。
【3.1施設の詳細設計方針】
【3.11建物・構築物】
・放射線監視設備による核燃料物質等の漏えい検
知について説明する。

○ 基本方針 －

添付Ｖ－１－１－２－１　安全機
能を有する施設の閉じ込めの機能
に関する説明書

1.　概要
2.　基本方針
2.1　閉じ込め機能に関する基本方
針
3.1　施設の詳細設計方針
3.11　建物・構築物

【1.概要】
【2.基本方針】
【2.1　閉じ込め機能に関する基本
方針】
・安全機能を有する施設の閉じ込
め機能に関する基本方針について
説明する。
【3.1施設の詳細設計方針】
【3.11建物・構築物】
・放射線監視設備による核燃料物
質等の漏えい検知について説明す
る。

－ － － － － －

17

グローブボックス等から核燃料物質等が漏えいした場合は，気体廃棄物の
廃棄設備の給気設備等の停止を含まない加工工程のうち任意の工程の停止
(以下「工程停止」という。)，気体廃棄物の廃棄設備の建屋排風機，工程
室排風機，送風機及び窒素循環ファン並びに非管理区域換気空調設備(以
下「送排風機」という。)を停止する措置等により漏えいの拡大を防止す
ることを保安規定に定めて，管理する。

運用要求
・基本方針
・施設共通　基本設計方針

基本方針
設計方針(漏えいの拡大防
止)

添付Ｖ－１－１－２－１　安全機能を有する施設
の閉じ込めの機能に関する説明書

1.　概要
2.　基本方針
2.1　閉じ込め機能に関する基本方針
3．施設の詳細設計方針
3.11　建物・構築物

【1.概要】
【2.基本方針】
【2.1　閉じ込め機能に関する基本方針】
・安全機能を有する施設の閉じ込め機能に関する
基本方針について説明する。
【3.施設の詳細設計方針】
【3.11建物・構築物】
・工程停止および排風機等の停止による漏えいの
拡大防止対策について説明する。

○
基本方針
施設共通　基本設計方針

－

添付Ｖ－１－１－２－１　安全機
能を有する施設の閉じ込めの機能
に関する説明書

1.　概要
2.　基本方針
2.1　閉じ込め機能に関する基本方
針
3.　施設の詳細設計方針
3.13　建物・構築物

【1.概要】
【2.基本方針】
【2.1　閉じ込め機能に関する基本
方針】
・安全機能を有する施設の閉じ込
め機能に関する基本方針について
説明する。
【3.　施設の詳細設計方針】
【3.13　建物・構築物】
・工程停止および排風機等の停止
による漏えいの拡大防止対策につ
いて説明する。

－ － － － － －

19

(5)その他の閉じ込めに係る設計方針
グローブボックス排気設備，工程室排気設備及び建屋排気設備は，以下の
設計を講じる。
(a)排風機は予備機を設け，故障した場合には自動的に予備機に切り替わ
る設計とする。
なお，故障時の排風機の切り替えによる核燃料物質等の漏えい防止及び漏
えい拡大防止に係る設計方針については，第2章　個別項目の「5.2換気設
備」に示す。

冒頭宣言【23
条】

基本方針 基本方針

添付Ｖ－１－１－２－１　安全機能を有する施設
の閉じ込めの機能に関する説明書

1．概要
2．基本方針
2.1　閉じ込め機能に関する基本方針

【1.概要】
【2.基本方針】
【2.1　閉じ込め機能に関する基本方針】
・安全機能を有する施設の閉じ込め機能に関する
基本方針について説明する。

○ 基本方針 －

添付Ｖ－１－１－２－１　安全機
能を有する施設の閉じ込めの機能
に関する説明書

1．概要
2．基本方針
2.1　閉じ込め機能に関する基本方
針

【1.概要】
【2.基本方針】
【2.1　閉じ込め機能に関する基本
方針】
・安全機能を有する施設の閉じ込
め機能に関する基本方針について
説明する。
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燃料加工建屋の床面下には，敷地外に管理されずに排出される排水が流れ
る排水路を設置しない設計とする。

設置要求
・基本方針
・燃料加工建屋

基本方針
設計方針(建物)

添付Ｖ－１－１－２－１　安全機能を有する施設
の閉じ込めの機能に関する説明書

1.　概要
2.　基本方針
2.1　閉じ込め機能に関する基本方針
3.　施設の詳細設計方針
3.11　建物・構築物

【1.概要】
【2.基本方針】
【2.1　閉じ込め機能に関する基本方針】
・安全機能を有する施設の閉じ込め機能に関する
基本方針について説明する。
【3.施設の詳細設計方針】
【3.11建物・構築物】
・排水路の上に施設がないことを説明する。

〇
基本方針
燃料加工建屋

－

添付Ｖ－１－１－２－１　安全機
能を有する施設の閉じ込めの機能
に関する説明書

1.　概要
2.　基本方針
2.1　閉じ込め機能に関する基本方
針
3.　施設の詳細設計方針
3.11　建物・構築物

【1.概要】
【2.基本方針】
【2.1　閉じ込め機能に関する基本
方針】
・安全機能を有する施設の閉じ込
め機能に関する基本方針について
説明する。
【3.施設の詳細設計方針】
【3.11建物・構築物】
・排水路の上に施設がないことを
説明する。

－ － － － － －

添付Ｖ－１－１－２－１　安全機
能を有する施設の閉じ込めの機能
に関する説明書

3.　施設の詳細設計方針
3.9　低レベル廃液処理設備
3.10　分析設備

【3.施設の詳細設計方針】
【3.9低レベル廃液処理設備】
〇低レベル廃液処理設備に係る以
下の設計方針について，説明す
る。
・堰の構造
・漏えい防止の堰の容量及び想定
する漏えい量の計算結果を示し，
堰に漏えい液を保持できることの
説明
・漏えい検知器により漏えいを検
知し,警報を発することの説明
【3.10分析設備】
〇分析設備に係る以下の設計方針
について，説明する。
・堰の構造
・漏えい防止の堰の容量及び想定
する漏えい量の計算結果を示し，
堰に漏えい液を保持できることの
説明
・漏えい検知器により漏えいを検
知し，警報を発することの説明

添付Ｖ－１－１－２－１　安全機
能を有する施設の閉じ込めの機能
に関する説明書

1.　概要
2.　基本方針
2.1　閉じ込め機能に関する基本方
針

－ －〇

【1.概要】
【2.基本方針】
【2.1　閉じ込め機能に関する基本
方針】
・安全機能を有する施設の閉じ込
め機能に関する基本方針について
説明する。

【1.概要】
【2.基本方針】
【2.1　閉じ込め機能に関する基本方針】
・安全機能を有する施設の閉じ込め機能に関する
基本方針について説明する。
【3.施設の詳細設計方針】
【3.1グローブボックス】
【3.1.1グローブボックス】
・グローブボックス負圧・温度監視設備により負
圧異常を感知し，警報を発することを説明する。
【3.2焼結炉】
・焼結炉の計器により負圧異常を感知し，警報を
発することを説明する。
【3.3スタック乾燥装置】
・スタック乾燥装置の計器により負圧異常を感知
し，警報を発することを説明する。
【3.4小規模焼結処理装置】
・小規模焼結処理装置の計器により負圧異常を感
知し，警報を発することを説明する。

添付Ｖ－１－１－２－１　安全機能を有する施設
の閉じ込めの機能に関する説明書

1.　概要
2.　基本方針
2.1　閉じ込め機能に関する基本方針
3.　施設の詳細設計方針
3.1　グローブボックス
3.1.1　グローブボックス
3.2　焼結炉
3.3　スタック乾燥装置
3.4　小規模焼結処理装置

○

【1.概要】
【2.基本方針】
【2.1　閉じ込め機能に関する基本方針】
・安全機能を有する施設の閉じ込め機能に関する
基本方針について説明する。
【3.施設の詳細設計方針】
【3.9低レベル廃液処理設備】
〇低レベル廃液処理設備に係る以下の設計方針に
ついて，説明する。
・堰の構造
・漏えい防止の堰の容量及び想定する漏えい量の
計算結果を示し，堰に漏えい液を保持できること
の説明
・漏えい検知器により漏えいを検知し,警報を発
することの説明
【3.10分析設備】
〇分析設備に係る以下の設計方針について，説明
する。
・堰の構造
・漏えい防止の堰の容量及び想定する漏えい量の
計算結果を示し，堰に漏えい液を保持できること
の説明
・漏えい検知器により漏えいを検知し，警報を発
することの説明

添付Ｖ－１－１－２－１　安全機能を有する施設
の閉じ込めの機能に関する説明書

1.　概要
2.　基本方針
2.1　閉じ込め機能に関する基本方針
3.　施設の詳細設計方針
3.9　低レベル廃液処理設備
3.10　分析設備

(b)核燃料物質等の形態及び取扱量に応じた段数の高性能エアフィルタを
設ける設計とすることで，周辺環境に放出される核燃料物質等の量を合理
的に達成できる限り少なくするとともに，設計基準事故時においても可能
な限り負圧維持，漏えい防止及び逆流防止の機能が確保される設計とし，
公衆に対して著しい放射線被ばくのリスクを与えないよう，事故に起因し
て環境に放出される核燃料物質等の放出量を低減する設計とする。
なお，高性能エアフィルタの段数に係る設計方針については，第2章　個
別項目の「5.1放射性廃棄物の廃棄施設の基本設計方針」の「5.1.1気体廃
棄物の廃棄設備」に示す。
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添付Ｖ－１－１－２－１　安全機
能を有する施設の閉じ込めの機能
に関する説明書

1.　概要
2.　基本方針
2.1　閉じ込め機能に関する基本方
針

【1.概要】
【2.基本方針】
【2.1　閉じ込め機能に関する基本
方針】
・安全機能を有する施設の閉じ込
め機能に関する基本方針について
説明する。

－基本方針
基本方針
設計方針(放出量の低減，
逆流防止，閉じ込め)

・基本方針
・グローブボックス排気設備
・工程室排気設備
・建屋排気設備

冒頭宣言【20
条】

機能要求①
〇

【1.概要】
【2.基本方針】
【2.1　閉じ込め機能に関する基本方針】
・安全機能を有する施設の閉じ込め機能に関する
基本方針について説明する。
【3.施設の詳細設計方針】
【3.12換気設備】
〇換気設備に係る以下の設計方針について，説明
する。
・グローブボックス排気設備，工程室排気設備，
建屋排気設備の構造，系統構成
・通常時における，高性能エアフィルタによる周
辺環境に放出される核燃料物質等の除去
・設計基準事故時における負圧維持，漏えい防
止，逆流防止の機能の確保及び放出量の低減

添付Ｖ－１－１－２－１　安全機能を有する施設
の閉じ込めの機能に関する説明書

1.　概要
2.　基本方針
2.1　閉じ込め機能に関する基本方針
3.　施設の詳細設計方針
3.12　換気設備

液体廃棄物を内包する貯槽等から廃液が漏えいした場合，漏えい検知器に
より検知し，警報を発する設計とするとともに，貯槽等に内包される廃液
の全量に対して，堰等により漏えいの拡大を防止する設計とする。
なお，漏えい拡大防止に係る漏えい検知器の設計方針については，第2章
個別項目の「7.4その他の主要な事項」の「7.4.2警報関連設備」に示す。

18 基本方針

基本方針
設計方針(漏えいの拡大防
止)
評価(漏えいの拡大防止)

・基本方針
・低レベル廃液処理設備　サンプ液位
・分析済液処理装置　堰内漏えい液位
・燃料加工建屋(堰)

機能要求②
評価要求

【3.施設の詳細設計方針】
【3.12換気設備】
〇換気設備に係る以下の設計方針
について，説明する。
・グローブボックス排気設備，工
程室排気設備，建屋排気設備の構
造，系統構成
・通常時における，高性能エア
フィルタによる周辺環境に放出さ
れる核燃料物質等の除去
・設計基準事故時における負圧維
持，漏えい防止，逆流防止の機能
の確保及び放出量の低減

第1回申請と同一

〇 －
グローブボックス排気設備
工程室排気設備
建屋排気設備

－

添付Ｖ－１－１－２－１　安全機
能を有する施設の閉じ込めの機能
に関する説明書

3.　施設の詳細設計方針
3.12　換気設備

＜計測装置＞
・検出器の種類
・警報動作範囲

＜施設外漏えい
防止堰＞
・主要寸法
・主要材料
・床面及び壁面
の塗装の範囲

・低レベル廃液処理設備　サンプ液位
・分析済液処理装置　堰内漏えい液位
・燃料加工建屋(堰)

15

【3.施設の詳細設計方針】
【3.3スタック乾燥装置】
・スタック乾燥装置の計器により
負圧異常を感知し，警報を発する
ことを説明する。

添付Ｖ－１－１－２－１　安全機
能を有する施設の閉じ込めの機能
に関する説明書

3．施設の詳細設計方針
3.3　スタック乾燥装置

－－スタック乾燥装置〇
基本方針
設計方針(閉じ込め)

・基本方針
・グローブボックス負圧・温度監視設
備
・焼結炉
・スタック乾燥装置
・小規模焼結処理装置

冒頭宣言【18
条】

設置要求

グローブボックス等内の気圧が設定値以上になった場合は，警報を発する
設計とする。
なお，負圧異常時の警報発報に係る設計方針については，第2章　個別項
目の「7.4その他の主要な事項」の「7.4.2警報関連設備」に示す。

【1.概要】
【2.基本方針】
【2.1　閉じ込め機能に関する基本
方針】
・安全機能を有する施設の閉じ込
め機能に関する基本方針について
説明する。

添付Ｖ－１－１－２－１　安全機
能を有する施設の閉じ込めの機能
に関する説明書

1.　概要
2.　基本方針
2.1　閉じ込め機能に関する基本方
針

－基本方針○

40



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十条 閉じ込めの機能／第二十一条 核燃料物質等による汚染の防止）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別

14

工程室は工程室排気設備，燃料加工建屋は建屋排気設備にて排気し，燃料
加工建屋，工程室，グローブボックス等の順に負圧を低くすることで，核
燃料物質等の漏えいの拡大を防止する設計とする。
なお，負圧順序の達成に必要な起動順序に係る設計方針については，第2
章　個別項目の「5.2換気設備」に示す。

機能要求①
機能要求②

16

グローブボックス等から核燃料物質等が漏えいした場合又はそのおそれが
ある場合に，建屋内及び工程室内はダストモニタ，エアスニファ及び放射
線サーベイ機器により漏えいを検知できるよう，放射線監視設備を設ける
設計とする。また，MOX燃料加工施設から周辺環境へ放射性気体廃棄物を
放出する排気筒には，MOX燃料加工施設外への核燃料物質等の漏えいを検
知できるよう，排気モニタを設置する設計とする。
なお，放射線監視設備に係る設計方針については，第2章　個別項目の
「6.放射線管理施設」に示す。

冒頭宣言【19
条】

設置要求

17

グローブボックス等から核燃料物質等が漏えいした場合は，気体廃棄物の
廃棄設備の給気設備等の停止を含まない加工工程のうち任意の工程の停止
(以下「工程停止」という。)，気体廃棄物の廃棄設備の建屋排風機，工程
室排風機，送風機及び窒素循環ファン並びに非管理区域換気空調設備(以
下「送排風機」という。)を停止する措置等により漏えいの拡大を防止す
ることを保安規定に定めて，管理する。

運用要求

19

(5)その他の閉じ込めに係る設計方針
グローブボックス排気設備，工程室排気設備及び建屋排気設備は，以下の
設計を講じる。
(a)排風機は予備機を設け，故障した場合には自動的に予備機に切り替わ
る設計とする。
なお，故障時の排風機の切り替えによる核燃料物質等の漏えい防止及び漏
えい拡大防止に係る設計方針については，第2章　個別項目の「5.2換気設
備」に示す。

冒頭宣言【23
条】

21

燃料加工建屋の床面下には，敷地外に管理されずに排出される排水が流れ
る排水路を設置しない設計とする。

設置要求

(b)核燃料物質等の形態及び取扱量に応じた段数の高性能エアフィルタを
設ける設計とすることで，周辺環境に放出される核燃料物質等の量を合理
的に達成できる限り少なくするとともに，設計基準事故時においても可能
な限り負圧維持，漏えい防止及び逆流防止の機能が確保される設計とし，
公衆に対して著しい放射線被ばくのリスクを与えないよう，事故に起因し
て環境に放出される核燃料物質等の放出量を低減する設計とする。
なお，高性能エアフィルタの段数に係る設計方針については，第2章　個
別項目の「5.1放射性廃棄物の廃棄施設の基本設計方針」の「5.1.1気体廃
棄物の廃棄設備」に示す。

20
冒頭宣言【20

条】
機能要求①

液体廃棄物を内包する貯槽等から廃液が漏えいした場合，漏えい検知器に
より検知し，警報を発する設計とするとともに，貯槽等に内包される廃液
の全量に対して，堰等により漏えいの拡大を防止する設計とする。
なお，漏えい拡大防止に係る漏えい検知器の設計方針については，第2章
個別項目の「7.4その他の主要な事項」の「7.4.2警報関連設備」に示す。

18
機能要求②
評価要求

15
冒頭宣言【18

条】
設置要求

グローブボックス等内の気圧が設定値以上になった場合は，警報を発する
設計とする。
なお，負圧異常時の警報発報に係る設計方針については，第2章　個別項
目の「7.4その他の主要な事項」の「7.4.2警報関連設備」に示す。

説明対象
申請対象設備
（2項変更③）

申請対象設備
（1項新規②）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
（2項変更④）

申請対象設備
（1項新規③）

仕様表 添付書類 添付書類における記載

第４回申請第３回申請

－ － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － －

－－－－－－－

－－－－－－

－－－－－

－－

・グローブボックス負圧・温度監視設
備
焼結炉
小規模焼結処理装置

－ －－ －－

－－－－－－

【3.施設の詳細設計方針】
【3.1グローブボックス】
【3.1.1グローブボックス】
・グローブボックス負圧・温度監
視設備により負圧異常を感知し，
警報を発することを説明する。
【3.2焼結炉】
・焼結炉の計器により負圧異常を
感知し，警報を発することを説明
する。
【3.4小規模焼結処理装置】
・小規模焼結処理装置の計器によ
り負圧異常を感知し，警報を発す
ることを説明する。

添付Ｖ－１－１－２－１　安全機
能を有する施設の閉じ込めの機能
に関する説明書

3．施設の詳細設計方針
3.1　グローブボックス
3.1.1　グローブボックス
3.2　焼結炉
3.4　小規模焼結処理装置

－〇
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十条 閉じ込めの機能／第二十一条 核燃料物質等による汚染の防止）

別紙２

説明対象
申請対象設備
(2項変更①)

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
（2項変更②）

申請対象設備
（1項新規①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　構成 添付書類　説明内容
第１回申請 第２回申請

22

技術基準規則第十条第1項第二号にある「六ふっ化ウランを取り扱う設
備」は，MOX燃料加工施設に設置しない。 冒頭宣言

【「六ふっ化
ウランを取り
扱う設備」を
MOX燃料加工
施設に設置し
ないことを宣
言しており，
具体の展開が
必要ないた

め，以降の展
開なし】

基本方針 基本方針

添付Ｖ－１－１－２－１　安全機能を有する施設
の閉じ込めの機能に関する説明書

1.　概要
2.　基本方針
2.1　閉じ込め機能に関する基本方針

【1.概要】
【2.基本方針】
【2.1　閉じ込め機能に関する基本方針】
・安全機能を有する施設の閉じ込め機能に関する
基本方針について説明する。

〇 基本方針 －

添付Ｖ－１－１－２－１　安全機
能を有する施設の閉じ込めの機能
に関する説明書

1.　概要
2.　基本方針
2.1　閉じ込め機能に関する基本方
針

【1.概要】
【2.基本方針】
【2.1　閉じ込め機能に関する基本
方針】
・安全機能を有する施設の閉じ込
め機能に関する基本方針について
説明する。 － － － － － －

－－貯蔵容器搬送用洞道〇23
基本方針
設計方針(汚染の防止)

・基本方針
・燃料加工建屋
・貯蔵容器搬送用洞道

冒頭宣言
【「第21条

核燃料物質等
による汚染の
防止」として
の基本設計方
針であり，当
該基本設計方
針で具体を展
開するため，
以降の展開な

し】
設置要求

4.2 核燃料物質等による汚染の防止
核燃料物質等による汚染のおそれのある部屋の床及び人が触れるおそれの
ある壁の表面は，除染が容易で，腐食しにくい樹脂系塗料等の材料によっ
て仕上げる設計とする。

【1.概要】
【2.基本方針】
【2.2　核燃料物質等による汚染の
防止に関する基本方針】
・核燃料物質等による汚染のおそ
れのある部屋の床及び人が触れる
おそれのある壁の表面に対する汚
染の防止に関する基本方針につい
て説明する。
【3.施設の詳細設計方針】
【3.13核燃料物質等による汚染の
防止】
〇核燃料物質等による汚染の防止
に係る以下の設計方針について，
説明する。
・塗装対象及び塗装範囲の考え方
・樹脂系塗料の仕様
・建屋平面図及び塗装範囲の一覧
表にて，塗装範囲の詳細(天井面塗
装，床面塗装，壁面塗装)の説明

添付Ｖ－１－１－２－１　安全機
能を有する施設の閉じ込めの機能
に関する説明書

1.　概要
2.　基本方針
2.2　核燃料物質等による汚染の防
止に関する基本方針
3.　施設の詳細設計方針
3.13　核燃料物質等による汚染の
防止

－
基本方針
燃料加工建屋

〇

【3.施設の詳細設計方針】
【3.13核燃料物質等による汚染の
防止】
〇核燃料物質等による汚染の防止
に係る以下の設計方針について，
説明する。
・塗装対象及び塗装範囲の考え方
・樹脂系塗料の仕様
・建屋平面図及び塗装範囲の一覧
表にて，塗装範囲の詳細(天井面塗
装，床面塗装，壁面塗装)の説明

添付Ｖ－１－１－２－１　安全機
能を有する施設の閉じ込めの機能
に関する説明書

3.　施設の詳細設計方針
3.13　核燃料物質等による汚染の
防止

【1.概要】
【2.基本方針】
【2.2　核燃料物質等による汚染の防止に関する
基本方針】
・核燃料物質等による汚染のおそれのある部屋の
床及び人が触れるおそれのある壁の表面に対する
汚染の防止に関する基本方針について説明する。
【3.施設の詳細設計方針】
【3.13核燃料物質等による汚染の防止】
〇核燃料物質等による汚染の防止に係る以下の設
計方針について，説明する。
・塗装対象及び塗装範囲の考え方
・樹脂系塗料の仕様
・建屋平面図及び塗装範囲の一覧表にて，塗装範
囲の詳細(天井面塗装，床面塗装，壁面塗装)の説
明

添付Ｖ－１－１－２－１　安全機能を有する施設
の閉じ込めの機能に関する説明書

1.　概要
2.　基本方針
2.2　核燃料物質等による汚染の防止に関する基
本方針
3.　施設の詳細設計方針
3.13　核燃料物質等による汚染の防止
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十条 閉じ込めの機能／第二十一条 核燃料物質等による汚染の防止）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別

22

技術基準規則第十条第1項第二号にある「六ふっ化ウランを取り扱う設
備」は，MOX燃料加工施設に設置しない。 冒頭宣言

【「六ふっ化
ウランを取り
扱う設備」を
MOX燃料加工
施設に設置し
ないことを宣
言しており，
具体の展開が
必要ないた

め，以降の展
開なし】

23

冒頭宣言
【「第21条

核燃料物質等
による汚染の
防止」として
の基本設計方
針であり，当
該基本設計方
針で具体を展
開するため，
以降の展開な

し】
設置要求

4.2 核燃料物質等による汚染の防止
核燃料物質等による汚染のおそれのある部屋の床及び人が触れるおそれの
ある壁の表面は，除染が容易で，腐食しにくい樹脂系塗料等の材料によっ
て仕上げる設計とする。

説明対象
申請対象設備
（2項変更③）

申請対象設備
（1項新規②）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
（2項変更④）

申請対象設備
（1項新規③）

仕様表 添付書類 添付書類における記載

第４回申請第３回申請

－ － － － － － － － － － － －

－－－－－ －－－－－－－
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基本設計方針の添付書類への展開
（第十条 閉じ込めの機能／第二十一条 核燃料物質等による汚染の防止）

別紙３①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項

1

4. 閉じ込めの機能
4.1 閉じ込め
(1)閉じ込めに係る基本方針
安全機能を有する施設は，放射性物質を限定された区域に適切に閉じ込める設計とする。

冒頭宣言【10条-2
～23】

基本方針

2

核燃料物質及び核燃料物質によって汚染された物(以下「核燃料物質等」という。)は，混合酸化物貯蔵容器，燃料棒等に封入した状態で取り扱うか，MOX粉末，グリーンペレット，ペレットについてはグローブボッ
クス又はグローブボックスと同等の閉じ込め機能を有する焼結炉，スタック乾燥装置及び小規模焼結処理装置(以下「グローブボックス等」という。)で，ウラン粉末は取扱量，取扱形態に応じてグローブボックス又
はオープンポートボックスで，放射性廃棄物のサンプリング試料等の汚染のおそれのある物品はフードで取り扱う設計とする。

冒頭宣言【10条-3
～12】

設置要求

・基本方針
・機器
・系統
・グローブボック
ス等
・オープンポート
ボックス
・フード

4

また，グローブボックスは，グローブ１個が破損した場合でもグローブポートの開口部における空気流入風速を設定値以上に維持する設計とする。

機能要求①
機能要求②
評価要求

・基本方針
・グローブボック
ス排気設備(グ
ローブボックス排
風機，グローブ
ボックス排気ダク
ト)
・窒素循環設備
(窒素循環ファ
ン，窒素循環ダク
ト，窒素循環冷却
機)
・グローブボック
ス

5

グローブボックスは，給気口及び排気口を除き密閉できる設計とする。

機能要求②
・基本方針
・グローブボック
ス

6

MOX粉末を取り扱うグローブボックスは，以下の設計を講じる。
(a)粉末容器の落下又は転倒により閉じ込め機能を損なわないよう，内装機器及び内装機器の架台による干渉や容器を取り扱う機器とパネルの間の距離の確保により，落下又は転倒した粉末容器が，グローブボック
スのパネルに直接衝突することがない設計とする。

機能要求①
評価要求

・基本方針
・グローブボック
ス
・グローブボック
スに内包される機
器

7

(b)グローブボックス内に粉末容器以外の重量物を取り扱うクレーン等の機器及び当該グローブボックス外側近傍に重量物を取り扱うクレーン等の機器を設置しないことにより，重量物の落下により閉じ込め機能に
影響を及ぼさない設計とする。
なお，グローブボックス内及びグローブボックス近傍の飛散物の発生防止に係る設計方針については，第1章　共通項目の「8.1安全機能を有する施設」の「8.1.3内部発生飛散物に対する考慮」に基づくものとす
る。 冒頭宣言【14条】 基本方針

展開先（小項目）
添付Ｖ－１－１－
２－１　安全機能
を有する施設の閉
じ込めの機能に関
する説明書

基本方針 1.　概要
2.　基本方針
2.1　閉じ込め機能に関する基本方針

3

・基本方針
・グローブボック

ス排気設備
※1

・窒素循環設備
・グローブボック
ス
・オープンポート
ボックス
・フード
・焼結炉
・スタック乾燥装
置
・小規模焼結処理
装置
・低レベル廃液処
理設備
・分析済液処理装
置
・混合酸化物貯蔵
容器
・火災防護設備
(延焼防止ダン
パ，ピストンダン

パ)※2

※1グローブボッ
クス排気設備のう
ち，グローブボッ
クス排気フィルタ
ユニットより下流
の機器について
は，清浄化された
空気を取り扱うこ
とから対象外。

※2火災防護設備
である延焼防止ダ
ンパとピストンダ
ンパは安全上重要
な施設のグローブ
ボックスの排気系
に設置するもので
あるため，対象設
備として選定。

機能要求②

(3)核燃料物質等の漏えいに対する措置等に係る設計方針
核燃料物質等を限定された区域に適切に閉じ込めるため，核燃料物質等の漏えいに対する措置等として，以下の設計を講じる。
(a)核燃料物質等を取り扱う設備は，内包する物質の種類に応じて適切な腐食対策を講じる設計とする。

8

・基本方針
・グローブボック
ス排気設備(グ
ローブボックス排
風機，グローブ
ボックス排気ダク
ト)
・窒素循環設備
(窒素循環ファ
ン，窒素循環ダク
ト，窒素循環冷却
機)
・グローブボック
ス
・オープンポート
ボックス
・フード
・焼結炉
・スタック乾燥装
置
・小規模焼結処理
装置

機能要求①
機能要求②
評価要求

(2)グローブボックス等，オープンポートボックス及びフードの閉じ込めに係る設計方針
グローブボックス等は，グローブボックス排気設備により負圧に維持し，オープンポートボックス及びフードは，グローブボックス排気設備により開口部からの空気流入風速を確保する設計とする。

【1.概要】
【2.基本方針】
【2.1　閉じ込め機能に関する基本方針】
・安全機能を有する施設の閉じ込め機能に関する基本方針について
説明する。

※補足すべき事項の対象なし

45



基本設計方針の添付書類への展開
（第十条 閉じ込めの機能／第二十一条 核燃料物質等による汚染の防止）

別紙３①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項展開先（小項目）

9

(b)液体廃棄物を内包する系統及び機器は，溶接，フランジ又は継手で接続する構造により核燃料物質等が漏えいし難い設計とする。

機能要求①

・基本方針
・低レベル廃液処
理設備
・分析済液処理装
置

10

(c)核燃料物質等を取り扱う設備は，核燃料物質等の逆流により核燃料物質等を拡散しない設計とする。
なお，核燃料物質等を取り扱う設備のうち，核燃料物質等を含まない流体を取り扱う設備への気体廃棄物を取り扱う設備の逆流防止に係る設計方針については，第2章　個別項目の「5.2換気設備」に示す。

冒頭宣言【23条】
機能要求①

・基本方針
・低レベル廃液処
理設備(逆流防止
の措置)
・分析済液処理装
置(逆流防止の措
置)

11

(d)放射性物質を含む液体を取り扱うグローブボックス及びオープンポートボックスは，貯槽等から放射性物質を含む液体が漏えいした場合においても漏えい検知器により検知し，警報を発する設計とするととも
に，グローブボックス及びオープンポートボックス底部を漏えい液受皿構造とすることにより，グローブボックス及びオープンポートボックスに放射性物質を含む液体を閉じ込めることで，放射性物質を含む液体が
グローブボックス及びオープンポートボックス外に漏えいし難い設計とする。
なお，グローブボックス及びオープンポートボックスからの漏えい防止に係る漏えい検知器の設計方針については，第2章　個別項目の「7.4その他の主要な事項」の「7.4.2警報関連設備」に示す。

機能要求②
評価要求

・基本方針
・グローブボック
ス(漏えい液受皿)
・オープンポート
ボックス(漏えい
液受皿)
・低レベル廃液処
理設備　漏えい液
受皿液位
・分析済液処理装
置　漏えい液受皿
液位

12

(e)MOX粉末を取り扱うグローブボックスを循環する経路は，基準地震動Ssによる地震力に対して，経路が維持できる設計とする。
なお，MOX粉末を取り扱うグローブボックスを循環する経路に係る設計方針については，第2章　個別項目の「5.2換気設備」に示す。

冒頭宣言【23条】 基本方針

14

工程室は工程室排気設備，燃料加工建屋は建屋排気設備にて排気し，燃料加工建屋，工程室，グローブボックス等の順に負圧を低くすることで，核燃料物質等の漏えいの拡大を防止する設計とする。
なお，負圧順序の達成に必要な起動順序に係る設計方針については，第2章　個別項目の「5.2換気設備」に示す。

機能要求①
機能要求②

・基本方針
・グローブボック
ス排気設備
・窒素循環設備
・工程室排気設備
(工程室排風機，
工程室排気ダク
ト)
・建屋排気設備
(建屋排風機，建
屋排気ダクト)

15

グローブボックス等内の気圧が設定値以上になった場合は，警報を発する設計とする。
なお，負圧異常時の警報発報に係る設計方針については，第2章　個別項目の「7.4その他の主要な事項」の「7.4.2警報関連設備」に示す。

設置要求【18条】

・基本方針
・グローブボック
ス負圧・温度監視
設備
・焼結炉
・スタック乾燥装
置
・小規模焼結処理
装置

16

グローブボックス等から核燃料物質等が漏えいした場合又はそのおそれがある場合に，建屋内及び工程室内はダストモニタ，エアスニファ及び放射線サーベイ機器により漏えいを検知できるよう，放射線監視設備を
設ける設計とする。また，MOX燃料加工施設から周辺環境へ放射性気体廃棄物を放出する排気筒には，MOX燃料加工施設外への核燃料物質等の漏えいを検知できるよう，排気モニタを設置する設計とする。
なお，放射線監視設備に係る設計方針については，第2章　個別項目の「6.放射線管理施設」に示す。

冒頭宣言【19条】
設置要求

・基本方針
・放射線監視設備

17

グローブボックス等から核燃料物質等が漏えいした場合は，気体廃棄物の廃棄設備の給気設備等の停止を含まない加工工程のうち任意の工程の停止(以下「工程停止」という。)，気体廃棄物の廃棄設備の建屋排風
機，工程室排風機，送風機及び窒素循環ファン並びに非管理区域換気空調設備(以下「送排風機」という。)を停止する措置等により漏えいの拡大を防止することを保安規定に定めて，管理する。

運用要求
・基本方針
・施設共通　基本
設計方針

(4)核燃料物質等の漏えい拡大防止に係る設計方針
核燃料物質等が漏えいした場合においても，工程室(非密封のMOXを取り扱う設備・機器を収納するグローブボックス等を直接収納する部屋及び当該部屋から廊下への汚染拡大防止を目的として設ける部屋並びにそれ
らの部屋を介してのみ出入りする部屋をいう。以下同じ。)及び燃料加工建屋内に保持することができる設計とする。

13
冒頭宣言【10条-

14～18】
機能要求①

添付Ｖ－１－１－
２－１　安全機能
を有する施設の閉
じ込めの機能に関
する説明書

※補足すべき事項の対象なし【1.概要】
【2.基本方針】
【2.1　閉じ込め機能に関する基本方針】
・安全機能を有する施設の閉じ込め機能に関する基本方針について
説明する。

1.　概要
2.　基本方針
2.1　閉じ込め機能に関する基本方針

基本方針

・基本方針
・燃料加工建屋
・工程室(非密封
のMOXを取り扱う
設備・機器を収納
するグローブボッ
クス等を直接収納
する部屋及び当該
部屋から廊下への
汚染拡大防止を目
的として設ける部
屋並びにそれらの
部屋を介してのみ
出入りする部屋を
いう。)
・グローブボック
ス等
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基本設計方針の添付書類への展開
（第十条 閉じ込めの機能／第二十一条 核燃料物質等による汚染の防止）

別紙３①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項展開先（小項目）

18

液体廃棄物を内包する貯槽等から廃液が漏えいした場合，漏えい検知器により検知し，警報を発する設計とするとともに，貯槽等に内包される廃液の全量に対して，堰等により漏えいの拡大を防止する設計とする。
なお，漏えい拡大防止に係る漏えい検知器の設計方針については，第2章　個別項目の「7.4その他の主要な事項」の「7.4.2警報関連設備」に示す。

機能要求②
評価要求

・基本方針
・低レベル廃液処
理設備　サンプ液
位
・分析済液処理装
置　堰内漏えい液
位
・燃料加工建屋
(堰)

19

(5)その他の閉じ込めに係る設計方針
グローブボックス排気設備，工程室排気設備及び建屋排気設備は，以下の設計を講じる。
(a)排風機は予備機を設け，故障した場合には自動的に予備機に切り替わる設計とする。
なお，故障時の排風機の切り替えによる核燃料物質等の漏えい防止及び漏えい拡大防止に係る設計方針については，第2章　個別項目の「5.2換気設備」に示す。 冒頭宣言【23条】 基本方針

20

(b)核燃料物質等の形態及び取扱量に応じた段数の高性能エアフィルタを設ける設計とすることで，周辺環境に放出される核燃料物質等の量を合理的に達成できる限り少なくするとともに，設計基準事故時において
も可能な限り負圧維持，漏えい防止及び逆流防止の機能が確保される設計とし，公衆に対して著しい放射線被ばくのリスクを与えないよう，事故に起因して環境に放出される核燃料物質等の放出量を低減する設計と
する。
なお，高性能エアフィルタの段数に係る設計方針については，第2章　個別項目の「5.1放射性廃棄物の廃棄施設の基本設計方針」の「5.1.1気体廃棄物の廃棄設備」に示す。

冒頭宣言【20条】
機能要求①

・基本方針
・グローブボック
ス排気設備
・工程室排気設備
・建屋排気設備

21

燃料加工建屋の床面下には，敷地外に管理されずに排出される排水が流れる排水路を設置しない設計とする。

設置要求
・基本方針
・燃料加工建屋

22

技術基準規則第十条第1項第二号にある「六ふっ化ウランを取り扱う設備」は，MOX燃料加工施設に設置しない。

冒頭宣言【「六
ふっ化ウランを取
り扱う設備」を
MOX燃料加工施設
に設置しないこと
を宣言しており，
具体の展開が必要
ないため，以降の

展開なし】

基本方針

23

4.2 核燃料物質等による汚染の防止
核燃料物質等による汚染のおそれのある部屋の床及び人が触れるおそれのある壁の表面は，除染が容易で，腐食しにくい樹脂系塗料等の材料によって仕上げる設計とする。

冒頭宣言【「第21
条 核燃料物質等
による汚染の防

止」としての基本
設計方針であり，
当該基本設計方針
で具体を展開する
ため，以降の展開

なし】
設置要求

・基本方針
・燃料加工建屋
・貯蔵容器搬送用
洞道

1.　概要
2.　基本方針
2.2　核燃料物質等による汚染の防止に関する基本方針

【1.概要】
【2.基本方針】
【2.2　核燃料物質等による汚染の防止に関する基本方針】
・核燃料物質等による汚染のおそれのある部屋の床及び人が触れる
おそれのある壁の表面に対する汚染の防止に関する基本方針につい
て説明する。

※補足すべき事項の対象なし

2

核燃料物質及び核燃料物質によって汚染された物(以下「核燃料物質等」という。)は，混合酸化物貯蔵容器，燃料棒等に封入した状態で取り扱うか，MOX粉末，グリーンペレット，ペレットについてはグローブボッ
クス又はグローブボックスと同等の閉じ込め機能を有する焼結炉，スタック乾燥装置及び小規模焼結処理装置(以下「グローブボックス等」という。)で，ウラン粉末は取扱量，取扱形態に応じてグローブボックス又
はオープンポートボックスで，放射性廃棄物のサンプリング試料等の汚染のおそれのある物品はフードで取り扱う設計とする。

冒頭宣言【10条-3
～12】

設置要求

・基本方針
・機器
・系統
・グローブボック
ス等
・オープンポート
ボックス
・フード

設計方針(閉じ込
め)

4

また，グローブボックスは，グローブ１個が破損した場合でもグローブポートの開口部における空気流入風速を設定値以上に維持する設計とする。

機能要求①
機能要求②
評価要求

・基本方針
・グローブボック
ス排気設備(グ
ローブボックス排
風機，グローブ
ボックス排気ダク
ト)
・窒素循環設備
(窒素循環ファ
ン，窒素循環ダク
ト，窒素循環冷却
機)
・グローブボック
ス

5

グローブボックスは，給気口及び排気口を除き密閉できる設計とする。

機能要求②
・基本方針
・グローブボック
ス

設計方針(閉じ込
め)

3

(2)グローブボックス等，オープンポートボックス及びフードの閉じ込めに係る設計方針
グローブボックス等は，グローブボックス排気設備により負圧に維持し，オープンポートボックス及びフードは，グローブボックス排気設備により開口部からの空気流入風速を確保する設計とする。

基本方針 1.　概要
2.　基本方針
2.1　閉じ込め機能に関する基本方針

【1.概要】
【2.基本方針】
【2.1　閉じ込め機能に関する基本方針】
・安全機能を有する施設の閉じ込め機能に関する基本方針について
説明する。

※補足すべき事項の対象なし

機能要求①
機能要求②
評価要求

・基本方針
・グローブボック
ス排気設備(グ
ローブボックス排
風機，グローブ
ボックス排気ダク
ト)
・窒素循環設備
(窒素循環ファ
ン，窒素循環ダク
ト，窒素循環冷却
機)
・グローブボック
ス
・オープンポート
ボックス
・フード
・焼結炉
・スタック乾燥装
置
・小規模焼結処理
装置

設計方針(閉じ込
め)
評価(閉じ込め)

添付Ｖ－１－１－
２－１　安全機能
を有する施設の閉
じ込めの機能に関
する説明書

3.　施設の詳細設計方針
3.1　グローブボックス
3.1.1　グローブボックス

【3.施設の詳細設計方針】
【3.1グローブボックス】
【3.1.1グローブボックス】
〇グローブボックスに係る以下の設計方針について，説明する。
・グローブボックスの構造
・閉じ込め機能を維持した状態で物品の搬出入を行うことの説明
・グローブボックスの負圧維持
・JIS規格に基づく漏えい率
・グローブボックスの開口部に対する空気流入風速(0.5m/s)の維持
・内包する物質の種類に応じた腐食対策
・グローブボックス負圧・温度監視設備により負圧異常を感知し，
警報を発することの説明

※補足すべき事項の対象なし
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基本設計方針の添付書類への展開
（第十条 閉じ込めの機能／第二十一条 核燃料物質等による汚染の防止）

別紙３①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項展開先（小項目）

15

グローブボックス等内の気圧が設定値以上になった場合は，警報を発する設計とする。
なお，負圧異常時の警報発報に係る設計方針については，第2章　個別項目の「7.4その他の主要な事項」の「7.4.2警報関連設備」に示す。

設置要求

・基本方針
・グローブボック
ス負圧・温度監視
設備
・焼結炉
・スタック乾燥装
置
・小規模焼結処理
装置

6

MOX粉末を取り扱うグローブボックスは，以下の設計を講じる。
(a)粉末容器の落下又は転倒により閉じ込め機能を損なわないよう，内装機器及び内装機器の架台による干渉や容器を取り扱う機器とパネルの間の距離の確保により，落下又は転倒した粉末容器が，グローブボック
スのパネルに直接衝突することがない設計とする。

機能要求①
評価要求

・基本方針
・グローブボック
ス
・グローブボック
スに内包される機
器

設計方針(閉じ込
め)
評価(閉じ込め)

3.1.2　容器落下時のグローブボックスパネルへの影響評価 【3.1.2容器落下時のグローブボックスパネルへの影響評価】
・対象グローブボックスに対して，容器落下時にパネルへの直接衝
突がないこと，仮に間接的に衝突しても閉じ込め機能が損なわれな
いことを，構造図や容器重量，落下高さ情報を基に評価する。

【グローブボックスパネルの健全性】
⇒グローブボックスパネルの健全性を示すうえでの引用文献内容の
詳細や係数等の妥当性について補足説明する。
・[補足閉1]容器落下時のグローブボックスパネル健全性について

2

核燃料物質及び核燃料物質によって汚染された物(以下「核燃料物質等」という。)は，混合酸化物貯蔵容器，燃料棒等に封入した状態で取り扱うか，MOX粉末，グリーンペレット，ペレットについてはグローブボッ
クス又はグローブボックスと同等の閉じ込め機能を有する焼結炉，スタック乾燥装置及び小規模焼結処理装置(以下「グローブボックス等」という。)で，ウラン粉末は取扱量，取扱形態に応じてグローブボックス又
はオープンポートボックスで，放射性廃棄物のサンプリング試料等の汚染のおそれのある物品はフードで取り扱う設計とする。

冒頭宣言【10条-3
～12】

設置要求

・基本方針
・機器
・系統
・グローブボック
ス等
・オープンポート
ボックス
・フード

設計方針(閉じ込
め)

・基本方針
・グローブボック

ス排気設備
※1

・窒素循環設備
・グローブボック
ス
・オープンポート
ボックス
・フード
・焼結炉
・スタック乾燥装
置
・小規模焼結処理
装置
・低レベル廃液処
理設備
・分析済液処理装
置
・混合酸化物貯蔵
容器
・火災防護設備
(延焼防止ダン
パ，ピストンダン

パ)※2

※1グローブボッ
クス排気設備のう
ち，グローブボッ
クス排気フィルタ
ユニットより下流
の機器について
は，清浄化された
空気を取り扱うこ
とから対象外。

※2火災防護設備
である延焼防止ダ
ンパとピストンダ
ンパは安全上重要
な施設のグローブ
ボックスの排気系
に設置するもので
あるため，対象設
備として選定。

機能要求②

(3)核燃料物質等の漏えいに対する措置等に係る設計方針
核燃料物質等を限定された区域に適切に閉じ込めるため，核燃料物質等の漏えいに対する措置等として，以下の設計を講じる。
(a)核燃料物質等を取り扱う設備は，内包する物質の種類に応じて適切な腐食対策を講じる設計とする。

8

3.　施設の詳細設計方針
3.1　グローブボックス
3.1.1　グローブボックス

設計方針(閉じ込
め)

【3.施設の詳細設計方針】
【3.1グローブボックス】
【3.1.1グローブボックス】
〇グローブボックスに係る以下の設計方針について，説明する。
・グローブボックスの構造
・閉じ込め機能を維持した状態で物品の搬出入を行うことの説明
・グローブボックスの負圧維持
・JIS規格に基づく漏えい率
・グローブボックスの開口部に対する空気流入風速(0.5m/s)の維持
・内包する物質の種類に応じた腐食対策
・グローブボックス負圧・温度監視設備により負圧異常を感知し，
警報を発することの説明

※補足すべき事項の対象なし

3

(2)グローブボックス等，オープンポートボックス及びフードの閉じ込めに係る設計方針
グローブボックス等は，グローブボックス排気設備により負圧に維持し，オープンポートボックス及びフードは，グローブボックス排気設備により開口部からの空気流入風速を確保する設計とする。

機能要求①
機能要求②
評価要求

・基本方針
・グローブボック
ス排気設備(グ
ローブボックス排
風機，グローブ
ボックス排気ダク
ト)
・窒素循環設備
(窒素循環ファ
ン，窒素循環ダク
ト，窒素循環冷却
機)
・グローブボック
ス
・オープンポート
ボックス
・フード
・焼結炉
・スタック乾燥装
置
・小規模焼結処理
装置

※補足すべき事項の対象なし3.2　焼結炉
3.3　スタック乾燥装置
3.4　小規模焼結処理装置

【3.2焼結炉】
〇焼結炉に係る以下の設計方針について，説明する。
・焼結炉の構造
・焼結炉の負圧維持
・JIS規格に基づく漏えい率
・内包する物質の種類に応じた腐食対策
・焼結炉の計器により負圧異常を感知し，警報を発することの説明

【3.3スタック乾燥装置】
〇スタック乾燥装置に係る以下の設計方針について，説明する。
・スタック乾燥装置の構造
・スタック乾燥装置の負圧維持
・JIS規格に基づく漏えい率
・内包する物質の種類に応じた腐食対策
・スタック乾燥装置の計器により負圧異常を感知し，警報を発する
ことの説明

【3.4小規模焼結処理装置】
〇小規模焼結処理装置に係る以下の設計方針について，説明する。
・小規模焼結処理装置の構造
・小規模焼結処理装置の負圧維持
・JIS規格に基づく漏えい率
・内包する物質の種類に応じた腐食対策
・小規模焼結処理装置の計器により負圧異常を感知し，警報を発す
ることの説明

添付Ｖ－１－１－
２－１　安全機能
を有する施設の閉
じ込めの機能に関
する説明書

設計方針(閉じ込
め)
評価(閉じ込め)
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基本設計方針の添付書類への展開
（第十条 閉じ込めの機能／第二十一条 核燃料物質等による汚染の防止）

別紙３①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項展開先（小項目）

15

グローブボックス等内の気圧が設定値以上になった場合は，警報を発する設計とする。
なお，負圧異常時の警報発報に係る設計方針については，第2章　個別項目の「7.4その他の主要な事項」の「7.4.2警報関連設備」に示す。

設置要求

・基本方針
・グローブボック
ス負圧・温度監視
設備
・焼結炉
・スタック乾燥装
置
・小規模焼結処理
装置

2

核燃料物質及び核燃料物質によって汚染された物(以下「核燃料物質等」という。)は，混合酸化物貯蔵容器，燃料棒等に封入した状態で取り扱うか，MOX粉末，グリーンペレット，ペレットについてはグローブボッ
クス又はグローブボックスと同等の閉じ込め機能を有する焼結炉，スタック乾燥装置及び小規模焼結処理装置(以下「グローブボックス等」という。)で，ウラン粉末は取扱量，取扱形態に応じてグローブボックス又
はオープンポートボックスで，放射性廃棄物のサンプリング試料等の汚染のおそれのある物品はフードで取り扱う設計とする。

冒頭宣言【10条-3
～12】

設置要求

・基本方針
・機器
・系統
・グローブボック
ス等
・オープンポート
ボックス
・フード

※補足すべき事項の対象なし

機能要求②

※補足すべき事項の対象なし

・基本方針
・グローブボック

ス排気設備
※1

・窒素循環設備
・グローブボック
ス
・オープンポート
ボックス
・フード
・焼結炉
・スタック乾燥装
置
・小規模焼結処理
装置
・低レベル廃液処
理設備
・分析済液処理装
置
・混合酸化物貯蔵
容器
・火災防護設備
(延焼防止ダン
パ，ピストンダン

パ)※2

※1グローブボッ
クス排気設備のう
ち，グローブボッ
クス排気フィルタ
ユニットより下流
の機器について
は，清浄化された
空気を取り扱うこ
とから対象外。

※2火災防護設備
である延焼防止ダ
ンパとピストンダ
ンパは安全上重要
な施設のグローブ
ボックスの排気系
に設置するもので
あるため，対象設
備として選定。

機能要求①
機能要求②
評価要求

(2)グローブボックス等，オープンポートボックス及びフードの閉じ込めに係る設計方針
グローブボックス等は，グローブボックス排気設備により負圧に維持し，オープンポートボックス及びフードは，グローブボックス排気設備により開口部からの空気流入風速を確保する設計とする。

3

3.5　オープンポートボックス
3.6　フード

【3.5オープンポートボックス】
〇オープンポートボックスに係る以下の設計方針について，説明す
る。
・オープンポートボックスの構造
・オープンポートボックスの開口部に対する空気流入風速(0.5m/s)
の維持
・内包する物質の種類に応じた腐食対策

【3.6フード】
〇フードに係る以下の設計方針について，説明する。
・フードの構造
・フードの開口部に対する空気流入風速(0.5m/s)の維持
・内包する物質の種類に応じた腐食対策

(3)核燃料物質等の漏えいに対する措置等に係る設計方針
核燃料物質等を限定された区域に適切に閉じ込めるため，核燃料物質等の漏えいに対する措置等として，以下の設計を講じる。
(a)核燃料物質等を取り扱う設備は，内包する物質の種類に応じて適切な腐食対策を講じる設計とする。

8

設計方針(閉じ込
め)
評価(閉じ込め)

設計方針(閉じ込
め)

添付Ｖ－１－１－
２－１　安全機能
を有する施設の閉
じ込めの機能に関
する説明書

【各オープンポートボックス等における 大開口状態】
⇒各オープンポートボックス等の 大開口状態について補足説明す
る。
・[補足閉2]オープンポートボックス等の開口部について

3.2　焼結炉
3.3　スタック乾燥装置
3.4　小規模焼結処理装置

【3.2焼結炉】
〇焼結炉に係る以下の設計方針について，説明する。
・焼結炉の構造
・焼結炉の負圧維持
・JIS規格に基づく漏えい率
・内包する物質の種類に応じた腐食対策
・焼結炉の計器により負圧異常を感知し，警報を発することの説明

【3.3スタック乾燥装置】
〇スタック乾燥装置に係る以下の設計方針について，説明する。
・スタック乾燥装置の構造
・スタック乾燥装置の負圧維持
・JIS規格に基づく漏えい率
・内包する物質の種類に応じた腐食対策
・スタック乾燥装置の計器により負圧異常を感知し，警報を発する
ことの説明

【3.4小規模焼結処理装置】
〇小規模焼結処理装置に係る以下の設計方針について，説明する。
・小規模焼結処理装置の構造
・小規模焼結処理装置の負圧維持
・JIS規格に基づく漏えい率
・内包する物質の種類に応じた腐食対策
・小規模焼結処理装置の計器により負圧異常を感知し，警報を発す
ることの説明

・基本方針
・グローブボック
ス排気設備(グ
ローブボックス排
風機，グローブ
ボックス排気ダク
ト)
・窒素循環設備
(窒素循環ファ
ン，窒素循環ダク
ト，窒素循環冷却
機)
・グローブボック
ス
・オープンポート
ボックス
・フード
・焼結炉
・スタック乾燥装
置
・小規模焼結処理
装置
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基本設計方針の添付書類への展開
（第十条 閉じ込めの機能／第二十一条 核燃料物質等による汚染の防止）

別紙３①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項展開先（小項目）

2

核燃料物質及び核燃料物質によって汚染された物(以下「核燃料物質等」という。)は，混合酸化物貯蔵容器，燃料棒等に封入した状態で取り扱うか，MOX粉末，グリーンペレット，ペレットについてはグローブボッ
クス又はグローブボックスと同等の閉じ込め機能を有する焼結炉，スタック乾燥装置及び小規模焼結処理装置(以下「グローブボックス等」という。)で，ウラン粉末は取扱量，取扱形態に応じてグローブボックス又
はオープンポートボックスで，放射性廃棄物のサンプリング試料等の汚染のおそれのある物品はフードで取り扱う設計とする。

冒頭宣言【10条-3
～12】

設置要求

・基本方針
・機器
・系統
・グローブボック
ス等
・オープンポート
ボックス
・フード

機能要求②

(3)核燃料物質等の漏えいに対する措置等に係る設計方針
核燃料物質等を限定された区域に適切に閉じ込めるため，核燃料物質等の漏えいに対する措置等として，以下の設計を講じる。
(a)核燃料物質等を取り扱う設備は，内包する物質の種類に応じて適切な腐食対策を講じる設計とする。

8

機能要求②

(3)核燃料物質等の漏えいに対する措置等に係る設計方針
核燃料物質等を限定された区域に適切に閉じ込めるため，核燃料物質等の漏えいに対する措置等として，以下の設計を講じる。
(a)核燃料物質等を取り扱う設備は，内包する物質の種類に応じて適切な腐食対策を講じる設計とする。

8

※補足すべき事項の対象なし添付Ｖ－１－１－
２－１　安全機能
を有する施設の閉
じ込めの機能に関
する説明書

・基本方針
・グローブボック

ス排気設備
※1

・窒素循環設備
・グローブボック
ス
・オープンポート
ボックス
・フード
・焼結炉
・スタック乾燥装
置
・小規模焼結処理
装置
・低レベル廃液処
理設備
・分析済液処理装
置
・混合酸化物貯蔵
容器
・火災防護設備
(延焼防止ダン
パ，ピストンダン

パ)※2

※1グローブボッ
クス排気設備のう
ち，グローブボッ
クス排気フィルタ
ユニットより下流
の機器について
は，清浄化された
空気を取り扱うこ
とから対象外。

※2火災防護設備
である延焼防止ダ
ンパとピストンダ
ンパは安全上重要
な施設のグローブ
ボックスの排気系
に設置するもので
あるため，対象設
備として選定。

3.5　オープンポートボックス
3.6　フード

【3.5オープンポートボックス】
〇オープンポートボックスに係る以下の設計方針について，説明す
る。
・オープンポートボックスの構造
・オープンポートボックスの開口部に対する空気流入風速(0.5m/s)
の維持
・内包する物質の種類に応じた腐食対策

【3.6フード】
〇フードに係る以下の設計方針について，説明する。
・フードの構造
・フードの開口部に対する空気流入風速(0.5m/s)の維持
・内包する物質の種類に応じた腐食対策

※補足すべき事項の対象なし【3.7混合酸化物貯蔵容器】
〇混合酸化物貯蔵容器に係る以下の設計方針について，説明する。
・混合酸化物貯蔵容器の構造
・内包する物質の種類に応じた腐食対策

3.7　混合酸化物貯蔵容器

・基本方針
・グローブボック

ス排気設備
※1

・窒素循環設備
・グローブボック
ス
・オープンポート
ボックス
・フード
・焼結炉
・スタック乾燥装
置
・小規模焼結処理
装置
・低レベル廃液処
理設備
・分析済液処理装
置
・混合酸化物貯蔵
容器
・火災防護設備
(延焼防止ダン
パ，ピストンダン

パ)※2

※1グローブボッ
クス排気設備のう
ち，グローブボッ
クス排気フィルタ
ユニットより下流
の機器について
は，清浄化された
空気を取り扱うこ
とから対象外。

※2火災防護設備
である延焼防止ダ
ンパとピストンダ
ンパは安全上重要
な施設のグローブ
ボックスの排気系
に設置するもので
あるため，対象設
備として選定。

設計方針(閉じ込
め)
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基本設計方針の添付書類への展開
（第十条 閉じ込めの機能／第二十一条 核燃料物質等による汚染の防止）

別紙３①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項展開先（小項目）

2

核燃料物質及び核燃料物質によって汚染された物(以下「核燃料物質等」という。)は，混合酸化物貯蔵容器，燃料棒等に封入した状態で取り扱うか，MOX粉末，グリーンペレット，ペレットについてはグローブボッ
クス又はグローブボックスと同等の閉じ込め機能を有する焼結炉，スタック乾燥装置及び小規模焼結処理装置(以下「グローブボックス等」という。)で，ウラン粉末は取扱量，取扱形態に応じてグローブボックス又
はオープンポートボックスで，放射性廃棄物のサンプリング試料等の汚染のおそれのある物品はフードで取り扱う設計とする。

冒頭宣言【10条-3
～12】

設置要求

・基本方針
・機器
・系統
・グローブボック
ス等
・オープンポート
ボックス
・フード

3.8　ウラン粉末缶 【3.8ウラン粉末缶】
〇ウラン粉末缶に係る以下の設計方針について，説明する。
・ウラン粉末缶の構造
・ウラン粉末缶の取り扱い

※補足すべき事項の対象なし

2

核燃料物質及び核燃料物質によって汚染された物(以下「核燃料物質等」という。)は，混合酸化物貯蔵容器，燃料棒等に封入した状態で取り扱うか，MOX粉末，グリーンペレット，ペレットについてはグローブボッ
クス又はグローブボックスと同等の閉じ込め機能を有する焼結炉，スタック乾燥装置及び小規模焼結処理装置(以下「グローブボックス等」という。)で，ウラン粉末は取扱量，取扱形態に応じてグローブボックス又
はオープンポートボックスで，放射性廃棄物のサンプリング試料等の汚染のおそれのある物品はフードで取り扱う設計とする。

冒頭宣言【10条-3
～12】

設置要求

・基本方針
・機器
・系統
・グローブボック
ス等
・オープンポート
ボックス
・フード

9

(b)液体廃棄物を内包する系統及び機器は，溶接，フランジ又は継手で接続する構造により核燃料物質等が漏えいし難い設計とする。

機能要求①

・基本方針
・低レベル廃液処
理設備
・分析済液処理装
置

10

(c)核燃料物質等を取り扱う設備は，核燃料物質等を含まない流体を取り扱う設備への核燃料物質等の逆流により核燃料物質等を拡散しない設計とする。
なお，核燃料物質等を取り扱う設備のうち，気体廃棄物を取り扱う設備の逆流防止に係る設計方針については，第2章　個別項目の「5.2換気設備」に示す。

冒頭宣言【23条】
機能要求①

・基本方針
・低レベル廃液処
理設備(逆流防止
の措置)
・分析済液処理装
置(逆流防止の措
置)

設計方針(逆流防
止)

11

(d)放射性物質を含む液体を取り扱うグローブボックス及びオープンポートボックスは，貯槽等から放射性物質を含む液体が漏えいした場合においても漏えい検知器により検知し，警報を発する設計とするととも
に，グローブボックス及びオープンポートボックス底部を漏えい液受皿構造とすることにより，グローブボックス及びオープンポートボックスに放射性物質を含む液体を閉じ込めることで，放射性物質を含む液体が
グローブボックス及びオープンポートボックス外に漏えいし難い設計とする。
なお，グローブボックス及びオープンポートボックスからの漏えい防止に係る漏えい検知器の設計方針については，第2章　個別項目の「7.4その他の主要な事項」の「7.4.2警報関連設備」に示す。

機能要求②
評価要求

・基本方針
・グローブボック
ス(漏えい液受皿)
・オープンポート
ボックス(漏えい
液受皿)
・低レベル廃液処
理設備　漏えい液
受皿液位
・分析済液処理装
置　漏えい液受皿
液位

設計方針(閉じ込
め)
評価(閉じ込め)

18

液体廃棄物を内包する貯槽等から廃液が漏えいした場合，漏えい検知器により検知し，警報を発する設計とするとともに，貯槽等に内包される廃液の全量に対して，堰等により漏えいの拡大を防止する設計とする。
なお，漏えい拡大防止に係る漏えい検知器の設計方針については，第2章　個別項目の「7.4その他の主要な事項」の「7.4.2警報関連設備」に示す。

機能要求②
評価要求

・基本方針
・低レベル廃液処
理設備　サンプ液
位
・分析済液処理装
置　堰内漏えい液
位
・燃料加工建屋
(堰)

設計方針(漏えい
の拡大防止)
評価(漏えいの拡
大防止)

(3)核燃料物質等の漏えいに対する措置等に係る設計方針
核燃料物質等を限定された区域に適切に閉じ込めるため，核燃料物質等の漏えいに対する措置等として，以下の設計を講じる。
(a)核燃料物質等を取り扱う設備は，内包する物質の種類に応じて適切な腐食対策を講じる設計とする。

8 機能要求②

設計方針(閉じ込
め)

【3.9低レベル廃液処理設備】
〇低レベル廃液処理設備に係る以下の設計方針について，説明す
る。
・低レベル廃液処理設備の構造
・内包する物質の種類に応じた腐食対策
・逆流防止対策
・漏えい液受皿及び堰の構造
・漏えい液受皿及び漏えい防止の堰に係る容量及び想定する漏えい
量の計算結果を示し，漏えい液受皿及び堰に漏えい液を保持できる
ことの説明
・漏えい検知器により漏えいを検知し，警報を発することの説明

【3.10分析設備】
〇分析設備に係る以下の設計方針について，説明する。
・分析設備の構造
・内包する物質の種類に応じた腐食対策
・逆流防止対策
・漏えい液受皿及び堰の構造
・漏えい液受皿及び漏えい防止の堰に係る容量及び想定する漏えい
量の計算結果を示し，漏えい液受皿及び堰に漏えい液を保持できる
ことの説明
・漏えい検知器により漏えいを検知し，警報を発することの説明

※補足すべき事項の対象なし3.9　低レベル廃液処理設備
3.10　分析設備

添付Ｖ－１－１－
２－１　安全機能
を有する施設の閉
じ込めの機能に関
する説明書

・基本方針
・グローブボック

ス排気設備
※1

・窒素循環設備
・グローブボック
ス
・オープンポート
ボックス
・フード
・焼結炉
・スタック乾燥装
置
・小規模焼結処理
装置
・低レベル廃液処
理設備
・分析済液処理装
置
・混合酸化物貯蔵
容器
・火災防護設備
(延焼防止ダン
パ，ピストンダン

パ)※2

※1グローブボッ
クス排気設備のう
ち，グローブボッ
クス排気フィルタ
ユニットより下流
の機器について
は，清浄化された
空気を取り扱うこ
とから対象外。

※2火災防護設備
である延焼防止ダ
ンパとピストンダ
ンパは安全上重要
な施設のグローブ
ボックスの排気系
に設置するもので
あるため，対象設
備として選定。
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基本設計方針の添付書類への展開
（第十条 閉じ込めの機能／第二十一条 核燃料物質等による汚染の防止）

別紙３①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項展開先（小項目）

14

工程室は工程室排気設備，燃料加工建屋は建屋排気設備にて排気し，燃料加工建屋，工程室，グローブボックス等の順に負圧を低くすることで，核燃料物質等の漏えいの拡大を防止する設計とする。
なお，負圧順序の達成に必要な起動順序に係る設計方針については，第2章　個別項目の「5.2換気設備」に示す。

機能要求①
機能要求②

・基本方針
・グローブボック
ス排気設備
・窒素循環設備
・工程室排気設備
(工程室排風機，
工程室排気ダク
ト)
・建屋排気設備
(建屋排風機，建
屋排気ダクト)

16

グローブボックス等から核燃料物質等が漏えいした場合又はそのおそれがある場合に，建屋内及び工程室内はダストモニタ，エアスニファ及び放射線サーベイ機器により漏えいを検知できるよう，放射線監視設備を
設ける設計とする。また，MOX燃料加工施設から周辺環境へ放射性気体廃棄物を放出する排気筒には，MOX燃料加工施設外への核燃料物質等の漏えいを検知できるよう，排気モニタを設置する設計とする。
なお，放射線監視設備に係る設計方針については，第2章　個別項目の「6.放射線管理施設」に示す。

冒頭宣言【19条】
設置要求

・基本方針
・放射線監視設備

17

グローブボックス等から核燃料物質等が漏えいした場合は，気体廃棄物の廃棄設備の給気設備等の停止を含まない加工工程のうち任意の工程の停止(以下「工程停止」という。)，気体廃棄物の廃棄設備の建屋排風
機，工程室排風機，送風機及び窒素循環ファン並びに非管理区域換気空調設備(以下「送排風機」という。)を停止する措置等により漏えいの拡大を防止することを保安規定に定めて，管理する。

運用要求
・基本方針
・施設共通　基本
設計方針

21

燃料加工建屋の床面下には，敷地外に管理されずに排出される排水が流れる排水路を設置しない設計とする。

設置要求
・基本方針
・燃料加工建屋

設計方針(建物)

冒頭宣言【10条-
14～18】

機能要求①
13

(4)核燃料物質等の漏えい拡大防止に係る設計方針
核燃料物質等が漏えいした場合においても，工程室(非密封のMOXを取り扱う設備・機器を収納するグローブボックス等を直接収納する部屋及び当該部屋から廊下への汚染拡大防止を目的として設ける部屋並びにそれ
らの部屋を介してのみ出入りする部屋をいう。以下同じ。)及び燃料加工建屋内に保持することができる設計とする。

・基本方針
・燃料加工建屋
・工程室(非密封
のMOXを取り扱う
設備・機器を収納
するグローブボッ
クス等を直接収納
する部屋及び当該
部屋から廊下への
汚染拡大防止を目
的として設ける部
屋並びにそれらの
部屋を介してのみ
出入りする部屋を
いう。)
・グローブボック
ス等

設計方針(建物) 3.11　建物・構築物

設計方針(漏えい
の拡大防止)

添付Ｖ－１－１－
２－１　安全機能
を有する施設の閉
じ込めの機能に関
する説明書

【3.11建物・構築物】
〇建物・構築物に係る以下の設計方針について，説明する。
・建物・構築物の構造
・工程室と各グローブボックス等の設置場所の関係
・放射線監視設備による核燃料物質等の漏えい検知
・工程停止及び排風機等の停止による漏えいの拡大防止対策
・排水路の上に施設がないことの説明

※補足すべき事項の対象なし
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基本設計方針の添付書類への展開
（第十条 閉じ込めの機能／第二十一条 核燃料物質等による汚染の防止）

別紙３①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項展開先（小項目）

2

核燃料物質及び核燃料物質によって汚染された物(以下「核燃料物質等」という。)は，混合酸化物貯蔵容器，燃料棒等に封入した状態で取り扱うか，MOX粉末，グリーンペレット，ペレットについてはグローブボッ
クス又はグローブボックスと同等の閉じ込め機能を有する焼結炉，スタック乾燥装置及び小規模焼結処理装置(以下「グローブボックス等」という。)で，ウラン粉末は取扱量，取扱形態に応じてグローブボックス又
はオープンポートボックスで，放射性廃棄物のサンプリング試料等の汚染のおそれのある物品はフードで取り扱う設計とする。

冒頭宣言【10条-3
～12】

設置要求

・基本方針
・機器
・系統
・グローブボック
ス等
・オープンポート
ボックス
・フード

設計方針(閉じ込
め)

4

また，グローブボックスは，グローブ１個が破損した場合でもグローブポートの開口部における空気流入風速を設定値以上に維持する設計とする。

機能要求①
機能要求②
評価要求

・基本方針
・グローブボック
ス排気設備(グ
ローブボックス排
風機，グローブ
ボックス排気ダク
ト)
窒素循環設備(窒
素循環ファン，窒
素循環ダクト，窒
素循環冷却機)
・グローブボック
ス

8

・基本方針
・グローブボック

ス排気設備
※1

・窒素循環設備
・グローブボック
ス
・オープンポート
ボックス
・フード
・焼結炉
・スタック乾燥装
置
・小規模焼結処理
装置
・低レベル廃液処
理設備
・分析済液処理装
置
・混合酸化物貯蔵
容器
・火災防護設備
(延焼防止ダン
パ，ピストンダン

パ)※2

※1グローブボッ
クス排気設備のう
ち，グローブボッ
クス排気フィルタ
ユニットより下流
の機器について
は，清浄化された
空気を取り扱うこ
とから対象外。

※2火災防護設備
である延焼防止ダ
ンパとピストンダ
ンパは安全上重要
な施設のグローブ
ボックスの排気系
に設置するもので
あるため，対象設
備として選定。

機能要求②

添付Ｖ－１－１－
２－１　安全機能
を有する施設の閉
じ込めの機能に関
する説明書

3.12　換気設備 【3.12換気設備】
〇換気設備に係る以下の設計方針について，説明する。
・グローブボックス排気設備，工程室排気設備，建屋排気設備の構
造，系統構成
・グローブボックス等の負圧維持に必要な換気風量
・グローブボックスの開口部に対する空気流入風速(0.5m/s)の維持
に必要な換気風量
・グローブボックスの開口部に対する空気流入風速の検査方法
・オープンポートボックス及びフードの開口部に対する空気流入風
速(0.5m/s)の維持に必要な換気風量
・オープンポートボックス及びフードの開口部に対する空気流入風
速の検査方法
・内包する物質の種類に応じた腐食対策
・負圧順序
・通常時における，高性能エアフィルタによる周辺環境に放出され
る核燃料物質等の除去
・設計基準事故時における負圧維持，漏えい防止，逆流防止の機能
の確保及び放出量の低減

※補足すべき事項の対象なし

設計方針(閉じ込
め)

・基本方針
・グローブボック
ス排気設備(グ
ローブボックス排
風機，グローブ
ボックス排気ダク
ト)
・窒素循環設備
(窒素循環ファ
ン，窒素循環ダク
ト，窒素循環冷却
機)
・グローブボック
ス
・オープンポート
ボックス
・フード
・焼結炉
・スタック乾燥装
置
・小規模焼結処理
装置

設計方針(閉じ込
め)
評価(閉じ込め)

(3)核燃料物質等の漏えいに対する措置等に係る設計方針
核燃料物質等を限定された区域に適切に閉じ込めるため，核燃料物質等の漏えいに対する措置等として，以下の設計を講じる。
(a)核燃料物質等を取り扱う設備は，内包する物質の種類に応じて適切な腐食対策を講じる設計とする。

3

(2)グローブボックス等，オープンポートボックス及びフードの閉じ込めに係る設計方針
グローブボックス等は，グローブボックス排気設備により負圧に維持し，オープンポートボックス及びフードは，グローブボックス排気設備により開口部からの空気流入風速を確保する設計とする。

機能要求①
機能要求②
評価要求
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基本設計方針の添付書類への展開
（第十条 閉じ込めの機能／第二十一条 核燃料物質等による汚染の防止）

別紙３①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項展開先（小項目）

14

工程室は工程室排気設備，燃料加工建屋は建屋排気設備にて排気し，燃料加工建屋，工程室，グローブボックス等の順に負圧を低くすることで，核燃料物質等の漏えいの拡大を防止する設計とする。
なお，負圧順序の達成に必要な起動順序に係る設計方針については，第2章　個別項目の「5.2換気設備」に示す。

機能要求①
機能要求②

・基本方針
・グローブボック
ス排気設備
・窒素循環設備
・工程室排気設備
(工程室排風機，
工程室排気ダク
ト)
・建屋排気設備
(建屋排風機，建
屋排気ダクト)

設計方針(漏えい
の拡大防止)

20

(b)核燃料物質等の形態及び取扱量に応じた段数の高性能エアフィルタを設ける設計とすることで，周辺環境に放出される核燃料物質等の量を合理的に達成できる限り少なくするとともに，設計基準事故時において
も可能な限り負圧維持，漏えい防止及び逆流防止の機能が確保される設計とし，公衆に対して著しい放射線被ばくのリスクを与えないよう，事故に起因して環境に放出される核燃料物質等の放出量を低減する設計と
する。
なお，高性能エアフィルタの段数に係る設計方針については，第2章　個別項目の「5.1放射性廃棄物の廃棄施設の基本設計方針」の「5.1.1気体廃棄物の廃棄設備」に示す。

冒頭宣言【20条】
機能要求①

・基本方針
・グローブボック
ス排気設備
・工程室排気設備
・建屋排気設備

設計方針(放出量
の低減，逆流防
止，閉じ込め)

23

4.2 核燃料物質等による汚染の防止
核燃料物質等による汚染のおそれのある部屋の床及び人が触れるおそれのある壁の表面は，除染が容易で，腐食しにくい樹脂系塗料等の材料によって仕上げる設計とする。

冒頭宣言【「第21
条 核燃料物質等
による汚染の防

止」としての基本
設計方針であり，
当該基本設計方針
で具体を展開する
ため，以降の展開

なし】
設置要求

・基本方針
・燃料加工建屋
・貯蔵容器搬送用
洞道

設計方針(汚染の
防止)

3.13　核燃料物質等による汚染の防止 【3.13核燃料物質等による汚染の防止】
〇核燃料物質等による汚染の防止に係る以下の設計方針について，
説明する。
・塗装対象及び塗装範囲の考え方
・樹脂系塗料の仕様
・建屋平面図及び塗装範囲の一覧表にて，塗装範囲の詳細(天井面
塗装，床面塗装，壁面塗装)の説明

※補足すべき事項の対象なし

※補足すべき事項の対象なし【4.適用規格】
・引用した準拠規格を記載する。

4.　準拠規格

－－－

添付Ｖ－１－１－
２－１　安全機能
を有する施設の閉
じ込めの機能に関
する説明書

3.12　換気設備 【3.12換気設備】
〇換気設備に係る以下の設計方針について，説明する。
・グローブボックス排気設備，工程室排気設備，建屋排気設備の構
造，系統構成
・グローブボックス等の負圧維持に必要な換気風量
・グローブボックスの開口部に対する空気流入風速(0.5m/s)の維持
に必要な換気風量
・グローブボックスの開口部に対する空気流入風速の検査方法
・オープンポートボックス及びフードの開口部に対する空気流入風
速(0.5m/s)の維持に必要な換気風量
・オープンポートボックス及びフードの開口部に対する空気流入風
速の検査方法
・内包する物質の種類に応じた腐食対策
・負圧順序
・通常時における，高性能エアフィルタによる周辺環境に放出され
る核燃料物質等の除去
・設計基準事故時における負圧維持，漏えい防止，逆流防止の機能
の確保及び放出量の低減

※補足すべき事項の対象なし

－－
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基本設計方針の添付書類への展開
（第十条 閉じ込めの機能／第二十一条 核燃料物質等による汚染の防止）

別紙３②

1. 1.1 1.1.1 -1 a. (a) イ. (イ)以降 第1回 第1回　記載概要 第2回 第2回　記載概要 第3回 第3回　記載概要 第4回 第4回　記載概要

1. 概要 ・添付書類の概要を説明する。 〇

添付書類の概要を説明する。

△

第1回ですべて説明されるため追加事項な
し。 △

第1回ですべて説明されるため追加事項な
し。 △

第1回ですべて説明されるため追加事項な
し。

2. 基本方針

2.1 閉じ込め機能に関する基本方針
・安全機能を有する施設の閉じ込め機能に
関する基本方針について説明する。

〇
・安全機能を有する施設の閉じ込め機能に
関する基本方針について説明する。

△

第1回ですべて説明されるため追加事項な
し。 △

第1回ですべて説明されるため追加事項な
し。 △

第1回ですべて説明されるため追加事項な
し。

2.2 核燃料物質等による汚染の防止に関する基本方針

・核燃料物質等による汚染のおそれのある
部屋の床及び人が触れるおそれのある壁の
表面に対する汚染の防止に関する基本方針
について説明する。

〇

・核燃料物質等による汚染のおそれのある
部屋の床及び人が触れるおそれのある壁の
表面に対する汚染の防止に関する基本方針
について説明する。

△

第1回ですべて説明されるため追加事項な
し。

△

第1回ですべて説明されるため追加事項な
し。

△

第1回ですべて説明されるため追加事項な
し。

3. 施設の詳細設計方針

3.1 グローブボックス

3.1.1 グローブボックス

〇グローブボックスに係る以下の設計方針
について，説明する。
・グローブボックスの構造
・閉じ込め機能を維持した状態で物品の搬
出入を行うことの説明
・グローブボックスの負圧維持
・JIS規格に基づく漏えい率
・グローブボックスの開口部に対する空気
流入風速(0.5m/s)の維持
・内包する物質の種類に応じた腐食対策
・グローブボックス負圧・温度監視設備に
より負圧異常を感知し，警報を発すること
の説明

－

対象となる設備無しのため，記載事項な
し。

〇

〇グローブボックスに係る以下の設計方針
について，説明する。
・グローブボックスの構造
・閉じ込め機能を維持した状態で物品の搬
出入を行うことの説明
・グローブボックスの負圧維持
・JIS規格に基づく漏えい率
・グローブボックスの開口部に対する空気
流入風速(0.5m/s)の維持
・内包する物質の種類に応じた腐食対策

〇

・グローブボックス負圧・温度監視設備に
より負圧異常を感知し，警報を発すること
について説明する。
・第3回で説明するグローブボックスの追
加。

－

対象となる設備無しのため，記載事項な
し。

3.1.2 容器落下時のグローブボックスパネルへの影響評価

・対象グローブボックスに対して，容器落
下時にパネルへの直接衝突がないこと，仮
に間接的に衝突しても閉じ込め機能が損な
われないことを構造図や容器重量，落下高
さ情報を基に評価する。

－

対象となる設備無しのため，記載事項な
し。

○

・対象グローブボックスに対して，容器落
下時にパネルへの直接衝突がないこと，仮
に間接的に衝突しても閉じ込め機能が損な
われないことを構造図や容器重量，落下高
さ情報を基に評価する。

○

第3回で説明するグローブボックスの追加。

－

対象となる設備無しのため，記載事項な
し。

1-1  容器落下時のグローブ
ボックスパネル健全性につい
て

3.2 焼結炉

〇焼結炉に係る以下の設計方針について，
説明する。
・焼結炉の構造
・焼結炉の負圧維持
・JIS規格に基づく漏えい率
・内包する物質の種類に応じた腐食対策
・焼結炉の計器により負圧異常を感知し，
警報を発することの説明

－

対象となる設備無しのため，記載事項な
し。

－

対象となる設備無しのため，記載事項な
し。

〇

〇焼結炉に係る以下の設計方針について，
説明する。
・焼結炉の構造
・焼結炉の負圧維持
・JIS規格に基づく漏えい率
・換気設備との組み合わせによる閉じ込め
機能の確保
・内包する物質の種類に応じた腐食対策
・焼結炉の計器により負圧異常を感知し，
警報を発することの説明

－

対象となる設備無しのため，記載事項な
し。

3.3 スタック乾燥装置

〇スタック乾燥装置に係る以下の設計方針
について，説明する。
・スタック乾燥装置の構造
・スタック乾燥装置の負圧維持
・JIS規格に基づく漏えい率
・内包する物質の種類に応じた腐食対策
・スタック乾燥装置の計器により負圧異常
を感知し，警報を発することの説明

－

対象となる設備無しのため，記載事項な
し。

〇

〇スタック乾燥装置に係る以下の設計方針
について，説明する。
・スタック乾燥装置の構造
・スタック乾燥装置の負圧維持
・JIS規格に基づく漏えい率
・換気設備との組み合わせによる閉じ込め
機能の確保
・内包する物質の種類に応じた腐食対策
・スタック乾燥装置の計器により負圧異常
を感知し，警報を発することについて説明
する。

－

対象となる設備無しのため，記載事項な
し。

－

対象となる設備無しのため，記載事項な
し。

3.4 小規模焼結処理装置

〇小規模焼結処理装置に係る以下の設計方
針について，説明する。
・小規模焼結処理装置の構造
・小規模焼結処理装置の負圧維持
・JIS規格に基づく漏えい率
・内包する物質の種類に応じた腐食対策
・小規模焼結処理装置の計器により負圧異
常を感知し，警報を発することの説明

－

対象となる設備無しのため，記載事項な
し。

－

対象となる設備無しのため，記載事項な
し。

〇

〇小規模焼結処理装置に係る以下の設計方
針について，説明する。
・小規模焼結処理装置の構造
・小規模焼結処理装置の負圧維持
・JIS規格に基づく漏えい率
・内包する物質の種類に応じた腐食対策
・小規模焼結処理装置の計器により負圧異
常を感知し，警報を発することの説明

－

対象となる設備無しのため，記載事項な
し。

3.5 オープンポートボックス

〇オープンポートボックスに係る以下の設
計方針について，説明する。
・オープンポートボックスの構造
・オープンポートボックスの開口部に対す
る空気流入風速(0.5m/s)の維持
・内包する物質の種類に応じた腐食対策

－

対象となる設備無しのため，記載事項な
し。

〇

〇オープンポートボックスに係る以下の設
計方針について，説明する。
・オープンポートボックスの構造
・オープンポートボックスの開口部に対す
る空気流入風速(0.5m/s)の維持
・内包する物質の種類に応じた腐食対策

〇

第3回で説明するオープンポートボックスの
追加。

－

対象となる設備無しのため，記載事項な
し。

1-2  オープンポートボック
ス等の開口部について

3.6 フード

〇フードに係る以下の設計方針について，
説明する。
・フードの構造
・フードの開口部に対する空気流入風速
(0.5m/s)の維持
・内包する物質の種類に応じた腐食対策

－

対象となる設備無しのため，記載事項な
し。

〇

〇フードに係る以下の設計方針について，
説明する。
・フードの構造
・フードの開口部に対する空気流入風速
(0.5m/s)の維持
・内包する物質の種類に応じた腐食対策

〇

第3回で説明するフードの追加。

－

対象となる設備無しのため，記載事項な
し。

1-2  オープンポートボック
ス等の開口部について

3.7 混合酸化物貯蔵容器

〇混合酸化物貯蔵容器に係る以下の設計方
針について，説明する。
・混合酸化物貯蔵容器の構造
・内包する物質の種類に応じた腐食対策

－

対象となる設備無しのため，記載事項な
し。

－

対象となる設備無しのため，記載事項な
し。

－

対象となる設備無しのため，記載事項な
し。

〇

〇混合酸化物貯蔵容器に係る以下の設計方
針について，説明する。
・混合酸化物貯蔵容器の構造
・内包する物質の種類に応じた腐食対策

MOX目次
MOX添付書類構成案 記載概要

申請回次
補足説明資料
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基本設計方針の添付書類への展開
（第十条 閉じ込めの機能／第二十一条 核燃料物質等による汚染の防止）
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1. 1.1 1.1.1 -1 a. (a) イ. (イ)以降 第1回 第1回　記載概要 第2回 第2回　記載概要 第3回 第3回　記載概要 第4回 第4回　記載概要

MOX目次
MOX添付書類構成案 記載概要

申請回次
補足説明資料

3.8 ウラン粉末缶

〇ウラン粉末缶に係る以下の設計方針につ
いて，説明する。
・ウラン粉末缶の構造
・ウラン粉末缶の取り扱い

－

対象となる設備無しのため，記載事項な
し。

〇

〇ウラン粉末缶に係る以下の設計方針につ
いて，説明する。
・ウラン粉末缶の構造
・ウラン粉末缶の取り扱い

－

対象となる設備無しのため，記載事項な
し。

－

対象となる設備無しのため，記載事項な
し。

3.9 低レベル廃液処理設備

〇低レベル廃液処理設備に係る以下の設計
方針について，説明する。
・低レベル廃液処理設備の構造
・内包する物質の種類に応じた腐食対策
・逆流防止対策
・漏えい液受皿及び堰の構造
・漏えい液受皿及び漏えい防止の堰に係る
容量及び想定する漏えい量の計算結果を示
し，漏えい液受皿及び堰に漏えい液を保持
できることの説明
・漏えい検知器により漏えいを検知し，警
報を発することの説明

－

対象となる設備無しのため，記載事項な
し。

〇

〇低レベル廃液処理設備に係る以下の設計
方針について，説明する。
・低レベル廃液処理設備の構造
・内包する物質の種類に応じた腐食対策
・逆流防止対策
・漏えい液受皿及び堰の構造
・漏えい液受皿及び漏えい防止の堰に係る
容量及び想定する漏えい量の計算結果を示
し，漏えい液受皿及び堰に漏えい液を保持
できることの説明
・漏えい検知器により漏えいを検知し，警
報を発することの説明

－

対象となる設備無しのため，記載事項な
し。

－

対象となる設備無しのため，記載事項な
し。

3.10 分析設備

〇分析設備に係る以下の設計方針につい
て，説明する。
・分析設備の構造
・内包する物質の種類に応じた腐食対策
・逆流防止対策
・漏えい液受皿及び堰の構造
・漏えい液受皿及び漏えい防止の堰に係る
容量及び想定する漏えい量の計算結果を示
し，漏えい液受皿及び堰に漏えい液を保持
できることの説明
・漏えい検知器により漏えいを検知し，警
報を発することの説明

－

対象となる設備無しのため，記載事項な
し。

〇

〇分析設備に係る以下の設計方針につい
て，説明する。
・分析設備の構造
・内包する物質の種類に応じた腐食対策
・逆流防止対策
・漏えい液受皿及び堰の構造
・漏えい液受皿及び漏えい防止の堰に係る
容量及び想定する漏えい量の計算結果を示
し，漏えい液受皿及び堰に漏えい液を保持
できることの説明
・漏えい検知器により漏えいを検知し，警
報を発することの説明

－

対象となる設備無しのため，記載事項な
し。

－

対象となる設備無しのため，記載事項な
し。

3.11 建物・構築物

〇建物・構築物に係る以下の設計方針につ
いて，説明する。
・建物・構築物の構造
・工程室と各グローブボックス等の設置場
所の関係
・放射線監視設備の設置による核燃料物質
等の漏えい検知
・工程停止及び排風機等の停止による漏え
いの拡大防止対策
・排水路の上に施設がないことの説明

〇

〇建物・構築物に係る以下の設計方針につ
いて，説明する。
・建物・構築物の構造
・放射線監視設備の設置による核燃料物質
等の漏えい検知
・工程停止及び排風機等の停止による漏え
いの拡大防止対策
・排水路の上に施設がないことの説明

〇

〇建物・構築物に係る以下の設計方針につ
いて，説明する。
・工程室と各グローブボックス等の設置場
所の関係

〇

第3回で説明するグローブボックス等の追
加。

－

対象となる設備無しのため，記載事項な
し。

3.12 換気設備

〇換気設備に係る以下の設計方針につい
て，説明する。
・グローブボックス排気設備，工程室排気
設備，建屋排気設備の構造，系統構成
・グローブボックス等の負圧維持に必要な
換気風量
・グローブボックスの開口部に対する空気
流入風速(0.5m/s)の維持に必要な換気風量
・グローブボックスの開口部に対する空気
流入風速の検査方法
・オープンポートボックス及びフードの開
口部に対する空気流入風速(0.5m/s)の維持
に必要な換気風量
・オープンポートボックス及びフードの開
口部に対する空気流入風速の検査方法
・内包する物質の種類に応じた腐食対策
・負圧順序
・通常時における，高性能エアフィルタに
よる周辺環境に放出される核燃料物質等の
除去
・設計基準事故時における負圧維持，漏え
い防止，逆流防止の機能の確保及び放出量
の低減
・MOX粉末を取り扱うグローブボックスを循
環する経路の維持

－

対象となる設備無しのため，記載事項な
し。

〇

〇換気設備に係る以下の設計方針につい
て，説明する。
・グローブボックス排気設備，工程室排気
設備，建屋排気設備の構造，系統構成
・グローブボックス等の負圧維持に必要な
換気風量
・グローブボックスの開口部に対する空気
流入風速(0.5m/s)の維持に必要な換気風量
・グローブボックスの開口部に対する空気
流入風速の検査方法
・オープンポートボックス及びフードの開
口部に対する空気流入風速(0.5m/s)の維持
に必要な換気風量
・オープンポートボックス及びフードの開
口部に対する空気流入風速の検査方法
・内包する物質の種類に応じた腐食対策
・負圧順序
・通常時における，高性能エアフィルタに
よる周辺環境に放出される核燃料物質等の
除去
・設計基準事故時における負圧維持，漏え
い防止，逆流防止の機能の確保及び放出量
の低減
・MOX粉末を取り扱うグローブボックスを循
環する経路の維持

△

第2回ですべて説明されるため追加事項な
し。

－

対象となる設備無しのため，記載事項な
し。

3.13 核燃料物質等による汚染の防止

〇核燃料物質等による汚染の防止に係る以
下の設計方針について，説明する。
・塗装対象及び塗装範囲の考え方
・樹脂系塗料の仕様
・建屋平面図及び塗装範囲の一覧表にて，
塗装範囲の詳細(天井面塗装，床面塗装，壁
面塗装)の説明

〇

〇核燃料物質等による汚染の防止に係る以
下の設計方針について，説明する。
・塗装対象及び塗装範囲の考え方
・樹脂系塗料の仕様
・建屋平面図及び塗装範囲の一覧表にて，
塗装範囲の詳細(天井面塗装，床面塗装，壁
面塗装)の説明

〇

第2回で説明する貯蔵容器搬送用洞道の追
加。

－

対象となる設備無しのため，記載事項な
し。

－

対象となる設備無しのため，記載事項な
し。

4. 準拠規格

・引用した準拠規格を記載する。

－

対象となる設備無しのため，記載事項な
し。

〇

引用した準拠規格を記載する。

△

第2回ですべて説明されるため追加事項な
し。

－

対象となる設備無しのため，記載事項な
し。

・「申請回次」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目

凡例
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⿊字は，第1回設⼯認申請で認可を受けた範囲，緑字は，第2回設⼯認申請の範
囲，灰⾊字は後次回以降の申請で⽰す範囲とする。
各添付書類の「1.概要」については，提出回次以降全て記載するため，下図には記載
していない。

Ⅴ-1-1-2-1 安全機能を有する施設の閉じ込めの機能に関
する説明書
２.基本⽅針
⇒全ての設計⽅針を記載する
3.施設の詳細設計⽅針
3.1グローブボックス
〇閉じ込め機能維持に係るグローブボックスの詳細設計⽅針
〇容器落下時のグローブボックスパネルへの影響評価
〇グローブボックス内の負圧監視に係る詳細設計⽅針
3.2焼結炉
3.3スタック乾燥装置
3.4⼩規模焼結処理装置
3.5オープンポートボックス
3.6フード
3.7混合酸化物貯蔵容器
3.8ウラン粉末⽸
3.9低レベル廃液処理設備
3.10分析設備
3.11建物・構築物
●閉じ込め機能維持に係る建物・構築物の詳細設計⽅針
●⼯程室の範囲
〇第2回申請グローブボックス等の設置場所
〇第3回申請グローブボックス等の設置場所
3.12換気設備
〇換気設備の系統構成
〇グローブボックス等の負圧維持等に係る設計⽅針（負圧順序，起

動順序，外部電源喪失時の給電）
〇漏えい防⽌及び逆流防⽌に係る設計⽅針
〇換気能⼒（閉じ込め機能に必要な換気⾵量）
3.13核燃料物質等による汚染の防⽌
●燃料加⼯建屋の汚染の防⽌に係る措置
〇貯蔵容器搬送⽤洞道の汚染の防⽌に係る措置
4.準拠規格

基本設計⽅針
第1章 共通項⽬
4.閉じ込めの機能
4.1 閉じ込め
4.2 核燃料物質等による汚
染の防⽌

⇒全ての基本設計⽅針を申請

別紙4-1

負圧警報，漏えい防⽌及び漏え
い拡⼤防⽌に係る漏えい検知器
の詳細設計⽅針については，個
別項⽬となる警報関連設備の設
計⽅針を説明する「V-1-1-11
警報設備等に関する説明書」にお
いて展開する。

V-1-1-11 警報設
備等に関する説明書
3.1.3 液体状の放
射性廃棄物の廃棄施
設から液体状の放射
性物質が著しく漏えい
するおそれが⽣じた事
象を検知する警報設
備
3.3.2 グローブボッ
クスの負圧異常を検
知する警報設備
3.3.4 液体状の放
射性物質を取り扱う
グローブボックス等か
ら液体状の放射性物
質が著しく漏えいする
おそれが⽣じた事象を
検知する警報設備

漏えい拡⼤防⽌に係る放射線監
視設備の詳細設計⽅針について
は，個別項⽬となる放射線監視
設備の設計⽅針を説明する「V-
1-5-1 放射線管理施設の構成
に関する説明書並びに計測範囲
及び警報動作範囲に関する説明
書」において展開する。

V-1-5-1 放射線
管理施設の構成に
関する説明書並びに
計測範囲及び警報
動作範囲に関する説
明書
3.1 放射線監視設
備

気体廃棄物の逆流防⽌及び核燃
料物質等の漏えい防⽌のために設
置する⾼性能エアフィルタの捕集効
率，保守性及び排気設備の全体
的な換気能⼒については，個別
項⽬となる気体廃棄物の廃棄設
備の設計⽅針を説明する「V-1-4
放射性廃棄物の廃棄施設に関す
る説明書」において展開する。

グローブボックス排⾵機へ電源を供
給する⾮常⽤所内電源設備に係
る詳細設計⽅針については，個
別項⽬となる⾮常⽤所内電源設
備の設計⽅針を説明する「V-1-
6-1 所内電源設備に関する説
明書」において展開する。

V-1-4 放射性廃
棄物の廃棄施設に
関する説明書
3.1.1（2）
a. 気体廃棄物の処
理能⼒
e. 気体廃棄物の廃
棄設備の換気⾵量

V-1-6-1 所内電源
設備に関する説明書

基本設計⽅針
第2章 個別項⽬
5.放射性廃棄物の廃棄設備
5.2換気設備
⇒全ての基本設計⽅針を申請

第10条 閉じ込めの機能
第23条 換気設備
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⿊字は，第1回設⼯認申請で認可を受けた範囲，緑字は，第2回設⼯認申
請の範囲，灰⾊字は後次回以降の申請で⽰す範囲とする。
各添付書類の「1.概要」については，提出回次以降全て記載するため，下図
には記載していない。

Ⅴ-1-1-2-1 安全機能を有する施設の
閉じ込めの機能に関する説明書
２.基本⽅針
⇒全ての設計⽅針を記載する
3.施設の詳細設計⽅針
3.12換気設備
〇漏えい防⽌及び逆流防⽌に係る設

計⽅針
・ MOX粉末を取り扱うグローブボックスを

循環する経路維持
3.13核燃料物質等による汚染の防⽌
4.準拠規格

別紙4-1

基本設計⽅針
第2章 個別項⽬
5.放射性廃棄物の廃棄
設備
5.2換気設備
⇒全ての基本設計⽅針
を申請

Ⅲ 耐震性に関する説明書(⼤項⽬のみ)
Ⅲ-1 耐震性に関する基本⽅針

Ⅲ-1-1 耐震設計の基本⽅針
・・・・

Ⅴ-1-1-2-1-1 地震時に窒素循環の
経路維持が必要な設備に係る耐震設計
2. 閉じ込め機能の維持に関する基本

⽅針
2.1 基本⽅針
2.2 地震時に窒素循環の経路維持

が必要な設備の対象
2.3地震時に窒素循環の経路維持が

必要な設備の耐震設計の基本
⽅針

3. 地震⼒の設定
4. 地震時に窒素循環の経路維持が必

要な設備に要求される機能及び機
能維持の⽅針

4.1地震時に窒素循環の経路維持が
必要な設備に要求される機能

4.2地震時に窒素循環の経路維持が
必要な設備の機能維持の基本
⽅針

4.2.1 機能維持の基本⽅針
4.2.2 耐震計算結果を⽤いた影響評

価⽅法
5. 地震時に窒素循環の経路維持が必

要な設備のその他耐震設計に係る
事項

5.1 準拠規格
5.2 構造計画と配置計画
5.3 機器・配管系の⽀持⽅針について

別紙4-2 Ⅲ-4 地震時に窒素循環の経路維持が必要な設備
の耐震性に関する説明書

Ⅲ-4-1地震時に窒素循環の経路維持が必要な
設備の耐震計算に関する基本⽅針

（耐震）別紙4-18-1

Ⅲ-4-2 地震時に窒素循環の経路維持が必要な
設備の耐震性に関する計算書

Ⅲ-4-3 地震時に窒素循環の経路維持が必要な
設備の⽔平２⽅向及び鉛直⽅向地震⼒の組合
せに関する影響評価結果

Ⅲ-4-4 地震時に窒素循環の経路維持が必要
な設備の耐震性に関する影響評価

（耐震）別紙4-18-2

（耐震）別紙4-18-3

Ⅲ-4-4-1 ⼀関東評価⽤地震動
(鉛直)に関する影響評価結果

Ⅲ-4-4-2
隣接建屋に関する影響評価結果

（耐震）別紙4-18-4

（耐震）別紙4-18-5

Ⅲ-4-2-1 定式化された計算式を⽤いて評価
を⾏う機器の耐震性に関する計算書

Ⅲ-4-2-1-1 剛体設備の耐震計算書MOX粉末を取り扱うグローブボックスを循環す
る経路は，耐震Bクラスであるが，⽕災の発
⽣防⽌が期待できるように窒素雰囲気を維持
し，⽕災によるMOX粉末の⾶散，漏えいの
発⽣を防⽌するために基準地震動Ssによる地
震⼒に対して経路を維持する設計とする。
経路維持に係る耐震設計⽅針について，別
紙4-2に展開する。

第10条 閉じ込めの機能
第23条 換気設備

耐震性に関する説明書に基づき作成
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本添付書類は，発電炉に対応する添付書類がないことから， 

発電炉との比較を行わない。 
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Ｖ－１－１－２－１ 

安全機能を有する施設の閉じ込めの機能に関する説明書 

 

 令和４年９月 14 日付け原規規発第 2209145 号にて認可を受けた設工認申請書の添付

書類「Ｖ－１－１－２－１ 加工施設の閉じ込めに関する説明書」から，今回申請で追

加又は変更する箇所を下線で示す。 

 なお，「Ｖ－１－１－２－１ 加工施設の閉じ込めに関する説明書」は，本申請にお

いて「Ｖ－１－１－２－１ 安全機能を有する施設の閉じ込めの機能に関する説明書」

に名称を変更する。 
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Ｖ－１－１－２－１ 

安全機能を有する施設の閉じ込めの機能に関する説明書 
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Ｖ－１－１－２－１ 

安全機能を有する施設の閉じ込めの機能に関する説明書 

1 

1. 概要 

本資料は，「加工施設の技術基準に関する規則」(以下「技術基準規則」という。)第

十条，第二十一条及び第二十三条に適合する設計とするため，加工施設における閉じ

込め機能の維持，核燃料物質及び核燃料物質によって汚染された物(以下「核燃料物質

等」という。)による汚染の防止及び加工施設における換気設備の維持のために必要な

措置を説明するものである。 

 

2. 基本方針 

2.1 閉じ込め機能に関する基本方針 

(1) 閉じ込めに係る基本方針 

安全機能を有する施設は，放射性物質を限定された区域に適切に閉じ込める設計 

とする。 

核燃料物質等は，混合酸化物貯蔵容器，燃料棒，ウラン粉末缶，系統及び機器(グ

ローブボックス排気設備，グローブボックス排気設備の経路上に設置する火災防護

設備(延焼防止ダンパ及びピストンダンパ)，低レベル廃液処理設備，分析済液処理

装置)に封入した状態で取り扱うか，MOX 粉末，粉末を圧縮成形したペレット(以下

「グリーンペレット」という。)，ペレットについてはグローブボックス又はグロー

ブボックスと同等の閉じ込め機能を有する焼結炉，スタック乾燥装置及び小規模焼

結処理装置(以下「グローブボックス等」という。)で，ウラン粉末は取扱量，取扱

形態に応じてグローブボックス又はオープンポートボックスで，放射性廃棄物のサ

ンプリング試料等の汚染のおそれのある物品はフードで取り扱う設計とする。 

(2) グローブボックス等，オープンポートボックス及びフードの閉じ込めに係る設計 

方針 

グローブボックス等は，グローブボックス排気設備により負圧に維持し，オープ

ンポートボックス及びフードは，グローブボックス排気設備により開口部からの空

気流入風速を確保する設計とする。 

また，グローブボックスは，グローブ１個が破損した場合でもグローブポートの

開口部における空気流入風速を設定値以上に維持する設計とする。 

グローブボックスは，給気口及び排気口を除き密閉できる設計とする。 

MOX 粉末を取り扱うグローブボックスは，以下の設計を講じる。 

a. 粉末容器の落下又は転倒により閉じ込め機能を損なわないよう，内装機器及び 

内装機器の架台へ干渉させることや容器を取り扱う機器とパネルの間の距離

を確保することにより，落下又は転倒した粉末容器が，グローブボックスのパ 

ネルに直接衝突することがない設計とする。 

b. グローブボックス内に粉末容器以外の重量物を取り扱うクレーン等の機器及

び当該グローブボックス外側近傍に重量物を取り扱うクレーン等の機器を設

置しないことにより，重量物の落下により閉じ込め機能に影響を及ぼさない設 

計とする。 
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Ｖ－１－１－２－１ 

安全機能を有する施設の閉じ込めの機能に関する説明書 

2 

(3) 核燃料物質等の漏えいに対する措置等に係る設計方針 

核燃料物質等を限定された区域に適切に閉じ込めるため，核燃料物質等の漏えい 

に対する措置等として，以下の設計を講じる。 

a. 核燃料物質等を取り扱う設備は，内包する物質の種類に応じて適切な腐食対策

を講じる設計とする。 

b. 液体廃棄物を内包する系統及び機器は，溶接，フランジ又は継手で接続する構 

造により核燃料物質等が漏えいし難い設計とする。 

c. 核燃料物質等を取り扱う設備は，核燃料物質等を含まない流体を取り扱う設備 

への核燃料物質等の逆流により核燃料物質等を拡散しない設計とする。 

d. 放射性物質を含む液体を取り扱うグローブボックス及びオープンポートボッ

クスは，貯槽等から放射性物質を含む液体が漏えいした場合においても漏えい

検知器により検知し，警報を発する設計とするとともに，グローブボックス及

びオープンポートボックス底部を漏えい液受皿構造とすることにより，グロー

ブボックス及びオープンポートボックスに放射性物質を含む液体を閉じ込め

ることで，放射性物質を含む液体がグローブボックス及びオープンポートボッ

クス外に漏えいし難い設計とする。 

e. MOX 粉末を取り扱うグローブボックスを循環する経路は，基準地震動 Ss による

地震力に対して，経路が維持できる設計とする。 

(4) 核燃料物質等の漏えい拡大防止に係る設計方針 

   核燃料物質等の漏えい拡大防止として，以下の設計を講じる。 

a. 核燃料物質等が漏えいした場合においても，工程室(非密封の MOX を取り扱う

設備・機器を収納するグローブボックス等を直接収納する部屋及び当該部屋か

ら廊下への汚染拡大防止を目的として設ける部屋並びにそれらの部屋を介し

てのみ出入りする部屋をいう。以下同じ。)及び燃料加工建屋内に保持すること

ができる設計とする。 

b. 工程室は工程室排気設備，燃料加工建屋は建屋排気設備にて排気し，燃料加工

建屋，工程室，グローブボックス等の順に負圧を低くすることで，核燃料物質

等の漏えいの拡大を防止する設計とする。 

c. グローブボックス等内の気圧が設定値以上になった場合は，警報を発する設計

とする。 

d. グローブボックス等から核燃料物質等が漏えいした場合又はそのおそれがあ

る場合に，建屋内及び工程室内はダストモニタ，エアスニファ及び放射線サー 

ベイ機器により漏えいを検知できるよう，放射線監視設備を設ける設計とする。 

また，MOX 燃料加工施設から周辺環境へ放射性気体廃棄物を放出する排気筒に 

は，MOX 燃料加工施設外への核燃料物質等の漏えいを検知できるよう，排気モ 

ニタを設置する設計とする。 

e. グローブボックス等から核燃料物質等が漏えいした場合は，気体廃棄物の廃棄 

設備の給気設備等の停止を含まない加工工程のうち任意の工程の停止(以下
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「工程停止」という。)，気体廃棄物の廃棄設備の建屋排風機，工程室排風機， 

送風機及び窒素循環ファン並びに非管理区域換気空調設備(以下「送排風機」と 

いう。)を停止する措置等により漏えいの拡大を防止することを保安規定に定 

めて，管理する。 

f. 液体廃棄物を内包する貯槽等から廃液が漏えいした場合，漏えい検知器により 

検知し，警報を発する設計とするとともに，貯槽等に内包される廃液の全量に 

対して，堰等により漏えいの拡大を防止する設計とする。 

(5) その他の閉じ込めに係る設計方針 

グローブボックス排気設備，工程室排気設備及び建屋排気設備は，以下の設計を

講じる。 

a. 排風機は予備機を設け，故障した場合には自動的に予備機に切り替わる設計と 

する。 

b. 核燃料物質等の形態及び取扱量に応じた段数の高性能エアフィルタを設ける

設計とすることで，周辺環境に放出される核燃料物質等の量を合理的に達成で 

きる限り少なくするとともに，設計基準事故時においても可能な限り負圧維持， 

漏えい防止及び逆流防止の機能が確保される設計とし，公衆に対して著しい放 

射線被ばくのリスクを与えないよう，事故に起因して環境に放出される核燃料 

物質等の放出量を低減する設計とする。 

燃料加工建屋の床面下には，敷地外に管理されずに排出される排水が流れる排水

路を設置しない設計とする。 

技術基準規則第十条第 1 項第二号にある「六ふっ化ウランを取り扱う設備」は，

MOX 燃料加工施設に設置しない。 

 

2.2 核燃料物質等による汚染の防止に関する基本方針 

核燃料物質等による汚染のおそれのある部屋の床及び人が触れるおそれのある壁

の表面は，除染が容易で，腐食しにくい樹脂系塗料等の材料によって仕上げる設計

とする。 

 

3. 施設の詳細設計方針 

3.1 グローブボックス 

  3.1.1 閉じ込め機能維持に係るグローブボックスの詳細設計方針 

   (1) 構造 

     グローブボックスは本体をステンレス鋼とし，ステンレス鋼製の本体を溶接

及びボルト締結により加工する。その操作面にグローブポートを有する透明な

パネル等をガスケットを介して取り付ける。 

 また，グローブボックスは，その内部を空気雰囲気で使用する空気雰囲気型 

 グローブボックスと窒素雰囲気に置換できる窒素雰囲気型グローブボック

スとに分類する。さらに窒素雰囲気型グローブボックスは，窒素循環型と窒素
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貫流型に分類する。 

 窒素雰囲気型グローブボックスは，MOX の酸化防止の品質管理の観点から， 

成形施設のうち主に MOX 粉末又はグリーンペレットを取り扱うグローブボック 

ス，被覆施設のうち乾燥後のペレットを取り扱うグローブボックス，小規模試 

験設備を収納するグローブボックス並びに分析設備を収納する一部のグロー

ブボックス(受払装置グローブボックス，受払・分配装置グローブボックス，分 

析第 1 室に設置する試料溶解・調整装置グローブボックス，蛍光Ⅹ線分析装置 

グローブボックス，プルトニウム含有率分析装置グローブボックス，水分分析 

装置グローブボックス及び分析第 1 室に設置する 6 基のうち 3 基と分析第 2 室 

に設置する搬送装置グローブボックス)に適用する。 

   (2) グローブボックスに対する要求事項 

     グローブボックスには閉じ込め機能を維持するために，以下の事項が要求さ

れている。 

    a. グローブボックス内部を負圧に維持し，グローブ 1 個が破損した場合でも

グローブポートの開口部における空気流入風速を設定値以上に維持する

こと。 

    b. 給気口及び排気口を除き密閉できる構造であること。 

    c. グローブボックスを損傷させないこと。 

    d. 内包する物質の種類に応じて適切な腐食対策を講じること。 

     上記要求事項を達成するための詳細設計方針を以降に示す。 

 (3) 負圧維持及び空気流入風速の維持 

グローブボックスは，グローブボックス排気設備により負圧に維持するとと

もに，グローブ 1 個が破損した場合でも，日本産業規格に基づく放射性物質取

扱作業用グローブボックスの要求にあるグローブポートの開口部における空

気流入風速を 0.5ｍ/ｓ以上に維持する設計とする。 

また，グローブボックスのパネル面に取り付くグローブポートを全て同じ構

造とすることで，グローブポートに取り付くグローブのうち，どのグローブが

破損したとしても，空気流入風速を 0.5ｍ/ｓ以上に維持できる設計とする。 

なお，グローブボックスの負圧維持及び空気流入風速の維持に係る換気設備 

の詳細設計方針については，「3.12 換気設備」に示す。 

 また，負圧異常時の警報発報に係る詳細設計方針については，グローブボッ

クス負圧・温度監視設備の申請に合わせて次回以降に「Ｖ－１－１－11 警報設

備等に関する説明書」に示す。 

(4) 密閉構造 

   グローブボックスは，ステンレス鋼製の本体を溶接及びボルト締結により加 

工し，その操作面にグローブポートを有する透明なパネル等をガスケットを介 

して取り付ける。また，グローブポートには継ぎ目がないように製作したグロ

ーブを取り付けることで，給気口及び排気口を除き密閉でき，漏れ率＊を日本
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産業規格に基づく多量な放射性物質を取り扱うグローブボックスの漏れ率と

同じである 0.25vol%/h 以下とすることにより，核燃料物質等が漏えいし難い

構造とする。 

     グローブボックスは，その閉じ込め機能を損なうことなく物品の搬出入が行

える設計とする。 

   (5) グローブボックスの損傷防止 

グローブボックス内で取り扱う粉末容器が落下又は転倒した場合でも，グロ

ーブボックスパネルに直接衝突することがないよう，内装機器及び内装機器の

架台へ干渉させる設計とするとともに，粉末容器を取り扱う機器とグローブボ

ックスパネル間の距離を確保する設計とする。 

落下又は転倒した粉末容器がグローブボックスパネルに直接衝突すること

がない設計であること，また落下又は転倒した粉末容器が間接的にグローブボ

ックスパネルに衝突した場合においても，グローブボックスの閉じ込め機能が

損なわれないことを「3.1.2 容器落下時のグローブボックスパネルへの影響

評価」に示す。 

   (6) 腐食対策 

     グローブボックスは，本体をステンレス鋼とすることで，内包する核燃料物

質等による腐食を防止する設計とする。 

(7) 取扱方法 

   MOX 粉末及びペレットは容器に収納し，原則として搬送装置を用いてグロー 

ブボックス内を移動する設計とする。また，人手により少量の核燃料物質等を 

グローブボックスから搬出入する場合は，ビニルバッグに封入してバッグアウ 

ト又はバッグインすることにより，核燃料物質等の漏えいを防止する設計とす 

る。 

 

 注記 ＊：JIS Z 4820:2002 グローブボックス気密試験方法に基づき，グロ

ーブボックスの給排気系，グローブポート等を閉止した状態でグ

ローブボックス内の環境圧力より深い負圧に維持した状態におけ

る，測定開始時と 1 時間後の大気圧とグローブボックス内圧力の

差により算出する。 

 

  3.1.2 容器落下時のグローブボックスパネルへの影響評価 

MOX 燃料加工施設においては，放射性物質を外部に放出するおそれのある事

象として，核燃料物質による臨界と閉じ込め機能の不全を設計基準事故として

選定している。そのため，閉じ込め機能の不全に至る事象として，MOX 粉末を

取り扱うグローブボックスのバウンダリが損傷することを想定した。 

MOX 粉末を取り扱うグローブボックスのバウンダリが損傷する事象としては，

グローブボックス内外において，重量物が落下又は転倒し，その衝撃がグロー
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ブボックスに加わることにより損傷することが考えられる。 

(1) グローブボックス外における重量物の落下又は転倒 

MOX 燃料加工施設においては，グローブボックス外側近傍に重量物を取り扱

うクレーン等の機器を設置しない設計とすることによって，重量物の落下によ

りグローブボックスのバウンダリを損傷させない設計としている。 

なお，グローブボックス外側近傍に重量物を取り扱うクレーン等の機器を設

置しない設計については，「Ｖ－１－１－４－１ 安全機能を有する施設が使

用される条件の下における健全性に関する説明書」にて示す。 

(2) グローブボックス内における重量物の落下又は転倒 

MOX 燃料加工施設においては，グローブボックス内における重量物の落下又

は転倒により，グローブボックスのバウンダリが損傷しないよう，以下の設計

を講じている。 

a. グローブボックス内に設置する内装機器は，上位クラス施設であるグロ

ーブボックスの設計に適用する地震動又は地震力に伴う損傷，落下及び

転倒により，グローブボックスに衝突し波及的影響を及ぼすことがない

よう，グローブボックスの設計に適用する地震動又は地震力に対して，

構造強度を有する設計としている。 

なお，上位クラス施設に対する波及的影響に係る設計については，「Ⅲ－

１－１－４ 波及的影響に係る基本方針」にて示す。 

b. グローブボックス内に製造工程で使用する核燃料物質を収納した粉末

容器以外の重量物を取り扱うクレーン等の機器を設置しない設計とす

ることによって，重量物の落下によりグローブボックスのバウンダリを

損傷させない設計としている。 

なお，グローブボックス内に粉末容器以外の重量物を取り扱うクレーン

等の機器を設置しない設計については，「Ｖ－１－１－４－１ 安全機

能を有する施設が使用される条件の下における健全性に関する説明書」

にて示す。 

c. 粉末容器を取り扱う装置については，「Ｖ－１－１－10 搬送設備に関

する説明書」に基づき，落下防止機構及び転倒防止機構（以下，「落下防

止機構等」という。）を設ける設計としており，第 3.1.2-1 図のとおり，

粉末容器が容易に落下及び転倒しない設計としている。 

なお，粉末容器を取り扱う装置の落下防止機構等の詳細については，「Ⅴ

－１－１－10 搬送設備に関する説明書」にて示す。 

しかしながら，落下防止機構等が故障した場合には，グローブボックス内で

粉末容器が落下又は転倒することが考えられるため，落下防止機構等の故障に

より粉末容器が落下又は転倒した際に想定されるグローブボックスのバウン

ダリへの衝突状態を仮定して，グローブボックスのバウンダリが損傷しないこ

とを概略的に評価する。 
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容器落下時のグローブボックスパネルへの影響評価に係る説明フローを第

3.1.2-2 図に示す。 

グローブボックスのバウンダリとしては，大きく分けてステンレス鋼製の缶

体とグローブボックス内部を視認するために設けられているポリカーボネー

ト製のパネルで構成される。このうち，缶体については，靭性に優れたステン

レス鋼製であることから，粉末容器が落下又は転倒した場合でも破損せず，バ

ウンダリの損傷には至らない。そのため，パネルへの衝突によるグローブボッ

クスのバウンダリの損傷を想定する。 

粉末容器の落下又は転倒によるグローブボックスのパネルへの衝突で想定さ

れる事象としては，落下又は転倒によりパネルに直接衝突する事象と落下又は

転倒後にパネルに間接衝突する事象を想定する。 

直接衝突する事象においては，グローブボックス内の内装機器及び内装機器

の架台による干渉や粉末容器を取り扱う機器とパネルの間の距離の確保によ

り，落下又は転倒した粉末容器が，グローブボックスのパネルに直接衝突する

ことがない設計としていることから，直接衝突しないことを評価する。 

直接衝突しないことの評価における具体的な想定としては，グローブボック

ス内における粉末容器を取り扱う装置の移動に関する機構を考慮する。グロー

ブボックス内の粉末容器を取り扱う装置の機構として，粉末容器の水平方向へ

の移動，鉛直方向への移動，反転，旋回を行う機構を有している。当該装置の

移動速度は，水平方向，鉛直方向の場合， 大で人の歩行速度程度であり，反

転の場合は 1 分間で 大 2.5 回の反転が完了する速度，旋回の場合は 1 分間で

大 2 回の旋回が完了する速度であることから，移動時，反転時及び旋回時に

落下防止機構等が故障して，仮に粉末容器が落下又は転倒したとしても，激し

く落下又は転倒することはなく，落下においては垂直方向へ落下し，転倒にお

いてはその場に留まった状態で転倒することが想定される。 

そのため，粉末容器の落下に対しては，落下方向にパネルがないことを評価

する。また，粉末容器の転倒に対しては，その場で留まった状態での転倒の場

合，パネルに衝突した際のパネルに対する衝撃力は小さいことが考えられるた

め，転倒して落下した場合に，パネルに直接衝突しないことを評価する。 

間接衝突する事象においては，粉末容器が落下後にグローブボックスの底部

等で跳ね返ったとしても，内装機器及び内装機器の架台との干渉により，パネ

ルに間接的に衝突することは考えづらいが，仮に衝突した場合を想定して，評

価する。 

なお，評価対象となるグローブボックスによって，取り扱う粉末容器の重量

と粉末容器の取扱高さが異なるため， も厳しい条件として， も重量の大き

い粉末容器が 大取扱高さから落下し，跳ね返りでパネルに衝突した場合にお

いてのパネルへの影響を評価する。 

次項以降に MOX 粉末を取り扱うグローブボックスにおける直接衝突及び間接

70



Ｖ－１－１－２－１ 

安全機能を有する施設の閉じ込めの機能に関する説明書 

8 

衝突に係る評価条件，評価方法及び評価結果を示す。 

なお，第 3 回申請となるグローブボックスのグローブボックスパネルへの影

響評価については，第 3 回申請時に示す。 
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正面図 

        

 

 

第 3.1.2-1 図 落下防止機構等の代表例

A 

A-A 矢視 

↓ 

転倒防止用のガイドを設置 

落下防止のために，チャック用溝に

チャック用ツメを篏合させる 

：粉末容器の搬送方向 
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第 3.1.2-2 図 容器落下時のグローブボックスパネルへの影響評価に係る説明フロー 

 

設計基準事故(閉じ込め機能の不全) 

・グローブボックスのバウンダリの損傷を想定 

グローブボックス外での重量物の落下 

グローブボックス近傍に重量物を

取り扱うクレーン等を設置しない

設計とする。 

(「Ｖ－１－１－４－１ 安全機能

を有する施設が使用される条件の

下における健全性に関する説明

書」にて説明) 

グローブボックス内での重量物の落下 

グローブボックス内機器

は上位クラスに波及的影

響を与えない設計とす

る。 

(「Ⅲ－１－１－４ 波及

的影響に係る基本方針」

にて説明) 

グローブボックス内に粉末容

器以外の重量物を取り扱うク

レーン等を設置しない設計と

する。 

(「Ｖ－１－１－４－１ 安全

機能を有する施設が使用され

る条件の下における健全性に

関する説明書」にて説明) 

グローブボックス内で

粉末容器を取り扱う装

置は粉末容器の落下及

び転倒を防止する機構

を設ける設計とする。 

(「Ｖ－１－１－10 搬

送設備に関する説明書」

にて説明) 

粉末容器の落下防止機構等が故障した場合でも

グローブボックスパネルに直接衝突しないこと

を本説明書にて説明 

粉末容器が間接的にグローブボックスパネルに

衝突した場合でもグローブボックスパネルが損

傷しないことを本説明書にて説明 
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  3.1.2.1 直接衝突評価 

(1) 前提条件 

a. 評価対象となるグローブボックス 

MOX 粉末を取り扱うグローブボックスのうち，粉末容器を取り扱うグロ 

ーブボックスを評価対象とする。 

第 2 回申請対象設備においては，以下のグローブボックスが評価対象 

となる。 

・原料 MOX 粉末缶一時保管装置グローブボックス 

・粉末一時保管装置グローブボックス 

・スクラップ貯蔵棚グローブボックス 

・スクラップ保管容器受渡装置グローブボックス 

(2) 評価方法 

各機器の構造から粉末容器の取扱高さ及び落下又は転倒方向を確認し，

以下の事象が発生するか否かを確認する。 

・高所からの粉末容器の落下又は転倒落下 

・高所から粉末容器が落下又は転倒した場合のグローブボックスパネル

への直接衝突 

各機器の構造を以下に示す。 

a. 原料 MOX 粉末缶一時保管装置グローブボックス 

(a) 原料 MOX 粉末缶一時保管装置 

原料 MOX 粉末缶一時保管装置の構造を第 3.1.2.1-1 図に示す。当該

機器は，粉末容器を保管する機器である。 

(b) 原料 MOX 粉末缶一時保管搬送装置 

原料 MOX 粉末缶一時保管搬送装置は，粉末容器を把持して搬送する

原料 MOX 粉末缶一時保管搬送装置とコンベア部に積載して搬送する搬

送コンベアがある。 

イ. 原料 MOX 粉末缶一時保管搬送装置 

原料 MOX 粉末缶一時保管搬送装置の構造を第 3.1.2.1-2 図に示す。

当該機器は，粉末容器を把持して搬送する機器であり，走行，横行及

び昇降動作をし，3 方向に粉末容器を搬送する。 

ロ. 搬送コンベア 

搬送コンベアの構造を第 3.1.2.1-3 図に示す。当該機器は粉末容

器をコンベア部に積載して搬送する機器であり，ローラを回転させ，

1 方向に粉末容器を搬送する。 

b. 粉末一時保管装置グローブボックス 

(a) 粉末一時保管装置 

粉末一時保管装置の構造を第 3.1.2.1-4 図に示す。当該機器は粉末

容器を保管する機器である。 
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(b) 粉末一時保管搬送装置 

粉末一時保管搬送装置は粉末容器を把持して搬送する本体とテーブ

ル部に積載して搬送する秤量テーブルがある。 

イ. 本体 

本体の構造を第 3.1.2.1-5 図に示す。当該機器は粉末容器を把持

して搬送する機器であり，走行及び昇降動作をし，2 方向に粉末容器

を搬送する。 

ロ. 秤量テーブル 

秤量テーブルの構造を第 3.1.2.1-6 図に示す。当該機器は粉末容

器をテーブル部に積載して搬送する機器であり，昇降動作をし，1 方

向に粉末容器を搬送する。 

c. スクラップ保管棚グローブボックス 

(a) スクラップ貯蔵棚 

スクラップ貯蔵棚の構造を第 3.1.2.1-7 図に示す。当該機器は粉末

容器を保管する機器である。 

(b) スクラップ保管容器入出庫装置 

スクラップ保管容器入出庫装置の構造を第 3.1.2.1-8 図に示す。当

該機器は粉末容器をフォーク部に積載して搬送する機器であり，走行，

昇降及びスライド動作をし，3 方向に粉末容器を搬送する。 

d. スクラップ保管容器受渡装置グローブボックス 

(a) スクラップ保管容器入出庫装置 

スクラップ保管容器入出庫装置の構造を第 3.1.2.1-8 図に示す。当

該機器は粉末容器をフォーク部に積載して搬送する機器であり，走行，

昇降及びスライド動作をし，3 方向に粉末容器を搬送する。 

(b) スクラップ保管容器受渡装置 

スクラップ保管容器受渡装置は，粉末容器をコンベア部に積載して

搬送する保管容器搬送コンベア，把持して搬送する保管容器取扱機，台

座に積載して搬送する昇降台がある。 

イ. 保管容器搬送コンベア 

保管容器搬送コンベアの構造を第 3.1.2.1-9 図に示す。当該機器 

は粉末容器をコンベア部に積載して搬送する機器であり，ローラを

回転させるとともに，コンベア部をスライドさせ，1 方向に粉末容器

を搬送する。 

ロ. 保管容器取扱機 

保管容器取扱機の構造を第 3.1.2.1-10 図に示す。当該機器は粉末

容器を把持して搬送する機器であり，昇降動作をし，1 方向に粉末容

器を搬送する。 
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ハ. 昇降台 

昇降台の構造を第 3.1.2.1-11 図に示す。当該機器は粉末容器を台

座部に積載して搬送する機器であり，昇降動作をし，1 方向に粉末容

器を搬送する。 

     (3) 評価結果 

a. 原料 MOX 粉末缶一時保管装置グローブボックス 

(a) 原料 MOX 粉末缶一時保管装置 

粉末容器は原料 MOX粉末缶一時保管装置に収納されていることから，

落下又は転倒することはない。 

(b) 原料 MOX 粉末缶一時保管搬送装置 

イ. 原料 MOX 粉末缶一時保管搬送装置 

粉末容器は原料 MOX 粉末缶一時保管搬送装置に把持されており，

高所から落下することが想定されるが，落下方向にグローブボック

スパネルは存在しないため，グローブボックスパネルに直接衝突す

ることはない。 

ロ. 搬送コンベア 

粉末容器はコンベア部に積載していることから，転倒することが

想定されるが，高所での取り扱いではないことから，グローブボック

スパネルを損傷させる事象は発生しない。 

b. 粉末一時保管装置グローブボックス 

(a) 粉末一時保管装置 

粉末容器は粉末一時保管装置に収納されていることから，落下又は

転倒することはない。 

(b) 粉末一時保管搬送装置 

イ. 本体 

粉末容器は本体に把持されており，高所から落下することが想定

されるが，落下方向にグローブボックスパネルは存在しないため，グ

ローブボックスパネルに直接衝突することはない。 

ロ. 秤量テーブル 

粉末容器はテーブル部に積載されていることから，転倒すること

が想定されるが，高所での取り扱いではないことから，グローブボッ

クスパネルを損傷させる事象は発生しない。 

c. スクラップ貯蔵棚グローブボックス 

(a) スクラップ貯蔵棚 

粉末容器はスクラップ貯蔵棚に収納されていることから，落下又は

転倒することはない。 

(b) スクラップ保管容器入出庫装置 

粉末容器はフォーク部に積載していることから，転倒することが想
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定されるが，グローブボックスパネル方向に転倒した場合でも，グロー

ブボックスパネルに干渉することから，高所から粉末容器が落下する

ことはない。 

d. スクラップ保管容器受渡装置グローブボックス 

(a) スクラップ保管容器入出庫装置 

粉末容器はフォーク部に積載していることから，転倒することが想

定されるが，グローブボックスパネル方向に転倒した場合でも，グロー

ブボックスパネルに干渉することから，高所から粉末容器が落下する

ことはない。 

(b) スクラップ保管容器受渡装置 

イ. 保管容器搬送コンベア 

粉末容器はコンベア部に積載していることから，転倒することが

想定されるが，グローブボックスパネル方向に転倒した場合でも，ス

クラップ保管容器受渡装置の架台に干渉することから，高所から粉

末容器が落下することはない。 

架台がない箇所においては，グローブボックスパネルに干渉し，粉

末容器の一部が落下することが考えられるが，落下方向にグローブ

ボックスパネルは存在しないため，グローブボックスパネルに直接

衝突することはない。 

ロ. 保管容器取扱機 

粉末容器は保管容器取扱機に把持されており，高所から落下する

ことが想定されるが，落下方向にグローブボックスパネルは存在し

ないため，グローブボックスパネルに直接衝突することはない。 

ハ. 昇降台 

粉末容器は台座部に積載していることから，転倒することが想定

されるが，グローブボックスパネル方向に転倒した場合でも，スクラ

ップ保管容器受渡装置の架台に干渉することから，高所から粉末容

器が落下することはない。 
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←A 

←A 

上面図 

 

正面図 

 

A-A 矢視 

 

第 3.1.2.1-1 図 原料 MOX 粉末缶一時保管装置 構造図 

 

 

 

 

 

 

粉末容器 

原料 MOX 粉末缶一時

保管装置 
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正面図 

 

             
 

右側面図                   A 部詳細 

第 3.1.2.1-2 図 原料 MOX 粉末缶一時保管搬送装置 構造図 

原料 MOX 粉末缶一時保管搬送装置 

グローブボックスパネル面 

グローブボッ

クスパネル面 

粉末容器落下方向 

粉末容器 

：粉末容器の搬送方向 

：粉末容器の搬送方向 
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正面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

左側面図 

 

第 3.1.2.1-3 図 搬送コンベア 構造図 

 

 

搬送コンベア 

粉末容器 

グローブボックス

パネル面 

グローブボックス

パネル面 

：粉末容器の搬送方向 
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A→ 

A→ 

正面図 

 

 

 

A-A 矢視 

 

第 3.1.2.1-4 図 粉末一時保管装置 構造図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

粉末容器 

粉末一時保管装置 
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正面図 

 

 

左側面図 

第 3.1.2.1-5 図 粉末一時保管搬送装置(本体) 構造図 

 

粉末容器 

本体 

グローブボックス

パネル面 

グローブボックス

パネル面 

粉末容器落下方向 

：粉末容器の搬送方向 
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第 3.1.2.1-6 図 秤量テーブル 構造図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グローブボックス

パネル面 

グローブボック

パネル面 

秤量テーブル 

：粉末容器の搬送方向 
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正面図 

 

B→ 

      

B→ 

A 部詳細                  B-B 矢視 

 

第 3.1.2.1-7 図 スクラップ貯蔵棚 構造図 

A 

粉末容器 

スクラップ貯蔵棚 

84



Ｖ－１－１－２－１ 

安全機能を有する施設の閉じ込めの機能に関する説明書 

22 

正面図 

 

 

右側面図 

 

第 3.1.2.1-8 図 スクラップ保管容器入出庫装置 構造図 

粉末容器 

スクラップ保管容器入出庫装置 

グローブボックス

パネル面 フォーク部 

グローブボックスパネル

面への干渉 

：粉末容器の搬送方向 

：粉末容器の搬送方向 
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正面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

左側面図 

 

第 3.1.2.1-9 保管容器搬送コンベア 構造図 

保管容器搬送コンベア 

粉末容器 

架台 

グローブボッ
クスパネル面
への干渉 

A 

A部詳細 

グローブ

ボックス

パネル面 

グローブ

ボックス

パネル面 

架台への干渉 

架台 

保管容器
搬送コン
ベア 

粉末容器落下方向 

：粉末容器の搬送方向 
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正面図 

 

 

左側面図 

 

第 3.1.2.1-10 図 保管容器取扱機 構造図 

保管容器取扱機 

粉末容器落下方向 

グローブボックスパネル面 

グローブボックスパネル面 

保管容器取扱機 

粉末容器 

：粉末容器の搬送方向 
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正面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

左側面図 

 

第 3.1.2.1-11 図 昇降台 構造図 

 

昇降台 

架台 

架台 

昇降台 
粉末容器 

A 部詳細 

架台への干渉 

グローブ

ボックス

パネル面 

グローブ

ボックス

パネル面 
A 

：粉末容器の搬送方向 
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  3.1.2.2 間接衝突評価 

(1) 前提条件 

a. 評価対象となるグローブボックス 

直接衝突評価の対象であるグローブボックスのうち，粉末容器の中で

も重量が大きい J85 を取り扱うグローブボックスを評価対象とする。 

第 2 回申請対象設備においては，以下のグローブボックスが評価対象 

となる。 

・粉末一時保管装置グローブボックス 

b. J85 の重量 

J85 の重量は収納物を 大量収納した際の 185 ㎏を想定する。 

     (2) 評価方法 

大取扱高さから落下した J85 がグローブボックス床面に衝突し，跳ね

返りにより間接的にグローブボックスパネルに衝突した際に，グローブボ

ックスパネルが破損しないことを確認する。 

      a. グローブボックスパネルへの衝撃力 

        厚さ 3mm のポリカーボネートパネルに対して，15.2 ㎏のレンガを高さ 

36m から落下させ，直撃させても割れが観察されなかったとの試験結果が 

あり，この際の衝撃力は 5363J となる。また，ポリカーボネートパネルの 

破損には，延性破壊及び脆性破壊があり，その転移厚さである 4～5mm の 

範囲を超えると，衝撃強さは 17％程度に低下する。  

 実際のグローブボックスパネルは 10mm の厚みであるため，上記に示す 

試験結果を踏まえると，グローブボックスパネルは 5363J の 17％相当で 

ある 911J の衝撃力に耐えられると評価することができる。このため，第 

3.1.2.2-1 図に示す 大取扱高さ 1.34m から J85 が落下した際におけ 

る，グローブボックスパネルへの間接衝突時の衝撃力が 911J 以下である

ことを確認する。 

      b. 容器落下時の反発係数 

        グローブボックス床面へ衝突した際のグローブボックス床面の歪みに

よる衝撃の吸収を考慮し，容器落下時の反発係数を 0.55 とする。 

      c. 間接衝突時の衝撃力 

        重量 185 ㎏の J85 が 1.34m の高さから落下し，グローブボックス床面

へ衝突した後の速度は上記 b.の反発係数 0.55 を考慮し，以下より求めら

れる。 

        v＝ 2gh×0.55 

        g：重力加速度(m/s2) 

        h：落下距離 

        このため，v＝√2 9.8 1.34×0.55＝2.819(m/s2)となる。 

        また，グローブボックスパネルへの間接衝突時の衝撃力は以下より求
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められる。 

        E(J)＝1/2mv2 

        m：物体の質量(㎏) 

        v：グローブボックス床面への衝突後の速度 

        このため，E(J)＝1/2×185×2.8192＝736(J)となる。 

(2) 評価結果 

J85 が落下した際のグローブボックスパネルへの間接衝突時の衝撃力は 

736J であり，グローブボックスパネルが耐えることのできる衝撃力 911J 

を下回っているため，J85 の落下により，グローブボックスパネルが破損す

ることはない。 

 

3.1.2.4 参考文献 

  (1) ポリカーボネートプレート-総合技術資料- 2019 年 6 月改定版 タキロ 

ンシーアイ株式会社 

    (2) 新機械工学便覧 

    (3) 機械工学便覧 
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第 3.1.2.2-1 図 J85 大取扱高さ 
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3.2 焼結炉 

 焼結炉の申請に合わせて次回以降に詳細を説明する。 

 

3.3 スタック乾燥装置 

(1) 構造 

   スタック乾燥装置は，乾燥機は溶接構造等，乾燥機の前部及び後部はグローブボ 

ックスにフランジで接続する構造とする。 

(2) スタック乾燥装置に対する要求事項 

   スタック乾燥装置には閉じ込め機能を維持するために，以下の事項が要求されて 

いる。 

a. グローブボックスと同等の閉じ込め機能を確保すること。 

b. 内包する物質の種類に応じて適切な腐食対策を講じること。 

上記要求事項を達成するための詳細設計方針を以降に示す。 

(3) 負圧維持 

スタック乾燥装置は，乾燥機内にアルゴンガスを供給する際は，アルゴンガスを

循環するとともに，グローブボックス排気設備により乾燥機内の一部のアルゴンガ

スを排気することで，乾燥機内部を負圧に維持する設計とする。 

また，乾燥機内部の圧力と隣接する乾燥ボート供給装置グローブボックスの圧力

を比較し，差圧が設定値以上になった場合は，スタック乾燥装置の計器により感知

し，中央監視室へ警報を発する設計とする。 

なお，スタック乾燥装置の負圧維持に係る換気設備の詳細設計方針については， 

「3.12 換気設備」に示す。 

また，負圧異常時の警報発報に係る詳細設計方針については，グローブボックス

負圧・温度監視設備の申請に合わせて次回以降に「Ｖ－１－１－11 警報設備等に関

する説明書」に示す。 

(4) 漏えいし難い構造 

スタック乾燥装置は，乾燥機は溶接構造等，乾燥機の前部及び後部はグローブボ

ックスにフランジで接続する構造とし，漏えい率を日本産業規格に基づく多量な放

射性物質を取り扱うグローブボックスの漏れ率と同じである 0.25vol%/h 以下とす

ることにより，核燃料物質等が漏えいし難い構造とする。 

(5) 腐食対策 

   スタック乾燥装置は，本体をステンレス鋼とすることで，内包する核燃料物質等 

による腐食を防止する構造とする。 

 

3.4 小規模焼結処理装置 

 小規模焼結処理装置の申請に合わせて次回以降に詳細を説明する。 
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3.5 オープンポートボックス 

(1) 構造 

   オープンポートボックスは，基本的にグローブボックスと同じ構造であるが，一 

部が開口状態となっており，開口部から空気が流入することによって，核燃料物質 

等が外部へ飛散することを防止する設計とする。 

 (2) オープンポートボックスに対する要求事項 

   オープンポートボックスには閉じ込め機能を維持するために，以下の事項が要求

されている。 

a. グローブボックス排気設備により開口部からの空気流入風速を確保すること。 

b. 内包する物質の種類に応じて適切な腐食対策を講じること。 

   上記要求事項を達成するための詳細設計方針を以降に示す。 

(3) 空気流入風速の維持 

オープンポートボックスは，グローブボックス排気設備により開口部からの空気

流入風速を日本産業規格に基づく放射性物質取扱作業用グローブボックスの要求

にあるグローブポート 1 個を開放したときの開口部における通過風速を参考に

0.5m/s 以上に維持する設計とする。 

また，オープンポートボックスには開口部が複数あることから，複数ある開口部

が同時に開放した場合でも，各開口部からの空気流入風速を 0.5m/s 以上に維持す

る設計とする。 

なお，オープンポートボックスの空気流入風速の維持に係る換気設備の詳細設計

方針については，「3.12 換気設備」に示す。 

(4) 腐食対策 

オープンポートボックスは，本体をステンレス鋼とすることで，内包する核燃料 

物質等による腐食を防止する構造とする。 

 

3.6 フード 

(1) 構造 

   フードは，金属製の箱形で開口窓を調整できる構造とし，開口部から空気が流入 

することによって，核燃料物質等が外部へ飛散することを防止する設計とする。 

(2) フードに対する要求事項 

   フードには閉じ込め機能を維持するために，以下の事項が要求されている。 

a. グローブボックス排気設備により開口部からの空気流入風速を確保すること。 

b. 内包する物質の種類に応じて適切な腐食対策を講じること。 

 上記要求事項を達成するための詳細設計方針を以降に示す。 

(3) 空気流入風速の維持 

フードは，グローブボックス排気設備により，使用高さにおける開口部からの空

気流入風速を日本産業規格に基づく放射性物質取扱作業用グローブボックスの要

求にあるグローブポート 1 個を開放したときの開口部における通過風速を参考に
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0.5m/s 以上に維持する設計とする。 

なお，フードの空気流入風速の維持に係る換気設備の詳細設計方針については，

「3.12 換気設備」に示す。 

 

(4) 腐食対策 

フードは，本体の内装部分をステンレス鋼とすることで，内包する核燃料物質等 

による腐食を防止する構造とする。 

 

3.7 混合酸化物貯蔵容器 

 混合酸化物貯蔵容器の申請に合わせて次回以降に詳細を説明する。 

 

3.8 ウラン粉末缶 

(1) 構造 

 ウラン粉末缶は，ステンレス鋼製の構造とし，パッキンを介した蓋及びバンドに 

より漏えいし難い構造とする。 

(2) ウラン粉末缶に対する要求事項 

   ウラン粉末缶には閉じ込め機能を維持するために，以下の事項が要求されている。 

  a. 漏えいし難い構造とし，ウラン粉末を封入できること。 

   上記要求事項を達成するための詳細設計方針を以降に示す。 

(3) 漏えいし難い構造 

ウラン粉末缶は，ウラン粉末を封入するため，パッキンを介した蓋及びバンドに 

より，漏えいし難い構造とする。 

(4) 取扱方法 

 原料ウラン粉末又は未使用のウラン合金ボールは，ウラン粉末缶に封入され，閉 

じ込めの機能が確保された状態で，ウラン粉末缶輸送容器に収納し，MOX 燃料加工

施設外から受け入れる。 

ウラン粉末缶は，ウラン粉末缶受払移載装置でウラン粉末缶輸送容器から手作業

により取り出した後，順次，ウラン貯蔵棚で貯蔵する。また，ウラン貯蔵棚の合理

的な運用の観点から，MOX 燃料加工施設外からのウラン粉末缶輸送容器の受け入れ

後，使用開始までの期間が長期間を予定する場合，ウラン粉末缶は，ウラン粉末缶

輸送容器から手作業によりウラン粉末缶貯蔵容器に詰め替えた上でウラン貯蔵エ

リアに貯蔵する場合がある。 

試験に用いたウランは，グローブボックスからバッグアウトにより搬出し，ウラ

ン粉末缶に封入し，閉じ込めの機能を確保した状態で，ウラン貯蔵棚で貯蔵するか，

ウラン粉末缶をウラン粉末缶受払移載装置で手作業によりウラン粉末缶貯蔵容器

に収納した後，ウラン貯蔵エリアで貯蔵する。 

ウラン粉末缶から原料ウラン粉末を取り出す場合は，ウラン粉末缶をウラン粉末

払出装置オープンポートボックスに搬入し，ウラン粉末缶を開缶し，ウラン粉末袋
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開封ボックス内で原料ウラン粉末を収納した袋を開梱する設計とする。 

未使用のウラン合金ボールを袋から取り出す場合は，バッグインによりグローブ

ボックス内に搬入した上で開梱する。 

ウラン粉末は容器に収納し移動するか，直接配管内を移動する設計とする。 

 

3.9 低レベル廃液処理設備 

(1) 構造 

低レベル廃液処理設備は，系統及び機器によって液体廃棄物を閉じ込める設計と

する。また，装置の保守又は修理の際の汚染管理のためにオープンポートボックス

を設ける設計とする。 

(2) 低レベル廃液処理設備に対する要求事項 

     低レベル廃液処理設備には閉じ込め機能を維持するために，以下の事項が要求さ 

れている。 

a. 内包する物質の種類に応じて適切な腐食対策を講じること。 

b. 系統及び機器は漏えいし難い構造とし，液体廃棄物を封入できること。 

  c. 核燃料物質等を含まない流体を取り扱う設備へ核燃料物質等が逆流しないこと。 

  d. オープンポートボックス内に設置する貯槽等からの漏えい液を閉じ込めること

ができる構造であること。 

  e. オープンポートボックス外に設置する貯槽等からの漏えい液の漏えい拡大を防

止できること。 

   上記要求事項を達成するための詳細設計方針を以降に示す。 

(3) 腐食対策 

   液体廃棄物を内包する系統及び機器は，主要な構造材をステンレス鋼とすること

で，内包する液体廃棄物による腐食を防止する設計とする。 

(4) 漏えいし難い構造 

   液体廃棄物を内包する系統及び機器は，溶接，フランジ又は継手で接続すること

により，液体廃棄物が漏えいし難い構造とする。 

(5) 逆流の防止 

液体廃棄物を内包する容器又は管に放射性物質を含まない液体を導く管を接続

する場合には，逆止弁，電磁弁又は調節弁を設置することにより，液体廃棄物が放 

射性物質を含まない液体を導く管へ逆流することを防止する設計とする。 

a. 通常時における逆流防止対策 

  放射性液体廃棄物を内包する開放容器は，放射性流体及び非放射性流体を受け

入れる場合も気相部が開放されているため，逆流を発生させる圧力源は有してい

ない。このような開放容器に非放射性流体を導く管を接続する場合は，開放容器

の気相部に接続し，また，非放射性流体を導く管には通常時閉の止め弁等を設置

し，放射性液体廃棄物の非放射性流体供給系への逆流防止を図っている。 

 放射性液体廃棄物を内包し，放射性流体及び非放射性流体を重力流により供給
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される管は液頭程度の圧力しかかからず，逆流を発生させる圧力源は有していな

い。このような管に非放射性流体を導く管を接続する場合は，開放容器と同じく

非放射性流体を導く管に通常時閉の止め弁等を設置し，放射性液体廃棄物の非放

射性流体供給系への逆流防止を図っている。 

b. 停電等による供給圧力低下時における逆流防止対策 

  ユーティリティの供給中に停電等により供給圧力が低下した場合でも以下の

対策により，逆流するおそれはない。 

(a) 電磁弁 

   中央制御室制御盤又は現場制御盤にて，ユーティリティの供給状態は監視で

き，供給異常時には中央制御室から弁を閉とする操作が行われる。 

(b) 調節弁(手動) 

   調節弁(手動)は通常，機器の洗浄等の供給頻度の少ない配管に設置されてい

る。調節弁(手動)を用いて，ユーティリティを供給する場合は中央制御室と現

場で十分な運転監視をしながら操作を行い，供給異常時には現場で弁を閉とす

る操作が行われる。 

(c) 逆止弁 

   逆止弁は停電等の異常時の有無にかかわらず機能する。 

(6) オープンポートボックスによる閉じ込め 

   オープンポートボックス内に設置される貯槽等から液体廃棄物が漏えいした場合

は，漏えい検知器により漏えいを検知し，警報を発する設計とする。また，オープ

ンポートボックス底部を漏えい液受皿構造とし，漏えい液受皿は想定される 大漏

えい量を保持できる高さとするとともに，液体廃棄物による腐食を考慮して材質を

ステンレス鋼とすることで，液体廃棄物をオープンポートボックス内に閉じ込める

設計とする。 

   なお，貯槽等からの漏えい液の全量を漏えい液受皿で保持できることを「3.9.1 

漏えい液受皿の容量評価」に示す。また，オープンポートボックスからの漏えい防

止に係る漏えい検知器の詳細設計方針については，「Ｖ－１－１－11 警報設備等

に関する説明書」に示す。 

(7) 堰等による漏えい拡大防止 

オープンポートボックス外に設置される貯槽等から液体廃棄物が漏えいした場

合は，漏えい検知器により漏えいを検知し，警報を発する設計とする。また，貯槽

等が設置される部屋の出入り口及び隣接する部屋との境界には，想定される 大漏

えい量を保持できる高さの堰を設けるとともに，部屋の床面及び床面から堰の高さ

以上までの壁面を塗装することで，堰等により漏えいの拡大を防止する設計とする。 

   なお，貯槽等からの漏えい液の全量を堰等にて保持できることを「3.9.2 堰等の

容量評価」に示す。また，漏えい拡大防止に係る漏えい検知器の詳細設計方針につ

いては，「Ｖ－１－１－11 警報設備等に関する説明書」に示す。 

 

96



Ｖ－１－１－２－１ 

安全機能を有する施設の閉じ込めの機能に関する説明書 

34 

3.9.1 漏えい液受皿の容量評価 

    漏えい液受皿を有する以下のオープンポートボックスについて，オープンポ

ートボックス内に収納される貯槽等からの漏えい液の全量を漏えい液受皿で

保持できる設計であることを確認する。 

・吸着処理オープンポートボックス 

・ろ過処理オープンポートボックス 

(1) 評価の考え方 

   漏えい対象機器から全量漏えいしたことを想定し，漏えいした際の液位が設

計上定める漏えい液受皿の高さ以下であることを確認する。 

全量漏えいした際の液位は，漏えい対象機器からの漏えい量，漏えい液受皿

の面積，欠損部分となる内装架台等の容積より算出する。 

a. 漏えい対象機器 

   放射性物質を含む液体を内包する機器の容量を第 3.9.1-1 表に示す。燃料

加工施設は放射性物質を含む液体の処理をバッチ単位で行うため，常時液体

が系統全体に流れることはなく，機器からの漏えいが 大量となることから，

第 3.9.1-1 表で示した機器のうち， 大容量を有する 1 機器を漏えい対象機

器とする。 

     b. 漏えい液受皿の面積 

      漏えい液受皿の面積は日本産業規格に基づく漏えい液受皿の製作公差を考 

慮し，0.95 を乗じて算出する。 

     (a) 吸着処理オープンポートボックス漏えい液受皿(X-29) 

       29521 ㎝ 2×0.95＝28045 ㎝ 2 

     (b) ろ過処理オープンポートボックス漏えい液受皿(X-79) 

       29521 ㎝ 2×0.95＝28045 ㎝ 2 

c. オープンポートボックス内の内装架台等の容積 

      漏えい液受皿の範囲には以下内装架台等が存在することから，漏えい液位

の算出においては，これら内装架台等の容積を欠損部として扱う。 

なお，欠損部の考え方として，漏えい液受皿高さを超えるものは，漏えい

液受皿高さまでの容積を欠損部として扱い，漏えい液受皿高さを下回るもの

は，全容積を欠損部として扱う。 

(a) 吸着処理オープンポートボックス漏えい液受皿(X-29) 

        ・内装架台等の水没容積：11296 ㎝ 3 

(b) ろ過処理オープンポートボックス漏えい液受皿(X-79) 

       ・内装架台等の水没容積：11296 ㎝ 3 

d. 漏えい液位 

      各漏えい液受皿の漏えい液位は以下より求める。 

       漏えい液位＝(漏えい量+内装架台等の容積)÷漏えい液受皿面積 

     (a) 吸着処理オープンポートボックス漏えい液受皿(X-29) 
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吸着処理オープンポートボックス漏えい液受皿(X-29)の面積は

28045cm2，欠損部となる内装架台等の容積は 11296 ㎝ 3，漏えい対象機器

の容量は 53L であることから，吸着処理オープンポートボックス漏えい

液受皿(X-29)の漏えい液位は以下のとおりとなる。 

        漏えい液位＝(53L×1000＋11296cm3)÷28045 ㎝ 2×10 

             ＝23mm 

     (b) ろ過処理オープンポートボックス漏えい液受皿(X-79) 

ろ過処理オープンポートボックス漏えい液受皿(X-79)の面積は

28045cm2，欠損部となる内装架台等の容積は 11296 ㎝ 3，漏えい対象機器

の容量は 65L であることから，ろ過処理オープンポートボックス漏えい

液受皿(X-79)の漏えい液位は以下のとおりとなる。 

        漏えい液位＝(65L×1000＋11296 ㎝ 3)÷28045 ㎝ 2×10 

             ＝28mm 

(2) 評価結果 

各オープンポートボックス漏えい液受皿の評価結果を以下に示す。 

オープンポ

ートボック

ス漏えい液

受皿 

漏えい

量 

(㎝ 3) 

内装架台

等の容積 

(㎝ 3) 

漏えい量と内装架

台等の容積の合計 

(㎝ 3) 

漏えい液受

皿面積 

(㎝ 2) 

漏えい

液位 

(mm) 

漏えい液受

皿高さ 

(mm) 

判定 

X-29 53000 11296 64296 28045 23 60 合 

X-79 65000 11296 76296 28045 28 60 合 
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第 3.9.1-1 表 オープンポートボックス内の漏えい液受皿及び放射性物質を含む液体を

内包する機器の容量 

設置受皿 設置機器 機器の容量[L] 

吸着処理オープンポートボックス

漏えい液受皿(X-29) 

吸着処理塔A，B 53 

吸着処理後フィルタA，B 3 

ろ過処理オープンポートボックス

漏えい液受皿(X-79) 

第1ろ過処理装置 65 

第2ろ過処理装置 65 

ろ過処理前フィルタ 3 

精密ろ過装置 10 

限外ろ過装置 10 
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 3.9.2 堰等の容量評価 

   以下の施設外漏えい防止堰について，貯槽等からの漏えい液の全量を保持す

ることができる設計であることを確認する。 

   ・施設外漏えい防止堰(液体廃棄物処理第 1 室出入口) 

   ・施設外漏えい防止堰(液体廃棄物処理第 1 室と液体廃棄物処理第 2 室境界) 

・施設外漏えい防止堰(液体廃棄物処理第 3 室出入口) 

   ・施設外漏えい防止堰(液体廃棄物処理第 3 室と液体廃棄物処理第 2 室境界) 

   ・施設外漏えい防止堰(放管試料前処理室出入口) 

   ・施設外漏えい防止堰(放管試料前処理室と放射能測定室前室境界) 

   ・施設外漏えい防止堰(輸送容器保管室出入口) 

   ・施設外漏えい防止堰(輸送容器保管室と輸送容器検査室境界) 

   ・施設外漏えい防止堰(輸送容器保管室とダクト点検室境界) 

   ・施設外漏えい防止堰(輸送容器保管室と南第 1 附室上境界) 

(1) 評価の考え方 

   漏えい対象機器から全量漏えいしたことを想定し，漏えいした際の液位が設

計上定める堰の高さ以下であることを確認する。 

   全量漏えいした際の液位は，漏えい対象機器からの漏えい量，エリア内床面

積，有効エリア面積より算出する。 

a. 漏えい対象機器 

    放射性物質を含む液体を内包する機器の設置室及び容量を第 3.9.2-1 表に

示す。燃料加工施設は放射性物質を含む液体の処理をバッチ単位で行うため，

常時液体が系統全体に流れることはなく，機器からの漏えいが 大量となる

ことから，第 3.9.2-1 表で示した機器のうち， 大容量を有する 1 機器を漏

えい対象機器とする。 

b. エリア内床面積 

    エリア内床面積は，漏えい対象機器を設置する部屋における，全体の面積 

である。 

   (a) 液体廃棄物処理第 1 室：21.66m2 

  (b) 液体廃棄物処理第 3 室：141.6m2 

  (c) 放管試料前処理室：119m2 

     (d) 輸送容器保管室：1052m2 

c. 有効エリア面積 

    有効エリア面積は，エリア内床面積から機器基礎等の面積を差し引いた値 

であり，漏えい液が通過する範囲の面積である。 

    なお，有効エリア面積の算出に当たっては，「建築工事標準仕様書・同解説

JASS 5N 原子力発電所施設における鉄筋コンクリート工事((社)日本建築学

会，2013 改訂)」(以下，「JASS 5N」という。)に基づく部屋の壁及び機器基

礎等の製作公差を考慮し，0.9 を乗じて算出する。  
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  (a) 液体廃棄物処理第 1 室 

     液体廃棄物処理第 1 室のエリア内床面積より差し引く機器基礎等の面積 

は以下のとおりである。 

     ・機器基礎等の面積：2.01m2 

     よって，有効エリア面積は以下のとおりとなる。 

      有効エリア面積＝(21.66m2－2.01m2)×0.9 

＝17.69m2 

(b) 液体廃棄物処理第 3 室 

    液体廃棄物処理第 3 室のエリア内面積より差し引く機器基礎等の面積は 

以下のとおりである。 

    ・機器基礎等の面積：66.05m2 

     よって，有効エリア面積は以下のとおりとなる。 

有効エリア面積＝(141.6m2－66.05m2)×0.9 

＝68m2 

 (c) 放管試料前処理室 

     放管試料前処理室のエリア内床面積から差し引く機器基礎等の面積は 

以下のとおりである。 

     ・機器基礎等の面積：31m2 

    よって，有効エリア面積は以下のとおりとなる。 

     有効エリア面積＝(119m2－31m2)×0.9 

＝79m2 

(d) 輸送容器保管室 

    輸送容器保管室のエリア内床面積から差し引く機器基礎等の面積は以 

下のとおりである。 

    ・機器基礎等の面積：185m2 

よって，有効エリア面積は以下のとおりとなる。 

有効エリア面積＝(1052m2－185m2)×0.9 

＝780m2 

d. 漏えい液位 

各部屋の漏えい液位は以下より求める。 

漏えい液位＝漏えい量÷有効エリア面積 

なお，床面に勾配のある部屋については，勾配を考慮して，勾配 高位の

高さの 2/3 の高さを漏えい液位に上乗せする。 

(a) 液体廃棄物処理第 1 室 

液体廃棄物処理第 1 室の有効エリア面積は 17.69m2，漏えい対象機器の 

容量は 2m3 である。また，当該部屋は床面に 高位 100mm の勾配があるこ

とから，100mm の 2/3 を切り上げて 70mm を上乗せすると，液体廃棄物処理

第 1 室の漏えい液位は以下のとおりとなる。 
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漏えい液位＝2m3÷17.69m2×1000＋70mm 

＝184mm 

(b) 液体廃棄物処理第 3 室 

液体廃棄物処理第 3 室の有効エリア面積は 68m2，漏えい対象機器の容量 

は 22m3である。また，当該部屋は床面に 高位 100mm の勾配があることか

ら，100mm の 2/3 を切り上げて 70mm を上乗せすると，液体廃棄物処理第 3

室の漏えい液位は以下のとおりとなる。 

  漏えい液位＝22m3÷68m2×1000＋70mm 

＝394mm 

(c) 放管試料前処理室 

放管試料前処理室の有効エリア面積は 79m2，漏えい対象機器の容量は 

0.1m3 であることから，放管試料前処理室の漏えい液位は以下のとおりと

なる。 

    漏えい液位＝0.1m3÷79m2×1000 

            ＝2mm 

(d) 輸送容器保管室 

    輸送容器保管室の有効エリア面積は 780m2，漏えい対象機器の容量は 

0.2m3であることから，輸送容器保管室の漏えい液位は以下のとおりとな 

る。 

  漏えい液位＝0.2m3÷780m2×1000 

＝0.3mm 
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(2) 評価結果 

各施設外漏えい防止堰の評価結果を以下に示す。 

施設外漏えい防止

堰 

漏えい量 

(m3) 

有効エリア面積 

(m2) 

漏えい液位 

(mm) 

堰高さ 

(mm) 
判定 

液体廃棄物処理第 1

室出入口 
2 17.69 184 190 以上 合 

液体廃棄物処理第 1

室と液体廃棄物処

理第 2 室境界 

2 17.69 184 190 以上 合 

液体廃棄物処理第 3

室出入口 
22 68 394 400 以上 合 

液体廃棄物処理第 3

室と液体廃棄物処

理第 2 室境界 

22 68 394 400 以上 合 

放管試料前処理室

出入口 
0.1 79 2 3 以上 合 

放管試料前処理室

と放射能測定室前

室境界 

0.1 79 2 3 以上 合 

輸送容器保管室出

入口 
0.2 780 0.3 0.6 以上 合 

輸送容器保管室と

輸送容器検査室境

界 

0.2 780 0.3 0.6 以上 合 

輸送容器保管室と

ダクト点検室境界 
0.2 780 0.3 0.6 以上 合 

輸送容器保管室と

南第 1 附室上境界 
0.2 780 0.3 0.6 以上 合 
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第 3.9.2-1 表 放射性物質を含む液体を内包する機器の設置室及び容量 

設置室 設置機器 機器の容量(m3) 

液体廃棄物処理第1室 
吸着処理前槽 2 

吸着処理後槽 2 

液体廃棄物処理第3室 

イオン系廃液検査槽A，B 2 

固体系廃液検査槽A，B 10 

ろ過処理前槽 10 

ろ過処理後槽 10 

廃液貯槽A，B，C 22 

手洗水・シャワー水受槽 0.5 

放管試料前処理室 
放管試料前処理室用廃液回収

槽A，B，C，D 
0.1 

輸送容器保管室 
輸送容器保管室用空調機器ド

レン回収槽 
0.2 
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 3.10 分析設備 

(1) 構造 

核燃料物質等を取り扱う分析装置は，グローブボックスに収納する設計とする。 

ただし，プルトニウム・ウラン分析，不純物分析及び物性測定を行うため，一部の 

分析装置はグローブボックス外に設置し，グローブボックスと分析装置を接続す

ることにより，核燃料物質等が漏えいし難い構造とする。 

分析済液処理装置で放射性物質濃度が低いことを確認した廃液は，グローブボ

ックスに収納しない系統及び機器で閉じ込める設計とする。 

  (2) 分析設備に対する要求事項 

      分析設備には閉じ込め機能を維持するために，以下の事項が要求されている。 

a. 内包する物質の種類に応じて適切な腐食対策を講じること。 

b. 系統及び機器は漏えいし難い構造とし，放射性物質を含む液体を封入できる

こと。 

c. 核燃料物質等を含まない流体を取り扱う設備へ核燃料物質等が逆流しないこ

と。 

d. グローブボックス内に設置する貯槽等からの漏えい液を閉じ込めることがで

きる構造であること。 

e. グローブボックス外に設置する貯槽等からの漏えい液の漏えい拡大を防止で

きること。 

  上記要求事項を達成するための詳細設計方針を以降に示す。 

 (3) 腐食対策 

放射性物質を含む液体を内包する系統及び機器は，主要な構造材をステンレス

鋼とすることで，内包する液体による腐食を防止する設計とする。 

 (4) 漏えいし難い構造 

放射性物質を含む液体を内包する系統及び機器は，溶接，フランジ又は継手で接

続することにより，内包する液体が漏えいし難い構造とする。 

 (5) 逆流の防止 

分析済液を内包する容器又は管に放射性物質を含まない液体を導く管を接続す

る場合には，逆止弁，電磁弁又は調節弁を設置することにより，分析済液が放射性

物質を含まない液体を導く管へ逆流することを防止する設計とする。 

a. 通常時における逆流防止対策 

   分析済液を内包する開放容器は，放射性流体及び非放射性流体を受け入れる

場合も気相部が開放されているため，逆流を発生させる圧力源は有していない。

このような開放容器に非放射性流体を導く管を接続する場合は，開放容器の気

相部に接続し，また，非放射性流体を導く管には通常時閉の止め弁等を設置し，

分析済液の非放射性流体供給系への逆流防止を図っている。 

  分析済液を内包し，放射性流体及び非放射性流体を重力流により供給される

管は液頭程度の圧力しかかからず，逆流を発生させる圧力源は有していない。こ
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のような管に非放射性流体を導く管を接続する場合は，開放容器と同じく非放

射性流体を導く管に通常時閉の止め弁等を設置し，分析済液の非放射性流体供

給系への逆流防止を図っている。 

b. 停電等による供給圧力低下時における逆流防止対策 

   試薬，ユーティリティの供給中に停電等により供給圧力が低下した場合でも

以下の対策により，逆流するおそれはない。 

(a) 電磁弁 

中央制御室制御盤又は現場制御盤にて，試薬，ユーティリティの供給の状 

態は監視でき，供給異常時には中央制御室から弁を閉とする操作が行われる。 

(b) 調節弁(手動) 

調節弁(手動)は通常，機器の洗浄等の供給頻度の少ない配管に設置されて

いる。調節弁(手動)を用いて，試薬，ユーティリティを供給する場合は中央制

御室と現場で十分な運転監視をしながら操作を行い，供給異常時には現場で

弁を閉とする操作が行われる。 

(c) 逆止弁 

    逆止弁は停電等の異常時の有無にかかわらず機能する。 

 (6) グローブボックスによる閉じ込め 

グローブボックス内に設置される貯槽等から放射性物質を含む液体が漏えいし

た場合は，漏えい検知器により漏えいを検知し，警報を発する設計とする。また，

グローブボックス底部を漏えい液受皿構造とし，漏えい液受皿は想定される 大

漏えい量を保持できる高さとするとともに，液体廃棄物による腐食を考慮して材

質をステンレス鋼とすることで，放射性物質を含む液体をグローブボックス内に

閉じ込める設計とする。 

   なお，貯槽等からの漏えい液の全量を漏えい液受皿で保持できることを「3.10.1 

漏えい液受皿の容量評価」に示す。また，グローブボックスからの漏えい防止に係

る漏えい検知器の詳細設計方針については，「Ｖ－１－１－11 警報設備等に関す

る説明書」に示す。 

 (7) 堰等による漏えい拡大防止 

グローブボックス外に設置される貯槽等から分析済液が漏えいした場合は，漏 

えい検知器により漏えいを検知し，警報を発する設計とする。また，貯槽等を囲う

ように想定される 大漏えい量を保持できる高さの堰を設けるとともに，堰内の

床面及び床面から堰の高さ以上までの壁面を塗装することで，堰等により漏えい

の拡大を防止する設計とする。 

   なお，貯槽等からの漏えい液の全量を堰等にて保持できることを「3.10.2 堰等 

の容量評価」に示す。また，漏えい拡大防止に係る漏えい検知器の詳細設計方針に 

ついては，「Ｖ－１－１－11 警報設備等に関する説明書」に示す。 

(8) 取扱方法 

   分析試料の分析設備への移動に際しては，容器に収納し，原則として配管内を移
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動する設計とする。 

分析済液等は配管内を移動するか，取扱いが容易な容器に収納し，バッグアウト

した後，台車等により移動する設計とする。 

 

3.10.1 漏えい液受皿の容量評価 

漏えい液受皿を有する以下のグローブボックスについて，グローブボック

ス内に収納される貯槽等からの漏えい液を漏えい液受皿で保持できる設計で

あることを確認する。 

・分析済液中和固液分離グローブボックス 

・ろ過・第 1 活性炭処理グローブボックス 

・第 2 活性炭・吸着処理グローブボックス 

(1) 評価の考え方 

    漏えい対象機器から全量漏えいしたことを想定し，漏えいした際の液位が 

設計上定める漏えい液受皿の高さ以下であることを確認する。 

   全量漏えいした際の液位は，漏えい対象機器からの漏えい量，漏えい液受皿 

の面積，欠損部分となる内装架台等の容積より算出する。 

a. 漏えい対象機器 

    放射性物質を含む液体を内包する機器の容量を第 3.10.1-1 表に示す。燃

料加工施設は放射性物質を含む液体の処理をバッチ単位で行うため，常時

液体が系統全体に流れることはなく，機器からの漏えいが 大量となるこ

とから，第 3.10.1-1 表で示した機器のうち， 大容量を有する 1 機器を漏

えい対象機器とする。 

b. 漏えい液受皿の面積 

       漏えい液受皿の面積は日本産業規格に基づく漏えい液受皿の製作公差を

考慮し，0.95 を乗じて算出する。 

      (a) 分析済液中和固液分離グローブボックス漏えい液受皿 1(X-90) 

        9761cm2×0.95＝9273 ㎝ 2 

      (b) 分析済液中和固液分離グローブボックス漏えい液受皿 2(X-91) 

         16559 ㎝ 2×0.95＝15731 ㎝ 2 

      (c) 分析済液中和固液分離グローブボックス漏えい液受皿 3(X-92) 

         19641 ㎝ 2×0.95＝18659 ㎝ 2 

(d) 分析済液中和固液分離グローブボックス漏えい液受皿 4(X-93) 

        19641 ㎝ 2×0.95＝18659 ㎝ 2 

(e) ろ過・第 1 活性炭処理グローブボックス漏えい液受皿 1(X-94) 

         29492 ㎝ 2×0.95＝28017 ㎝ 2 

(f) ろ過・第 1 活性炭処理グローブボックス漏えい液受皿 2(X-95) 

        29521 ㎝ 2×0.95＝28045 ㎝ 2 

(g) 第 2 活性炭・吸着処理グローブボックス漏えい液受皿 1(X-97) 
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         29521 ㎝ 2×0.95＝28045 ㎝ 2 

(h) 第 2 活性炭・吸着処理グローブボックス漏えい液受皿 2(X-98) 

         29492 ㎝ 2×0.95＝28017 ㎝ 2 

c. グローブボックス内の内装架台等の容積 

      漏えい液受皿の範囲には以下内装架台等が存在することから，漏えい液 

位の算出においては，これら内装架台等の容積を欠損部として扱う。 

なお，欠損部の考え方として，漏えい液受皿高さを超えるものは，漏えい

液受皿高さまでの容積を欠損部として扱い，漏えい液受皿高さを下回るも

のは，全容積を欠損部として扱う。 

     (a) 分析済液中和固液分離グローブボックス漏えい液受皿 1(X-90) 

         ・内装架台等の水没容積：11040 ㎝ 3 

(b) 分析済液中和固液分離グローブボックス漏えい液受皿 2(X-91) 

         ・内装架台等の水没容積：13484 ㎝ 3 

(c) 分析済液中和固液分離グローブボックス漏えい液受皿 3(X-92) 

        ・内装架台等の水没容積：11050 ㎝ 3 

         (d) 分析済液中和固液分離グローブボックス漏えい液受皿 4(X-93) 

        ・内装架台等の水没容積：13161 ㎝ 3 

      (e) ろ過・第 1 活性炭処理グローブボックス漏えい液受皿 1(X-94) 

        ・内装架台等の水没容積：17516 ㎝ 3 

(f) ろ過・第 1 活性炭処理グローブボックス漏えい液受皿 2(X-95) 

        ・内装架台等の水没容積：17096 ㎝ 3 

(g) 第 2 活性炭・吸着処理グローブボックス漏えい液受皿 1(X-97) 

        ・内装架台等の水没容積：31828 ㎝ 3 

(h) 第 2 活性炭・吸着処理グローブボックス漏えい液受皿 2(X-98) 

        ・内装架台等の水没容積：23051 ㎝ 3 

d. 漏えい液位 

       各漏えい液受皿の漏えい液位は以下より求める。 

         漏えい液位＝(漏えい量+内装架台等の容積)÷漏えい液受皿面積 

      (a) 分析済液中和固液分離グローブボックス漏えい液受皿 1(X-90) 

分析済液中和固液分離グローブボックス漏えい液受皿 1(X－90)の面積

は 9273 ㎝ 2，欠損部となる内装架台等の容積は 11040 ㎝ 3，漏えい対象機

器の容量は 23L であることから，分析済液中和固液分離グローブボック

ス漏えい液受皿 1(X-90)の漏えい液位は以下のとおりとなる。 

        漏えい液位＝(23L×1000＋11040 ㎝ 3)÷9273 ㎝ 2×10 

             ＝37mm 

       (b) 分析済液中和固液分離グローブボックス漏えい液受皿 2(X-91) 

分析済液中和固液分離グローブボックス漏えい液受皿 2(X-91)の面積

は 15731cm2，欠損部となる内装架台等の容積は 13484 ㎝ 3，漏えい対象機

108



Ｖ－１－１－２－１ 

安全機能を有する施設の閉じ込めの機能に関する説明書 

46 

器の容量は 65L であることから，分析済液中和固液分離グローブボック

ス漏えい液受皿 2(X-91)の漏えい液位は以下のとおりとなる。 

        漏えい液位＝(65L×1000＋13484 ㎝ 3)÷15731 ㎝ 2×10 

＝50mm 

(c) 分析済液中和固液分離グローブボックス漏えい液受皿 3(X-92) 

分析済液中和固液分離グローブボックス漏えい液受皿 3(X-92)の面積

は 18659cm2，欠損部となる内装架台等の容積は 11050 ㎝ 3，漏えい対象機 

器の容量は 60L であることから，分析済液中和固液分離グローブボック

ス漏えい液受皿 3(X-92)の漏えい液位は以下のとおりとなる。 

漏えい液位＝(60L×1000＋11050 ㎝ 3)÷18659 ㎝ 2×10 

＝39mm 

      (d) 分析済液中和固液分離グローブボックス漏えい液受皿 4(X-93) 

分析済液中和固液分離グローブボックス漏えい液受皿 4(X-93)の面積

は 18659cm2，欠損部となる内装架台等の容積は 13161 ㎝ 3，漏えい対象機

器の容量は 8L であることから，分析済液中和固液分離グローブボックス

漏えい液受皿 4(X-93)の漏えい液位は以下のとおりとなる。 

        漏えい液位＝(8L×1000＋13161 ㎝ 3)÷18659 ㎝ 2×10 

             ＝12mm 

(e) ろ過・第 1 活性炭処理グローブボックス漏えい液受皿 1(X-94) 

ろ過・第 1 活性炭処理グローブボックス漏えい液受皿 1(X-94)の面積は 

28017cm2，欠損部となる内装架台等の容積は 17516 ㎝ 3，漏えい対象機器 

の容量は 65L であることから，ろ過・第 1 活性炭処理グローブボックス

漏えい液受皿 1(X-94)の漏えい液位は以下のとおりとなる。 

        漏えい液位＝(65L×1000＋17516 ㎝ 3)÷28017 ㎝ 2×10 

             ＝30mm 

       (f) ろ過・第 1 活性炭処理グローブボックス漏えい液受皿 2(X-95) 

ろ過・第 1 活性炭処理グローブボックス漏えい液受皿 2(X-95)の面積は 

28045cm2，欠損部となる内装架台等の容積は 17096 ㎝ 3，漏えい対象機器

の容量は 65L であることから，ろ過・第 1 活性炭処理グローブボックス

漏えい液受皿 2(X-95)の漏えい液位は以下のとおりとなる。 

        漏えい液位＝(65L×1000＋17096 ㎝ 2)÷28045 ㎝ 3×10 

             ＝30mm 

(g) 第 2 活性炭・吸着処理グローブボックス漏えい液受皿 1(X-97) 

第 2 活性炭・吸着処理グローブボックス漏えい液受皿 1(X-97)の面積は 

28045cm2，欠損部となる内装架台等の容積は 31828 ㎝ 3，漏えい対象機器

の容量は 65L であることから，第 2 活性炭・吸着処理グローブボックス

漏えい液受皿 1(X-97)の漏えい液位は以下のとおりとなる。 

        漏えい液位＝(65L×1000＋31828 ㎝ 3)÷28045 ㎝ 2×10 
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             ＝35mm 

       (h) 第 2 活性炭・吸着処理グローブボックス漏えい液受皿 2(X-98) 

第 2 活性炭・吸着処理グローブボックス漏えい液受皿 2(X-98)の面積は 

28017cm2，欠損部となる内装架台等の容積は 23051 ㎝ 3，漏えい対象機器 

の容量は 130L であることから，第 2 活性炭・吸着処理グローブボックス 

漏えい液受皿 2(X-98)の漏えい液位は以下のとおりとなる。 

        漏えい液位＝(130L×1000＋23051 ㎝ 3)÷28017 ㎝ 2×10 

             ＝55mm 

(2) 評価結果 

各グローブボックス漏えい液受皿の評価結果を以下に示す。 

グローブボ

ックス漏え

い液受皿 

漏えい

量 

(㎝ 3) 

内装架台

等の容積

(㎝ 3) 

漏えい量と内装架

台等の容積の合計 

(㎝ 3) 

漏えい液受

皿面積 

(㎝ 2) 

漏えい

液位 

(mm) 

漏えい液受

皿高さ 

(mm) 

判定 

X-90 23000 11040 34040 9273 37 95 合 

X-91 65000 13484 78484 15731 50 95 合 

X-92 60000 11050 71050 18659 39 95 合 

X-93 8000 13161 21161 18659 12 95 合 

X-94 65000 17516 82516 28017 30 75 合 

X-95 65000 17096 82096 28045 30 75 合 

X-97 65000 31828 96828 28045 35 100 合 

X-98 130000 23051 153051 28017 55 100 合 
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第 3.10.1-1 表 グローブボックス内の漏えい液受皿及び放射性物質を含む液体を内包

する機器の容量 

設置受皿 設置機器 機器の容量[L] 

分析済液中和固液分離

グローブボックス漏え

い液受皿1(X-90) 

ポリビン 23 

分析済液中和固液分離

グローブボックス漏え

い液受皿2(X-91) 

中和ろ液受槽A，B 65 

遠心分離処理液受槽 65 

分析済液中和固液分離

グローブボックス漏え

い液受皿3(X-92) 

分析済液中和槽A，B 60 

分析済液中和固液分離

グローブボックス漏え

い液受皿4(X-93) 

排ガス洗浄塔 8 

ろ過・第1活性炭処理グ

ローブボックス漏えい

液受皿1(X-94) 

第1活性炭処理第1プレフィルタ 3 

第1活性炭処理第2プレフィルタ 3 

第1活性炭処理第1処理塔 53 

第1活性炭処理第2処理塔 53 

第1活性炭処理液受槽 65 

ろ過・第1活性炭処理グ

ローブボックス漏えい

液受皿2(X-95) 

ろ過処理供給槽 65 

第1ろ過装置 10 

第2ろ過装置 10 

第2ろ過処理液受槽 65 

第1活性炭処理供給槽 65 

第2活性炭・吸着処理グ

ローブボックス漏えい

液受皿1(X-97) 

第2活性炭処理供給槽 65 

第2活性炭処理塔A，B，C，D 12 

第2活性炭処理液受槽 65 

吸着処理供給槽 65 

第2活性炭・吸着処理グ

ローブボックス漏えい

液受皿2(X-98) 

吸着処理塔 53 

吸着処理アフタフィルタ 3 

吸着処理液受槽A，B 65 

希釈槽 130 
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3.10.2 堰等の容量評価 

     以下の施設外漏えい防止堰について，貯槽等に内包される放射性物質を含

む液体の全量を保持することができる設計であることを確認する。 

     ・施設外漏えい防止堰(分析第 3 室内) 

(1) 評価の考え方 

    漏えい対象機器から全量漏えいしたことを想定し，漏えいした際の液位が

設計上定める堰の高さ以下であることを確認する。 

    全量漏えいした際の液位は，漏えい対象機器からの漏えい量，エリア内床面

積，有効エリア面積より算出する。 

a. 漏えい対象機器 

放射性物質を含む液体を内包する機器の設置室及び容量を第 3.10.2-1 表 

に示す。燃料加工施設は放射性物質を含む液体の処理をバッチ単位で行う

ため，常時液体が系統全体に流れることはなく，機器からの漏えいが 大量

となることから，第 3.10.2-1 表に示す機器を漏えい対象機器とする。 

b. エリア内床面積 

    エリア内床面積は，漏えい対象機器を設置する部屋における，施設外漏え

い防止堰(分析第 3 室内)の内側全体の面積である。 

(a) 分析第 3 室：3.955m2 

c. 有効エリア面積 

    有効エリア面積は，エリア内床面積から機器基礎等の面積を差し引いた

値であり，漏えい液が通過する範囲の面積である。 

    なお，有効エリア面積の算出に当たっては，「JASS 5N」に基づく部屋の壁

及び機器基礎等の製作公差を考慮し，0.9 を乗じて算出する。 

(a) 分析第 3 室 

分析第 3 室のエリア内面積から差し引く機器基礎等の面積は以下のと

おりである。 

       ・機器基礎等の面積：0.74m2 

       よって，有効エリア面積は以下のとおりとなる。 

        有効エリア面積＝(3.955m2－0.74m2)×0.9 

               ＝2.894m2 

d. 漏えい液位 

分析第 3 室の漏えい液位は以下より求める。 

漏えい液位＝漏えい量÷有効エリア面積 

分析第 3 室の有効エリア面積は 2.894m2，漏えい対象機器の容量は 1.1m3

であることから，分析第 3 室の漏えい液位は以下のとおりとなる。 

       漏えい液位＝1.1m3÷2.894m2×1000 

            ＝381mm 
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(2) 評価結果 

施設外漏えい防止堰の評価結果を以下に示す。 

施設外漏えい防止

堰 

漏えい量 

(m3) 

有効エリア面積 

(m2) 

漏えい液位 

(mm) 

堰高さ 

(mm) 
判定 

分析第 3 室内 1.1 2.894 381 390 以上 合 
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第 3.10.2-1 表 放射性物質を含む液体を内包する機器の設置室及び容量 

設置室 設置機器 機器の容量(m3) 

分析第3室 払出前希釈槽 1.1 
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 3.11 建物・構築物 

 (1) 構造 

   工程室の床，壁及び天井は，搬出入扉，避難用扉等を除き開口部を有しないこと 

  により核燃料物質等の漏えいの少ない構造とする。 

   燃料加工建屋は，核燃物質等を限定された区域に閉じ込めるため，汚染のおそれ 

のある管理区域の境界の床，壁及び天井は，搬出入扉，避難用扉等を除き開口部 

を有しないことにより漏えいの少ない構造とする。 

(2) 建物・構築物に対する要求事項 

   建物・構築物には閉じ込め機能を維持するために，以下の事項が要求されている。 

a. 漏えいの少ない構造とすること。 

b. グローブボックス等からの核燃料物質等の漏えいを保持できること。 

c. 工程室及び燃料加工建屋は，その内部を負圧に維持できること。 

d. グローブボックス等及び燃料加工建屋からの核燃料物質等の漏えいを検知で

きること。 

e. 燃料加工建屋の床面下に敷地外に管理されずに排出される排水が流れる排水

路を設置しないこと。 

f. 核燃料物質等による汚染のおそれのある部屋の床及び人が触れるおそれのあ

る壁の表面は，除染が容易で，腐食しにくい樹脂系塗料等の材料によって仕上

げること。 

    上記要求事項を達成するための詳細設計方針を以降に示す。 

なお，負圧維持に係る詳細設計方針については，「3.12 換気設備」に示す。ま

た，汚染防止に係る詳細設計方針については，「3.13 核燃料物質等の汚染の防止」

に示す。 

(3) 工程室の床，壁及び天井は，搬出入扉，避難用扉等を除き開口部を有しないこと

により核燃料物質等の漏えいの少ない構造とする。 

(4) 燃料加工建屋は，核燃料物質等を限定された区域に閉じ込めるため，汚染のおそ 

れのある管理区域の境界の床，壁及び天井は，搬出入扉，避難用扉等を除き開口 

部を有しないことにより漏えいの少ない構造とする。 

(5) 工程室は，核燃料物質等を保持することを目的として，非密封の MOX を取り扱う

設備・機器を収納するグローブボックス等を直接収納する部屋に加え，当該部屋

から廊下への汚染拡大防止を目的として設ける部屋並びにそれらの部屋を介し

てのみ出入りする部屋とし，燃料加工建屋の地下 3 階，地下 2 階に設定する。工

程室の範囲について，第 3.11-1 図及び第 3．11-2 図に示す。また，工程室に設

置する第 2 回申請のグローブボックス等について，第 3.11-3 図及び第 3.11-4 図

に示す。 

なお，第 3 回申請となるグローブボックス等の工程室内への配置については，第

3 回申請時に示す。 

(6) 建屋内及び工程室内は，ダストモニタ，エアスニファ及び放射線サーベイ機器に 
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より，グローブボックス等，オープンポートボックス及びフードからの核燃料物

質等の漏えいを検知できる設計とし，工程停止，送排風機停止の措置等により，

核燃料物質等の漏えいの拡大を防止する設計とする。 

なお，放射線監視設備に係る詳細設計方針については，「Ｖ－１－５－１ 放射

線管理施設の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説

明書」に示す。 

(7) MOX 燃料加工施設から周辺環境へ放射性気体廃棄物を放出する排気筒には，排気

モニタを設け，MOX 燃料加工施設外への核燃料物質等の漏えいを検知できる設計

とする。 

なお，排気モニタに係る詳細設計方針については，「Ｖ－１－５－１ 放射線管

理施設の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書」

に示す。 

(8) 燃料加工建屋の床面下には，敷地外に管理されずに排出される排水が流れる排

水路(排水管)を設置しない設計とする。 
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：工程室 

 

第3.11-1図 工程室の範囲(燃料加工建屋地下3階) 
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：工程室 

 

第 3.11-2 図 工程室の範囲(燃料加工建屋地下 2 階) 
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第 3.11-3 図 グローブボックスの設置場所(燃料加工建屋地下 3 階) 

①原料 MOX 粉末缶一時保管装置グローブボックス 

②粉末一時保管装置グローブボックス 

③ペレット一時保管棚グローブボックス 

④焼結ボート受渡装置グローブボックス 

⑤スクラップ貯蔵棚グローブボックス 

⑥スクラップ保管容器受渡装置グローブボックス 

⑦製品ペレット貯蔵棚グローブボックス 

⑧ペレット保管容器受渡装置グローブボックス 
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第 3.11-4 図 グローブボックス等の設置場所(燃料加工建屋地下 2 階) 

①スタック編成設備グローブボックス         ㉙質量分析装置 D グローブボックス 
②空乾燥ボート取扱装置グローブボックス       ㉚質量分析装置 E グローブボックス 
③乾燥ボート供給装置グローブボックス        ㉛収去試料受払装置グローブボックス 
④スタック乾燥装置                 ㉜収去試料調製装置グローブボックス 
⑤乾燥ボート取出装置グローブボックス        ㉝分配装置グローブボックス 
⑥スタック供給装置グローブボックス         ㉞塩素・フッ素分析装置グローブボックス 
⑦挿入溶接装置(被覆管取扱部)グローブボックス    ㉟O/M 比測定装置グローブボックス 

挿入溶接装置(スタック取扱部)グローブボックス   ㊱水分分析装置グローブボックス 
挿入溶接装置(燃料棒溶接部)グローブボックス    ㊲炭素・硫黄・窒素分析装置グローブボックス 

⑧除染装置グローブボックス             ㊳EPMA 分析装置グローブボックス 
⑨燃料棒解体装置グローブボックス          ㊴ICP-発光分光分析装置グローブボックス 
⑩溶接試料前処理装置グローブボックス        ㊵ICP-質量分析装置グローブボックス 
⑪ペレット保管容器搬送装置グローブボックス     ㊶水素分析装置グローブボックス 
⑫乾燥ボート搬送装置グローブボックス        ㊷蒸発性不純物測定装置 A グローブボックス 
⑬受払装置グローブボックス             ㊸粉末物性測定装置グローブボックス 
⑭受払・分配装置グローブボックス          ㊹金相試験装置グローブボックス 
⑮試料溶解・調製装置-1 グローブボックス       ㊺プルトニウムスポット検査装置グローブボックス 
⑯試料溶解・調製装置-2 グローブボックス        ㊻液浸密度測定装置グローブボックス 
⑰スパイク試料調製装置-1 グローブボックス       ㊼熱分析装置グローブボックス 
⑱スパイク試料調製装置-2 グローブボックス       ㊽ペレット溶解性試験装置グローブボックス 
⑲スパイク試料調製装置-3 グローブボックス       ㊾X 線回折測定装置グローブボックス 
⑳スパイキング装置グローブボックス         ㊿搬送装置-1 グローブボックス 
㉑イオン交換装置グローブボックス          ○51搬送装置-2 グローブボックス 
㉒試料塗布装置グローブボックス           ○52搬送装置-3 グローブボックス 
㉓α線測定装置グローブボックス           ○53分析済液中和固液グローブボックス 
㉔γ線測定装置グローブボックス           ○54放射能濃度分析グローブボックス 
㉕蛍光 X 線分析装置グローブボックス         ○55ろ過・第 1 活性炭処理グローブボックス 
㉖プルトニウム含有率分析装置グローブボックス    ○56第 2 活性炭・吸着処理グローブボックス 
㉗質量分析装置 B グローブボックス 
㉘質量分析装置 C グローブボックス 
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3.12 換気設備 

3.12.1 閉じ込め機能維持に係る換気設備の詳細設計方針 

(1) 換気設備の系統構成 

換気設備は，気体廃棄物の廃棄設備のグローブボックス排気設備，工程室排 

気設備，建屋排気設備，給気設備及び窒素循環設備で構成する。 

換気設備の給排気の概略系統図を第 3.12.1-1 図に示す。 

各設備の具体的な系統構成の設計方針については，「Ⅴ－１－４ 放射性廃棄

物の廃棄施設に関する説明書」の「3.1.1（1）設備構成」に示す。 
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第 3.12.1-1 図 換気設備の給排気概略系統図 
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(2) 換気設備に対する要求事項 

換気設備には，核燃料物質等の漏えいにより，燃料加工建屋内の汚染された

空気による放射線障害のおそれのある事象が発生した場合又は当該事象の発生

が想定される場合に著しい放射線被ばくのリスクを与えないよう，以下の事項

が要求されている。 

a. グローブボックス等，工程室及び燃料加工建屋の負圧維持が可能である

こと。 

b. 核燃料物質等により汚染された空気の逆流及び漏えいを防止すること

が可能であること。 

上記要求事項を達成するための詳細設計方針を以降に示す。 

 

(3) 換気設備に係る施設詳細設計方針 

a. グローブボックス等，オープンポートボックス及びフードの閉じ込め機能

の維持に係る設計方針 

換気設備は，核燃料物質等の漏えいの拡大を防止するため，グローブボッ

クス等の負圧，フード等の空気流入風速が維持できる設計とする。以下に各

設備の負圧維持等の設計方針について示す。 

 

(a) グローブボックス等の負圧維持並びにグローブボックス，オープンポー

トボックス及びフードの空気流入風速の維持 

空気雰囲気型グローブボックスの負圧維持は，グローブボックスの給気

口から工程室内の空気を吸引し，排気ダクトを介してグローブボックス排

風機の連続運転によって排気することにより，グローブボックス内を負圧

に維持する設計とする。 

窒素雰囲気型グローブボックス(窒素循環型)の負圧維持は，窒素ガス供

給設備から窒素ガスを供給し，窒素循環設備によって窒素ガスを循環する

とともに，排気ダクトを介して，グローブボックス排風機の連続運転によ

って一部の窒素ガスを排気することにより，グローブボックス内を負圧に

維持する設計とする。また，循環する窒素ガスを冷却する設計とする。 

窒素雰囲気型グローブボックス（窒素貫流型）の負圧維持は，窒素ガス

供給設備から窒素ガスを供給し，排気ダクトを介してグローブボックス排

風機の連続運転によって排気することにより，グローブボックス内を負圧

に維持する設計とする。 

空気雰囲気型，窒素循環型及び窒素貫流型グローブボックスの排気系統

の構成については，第 3.12.1-1 図に示す。 

上記の窒素雰囲気型グローブボックスに供給される窒素ガスの供給流量

は，調整弁の開度の設定及び減圧弁の設置によりグローブボックス排気風

量に比べ低くなるよう調整し，グローブボックス内の気圧が過度に上昇す
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ることがない設計とする。また，グローブボックス内の気圧が設定値以上

になった場合には，窒素ガスの供給を停止できる設計とする。 

グローブボックスは，グローブ 1 個が破損した場合でも日本産業規格に

基づく放射性物質取扱作業用グローブボックスの要求にあるグローブポー

トの開口部における空気流入風速を 0.5m/s 以上に維持する設計とする。 

なお，グローブ 1 個の破損とは，全グローブボックスに対する 1 個の開

口部とし，各グローブボックスに対して，空気流入風速の確認を行う。 

 

イ. グローブボックスの閉じ込め機能に係る換気風量の設定方針 

グローブボックス排風機は，グローブボックスの閉じ込め機能を維持

するため，グローブボックス内部を負圧に維持し，グローブ 1 個が破損

した場合のグローブポートの開口部における空気流入風速を設定値以上

に維持するために必要な容量を有する設計とする。 

グローブボックスの閉じ込め機能を維持するために必要となるグロー

ブボックス排風機の容量を決定する上では，以下の(イ)及び(ロ)に示す

手順で算出した風量を用いることで必要風量を算出する。 

 

(イ) グローブボックス内部を負圧に維持するために必要な風量について 

グローブボックスは，日本産業規格に基づき漏れ率を 0.25vol%/h 以

下とする設計としている。 

グローブボックス内部を負圧に維持するためには， 大 0.25vol%/h

の割合でグローブボックスへ流入する空気を排気する必要がある。 

負圧維持に必要な風量は次式から求める。 

Q = V × 0.25(vol%/h) 

Q：換気風量(m3/h) 

V：グローブボックスの体積(m3) 

グローブボックスへ流入する空気はグローブボックスの容積に比例

するため，例えば，容積が 大サイズ(約 103m3)となる粉末一時保管装

置グローブボックス-5 においては， 

103m3 × 0.25vol%/h = 0.26m3/h 

の空気流入が見込まれる。 

したがって,粉末一時保管装置グローブボックス-5 においては，こ

れ以上の換気風量があれば負圧を維持することができる。 

本評価を他のグローブボックス全てに展開し，グローブボックス全

体(総数 311 基)で想定される漏れ量を算出すると，以下のとおりとな

る。 

0.26m3/h × 311 基 = 80.9m3/h 

したがって，MOX 燃料加工施設に設置されるグローブボックスにお
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いては，これ以上の換気風量があれば負圧を維持することができる。 

なお，オープンポートボックスについても，開口がない状態におい

ては基本的にグローブボックスと同様の構造であることから，総数

311 基のグローブボックスの内数として計上した。 

また，グローブボックスと同等の閉じ込め機能を有する設計とする

焼結炉，小規模焼結処理装置及びスタック乾燥装置の負圧を維持する

ために必要な換気風量の算出方法についても，上記と同様の式にて算

出する。 

 

(ロ) グローブ 1 個が破損した場合のグローブポートの開口部における空

気流入風速を設定値以上に維持するために必要な風量について 

グローブボックスの空気流入風速を維持するために必要な換気風量

については，グローブポート１箇所が脱落等により開放した状態の必

要風量として，日本産業規格に基づいた下式により算出を行う。 

Q = A × v × 3600 

Q：換気風量(m3/h) 

A：開口部面積(m2) 

v：空気流入風速(=0.5m/s) 

グローブポートの半径は r = 0.0975 m であることから， 

Q = 3.14 × 0.09752 × 0.5 × 3600 = 53.8m3/h 

となる。 

したがって,グローブボックスにおいては，これ以上の換気風量があ

ればグローブ 1 個が破損した場合のグローブポートの開口部における

空気流入風速を設定値以上に維持することができる。 

また，同じく開口部を有するオープンポートボックス及びフードの

空気流入風速を維持するために必要な換気風量の算出方法についても，

上記と同様の式にて算出する。 

 

ロ. 焼結炉の負圧維持 

焼結炉の負圧維持は，水素･アルゴン混合ガス設備から水素・アルゴン

混合ガスを供給し，排ガス処理装置の補助排風機の運転によって炉体内

部を負圧に維持し，排ガス処理装置の補助排風機からグローブボックス

内に放出された雰囲気をグローブボックス排風機による連続換気により，

負圧を維持する設計とする。 

焼結炉からの排気系統の構成については，第２回申請の 1 項新規の添

付図面の「第 2.3.2.1.1.3-29 図 放射性廃棄物の廃棄施設のうちグロ

ーブボックス排気設備の換気系統図(0130-12)」，「第 2.3.2.1.1.3-30 図 

放射性廃棄物の廃棄施設のうちグローブボックス排気設備の換気系統図
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(0130-13)」，「第 2.3.2.1.1.3-66 図 放射性廃棄物の廃棄施設のうちグ

ローブボックス排気設備の換気系統図(0171*3-04)」，「第 2.3.2.1.1.3-

64 図 放射性廃棄物の廃棄施設のうちグローブボックス排気設備の換

気系統図(0171*3-02)」，「第 2.3.2.1.1.3-67 図 放射性廃棄物の廃棄施

設のうちグローブボックス排気設備の換気系統図(0171*3-05)」及び「第

2.3.2.1.1.3-69 図 放射性廃棄物の廃棄施設のうちグローブボックス

排気設備の換気系統図(0171*3-07)に示す。 

焼結炉及び排ガス処理装置の具体的な設計方針は，当該装置の申請に

合わせて後次回に詳細を説明する。 

 

(イ) 焼結炉を負圧維持するために必要な風量について 

「3.12.1(3)a.(a)イ.(イ) グローブボックス内部を負圧に維持す

るために必要な風量について」にて示した式を用いて，以下の条件の

もと負圧維持に必要となる換気風量を算出する。 

漏れ率：0.25(vol%/h) 

焼結炉容積：6(m3) 

6m3 × 0.25vol%/h = 0.015m3/h 

ここで，焼結炉は A～C の 3 系統分を設ける設計としていることか

ら， 

0.015m3/h・基 × 3 基= 0.045m3/h 

したがって,焼結炉においては，これ以上の換気風量があれば負圧を

維持することができる。この 0.045m3/h に余裕代を加えた 1m3/h を焼

結炉を負圧に維持するために必要な風量とし，グローブボックス排風

機は，この必要風量を上回る容量を有する設計とする。 

 

ハ. スタック乾燥装置の負圧維持 

スタック乾燥装置の負圧維持は，乾燥機内にアルゴンガスを供給する

際は，アルゴンガスを循環するとともに，グローブボックス排風機の連

続運転によって一部のアルゴンガスを排気することにより，乾燥機内部

を負圧に維持する設計とする。 

スタック乾燥装置からの排気系統の構成については，第２回申請の 1

項新規の添付図面の「第 2.3.2.1.1.3-33 図 放射性廃棄施設のうちグ

ローブボックス排気設備の換気系統図(0141-01)」，「第 2.3.2.1.1.3-67

図 放射性廃棄物の廃棄施設のうちグローブボックス排気設備の換気系

統図(0171*3-05)」及び「第 2.3.2.1.1.3-69 図 放射性廃棄物の廃棄施

設のうちグローブボックス排気設備の換気系統図(0171*3-07)に示す。 
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(イ) スタック乾燥装置を負圧維持するために必要な風量について 

「3.12.1(3)a.(a)イ.(イ) グローブボックス内部を負圧に維持す

るために必要な風量について」にて示した式を用いて，以下の条件の

もと負圧維持に必要となる換気風量を算出する。 

漏れ率：0.25(vol%/h) 

スタック乾燥装置容積：21m3 

21m3 × 0.25vol%/h = 0.0525m3/h 

ここで，スタック乾燥装置は A，B の 2 系統分を設ける設計としてい

ることから， 

0.0525m3/h・基 × 2 基= 0.105m3/h 

したがって,スタック乾燥装置においては，これ以上の換気風量があ

れば負圧を維持することができる。この 0.105m3/h に余裕代を加えた

1m3/h をスタック乾燥装置を負圧に維持するために必要な風量とし，

グローブボックス排風機は，この必要風量を上回る容量を有する設計

とする。 

 

ニ. 小規模焼結処理装置の負圧維持 

小規模焼結処理装置の負圧維持は，水素･アルゴン混合ガス設備から水

素・アルゴン混合ガスを供給し，小規模焼結炉排ガス処理装置の補助排

風機の運転によって炉体内部を負圧に維持し，小規模焼結炉排ガス処理

装置の補助排風機からグローブボックス内に放出された雰囲気をグロー

ブボックス排風機による連続換気により，負圧を維持する設計とする。 

小規模焼結処理装置からの排気系統の構成については，第２回申請の

1 項新規の添付図面の「第 2.3.2.1.1.3-17 図 放射性廃棄物の廃棄施設

のうちグローブボックス排気設備の換気系統図(0120-15)」，「第

2.3.2.1.1.3-16 図 放射性廃棄物の廃棄施設のうちグローブボックス

排気設備の換気系統図(0120-14)」，「第 2.3.2.1.1.3-67 図 放射性廃棄

物の廃棄施設のうちグローブボックス排気設備の換気系統図(0171*3-

05)」及び「第 2.3.2.1.1.3-69 図 放射性廃棄物の廃棄施設のうちグロ

ーブボックス排気設備の換気系統図(0171*3-07)に示す。 

小規模焼結処理装置及び小規模焼結炉排ガス処理装置の具体的な設計

方針は，当該装置の申請に合わせて後次回に詳細を説明する。 

 

(イ) 小規模焼結処理装置を負圧維持するために必要な風量について 

「3.12.1(3)a.(a)イ.(イ) グローブボックス内部を負圧に維持す

るために必要な風量について」にて示した式を用いて，以下の条件の

もと負圧維持に必要となる換気風量を算出する。 

漏れ率：0.25(vol%/h) 
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小規模焼結処理装置容積：0.25m3 

0.25m3 × 0.25vol%/h = 0.000625m3/h 

ここで，小規模焼結処理装置は-1，-2 の 2 系統分を設ける設計とし

ていることから， 

0.000625m3/h・基 × 2 基= 0.00125m3/h 

したがって, 小規模焼結処理装置においては，これ以上の換気風量

があれば負圧を維持することができる。この 0.00125m3/h に余裕代を

加えた 1m3/h を小規模焼結処理装置を負圧に維持するために必要な風

量とし，グローブボックス排風機は，この必要風量を上回る容量を有

する設計とする。 

 

ホ. オープンポートボックスの空気流入風速の維持 

オープンポートボックスの空気流入風速は，オープンポートボックス

の開口部から工程室内の空気を吸引し，排気ダクトを介してグローブボ

ックス排風機の連続運転によって排気することにより，開口部の空気流

入風速を日本産業規格に基づく放射性物質取扱作業用グローブボックス

の要求にあるグローブポート 1 個を開放したときの開口部における通過

風速を参考に 0.5m/s 以上に維持する設計とする。 

また，各オープンポートボックスに対して，空気流入風速の確認を行う。 

 

(イ) オープンポートボックスの空気流入風速を維持するために必要な風

量について 

「3.12.1(3)a.(a)イ.(ロ) グローブ 1 個が破損した場合のグロー

ブポートの開口部における空気流入風速を設定値以上に維持するため

に必要な風量について」にて示した式を用いて，以下の条件のもと負

圧維持に必要となる換気風量を算出する。 

通常運転時において，ポート等の開口部面積が 大となるオープン

ポートボックスは，外蓋着脱装置オープンポートボックス及び貯蔵容

器受払装置オープンポートボックスであり，その開口部面積は 0.2m2

である。すなわち，必要風量は 

Q = 0.2 × 0.5 × 3600 = 360m3/h 

となる。 

したがって,オープンポートボックスにおいては，360m3/h 以上の換

気風量があれば開口部における空気流入風速を設定値以上に維持する

ことができる。この 360m3/h に余裕代を加えた 900m3/h をオープンポ

ートボックスの閉じ込め機能を維持するために必要な風量とし，本評

価を他のオープンポートボックス全てに展開し，オープンポートボッ

クス全体(総数 13 基)で想定される漏れ量を算出すると，以下のとお
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りとなる。 

900m3/h × 13 基 = 11700m3/h 

したがって, 11700m3/h をオープンポートボックスの閉じ込め機能

を維持するために必要な風量とし，グローブボックス排風機は，この

必要風量を上回る容量を有する設計とする。 

グローブボックス排風機は，この必要風量を上回る容量を有する設

計とする。 

 

ヘ. フードの空気流入風速の維持 

フードの空気流入風速は，フードの開口部から工程室内の空気を吸引

し，排気ダクトを介してグローブボックス排風機の連続運転によって排

気することにより，開口部の空気流入風速を日本産業規格に基づく放射

性物質取扱作業用グローブボックスの要求にあるグローブポート 1 個を

開放したときの開口部における通過風速を参考に 0.5m/s 以上に維持す

る設計とする。 

また，各フードに対して，空気流入風速の確認を行う。 

 

(イ) フードの空気流入風速を維持するために必要な風量について 

「3.12.1(3)a.(a)イ.(ロ) グローブ 1 個が破損した場合のグロー

ブポートの開口部における空気流入風速を設定値以上に維持するため

に必要な風量について」にて示した式を用いて，以下の条件のもと負

圧維持に必要となる換気風量を算出する。 

通常運転時において，フードの開口部面積が 大となるフードは，

フード(PA0182-X6003，PA0182-X6004)であり，その開口部面積は 0.39m2

である。 

すなわち，必要風量は 

Q =0.39 × 0.5 × 3600 = 702m3/h 

となる。 

本評価を他のフード全てに展開し，フード全体総数 6 基で想定され

る漏れ量を算出すると，以下のとおりとなる。 

702m3/h × 6 基 = 4212m3/h 

したがって,フードにおいては，4212m3/h 以上の換気風量があれば

開口部における空気流入風速を設定値以上に維持することができる。 

この 4212m3/h に余裕代を加えた 4300m3/h をフードの閉じ込め機能

を維持するために必要な風量とし，グローブボックス排風機は，この

必要風量を上回る容量を有する設計とする。 
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(b) グローブボックス等，オープンポートボックス及びフードの閉じ込め機

能を維持するために必要なグローブボックス排風機の容量について 

「3.12.1(3)a.(a)」で示したとおり，グローブボックス内部を負圧に維

持するために必要な風量は 80.9m3/h であり，グローブ 1 個が破損した場合

のグローブポートの開口部における空気流入風速の維持に必要な風量は

53.8m3/h である。 

そのため，グローブボックスの閉じ込め機能を維持するためにはこれら

の風量を合算し， 

80.9m3/h ＋ 53.8m3/h ＝ 134.7m3/h 

となることから，134.7m3/h 以上で換気を行う必要がある。 

この 134.7m3/h に余裕代を加えた 200m3/h をグローブボックスの閉じ込

め機能を維持するために必要な風量とし，グローブボックス排風機は，こ

の必要風量を上回る容量を有する設計とする。 

上記の換気風量と，「3.12.1(3)a.ロ.」から「3.12.1(3)a.ヘ.」にて算出

した各種風量を積算すると， 

200m3/h＋1m3/h＋1m3/h＋1m3/h＋11700m3/h＋4300m3/h＝16203 m3/h とな

る。 

したがって，16203m3/h 以上の換気風量があればグローブボックス等，

オープンポートボックス及びフードの閉じ込め機能を維持することがで

きるため，グローブボックス排風機は，この必要風量を上回る容量を有す

る設計とする。また，グローブボックス排風機に必要な容量（風量）の設

定においては，第 3 回申請のグローブボックス等，オープンポートボック

ス及びフードの負圧維持に必要な風量も含めて積み上げを行った結果を

示すことにより，第 3 回申請によって，排風機の容量に変更がないように

する。 

グローブボックス排気設備における必要風量及びグローブボックス排

風機の容量については第 3.12.1-1 表に示す。 

 

b. 工程室及び燃料加工建屋の閉じ込め機能の維持に係る設計方針 

工程室の負圧維持は，給気設備により外気を工程室に供給し，排気ダクト  

を介して工程室排風機の連続運転によって排気することにより，工程室を負

圧に維持する設計とする。また，燃料加工建屋の負圧維持は，給気設備によ

り外気を燃料加工建屋の管理区域に供給し，排気ダクトを介して建屋排風機

の連続運転によって排気することにより，燃料加工建屋を負圧に維持する設

計とする。 

給気設備は，燃料加工建屋屋上の外気取入口から外気を取り入れ，取り入

れた空気中の塵埃を給気フィルタユニットによって除去した後に，必要に応

じて温度又は湿度を調整した後，燃料加工建屋の管理区域に供給する設計と
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する。 

工程室及び燃料加工建屋の給排気系統の構成については，第 3.12.1-1 図

に示す。 

 

(a) 工程室及び燃料加工建屋を負圧に維持するために必要な風量について 

工程室排風機及び建屋排風機は，汚染区分の異なる部屋間に設置される

建具からの空気の漏れ量に応じて，必要な風量を排気することにより，工

程室及び燃料加工建屋の負圧を維持できる設計とする。 

 

(b) 工程室及び燃料加工建屋を負圧に維持するために必要な工程室排風機及

び建屋排風機の容量について 

負圧維持に必要な風量は，差圧が生じる建具面積に圧力差を乗じ，建具

の仕様別に空気の漏れ量を算出する。漏れ量の計算は次式から求める。 

ｑ＝α（⊿Ｐ×10-1）1/n 

ｑ ：通気量（m3/h･m2） 

α ：漏えい量＝2（m3/h･m2） 

適用建具が JIS A 4702 の A-4 等級の場合 

⊿Ｐ：圧力差（Pa） 

ｎ ：ｎ＝1 

ここで，⊿Ｐの数値は各汚染区分の境界の組合せにより 20，40，60 又は

80Pa のいずれかとなり，これらを上記の式に代入した際の必要換気風量は

4，8，12 又は 16 (m3/h)となる。 

汚染区分 C3 と C2 との境界に設置される建具は全部で 17 箇所存在し，

各圧力差の分布は 4(m3/h)：1 箇所，8(m3/h)：0 箇所：，12(m3/h)：0 箇所，

16(m3/h)：16 箇所となっている。 

すなわち，必要風量は 

Q =4×1＋8×0＋12×0＋16×16 = 260m3/h 

となる。 

したがって，260m3/h 以上の換気風量があれば工程室の負圧を維持する

ことができる。この 260m3/h に余裕代を加えた 300m3/h を工程室を負圧に

維持するために必要な風量とし，工程室排風機は，この必要風量を上回る

容量を有する設計とする。 

汚染区分 C2 と C1 および C1 と非管理区域との境界に設置される建具は

全部で 24 箇所存在し，各圧力差の分布は 4(m3/h)：16 箇所，8(m3/h)：1 箇

所：，12(m3/h)：4 箇所，16(m3/h)：3 箇所となっている。 

すなわち，必要風量は 

Q =4×16＋8×1＋12×4＋16×3 = 168m3/h 

となる。 
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したがって，168m3/h 以上の換気風量があれば燃料加工建屋の負圧を維

持することができる。この 168m3/h に余裕代を加えた 200m3/h を燃料加工

建屋を負圧に維持するために必要な風量とし，建屋排風機は，この必要風

量を上回る容量を有する設計とする。 

工程室排気設備における必要風量及び工程室排風機の容量並び建屋排気

設備における必要風量及び建屋排風機の容量については第 3.12.1-1 表に

示す。 

 

第 3.12.1-1 表 閉じ込め機能を維持するために必要な換気設備の換気能力 

 

設備 機器 必要風量 容量 

建屋排気設備 建屋排風機 200m3/h 98960m3/h/個 

工程室排気設備 工程室排風機 300m3/h 82050m3/h/個 

グローブボックス 
排気設備 

グローブボックス 
排風機 

16203m3/h 54820m3/h/個 

 

c. 負圧順序の形成及び可能な限り負圧を維持するための設計方針 

換気設備は，核燃料物質等の漏えいの拡大を防止するため，グローブボッ

クス等，工程室，燃料加工建屋の順に負圧が深くなるような負圧順序を形成

できる設計とする。 

換気設備は，負圧順序を形成するため，グローブボックス排風機，工程室

排風機，建屋排風機，給気設備の送風機の順で起動する機構を設ける設計と

する。 

換気設備は，可能な限り負圧を維持するため，排風機等故障時における予

備機切り替え及び外部電源喪失時におけるグローブボックス排風機への給電

ができる設計とする。 

送・排風機の起動順序及び予備機切り替えの系統構成については，第

3.12.1-1 図に示す。 

 

(a) 負圧順序の設定 

換気設備は，核燃料物質等の漏えいの拡大を防止するため，グローブボ

ックス等，工程室，燃料加工建屋の順に負圧が深くなるような負圧順序を

形成できる設計とする。 

負圧順序を形成するため，グローブボックス排気設備，工程室排気設備

及び建屋排気設備は，負圧目標値を設定する。 

132



Ｖ－１－１－２－１ 

安全機能を有する施設の閉じ込めの機能に関する説明書 

70 

負圧目標値は，各室に設置される設備，操作の特徴を踏まえ，汚染区分

を設定し，段階的に負圧目標値を定める。 

日本産業規格によると，「グローブボックスは，一般的に設置されている

室に対して 100～300Pa の負圧に維持する」と記載がある。そのため，確実

に閉じ込め機能を維持するため，負圧目標値を-300Pa を基準とし，気圧変

動による負圧調整時の余裕を考慮して，-200Pa から-400Pa をグローブボ

ックスの負圧目標範囲とする。なお，負圧が深くなることで，漏れ量が増

加するが，-400Pa であっても，0.25vol%/h の漏れ率は確保できること，ま

た，グローブボックス周囲環境（工程室）との差圧が大きくなる方向であ

ることから，より核燃料物質等の漏えいが発生し難い設計となっている。 

また，負圧順序の逆転が起こらないよう，各汚染区分間には約 20Pa の圧

力差を設けることとする。 

グローブボックス排気設備，工程室排気設備及び建屋排気設備は，設定

された負圧目標値となるよう各系統上に設置しているダンパ開度を運用で

調整することで，負圧順序を達成する。 

各汚染区分の考え方，対象となる換気設備，負圧目標値を第 3.12.1-2 表

に示す。 
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第 3.12.1-2 表 MOX 燃料加工施設における負圧目標値（1/2） 

 

汚染区分 定義 対象 換気設備 
負圧目

標値*1  

非管理区域 放射性物質を取り

扱わない区域 

更衣室，給気機械・フィル

タ室，熱源機械室，中央監

視室等 

－*5 － 

管
理
区
域 

C1 放射性物質を密封

して取り扱う区域

で，外部放射線に

係る線量のみの管

理を行う区域 

輸送容器保管室，固体廃棄

物払出準備室，入出庫室，

入出庫室前室，荷卸室等 

給気設備 

建屋排気設備 

0～ 

-60Pa 

C2 

C2a 通常の操作で汚染

を発生するおそれ

が極めて少ない区

域 

制御室，便所，現場放射線

管理室，防護具保管室，放

管機器点検保管室，廊下，

靴配備室，除染室，汚染検

査室，入域室，退域室，電

気配線室，制御盤室，冷却

機械室，ダクト・配管室，

ＧＢ消火設備室等 

-80～ 

-100Pa 

(*2) 

C2b 密封された放射性

物質を取り扱う区

域 

排風機室，ウラン貯蔵室，

燃料棒貯蔵室，排気フィル

タ室，廃棄物一時保管室，

ＮＤＡ測定室，廃油保管

室，燃料集合体組立室，燃

料集合体洗浄検査室，燃料

集合体組立クレーン室，燃

料集合体部材準備室，燃料

棒受入室，燃料集合体貯蔵

室，梱包室，梱包準備室等 

C2c 混合酸化物貯蔵容

器を受入れ，一時

保管する区域 

貯蔵容器搬送用洞道，貯蔵

容器受入室，貯蔵容器一時

保管室等 

-120～

-140Pa 

（*3） 
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第 3.12.1-2 表 MOX 燃料加工施設における負圧目標値（2/2） 

 

汚染区分 定義 対象 換気設備 
負圧目

標値*1 

 C3 軽微なトラブルで

わずかな漏えいが

発生するおそれの

ある設備や非密封

状態で放射性物質

を取扱う設備のあ

る区域（工程室） 

放管試料前処理室，放射能

測定室，原料受払室，粉末

調整室，粉末一時保管室，

ウラン粉末準備室，スクラ

ップ処理室，ペレット加工

室，ペレット・スクラップ

貯蔵室，ペレット一時保管

室，ペレット立会室，燃料

棒加工室，燃料棒解体室，

液体廃棄物処理室，固体廃

棄物取扱室，メンテナンス

室，分析室等 

給気設備 

工程室排気設

備 

-140～ 

-160Pa 

C4 直接放射性物質を

閉じ込めている区

域（グローブボッ

クス等） 

焼結炉 窒素循環設備 

グローブボッ

クス排気設備 

-220～ 

-300Pa 

グローブボックス -200～ 

-400Pa 

(*4) 

 

注記 ＊1：大気圧との差圧，ただし，グローブボックス，焼結炉にあってはグローブ

ボックス周囲環境との差圧 

＊2：C2b 区域より C2a 区域を浅くする。 

＊3：再処理施設側への汚染拡大防止のため，再処理施設側と同等か深くし，C3

区域より浅くする。なお，空気の流れを確保することが目的であるため，

各汚染区分の負圧順序を維持できる範囲においては，数値的若干の逸脱は

許容するものとする。 

＊4：焼結炉前後のグローブボックスから焼結炉内への窒素流入による製品品質

上の影響を防止するため，焼結炉前後のグローブボックスは，焼結炉より

深くする。 

＊5：非管理区域については，非管理区域換気空調設備にて換気する。 
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(b) 負圧順序を形成するための換気設備の起動順序 

換気設備は，負圧順序を形成するため，負圧目標値が深いグローブボッ

クス排風機，工程室排風機，建屋排風機の順で起動し，各排風機の起動を

もって給気設備の送風機を起動する機構を設ける設計とする。 

換気設備の起動時は，中央監視室からの運転指令により，起動する。 

 

グローブボックス排風機（1 台起動，1 台予備） 

 

工程室排風機（1 台起動，1 台予備） 

 

建屋排風機（2 台起動，1 台予備） 

 

送風機（2 台起動，1 台予備） 

 

窒素循環設備の窒素循環ファンは，グローブボックス排風機にてグロー

ブボックス内を負圧に引いたことを GB 負圧・温度監視設備で確認した後

に，手動で起動操作を行う。 

 

(c) 可能な限り負圧を維持するための設計方針 

換気設備は，可能な限り負圧を維持するため，排風機等の予備機切り替

え及び外部電源喪失時のグローブボックス排風機への電源供給ができる設

計とする。 

 

イ. 排風機等の故障時における予備機切り替え 

可能な限り負圧を維持するため，グローブボックス排風機には予備機

を設け，運転中のグローブボックス排風機が故障した場合には，短時間

で自動的に予備機に切り替わる設計とする。 

また，工程室排気設備の工程室排風機，建屋排気設備の建屋排風機，

窒素循環設備の窒素循環ファン及び給気設備の送風機に予備機を設け，

運転中の排風機等が故障した場合には，短時間で自動的に予備機に切り

替わる設計とする。 

故障時の代表例としては，「吸込-吐出間差圧低」が挙げられ，排風機

等に設けられた差圧スイッチが一定の閾値を下回ると，中央監視室に警

報を発報するとともに，運転機は停止し，自動的に予備機に切り替わる。 

 

ロ. 外部電源喪失時におけるグローブボックス排気設備への給電 

グローブボックス排風機は，外部電源喪失時には非常用所内電源設備

から電力を自動的に供給する設計とすることで，再起動し，可能な限り

窒素循環ファン 

（1 台起動，1 台予備） 
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グローブボックス等の負圧を維持することができる。 

また，グローブボックス排風機は，グローブボックス等を負圧に維持

するため，外部電源喪失時に予備機も含めて 2 台同時に自動起動する設

計とし，定格運転に到達後，1 台を手動停止する運用とする。 

さらに，空気雰囲気型グローブボックスの給気口及びグローブボック

ス排気ダクトに設置するカウンターバランスダンパにより，工程室内の

空気を吸引することで可能な限り工程室の負圧を維持する設計とする。 

なお，グローブボックス排風機へ電源を供給する非常用所内電源設備

に係る設計方針については，「Ⅴ-1-6-1 所内電源設備に関する説明書」

に示す。 

 

d. 核燃料物質等により汚染された空気の逆流防止及び漏えい防止に係る設計

方針 

換気設備は，以下の設計とすることにより，核燃料物質等により汚染され

た空気が異なる区域への逆流及び漏えいを防止する設計とする。 

漏えい防止に係る換気設備の系統構成については，第 3.12.1-1 図に示す。 

 

(a) 換気設備のうち，核燃料物質等により汚染された空気を取り扱うグロー

ブボックス排気設備，工程室排気設備，建屋排気設備のダクトは，フラン

ジ又は溶接で接続する構造とし，核燃料物質等が漏えいしにくい構造とす

る。 

 

(b) 換気設備にて異なる汚染区分と取り合いがある場合は，核燃料物質等の

漏えいを防止するため，排風機により気流を作り，かつ，境界部に逆止ダ

ンパを設け，核燃料物質等が漏えいしにくい設計とする。 

 

(c) グローブボックス内の核燃料物質が室内に漏えいするのを防止するため，

グローブボックスの給気口には，高性能エアフィルタを設置し，室内に核

燃料物質等が漏えいしにくい設計とする。 

なお，高性能エアフィルタの捕集効率，交換性については，「Ⅴ－１－４ 

放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書」の「3.1.1（2）a. 気体廃棄物

の処理能力」に示す。 

 

(d) MOX 粉末を取り扱うグローブボックスを循環する経路となる窒素循環ダ

クト，窒素循環ファン及び窒素循環冷却機の窒素ラインは，グローブボッ

クス前後にあるグローブボックス給気フィルタ，グローブボックス排気フ

ィルタ以降のダクトに窒素循環設備の経路は接続されており，窒素循環設

備の経路が破損した場合でも放出される放射能量はフィルタで低減される
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ことから，耐震 B クラスとしているが，火災の発生防止が期待できるよう

に窒素雰囲気を維持し，火災による MOX 粉末の飛散，漏えいの発生を防止

するために基準地震動 Ss による地震力に対して経路を維持する設計とす

る。 

地震時に MOX 粉末を取り扱うグローブボックスを循環する経路を維持す

る設備の耐震設計については，「Ⅴ－１－１－２－１－１ 地震時に窒素

循環の経路維持が必要な設備に係る耐震設計」にて示す。 

 

e. 燃料加工建屋外への放射性物質等の漏えいの防止に係る設計方針 

換気設備のうち，グローブボックス排気設備，工程室排気設備及び建屋排

気設備は，核燃料物質等の形態及び取扱量に応じた段数の高性能エアフィル

タを設けることで，周辺環境に放出される核燃料物質等の量を合理的に達成

できる限り少なくし，放射線障害を防止する設計とする。 

漏えい防止に係る換気設備の系統構成については，第 3.12.1-1 図に示す。 

なお，高性能エアフィルタの捕集効率，交換性については，「Ⅴ－１－４ 放

射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書」の「3.1.1（2）a. 気体廃棄物の処

理能力」に示す。 

 

f. 換気設備の換気能力 

換気設備のうち，グローブボックス排風機，工程室排風機及び建屋排風機

は，グローブボックス等，工程室及び燃料加工建屋を負圧に維持するために，

必要な換気能力を有する設計とする。排気設備の換気能力については，「Ⅴ－

１－４ 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書」の「3.1.1（2）e. 気体

廃棄物の廃棄設備の換気風量」に示す。 

 

g. 換気設備の腐食対策 

(a) ファン 

窒素循環ファンのケーシングについては，核燃料物質等による腐食を防

止するためステンレス鋼とする。 

 

(b) フィルタ 

核燃料物質等による腐食を防止するため，グローブボックス排気フィル

タユニットのケーシングはステンレス鋼とする。 

 

(c) ダクト 

核燃料物質等による腐食を防止するため，グローブボックス排気フィル

タユニットより上流のダクトはステンレス鋼とする。 
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(d) ダンパ 

核燃料物質等による腐食を防止するため，グローブボックス排気フィル

タユニットより上流に設置するダンパはステンレス鋼とする。 

 

(e) 機械装置 

窒素循環冷却機のケーシングについては，核燃料物質等による腐食を防

止するためステンレス鋼とする。 

 

3.13 核燃料物質等による汚染の防止 

核燃料物質等による汚染を防止するため，燃料加工建屋及び貯蔵容器搬送用洞

道には除染が容易で腐食しにくい材料により塗装を実施する。 

燃料加工建屋及び貯蔵容器搬送用洞道における塗装範囲としては，床，人が触れ

るおそれのある壁として人が歩行する際に肩が当たらない高さ程度まで＊(床面か

ら約 1600 ㎜以下の範囲)の腰部(手摺を含む。)，腰部から天井までの範囲の壁部，

天井としている。 

当該範囲を踏まえ，汚染の防止に係る措置として必要な塗装範囲の考え方を以

下に示す。 

 (1) 工程室(非密封の MOX を取り扱う設備・機器を収納するグローブボックス等を直 

接収納する部屋及び当該部屋から廊下への汚染拡大防止を目的として設ける部

屋並びにそれらの部屋を介してのみ出入りする部屋)は，床，壁及び天井に対し

て樹脂系塗料(エポキシ，塩化ビニル，フタル，ポリウレタン)を使用し，平滑に

仕上げを行う。 

 (2) 上記(1)以外の管理区域のうち，密封された核燃料物質等を取り扱う室並びに混 

合酸化物貯蔵容器を受け入れる室及び保管する室については，床及び壁に対して

のみ樹脂系塗料で平滑に仕上げを行う。 

 (3) 上記(1)及び(2)以外の管理区域である廊下，制御盤室，備品室などの空気汚染， 

表面汚染が発生するおそれが極めて少ない部屋(北エレベータ及び南エレベータ 

を除く。)は，床及び腰部に対して樹脂系塗料で平滑に仕上げを行う。なお，北 

エレベータ及び南エレベータは，空気汚染，表面汚染が発生するおそれは極めて 

少なく，かつ，人が触れるおそれが少ない部屋であることから，塗装の対象外と 

する。 

 

    これら樹脂系塗料の塗装範囲の詳細を第 3.13-1 表及び第 3.13-1 図から第 3.13-

7 図に示す。また，樹脂系塗料の仕様を第 3.13-1 表に示す。 

 

注記 ＊：壁の除染を速やかに実施し，汚染が拡大することを防止するために実

施する塗装は，作業者が汚染した状態での歩行時に壁に近い肩の部分
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が壁に触れることを想定して，床面から肩を超える高さまで塗装する

こととし，その塗装の境界面の目安としての高さ。 
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第 3.13-1 表 燃料加工建屋及び貯蔵容器搬送用洞道の汚染の防止に係る措置(1/10) 

 

階
数 

部屋 
番号 

部屋名称 
汚染の防止に 
係る措置 

樹脂系塗料の塗装範囲 樹脂系塗料の仕様 

床 腰部 壁部 天井 樹脂系：エポキシ，塩化ビニル，フタル 

地
下 
３ 
階 
 

101 原料受払室前室 ○ 〇 〇 〇 〇 エポキシ，塩化ビニル 
102 原料受払室 ○ 〇 〇 〇 〇 エポキシ，塩化ビニル 

103 貯蔵容器一時保管室 ○ 〇 〇 〇 － エポキシ，塩化ビニル 

104 貯蔵容器受入第2室 ○ 〇 〇 〇 － エポキシ，塩化ビニル 

105 北第1制御盤室 ○ 〇 〇 － － エポキシ 

106 北エレベータ － － － － － － 

107 地下3階北第1ダクト室 ○ 〇 〇 － － エポキシ，塩化ビニル 

108 粉末調整第1室 ○ 〇 〇 〇 〇 エポキシ，塩化ビニル 

109 点検第1室 ○ 〇 〇 〇 〇 エポキシ，塩化ビニル 

110 粉末一時保管室 ○ 〇 〇 〇 〇 エポキシ，塩化ビニル 

111 粉末調整第6室 ○ 〇 〇 〇 〇 エポキシ，塩化ビニル 

112 点検第3室 ○ 〇 〇 〇 〇 エポキシ，塩化ビニル 

113 ペレット・スクラップ貯蔵室 ○ 〇 〇 〇 〇 エポキシ，塩化ビニル 

114 点検第4室 ○ 〇 〇 〇 〇 エポキシ，塩化ビニル 

115 粉末調整第2室 ○ 〇 〇 〇 〇 エポキシ，塩化ビニル 

116 ペレット加工第4室 ○ 〇 〇 〇 〇 エポキシ，塩化ビニル 

117 粉末調整第3室 ○ 〇 〇 〇 〇 エポキシ，塩化ビニル 

118 粉末調整第7室 ○ 〇 〇 〇 〇 エポキシ，塩化ビニル 

119 ペレット一時保管室 ○ 〇 〇 〇 〇 エポキシ，塩化ビニル 

120 ペレット加工第3室 ○ 〇 〇 〇 〇 エポキシ，塩化ビニル 

121 粉末調整第4室 ○ 〇 〇 〇 〇 エポキシ，塩化ビニル 

122 現場監視第2室 ○ 〇 〇 〇 － エポキシ，塩化ビニル 

123 粉末調整室前室 ○ 〇 〇 〇 〇 エポキシ，塩化ビニル 

124 現場監視第1室 ○ 〇 〇 〇 － エポキシ，塩化ビニル 

125 粉末調整第5室 ○ 〇 〇 〇 〇 エポキシ，塩化ビニル 

126 ペレット加工第1室 ○ 〇 〇 〇 〇 エポキシ，塩化ビニル 

127 ペレット加工第2室 ○ 〇 〇 〇 〇 エポキシ，塩化ビニル 

128 ペレット加工室前室 ○ 〇 〇 〇 〇 エポキシ，塩化ビニル 
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第 3.13-1 表 燃料加工建屋及び貯蔵容器搬送用洞道の汚染の防止に係る措置(2/10) 

階
数 

部屋 
番号 

部屋名称 
汚染の防止に 
係る措置 

樹脂系塗料の塗装範囲 樹脂系塗料の仕様 

床 腰部 壁部 天井 樹脂系：エポキシ，塩化ビニル，フタル 

地
下 
３ 
階 

129 点検第2室 ○ ○ ○ ○ ○ エポキシ，塩化ビニル 

130 地下3階廊下 ○ ○ ○ － － エポキシ，塩化ビニル 

131 北第2附室 ○ ○ ○ － － エポキシ，塩化ビニル 

132 北第2階段室 ○ ○ ○ ○ － エポキシ，フタル 

133 ダンパ駆動用ボンベ第2室 ○ ○ ○ － － エポキシ，塩化ビニル 

134 地下3階北第1電気配線室 ○ ○ ○ － － エポキシ，塩化ビニル 

135 北第2制御盤室 ○ ○ ○ － － エポキシ，塩化ビニル 

136 南第2制御盤室 ○ ○ ○ － － エポキシ，塩化ビニル 

137 南第1制御盤室 ○ ○ ○ － － エポキシ，塩化ビニル 

138 南第1附室 ○ ○ ○ － － エポキシ，塩化ビニル 

139 南第1階段室 ○ ○ ○ ○ － エポキシ，フタル 

140 地下3階南第1電気配線室 ○ ○ ○ － － エポキシ，塩化ビニル 

141 添加剤準備室 ○ ○ ○ － － エポキシ，塩化ビニル 

149 南エレベータ － － － － － － 

150 地下3階南第1ダクト・配管室 ○ ○ ○ － － エポキシ，塩化ビニル 

151 南第2附室 ○ ○ ○ － － エポキシ，塩化ビニル 

152 南第2階段室 ○ ○ ○ ○ － エポキシ，フタル 

153 北第3制御盤室 ○ ○ ○ － － エポキシ，塩化ビニル 

154 地下3階北第2電気配線室 ○ ○ ○ － － エポキシ，塩化ビニル 

155 地下3階便所 ○ ○ ○ － － エポキシ，塩化ビニル 

156 ダンパ駆動用ボンベ第1室 ○ ○ ○ － － エポキシ，塩化ビニル 

157 北第1階段室 ○ ○ ○ ○ － エポキシ，フタル 

158 北第1附室 ○ ○ ○ － － エポキシ，塩化ビニル 

159 常用電気第2室 ○ ○ ○ ○ － エポキシ，塩化ビニル 

160 液体廃棄物処理第1室 ○ ○ ○ ○ ○ エポキシ，塩化ビニル 

161 液体廃棄物処理第2室 ○ ○ ○ ○ ○ エポキシ，塩化ビニル 

162 液体廃棄物処理室前室 ○ ○ ○ ○ ○ エポキシ，塩化ビニル 

163 床ドレン回収槽第1室 ○ ○ ○ ○ － エポキシ 

164 液体廃棄物処理第3室 ○ ○ ○ ○ ○ エポキシ，塩化ビニル 
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第 3.13-1 表 燃料加工建屋及び貯蔵容器搬送用洞道の汚染の防止に係る措置(3/10) 

 

階
数 

部屋 
番号 

部屋名称 
汚染の防止
に係る措置 

樹脂系塗料の塗装範囲 樹脂系塗料の仕様 

床 腰部 壁部 天井 樹脂系：エポキシ，塩化ビニル，フタル 

 
165 床ドレン回収槽第2室 ○ ○ ○ ○ － エポキシ 

166 メンテナンス室 ○ ○ ○ ○ － エポキシ，塩化ビニル 

地
下
３
階
中
２
階 

201 貯蔵容器搬送用洞道 ○ ○ ○ ○ － エポキシ，塩化ビニル 

202 貯蔵容器受入第1室 ○ ○ ○ ○ － エポキシ，塩化ビニル 

203 貯蔵容器受入第1室前室 ○ ○ ○ ○ － エポキシ，塩化ビニル 

204 制御第1室 ○ ○ ○ ○ ○ エポキシ，塩化ビニル 

205 地下3階中2階廊下 ○ ○ ○ － － エポキシ，塩化ビニル 

206 北第2附室 ○ ○ ○ － － エポキシ，塩化ビニル 

207 
地下3階中2階 
南第2ダクト・配管室 

○ ○ ○ － － エポキシ，塩化ビニル 

地
下
２
階 

301 分析室前室 ○ ○ ○ ○ － エポキシ，塩化ビニル 
302 分析第1室 ○ ○ ○ ○ － エポキシ，塩化ビニル 

303 分析データ管理第1室 ○ ○ ○ ○ ○ エポキシ，塩化ビニル 

304 顕微鏡室 ○ ○ ○ ○ ○ エポキシ，塩化ビニル 

305 試薬準備室 ○ ○ ○ ○ ○ エポキシ 

306 制御第2室 ○ ○ ○ ○ ○ エポキシ，塩化ビニル 

307 ペレット立会室 ○ ○ ○ ○ ○ エポキシ，塩化ビニル 

308 北第4制御盤室 ○ ○ ○ － － エポキシ，塩化ビニル 

309 燃料棒加工室前室 ○ ○ ○ ○ － エポキシ 

310 制御第3室 ○ ○ ○ ○ ○ エポキシ，塩化ビニル 

311 地下2階北第1ダクト室 ○ ○ ○ － － エポキシ，塩化ビニル 

312 燃料棒解体室 ○ ○ ○ ○ ○ エポキシ，塩化ビニル 

313 分析第2室 ○ ○ ○ ○ － エポキシ，塩化ビニル 

314 燃料棒加工第1室 ○ ○ ○ ○ ○ エポキシ，塩化ビニル 

315 燃料棒加工第2室 ○ ○ ○ ○ － エポキシ 

316 燃料棒貯蔵室 ○ ○ ○ ○ － エポキシ，塩化ビニル 

317 ウラン粉末準備室 ○ ○ ○ ○ ○ エポキシ，塩化ビニル 

318 ウラン粉末準備室前室 ○ ○ ○ ○ ○ エポキシ，塩化ビニル 

319 スクラップ処理室 ○ ○ ○ ○ ○ エポキシ，塩化ビニル 
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第 3.13-1 表 燃料加工建屋及び貯蔵容器搬送用洞道の汚染の防止に係る措置(4/10) 

 

階
数 

部屋 
番号 

部屋名称 
汚染の防止
に係る措置 

樹脂系塗料の塗装範囲 樹脂系塗料の仕様 

床 腰部 壁部 天井 樹脂系：エポキシ，塩化ビニル，フタル 

地
下
２
階 

321 分析第3室 ○ ○ ○ ○ ○ エポキシ，塩化ビニル 

322 燃料棒加工第3室 ○ ○ ○ ○ － エポキシ 

323 スクラップ処理室前室 ○ ○ ○ ○ － エポキシ 

324 制御第4室 ○ ○ ○ ○ ○ エポキシ，塩化ビニル 

325 燃料集合体洗浄検査室 ○ ○ ○ ○ － エポキシ，塩化ビニル 

326 燃料集合体組立第2室 ○ ○ ○ ○ － エポキシ，塩化ビニル 

327 燃料集合体組立第1室 ○ ○ ○ ○ － エポキシ，塩化ビニル 

328 制御第5室 ○ ○ ○ ○ ○ エポキシ，塩化ビニル 

329 燃料集合体部材準備室 ○ ○ ○ － － エポキシ，塩化ビニル 

330 燃料棒受入室 ○ ○ ○ － － エポキシ，塩化ビニル 

331 地下2階廊下 ○ ○ ○ － － エポキシ，塩化ビニル 

332 北第2附室 ○ ○ ○ － － エポキシ，塩化ビニル 

333 地下2階北第2ダクト・配管室 ○ ○ ○ － － エポキシ，塩化ビニル 

334 地下2階北第1電気配線室 ○ ○ ○ － － エポキシ，塩化ビニル 

335 北第8制御盤室 ○ ○ ○ － － エポキシ，塩化ビニル 

336 北第5制御盤室 ○ ○ ○ － － エポキシ，塩化ビニル 

337 常用無停電電源第1室 ○ ○ ○ － － エポキシ，塩化ビニル 

338 南第1附室 ○ ○ ○ － － エポキシ，塩化ビニル 

339 地下2階南第1電気配線室 ○ ○ ○ － － エポキシ，塩化ビニル 

340 地下2階南第1ダクト・配管室 ○ ○ ○ － － エポキシ，塩化ビニル 

341 南第2附室 ○ ○ ○ － － エポキシ，塩化ビニル 

342 南第3制御盤室 ○ ○ ○ － － エポキシ，塩化ビニル 

343 地下2階便所 ○ ○ ○ － － エポキシ，塩化ビニル 

344 地下2階北第2電気配線室 ○ ○ ○ － － エポキシ，塩化ビニル 

345 地下2階北第1配管室 ○ ○ ○ － － エポキシ，塩化ビニル 

346 地下2階北第1ダクト・配管室 ○ ○ ○ － － エポキシ，塩化ビニル 

347 北第1附室 ○ ○ ○ － － エポキシ，塩化ビニル 
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第 3.13-1 表 燃料加工建屋及び貯蔵容器搬送用洞道の汚染の防止に係る措置(5/10) 

 

階
数 

部屋 
番号 

部屋名称 
汚染の防止
に係る措置 

樹脂系塗料の塗装範囲 樹脂系塗料の仕様 

床 腰部 壁部 天井 樹脂系：エポキシ，塩化ビニル，フタル 

地
下
１
階 

401 排気サンプルラック室 ○ ○ ○ － － エポキシ，塩化ビニル 
402 サンプリングポンプユニット室 ○ ○ ○ － － エポキシ，塩化ビニル 

403 冷却機械室 ○ ○ ○ － － エポキシ，塩化ビニル 

404 排風機室 ○ ○ ○ － － エポキシ，塩化ビニル 

405 NDA測定室 ○ ○ ○ － － エポキシ，塩化ビニル 

406 排気フィルタ第1室 ○ ○ ○ － － エポキシ，塩化ビニル 

407 廃棄物保管第1室 ○ ○ ○ － － エポキシ，塩化ビニル 

408 廃棄物データ管理室 ○ ○ ○ ○ ○ エポキシ，塩化ビニル 

409 排気フィルタ第2室 ○ ○ ○ － － エポキシ，塩化ビニル 

410 ウラン貯蔵室 ○ ○ ○ － － エポキシ，塩化ビニル 

411 排気フィルタ第3室 ○ ○ ○ － － エポキシ，塩化ビニル 

412 常用無停電電源第2室 ○ ○ ○ － － エポキシ，塩化ビニル 

413 燃料集合体組立クレーン室 ○ ○ ○ ○ － エポキシ，塩化ビニル 

414 選別作業室 ○ ○ ○ ○ ○ エポキシ，塩化ビニル 

415 選別作業室前室 ○ ○ ○ ○ － エポキシ 

416 廃棄用資機材室 ○ ○ ○ － － エポキシ，塩化ビニル 

417 制御第6室 ○ ○ ○ ○ ○ エポキシ，塩化ビニル 

418 梱包準備室 ○ ○ ○ － － エポキシ，塩化ビニル 

419 梱包室 ○ ○ ○ ○ － エポキシ，塩化ビニル 

420 リフタ室 ○ ○ ○ ○ － エポキシ，塩化ビニル 

421 南第1ダクト室 ○ ○ ○ ○ ○ エポキシ，フタル 

422 燃料集合体貯蔵室 ○ ○ ○ ○ － エポキシ，塩化ビニル 

423 地下1階廊下 ○ ○ ○ － － エポキシ，塩化ビニル 

424 北第2附室 ○ ○ ○ － － エポキシ，塩化ビニル 

425 地下1階北第2ダクト・配管室 ○ ○ ○ － － エポキシ，塩化ビニル 

426 地下1階北第1電気配線室 ○ ○ ○ － － エポキシ，塩化ビニル 

427 地下1階北第1備品庫 ○ ○ ○ － － エポキシ，塩化ビニル 

428 窒素消火設備第1室 ○ ○ ○ － － エポキシ，塩化ビニル 

429 地下1階南第2ダクト・配管室 ○ ○ ○ － － エポキシ，塩化ビニル 

145



 

 

Ⅴ
－
１
－
１
－
２
－
１

安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
の
閉
じ
込
め
の
機
能
に
関
す
る
説
明
書

8
3 

第 3.13-1 表 燃料加工建屋及び貯蔵容器搬送用洞道の汚染の防止に係る措置(6/10) 

 

階
数 

部屋 
番号 

部屋名称 
汚染の防止
に係る措置 

樹脂系塗料の塗装範囲 樹脂系塗料の仕様 

床 腰部 壁部 天井 樹脂系：エポキシ，塩化ビニル，フタル 

地
下
１
階 

430 廃油保管室 ○ ○ ○ ○ － エポキシ 

431 南第1附室 ○ ○ ○ － － エポキシ，塩化ビニル 

432 地下1階南第1電気配線室 ○ ○ ○ － － エポキシ，塩化ビニル 

433 地下1階南第1備品庫 ○ ○ ○ － － エポキシ，塩化ビニル 

434 地下1階南第1ダクト・配管室 ○ ○ ○ － － エポキシ，塩化ビニル 

435 南第2附室 ○ ○ ○ － － エポキシ，塩化ビニル 

436 溶接施行試験室 ○ ○ ○ － － エポキシ，塩化ビニル 

437 金相試験室 ○ ○ ○ ○ ○ エポキシ，塩化ビニル 

438 北第6制御盤室 ○ ○ ○ － － エポキシ，塩化ビニル 

439 非常用配管室  － － － － － － 

440 地下1階北第2電気配線室 － － － － － － 

441 地下1階北第1配管室 － － － － － － 

442 地下1階北第1ダクト・配管室 ○ ○ ○ － － エポキシ，塩化ビニル 

443 北第1附室 ○ ○ ○ － － エポキシ，塩化ビニル 

444 オイルタンク室 － － － － － － 

445 非常用発電機燃料ポンプ室 － － － － － － 

446 非常用発電機燃料ポンプ階段室 － － － － － － 

447 集合排気ダクト室 － － － － － － 
448 ダンパ駆動用ボンベ第3室 〇 ○ ○ － － エポキシ，塩化ビニル 

449 査察機材保管室 〇 ○ ○ － － エポキシ，塩化ビニル 

450 北第7制御盤室 〇 ○ ○ － － エポキシ，塩化ビニル 

地
上
１
階 

501 北第1附室 〇 ○ ○ － － エポキシ，塩化ビニル 

503 放管試料前処理室 ○ ○ ○ ○ － エポキシ，塩化ビニル 

504 放射能測定室 ○ ○ ○ ○ － エポキシ，塩化ビニル 

505 放射能測定室前室 ○ ○ ○ ○ － エポキシ 

507 放射線管理用機材保管室 ○ ○ ○ ○ － エポキシ，塩化ビニル 

508 地上1階東西第1廊下 ○ ○ ○ － － エポキシ，塩化ビニル 

509 地上1階北第1備品庫 ○ ○ ○ － － エポキシ，塩化ビニル 

510 北第2附室 ○ ○ ○ － － エポキシ，塩化ビニル 
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第 3.13-1 表 燃料加工建屋及び貯蔵容器搬送用洞道の汚染の防止に係る措置(7/10) 

 

 

階
数 

部屋 
番号 

部屋名称 
汚染の防止
に係る措置 

樹脂系塗料の塗装範囲 樹脂系塗料の仕様 

床 腰部 壁部 天井 樹脂系：エポキシ，塩化ビニル，フタル 

地
上
１
階 

511 地上1階北第1ダクト・配管室 － － － － － － 
512 地上1階廊下 － － － － － － 

513 二酸化炭素消火設備第1室 － － － － － － 
514 非常用電気A室 － － － － － － 

515 二酸化炭素消火設備第2室 － － － － － － 

516 現場放射線管理室 ○ ○ ○ ○ ○ エポキシ，塩化ビニル 

517 除染室 ○ ○ ○ ○ ○ エポキシ，塩化ビニル 

518 汚染検査室 ○ ○ ○ ○ ○ エポキシ，塩化ビニル 

519 靴配備室 ○ ○ ○ ○ ○ エポキシ，塩化ビニル 

520 退域室 ○ ○ ○ ○ ○ エポキシ，塩化ビニル 

521 入域室 ○ ○ ○ ○ ○ エポキシ，塩化ビニル 

522 中央監視室 － － － － － － 

524 地上1階北第2ダクト室 ○ ○ ○ － － エポキシ，塩化ビニル 

525 地上1階北第3ダクト室 － － － － － － 

526 非常用発電機A室 － － － － － － 

527 非常用発電機A制御盤室 － － － － － － 

528 非常用蓄電池A室 － － － － － － 

529 放射線管理室 － － － － － － 

530 アテンダントポイント － － － － － － 

531 出入管理室 － － － － － － 

532 地上1階北第2備品庫 － － － － － － 

533 地上1階北第1電気配線室 － － － － － － 

534 地上1階北第3電気配線室 － － － － － － 

535 非常用発電機B室 － － － － － － 

536 非常用発電機B制御盤室 － － － － － － 

537 非常用電気B室 － － － － － － 

538 非常用蓄電池B室 － － － － － － 
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第 3.13-1 表 燃料加工建屋及び貯蔵容器搬送用洞道の汚染の防止に係る措置(8/10) 

 

階
数 

部屋 
番号 

部屋名称 
汚染の防止
に係る措置 

樹脂系塗料の塗装範囲 樹脂系塗料の仕様 

床 腰部 壁部 天井 樹脂系：エポキシ，塩化ビニル，フタル 

地
上
１
階 

539 休憩室 － － － － － － 

541 男子便所・シャワー室 － － － － － － 

545 警備室 － － － － － － 

551 南第3階段室 － － － － － － 

552 混合ガス受槽室 － － － － － － 

553 混合ガス計装ラック室 － － － － － － 

554 暗室 － － － － － － 

555 現像室 － － － － － － 

556 地上1階東西第2廊下 － － － － － － 

557 洗濯物保管室 － － － － － － 

559 女子便所・更衣室 － － － － － － 

561 立会官更衣室 － － － － － － 

562 地上1階東西第3廊下 － － － － － － 

563 南第2附室 ○ ○ ○ － － エポキシ，塩化ビニル 

564 入出庫室前室 － － － － － － 

565 南エレベータホール前室 ○ ○ ○ － － エポキシ，塩化ビニル 

566 入出庫室 － － － － － － 

567 地上1階南第1備品庫 － － － － － － 

568 輸送容器検査室 ○ ○ ○ ○ － エポキシ，塩化ビニル 

569 輸送容器保管室 － － － － － － 

570 ダクト点検室 － － － － － － 

571 地上1階南第1ダクト・配管室 ○ ○ ○ － － エポキシ，塩化ビニル 

572 地上1階南エレベータホール ○ ○ ○ － － エポキシ，塩化ビニル 

573 地上1階南第3ダクト・配管室 ○ ○ ○ － － エポキシ，塩化ビニル 

574 貯蔵梱包クレーン室 ○ ○ ○ ○ － エポキシ，塩化ビニル 

575 南第1附室 下 ○ ○ ○ － － エポキシ，塩化ビニル 

576 南第1附室 上 ○ ○ ○ － － エポキシ，塩化ビニル 
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第 3.13-1 表 燃料加工建屋及び貯蔵容器搬送用洞道の汚染の防止に係る措置(9/10) 

階
数 

部屋 
番号 

部屋名称 
汚染の防止
に係る措置 

樹脂系塗料の塗装範囲 樹脂系塗料の仕様 

床 腰部 壁部 天井 樹脂系：エポキシ，塩化ビニル，フタル 

地
上
１
階 

577 北第3階段室前室 － － － － － － 

578 北第3階段室 － － － － － － 

579 計算機室 － － － － － － 

580 非常用蓄電池E室 － － － － － － 

581 非常用電気E室 － － － － － － 

582 非常用制御盤A室 － － － － － － 

583 非常用制御盤B室 － － － － － － 

584 北第4階段室前室 － － － － － － 

585 北第4階段室 － － － － － － 

586 風除室 － － － － － － 

587 玄関 － － － － － － 

595 窒素消火設備第2室 － － － － － － 

地
上 
２ 
階 

601 地上2階北第1ダクト・配管室 － － － － － － 

602 熱源機械室 － － － － － － 

603 給気機械・フィルタ室 － － － － － － 

604 非常用発電機給気機械A室 － － － － － － 

605 非常用発電機給気機械B室 － － － － － － 

606 廃棄物保管第2室 － － － － － － 

607 地上2階東西廊下 － － － － － － 

609 固体廃棄物払出準備室 － － － － － － 

610 常用電気第1室 － － － － － － 

611 南第4制御盤室 － － － － － － 

612 北第3階段室前室 － － － － － － 

613 北第4階段室前室 － － － － － － 

614 南第2附室 ○ ○ ○ － － エポキシ，塩化ビニル 

615 荷卸室 － － － － － － 

616 荷卸室前室 ○ ○ ○ － － エポキシ，塩化ビニル 

617 地上2階南第1ダクト・配管室 ○ ○ ○ － － エポキシ，塩化ビニル 

618 地上2階南エレベータホール ○ ○ ○ － － エポキシ，塩化ビニル 

619 設備搬入口前室 ○ ○ ○ － － エポキシ，塩化ビニル 
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      第 3.13-1 表 燃料加工建屋及び貯蔵容器搬送用洞道の汚染の防止に係る措置(10/10) 

 

 

 

 

 

  

階
数 

部屋 
番号 

部屋名称 
汚染の防止
に係る措置 

樹脂系塗料の塗装範囲 樹脂系塗料の仕様 

床 腰部 壁部 天井 樹脂系：エポキシ，塩化ビニル，フタル 

塔
屋
階 

701 ダクト室 － － － － － － 
702 南第2附室 ○ ○ ○ － － エポキシ，塩化ビニル 

703 南エレベータ機械室 ○ ○ ○ － － エポキシ，塩化ビニル 
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凡例（樹脂系塗料の塗装範囲） 

    ：床＋腰部＋壁部＋天井 

    ：床＋腰部＋壁部 

    ：床＋腰部 

    ：部屋番号 XXX 

第 3.13-1 図 

樹脂系塗料の塗装図(燃料加工建屋地下 3 階) 
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凡例（樹脂系塗料の塗装範囲） 

    ：床＋腰部＋壁部＋天井 

    ：床＋腰部＋壁部 

    ：床＋腰部 

    ：部屋番号 XXX 

第 3.13-2 図 

樹脂系塗料の塗装図(燃料加工建屋地下 3 階中 2 階) 
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凡例（樹脂系塗料の塗装範囲） 

    ：床＋腰部＋壁部＋天井 

    ：床＋腰部＋壁部 

    ：床＋腰部 

    ：部屋番号 XXX 

第 3.13-3 図 

樹脂系塗料の塗装図(燃料加工建屋地下 2 階) 
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凡例（樹脂系塗料の塗装範囲） 

    ：床＋腰部＋壁部＋天井 

    ：床＋腰部＋壁部 

    ：床＋腰部 

    ：部屋番号 XXX 

第 3.13-4 図 

樹脂系塗料の塗装図(燃料加工建屋地下 1 階) 
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凡例（樹脂系塗料の塗装範囲） 

    ：床＋腰部＋壁部＋天井 

    ：床＋腰部＋壁部 

    ：床＋腰部 

    ：部屋番号 XXX 

第 3.13-5 図 

樹脂系塗料の塗装図(燃料加工建屋地上 1 階) 
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凡例（樹脂系塗料の塗装範囲） 

    ：床＋腰部＋壁部＋天井 

    ：床＋腰部＋壁部 

    ：床＋腰部 

    ：部屋番号 XXX 

第 3.13-6 図 

樹脂系塗料の塗装図(燃料加工建屋地上 2 階) 
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凡例（樹脂系塗料の塗装範囲） 

    ：床＋腰部＋壁部＋天井 

    ：床＋腰部＋壁部 

    ：床＋腰部 

    ：部屋番号 XXX 

第 3.13-7 図 

樹脂系塗料の塗装図(燃料加工建屋塔屋階) 
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Ｖ－１－１－２－１ 

安全機能を有する施設の閉じ込めの機能に関する説明書 

95 

4. 準拠規格 

  ・JIS Z 4808：2002 放射性物質取扱作業用グローブボックス 

  ・JIS Z 4820：2002 グローブボックス気密試験方法 

  ・JIS B 0404：1977 寸法の普通許容差の通則 

  ・JIS B 8330：2000 送風機の試験及び検査方法 

  ・建築工事標準仕様書・同解説 JASS 5N 原子力発電所施設における鉄筋コンクリ

ート工事((社)日本建築学会，2013 改訂) 
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本添付書類は，発電炉に対応する添付書類がないことから， 

発電炉との比較を行わない。 
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1. 概要 

  本資料は，「Ｖ－１－１－２－１ 安全機能を有する施設の閉じ込めの機能に関す

る説明書」に示す閉じ込め機能維持に関し，耐震設計における機能維持の方針と考慮

すべき事項について説明するものである。 

 

2. 閉じ込め機能の維持に関する基本方針 

2.1 基本方針 

窒素循環設備のうち，MOX 粉末を取り扱うグローブボックスを循環する経路は，

MOX 粉末の漏えいを防止するため，地震に対して経路が維持できる設計とする。 

具体的には，窒素循環設備のうち，MOX 粉末を取り扱うグローブボックスを循環

する経路となる窒素循環ダクト，窒素循環ファン及び窒素循環冷却機，（以下「地震

時に窒素循環の経路維持が必要な設備」という。）は，地震時に主要部材が，経路維

持に必要な構造強度を確保する設計とする。 

 

2.2 地震時に窒素循環の経路維持が必要な設備の対象 

地震時に窒素循環の経路維持が必要な設備は以下の設備を対象とする。 

(1) 窒素循環設備 

a. 窒素循環ダクト（MOX 粉末を取り扱うグローブボックスの循環する経路となる

範囲） 

b. 窒素循環ファン 

c. 窒素循環冷却機 

 

燃料加工建屋に設置する地震時に窒素循環の経路維持が必要な設備の直接支持構

造物，間接支持構造物の耐震設計上の区分を第 2.2-1 表に示す。 
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第 2.2-1 表 地震時に窒素循環の経路維持が必要な設備の耐震設計上の区分 

区分 設備 
直接支持

構造物 
間接支持構造物 

波及的影響を 

考慮すべき施設 

a.  地震

時に窒素循

環の経路維

持が必要な

設備 

・窒素

循環ダ

クト 

 

・窒素

循環フ

ァン 

 

・窒素

循環冷

却機 

・設備・

機器の

支持構

造物 

・燃料加工建屋 

－ 
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2.3 地震時に窒素循環の経路維持が必要な設備の耐震設計の基本方針 

地震時に窒素循環の経路維持が必要な設備は，「Ｖ－１－１－２－１ 安全機能

を有する施設の閉じ込めの機能に関する説明書」の「3.12.1(3)c. 核燃料物質等に

より汚染された空気の逆流防止及び漏えい防止に係る設計方針」に基づき，「Ⅲ－１

－１ 耐震設計の基本方針」の「2. 耐震設計の基本方針」に示す MOX 燃料加工施

設の耐震設計における基本方針を踏襲し，構造強度の特徴，作用する荷重等を考慮

し，基準地震動Ｓｓによる地震力により，必要な機能が損なわれないことを目的と

し技術基準規則に適合する設計とする。 

地震時に窒素循環の経路維持が必要な設備に係る耐震計算の基本方針について

は，「Ⅲ－４－１ 地震時に窒素循環の経路維持が必要な設備の耐震計算に関する

基本方針」に示す。 

(1) 地震時に窒素循環の経路維持が必要な設備は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対

して閉じ込め機能を損なわない設計とする。 

 

3. 地震力の設定 

地震力は，「Ⅲ－１－１－１ 基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄの概要」

の「6. 基準地震動Ｓｓ」に示す解放基盤表面レベルで定義された基準地震動Ｓｓの

加速度時刻歴波形により算出した地震力とする。 

動的解析の方法，設計用減衰定数等については，「Ⅲ－１－１－５ 地震応答解析 

の基本方針」を，設計用床応答曲線の作成方法については，「Ⅲ－１－１－６ 設計用 

床応答曲線の作成方針」の「2.6 設計用応答曲線の作成」によるものとする。 

 

4. 地震時に窒素循環の経路維持が必要な設備に要求される機能及び機能維持の方針 

4.1 地震時に窒素循環の経路維持が必要な設備に要求される機能 

地震時に窒素循環の経路維持が必要な設備は，「2.1 基本方針」に示すとおり，

MOX 粉末の漏えいを防止するために閉じ込め機能を維持する必要があるため，基準

地震動Ｓｓに対して必要な機能が損なわれるおそれがないことを確認する。 

耐震設計の機能維持の方針を以下に示す。 

(1) 要求機能 

地震時に窒素循環の経路維持が必要な設備は，MOX 粉末の漏えいを防止するた

め，MOX 粉末を取り扱うグローブボックスを循環する経路を維持することが要求

される。 

    地震時に窒素循環の経路維持が必要な設備は，基準地震動Ｓｓによる地震力に

対して閉じ込め機能が維持されることが要求され，地震時においても MOX 粉末を

取り扱うグローブボックスを循環する経路を確保し，閉じ込め機能が損なわない

ことが要求される。 

(2) 機能維持 

地震時に窒素循環の経路維持が必要な設備の必要となる機能である MOX 粉末を
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取り扱うグローブボックスを循環する経路を確保し，閉じ込め機能を維持する設

計とする。 

 

4.2 地震時に窒素循環の経路維持が必要な設備の機能維持の基本方針 

4.2.1 機能維持の基本方針 

地震時に窒素循環の経路維持が必要な設備については，基準地震動Ｓｓに対

して，地震時に MOX 粉末を取り扱うグローブボックスを循環する経路が維持で

きるよう構造強度を確保することで閉じ込め機能を維持できる設計とする。 

(1) 構造強度 

地震時に窒素循環の経路維持が必要な設備については，基準地震動Ｓｓに対

して閉じ込め機能を維持できるよう構造強度を確保する設計とする。 

a. 耐震設計上考慮する状態 

「Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針」の「5.1.1 耐震設計上考慮する状態」 

の「(1) 安全機能を有する施設」の「b. 機器・配管系」に基づく設計とす 

る。 

b. 荷重の種類 

「Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針」の「5.1.2 荷重の種類」の「(1) 安

全機能を有する施設」の「b. 機器・配管系」に基づく設計とする。 

c. 荷重の組合せ 

基準地震動Ｓｓによる地震力とほかの荷重との組合せは，「Ⅲ－１－１－

８ 機能維持の基本方針」の「3.1 構造強度上の制限」に基づき設定する。 

d. 許容限界 

基準地震動Ｓｓによる地震力とほかの荷重とを組合せた状態に対する許

容限界は，「Ｖ－１－１－２－１ 安全機能を有する施設の閉じ込めの機能

に関する説明書」の「3.12.1(3)c. 核燃料物質等により汚染された空気の逆

流防止及び漏えい防止に係る設計方針」に示す評価対象設備に対し「Ⅲ－１

－１－８ 機能維持の基本方針」の「3.1 構造強度上の制限」に基づき設定

する。 

(2) 機能維持 

閉じ込め機能については，「4.2.1 機能維持の基本方針」の「(1) 構造強度」

に基づく構造強度を確保することで当該機能が維持できる設計とする。 

 

4.2.2 耐震計算結果を用いた影響評価方法 

地震時に窒素循環の経路維持が必要な設備の耐震評価の結果を踏まえて，以

下 3 つの影響評価を実施する。 

・水平 2 方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価 

・一関東評価用地震動(鉛直)に関する影響評価 

・隣接建屋に関する影響評価 
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以下では，水平 2 方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価，一関

東評価用地震動(鉛直)に関する影響評価及び隣接建屋に関する影響評価の評

価方法を示す。 

(1) 水平 2 方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価 

設計用地震力は，「3. 地震力の設定」に示す基準地震動Ｓｓによる地震力を 

用いる。 

水平 2 方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響に対しては，「Ⅲ－１ 

－１－７ 水平 2 方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針」に 

示す方針にて，機器の影響評価を実施する。 

具体的な評価内容については，「Ⅲ－４－３ 地震時に窒素循環の経路維持

が必要な設備の水平 2 方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価結

果」に示す。 

(2) 一関東評価用地震動(鉛直)に関する影響評価 

一関東評価用地震動(鉛直)に関する影響に対しては，一関東評価用地震動

(鉛直)を考慮した建物・構築物の応答結果を踏まえ，設計用地震力との比較等

により，機器の耐震安全性への影響評価を実施することとする。 

具体的な評価内容については，「Ⅲ－４－４－１ 一関東評価用地震動（鉛

直）に関する影響評価結果」に示す。 

(3) 隣接建屋に関する影響評価 

隣接建屋に関する影響に対しては，隣接建屋の影響を考慮した建物・構築物

の応答結果を踏まえ，設計用地震力との比較等により，機器の耐震安全性への

影響評価を実施することとする。 

具体的な評価内容については，「Ⅲ－４－４－２ 隣接建屋に関する影響評

価結果」に示す。 

 

4.2.3 機能維持における耐震設計上の考慮事項 

「Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針」を踏まえ，地震時に窒素循環の経 

路維持が必要な設備の機能維持における耐震設計上の考慮事項を以下に示

す。 

(1) 設計用地震力 

設計用地震力は，「3. 地震力の設定」に示す基準地震動Ｓｓによる地震力 

を用いる。 

(2) 構造強度 

a. 構造強度上の制限 

地震時に窒素循環の経路維持が必要な設備の耐震設計については，「4.2.1 

機能維持の基本方針」の「(1) 構造強度」に示す考え方に基づき，基準地震

動Ｓｓによる地震力が加わった場合，これらに生じる応力とその他の荷重に

よって生じる応力の合計値等を許容限界以下とする。 
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地震力による応力とその他の荷重による応力の組合せに対する許容値は，

「Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針」の「3.1 構造強度上の制限」に基

づき設定する。 

(3) 機能維持 

地震時に窒素循環の経路維持が必要な設備の機能の維持が要求される設備

は，「4.2.1 機能維持の基本方針」の「(2) 機能維持」の考え方及び「Ⅲ－１

－１－８ 機能維持の基本方針」の「3.2 変位，変形の制限」に基づき設計す

る。 

 

5. 地震時に窒素循環の経路維持が必要な設備のその他耐震設計に係る事項 

5.1 準拠規格 

準拠する規格は，「Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針」の「2.2 準拠規格」を適 

用する。 

 

5.2 構造計画と配置計画 

地震時に窒素循環の経路維持が必要な設備の構造計画及び配置計画に際しては，

地震の影響が軽減されるように考慮するため，「Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針」

の「6. 構造計画と配置計画」及び「Ⅲ－１－１－９ 構造計画，材料選択上の留

意点」に基づき設計する。 

 

5.3 機器・配管系の支持方針について 

地震時に窒素循環の経路維持が必要な設備の耐震評価については「Ⅲ－４－１ 

地震時に窒素循環の経路維持が必要な設備の耐震計算の基本方針」に基づき構造強

度評価及び機能維持評価を行う。 

また，機器・配管系の支持については「Ⅲ－１－１－10 機器の耐震支持方針」 

及び「Ⅲ－１－１－11 配管系の耐震支持方針」に基づいて耐震設計を行う。 
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補足説明すべき項目の抽出
（第十条 閉じ込めの機能／第二十一条 核燃料物質等による汚染の防止）

別紙５①

補足すべき事項

1

4. 閉じ込めの機能
4.1 閉じ込め
(1)閉じ込めに係る基本方針
安全機能を有する施設は，放射性物質を限定された区域に適切に閉じ込める設計とする。

【1.概要】
【2.基本方針】
【2.1閉じ込め機能に関する基本方針】
・安全機能を有する施設の閉じ込め機能に関する基本方針について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

2

核燃料物質及び核燃料物質によって汚染された物(以下「核燃料物質等」という。)は，混合酸化物貯蔵
容器，燃料棒等に封入した状態で取り扱うか，MOX粉末，グリーンペレット，ペレットについてはグ
ローブボックス又はグローブボックスと同等の閉じ込め機能を有する焼結炉，スタック乾燥装置及び小
規模焼結処理装置(以下「グローブボックス等」という。)で，ウラン粉末は取扱量，取扱形態に応じて
グローブボックス又はオープンポートボックスで，放射性廃棄物のサンプリング試料等の汚染のおそれ
のある物品はフードで取り扱う設計とする。

【1.概要】
【2.基本方針】
【2.1閉じ込め機能に関する基本方針】
・安全機能を有する施設の閉じ込め機能に関する基本方針について説明する。
【3.施設の詳細設計方針】
・各設備の構造等の詳細設計方針として，「加工事業変更許可申請書本文・添付書類五及び整理資料
(補足説明資料)の記載内容をベースに展開する。

※補足すべき事項の対象なし

3

(2)グローブボックス等，オープンポートボックス及びフードの閉じ込めに係る設計方針
グローブボックス等は，グローブボックス排気設備により負圧に維持し，オープンポートボックス及び
フードは，グローブボックス排気設備により開口部からの空気流入風速を確保する設計とする。

【1.概要】
【2.基本方針】
【2.1閉じ込め機能に関する基本方針】
・安全機能を有する施設の閉じ込め機能に関する基本方針について説明する。
【3.施設の詳細設計方針】
【3.1グローブボックス】
【3.1.1グローブボックス】
〇グローブボックスに係る以下の設計方針について，説明する。
・グローブボックスの負圧維持
・JIS規格に基づく漏えい率
【3.2焼結炉】
〇焼結炉に係る以下の設計方針について，説明する。
・焼結炉の負圧維持
・JIS規格に基づく漏えい率について説明する。
【3.3スタック乾燥装置】
〇スタック乾燥装置に係る以下の設計方針について，説明する。
・スタック乾燥装置の負圧維持
・JIS規格に基づく漏えい率について説明する。
【3.4小規模焼結処理装置】
〇小規模焼結処理装置に係る以下の設計方針について，説明する。
・JIS規格に基づく漏えい率について説明する。
【3.5オープンポートボックス】
・オープンポートボックスの開口部に対する空気流入風速(0.5m/s)の維持
【3.6フード】
・フードの開口部に対する空気流入風速(0.5m/s)の維持
【3.12換気設備】
〇換気設備に係る以下の設計方針について，説明する。
・グローブボックス等の負圧維持に必要な換気風量
・オープンポートボックス及びフードの開口部に対する空気流入風速(0.5m/s)の維持に必要な換気風
量
・オープンポートボックス及びフードの開口部に対する空気流入風速の検査方法

【各オープンポートボックス等における 大開口状態】
⇒各オープンポートボックス等の 大開口状態について補足説明す
る。
・[補足閉2]オープンポートボックス等の開口部について

4

また，グローブボックスは，グローブ１個が破損した場合でもグローブポートの開口部における空気流
入風速を設定値以上に維持する設計とする。

【1.概要】
【2.基本方針】
【2.1閉じ込め機能に関する基本方針】
・安全機能を有する施設の閉じ込め機能に関する基本方針について説明する。
【3.施設の詳細設計方針】
【3.1グローブボックス】
【3.1.1グローブボックス】
・グローブボックスの開口部に対する空気流入風速(0.5m/s)の維持
【3.12換気設備】
〇換気設備に係る以下の設計方針について，説明する。
・グローブポートの開口部に対する空気流入風速(0.5m/s)の維持に必要な換気風量
・グローブポートの開口部に対する空気流入風速の検査方法

※補足すべき事項の対象なし

5

グローブボックスは，給気口及び排気口を除き密閉できる設計とする。 【1.概要】
【2.基本方針】
【2.1閉じ込め機能に関する基本方針】
・安全機能を有する施設の閉じ込め機能に関する基本方針について説明する。
【3.施設の詳細設計方針】
【3.1グローブボックス】
【3.1.1グローブボックス】
・JIS規格に基づく漏えい率について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

基本設計方針 添付書類
添付Ｖ－１－１－２－
１　安全機能を有する
施設の閉じ込めの機能
に関する説明書
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補足説明すべき項目の抽出
（第十条 閉じ込めの機能／第二十一条 核燃料物質等による汚染の防止）

別紙５①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類

6

MOX粉末を取り扱うグローブボックスは，以下の設計を講じる。
(a)粉末容器の落下又は転倒により閉じ込め機能を損なわないよう，内装機器及び内装機器の架台によ
る干渉や容器を取り扱う機器とパネルの間の距離の確保により，落下又は転倒した粉末容器が，グロー
ブボックスのパネルに直接衝突することがない設計とする。

【1.概要】
【2.基本方針】
【2.1閉じ込め機能に関する基本方針】
・安全機能を有する施設の閉じ込め機能に関する基本方針について説明する。
【3.施設の詳細設計方針】
【3.1グローブボックス】
【3.1.2容器落下時のグローブボックスパネルへの影響評価】
・対象グローブボックスに対して，容器落下時にパネルへの直接衝突がないこと，仮に間接的に衝突
しても閉じ込め機能が損なわれないことを，構造図や容器重量，落下高さ情報を基に評価する。

【グローブボックスパネルの健全性】
⇒グローブボックスパネルの健全性を示すうえでの引用文献内容の詳
細や係数等の妥当性について補足説明する。
・[補足閉1]容器落下時のグローブボックスパネル健全性について

7

(b)グローブボックス内に粉末容器以外の重量物を取り扱うクレーン等の機器及び当該グローブボック
ス外側近傍に重量物を取り扱うクレーン等の機器を設置しないことにより，重量物の落下により閉じ込
め機能に影響を及ぼさない設計とする。
なお，グローブボックス内及びグローブボックス近傍の飛散物の発生防止に係る設計方針については，
第1章　共通項目の「8.1安全機能を有する施設」の「8.1.3内部発生飛散物に対する考慮」に基づくも
のとする。

【1.概要】
【2.基本方針】
【2.1閉じ込め機能に関する基本方針】
・安全機能を有する施設の閉じ込め機能に関する基本方針について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

8

(3)核燃料物質等の漏えいに対する措置等に係る設計方針
核燃料物質等を限定された区域に適切に閉じ込めるため，核燃料物質等の漏えいに対する措置等とし
て，以下の設計を講じる。
(a)核燃料物質等を取り扱う設備は，内包する物質の種類に応じて適切な腐食対策を講じる設計とす
る。

【1.概要】
【2.基本方針】
【2.1閉じ込め機能に関する基本方針】
・安全機能を有する施設の閉じ込め機能に関する基本方針について説明する。
【3.施設の詳細設計方針】
【3.1グローブボックス】
【3.1.1グローブボックス】
・内包する物質の種類に応じた腐食対策を講じていることを説明する。
【3.2焼結炉】
・内包する物質の種類に応じた腐食対策を講じていることを説明する。
【3.3スタック乾燥装置】
・内包する物質の種類に応じた腐食対策を講じていることを説明する。
【3.4小規模焼結処理装置】
・内包する物質の種類に応じた腐食対策を講じていることを説明する。
【3.5オープンポートボックス】
・内包する物質の種類に応じた腐食対策を講じていることを説明する。
【3.6フード】
・内包する物質の種類に応じた腐食対策を講じていることを説明する。
【3.7混合酸化物貯蔵容器】
・内包する物質の種類に応じた腐食対策を講じていることを説明する。
【3.9低レベル廃液処理設備】
・内包する物質の種類に応じた腐食対策を講じていることを説明する。
【3.10分析設備】
・内包する物質の種類に応じた腐食対策を講じていることを説明する。
【3.12換気設備】
・内包する物質の種類に応じた腐食対策を講じていることを説明する。

※補足すべき事項の対象なし

9

(b)液体廃棄物を内包する系統及び機器は，溶接，フランジ又は継手で接続する構造により核燃料物質
等が漏えいし難い設計とする。

【1.概要】
【2.基本方針】
【2.1閉じ込め機能に関する基本方針】
・安全機能を有する施設の閉じ込め機能に関する基本方針について説明する。
【3.施設の詳細設計方針】
【3.9低レベル廃液処理設備】
・低レベル廃液処理設備の構造を説明する。
【分析設備】
・分析済液処理装置の構造を説明する。

※補足すべき事項の対象なし

10

(c)核燃料物質等を取り扱う設備は，核燃料物質等を含まない流体を取り扱う設備への核燃料物質等の
逆流により核燃料物質等を拡散しない設計とする。
なお，核燃料物質等を取り扱う設備のうち，気体廃棄物を取り扱う設備の逆流防止に係る設計方針につ
いては，第2章　個別項目の「5.2換気設備」に示す。

【1.概要】
【2.基本方針】
【2.1閉じ込め機能に関する基本方針】
・安全機能を有する施設の閉じ込め機能に関する基本方針について説明する。
【3.施設の詳細設計方針】
【3.9低レベル廃液処理設備】
・逆流防止対策について説明する。
【3.10分析設備】
・逆流防止対策について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

添付Ｖ－１－１－２－
１　安全機能を有する
施設の閉じ込めの機能
に関する説明書
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補足説明すべき項目の抽出
（第十条 閉じ込めの機能／第二十一条 核燃料物質等による汚染の防止）

別紙５①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類

11

(d)放射性物質を含む液体を取り扱うグローブボックス及びオープンポートボックスは，貯槽等から放
射性物質を含む液体が漏えいした場合においても漏えい検知器により検知し，警報を発する設計とする
とともに，グローブボックス及びオープンポートボックス底部を漏えい液受皿構造とすることにより，
グローブボックス及びオープンポートボックスに放射性物質を含む液体を閉じ込めることで，放射性物
質を含む液体がグローブボックス及びオープンポートボックス外に漏えいし難い設計とする。
なお，グローブボックス及びオープンポートボックスからの漏えい防止に係る漏えい検知器の設計方針
については，第2章　個別項目の「7.4その他の主要な事項」の「7.4.2警報関連設備」に示す。

【1.概要】
【2.基本方針】
【2.1閉じ込め機能に関する基本方針】
・安全機能を有する施設の閉じ込め機能に関する基本方針について説明する。
【3.施設の詳細設計方針】
【3.9低レベル廃液処理設備】
〇低レベル廃液処理設備に係る以下の設計方針について，説明する。
・漏えい液受皿の構造
・漏えい液受皿の容量及び想定する漏えい量の計算結果を示し，漏えい液受皿に漏えい液を保持でき
ることの説明
・漏えい検知器により漏えいを検知し，警報を発することの説明
【3.10分析設備】
〇分析設備に係る以下の設計方針について，説明する。
・漏えい液受皿の構造
・漏えい液受皿の容量及び想定する漏えい量の計算結果を示し，漏えい液受皿に漏えい液を保持でき
ることの説明
・漏えい検知器により漏えいを検知し，警報を発することの説明

※補足すべき事項の対象なし

12

(e)MOX粉末を取り扱うグローブボックスを循環する経路は，基準地震動Ssによる地震力に対して，経路
が維持できる設計とする。
なお，MOX粉末を取り扱うグローブボックスを循環する経路に係る設計方針については，第2章　個別項
目の「5.2換気設備」に示す。

【1.概要】
【2.基本方針】
【2.1閉じ込め機能に関する基本方針】
・安全機能を有する施設の閉じ込め機能に関する基本方針について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

13

(4)核燃料物質等の漏えい拡大防止に係る設計方針
核燃料物質等が漏えいした場合においても，工程室(非密封のMOXを取り扱う設備・機器を収納するグ
ローブボックス等を直接収納する部屋及び当該部屋から廊下への汚染拡大防止を目的として設ける部屋
並びにそれらの部屋を介してのみ出入りする部屋をいう。以下同じ。)及び燃料加工建屋内に保持する
ことができる設計とする。

【1.概要】
【2.基本方針】
【2.1閉じ込め機能に関する基本方針】
・安全機能を有する施設の閉じ込め機能に関する基本方針について説明する。
【3.施設の詳細設計方針】
【3.11建物・構築物】
〇建物・構築物に係る以下の設計方針について，説明する。
・建物・構築物の構造
・工程室と各グローブボックス等の設置場所の関係

※補足すべき事項の対象なし

14

工程室は工程室排気設備，燃料加工建屋は建屋排気設備にて排気し，燃料加工建屋，工程室，グローブ
ボックス等の順に負圧を低くすることで，核燃料物質等の漏えいの拡大を防止する設計とする。
なお，負圧順序の達成に必要な起動順序に係る設計方針については，第2章　個別項目の「5.2換気設
備」に示す。

【1.概要】
【2.基本方針】
【2.1閉じ込め機能に関する基本方針】
・安全機能を有する施設の閉じ込め機能に関する基本方針について説明する。
【3.施設の詳細設計方針】
【3.12換気設備】
・負圧順序について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

15

グローブボックス等内の気圧が設定値以上になった場合は，警報を発する設計とする。
なお，負圧異常時の警報発報に係る設計方針については，第2章　個別項目の「7.4その他の主要な事
項」の「7.4.2警報関連設備」に示す。

【1.概要】
【2.基本方針】
【2.1閉じ込め機能に関する基本方針】
・安全機能を有する施設の閉じ込め機能に関する基本方針について説明する。
【3.施設の詳細設計】
【3.1グローブボックス】
【3.1.1グローブボックス】
・グローブボックス負圧・温度監視設備により負圧異常を感知し，警報を発することを説明する。
【3.2焼結炉】
・焼結炉の計器により負圧異常を感知し，警報を発することを説明する。
【3.3スタック乾燥装置】
・スタック乾燥装置の計器により負圧異常を感知し，警報を発することを説明する。
【3.4小規模焼結処理装置】
・小規模焼結処理装置の計器により負圧異常を感知し，警報を発することを説明する。

※補足すべき事項の対象なし

16

グローブボックス等から核燃料物質等が漏えいした場合又はそのおそれがある場合に，建屋内及び工程
室内はダストモニタ，エアスニファ及び放射線サーベイ機器により漏えいを検知できるよう，放射線監
視設備を設ける設計とする。また，MOX燃料加工施設から周辺環境へ放射性気体廃棄物を放出する排気
筒には，MOX燃料加工施設外への核燃料物質等の漏えいを検知できるよう，排気モニタを設置する設計
とする。
なお，放射線監視設備に係る設計方針については，第2章　個別項目の「6.放射線管理施設」に示す。

【1.概要】
【2.基本方針】
【2.1閉じ込め機能に関する基本方針】
・安全機能を有する施設の閉じ込め機能に関する基本方針について説明する。
【3.1施設の詳細設計方針】
【3.11建物・構築物】
・放射線監視設備による核燃料物質等の漏えい検知について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

17

グローブボックス等から核燃料物質等が漏えいした場合は，気体廃棄物の廃棄設備の給気設備等の停止
を含まない加工工程のうち任意の工程の停止(以下「工程停止」という。)，気体廃棄物の廃棄設備の建
屋排風機，工程室排風機，送風機及び窒素循環ファン並びに非管理区域換気空調設備(以下「送排風
機」という。)を停止する措置等により漏えいの拡大を防止することを保安規定に定めて，管理する。

【1.概要】
【2.基本方針】
【2.1閉じ込め機能に関する基本方針】
・安全機能を有する施設の閉じ込め機能に関する基本方針について説明する。
【3.施設の詳細設計方針】
【3.11建物・構築物】
・工程停止および排風機等の停止による漏えいの拡大防止対策について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

添付Ｖ－１－１－２－
１　安全機能を有する
施設の閉じ込めの機能

に関する説明書
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補足説明すべき項目の抽出
（第十条 閉じ込めの機能／第二十一条 核燃料物質等による汚染の防止）

別紙５①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類

18

液体廃棄物を内包する貯槽等から廃液が漏えいした場合，漏えい検知器により検知し，警報を発する設
計とするとともに，貯槽等に内包される廃液の全量に対して，堰等により漏えいの拡大を防止する設計
とする。
なお，漏えい拡大防止に係る漏えい検知器の設計方針については，第2章　個別項目の「7.4その他の主
要な事項」の「7.4.2警報関連設備」に示す。

【1.概要】
【2.基本方針】
【2.1閉じ込め機能に関する基本方針】
・安全機能を有する施設の閉じ込め機能に関する基本方針について説明する。
【3.施設の詳細設計方針】
【3.9低レベル廃液処理設備】
〇低レベル廃液処理設備に係る以下の設計方針について，説明する。
・堰の構造
・漏えい防止の堰の容量及び想定する漏えい量の計算結果を示し，堰に漏えい液を保持できることの
説明
・漏えい検知器により漏えいを検知し，警報を発することの説明
【3.10分析設備】
〇分析設備に係る以下の設計方針について，説明する。
・堰の構造
・漏えい防止の堰の容量及び想定する漏えい量の計算結果を示し，堰に漏えい液を保持できることの
説明
・漏えい検知器により漏えいを検知し，警報を発することの説明

※補足すべき事項の対象なし

19

(5)その他の閉じ込めに係る設計方針
グローブボックス排気設備，工程室排気設備及び建屋排気設備は，以下の設計を講じる。
(a)排風機は予備機を設け，故障した場合には自動的に予備機に切り替わる設計とする。
なお，故障時の排風機の切り替えによる核燃料物質等の漏えい防止及び漏えい拡大防止に係る設計方針
については，第2章　個別項目の「5.2換気設備」に示す。

【1.概要】
【2.基本方針】
【2.1閉じ込め機能に関する基本方針】
・安全機能を有する施設の閉じ込め機能に関する基本方針について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

20

(b)核燃料物質等の形態及び取扱量に応じた段数の高性能エアフィルタを設ける設計とすることで，周
辺環境に放出される核燃料物質等の量を合理的に達成できる限り少なくするとともに，設計基準事故時
においても可能な限り負圧維持，漏えい防止及び逆流防止の機能が確保される設計とし，公衆に対して
著しい放射線被ばくのリスクを与えないよう，事故に起因して環境に放出される核燃料物質等の放出量
を低減する設計とする。
なお，高性能エアフィルタの段数に係る設計方針については，第2章　個別項目の「5.1放射性廃棄物の
廃棄施設の基本設計方針」の「5.1.1気体廃棄物の廃棄設備」に示す。

【1.概要】
【2.基本方針】
【2.1閉じ込め機能に関する基本方針】
・安全機能を有する施設の閉じ込め機能に関する基本方針について説明する。
【3.施設の詳細設計方針】
【3.12換気設備】
〇換気設備に係る以下の設計方針について，説明する。
・グローブボックス排気設備，工程室排気設備，建屋排気設備の構造，系統構成
・通常時における，高性能エアフィルタによる周辺環境に放出される核燃料物質等の除去
・設計基準事故時における負圧維持，漏えい防止，逆流防止の機能の確保及び放出量の低減

※補足すべき事項の対象なし

21

燃料加工建屋の床面下には，敷地外に管理されずに排出される排水が流れる排水路を設置しない設計と
する。

【1.概要】
【2.基本方針】
【2.1閉じ込め機能に関する基本方針】
・安全機能を有する施設の閉じ込め機能に関する基本方針について説明する。
【3.施設の詳細設計方針】
【3.11建物・構築物】
・排水路の上に施設がないことを説明する。

※補足すべき事項の対象なし

22

技術基準規則第十条第1項第二号にある「六ふっ化ウランを取り扱う設備」は，MOX燃料加工施設に設置
しない。

【1.概要】
【2.基本方針】
【2.1閉じ込め機能に関する基本方針】
・安全機能を有する施設の閉じ込め機能に関する基本方針について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

23

4.2 核燃料物質等による汚染の防止
核燃料物質等による汚染のおそれのある部屋の床及び人が触れるおそれのある壁の表面は，除染が容易
で，腐食しにくい樹脂系塗料等の材料によって仕上げる設計とする。

【1.概要】
【2.基本方針】
【2.2核燃料物質等による汚染の防止に関する基本方針】
・核燃料物質等による汚染のおそれのある部屋の床及び人が触れるおそれのある壁の表面に対する汚
染の防止に関する基本方針について説明する。
【3.施設の詳細設計方針】
【3.13核燃料物質等による汚染の防止】
〇核燃料物質等による汚染の防止に係る以下の設計方針について，説明する。
・塗装対象及び塗装範囲の考え方
・樹脂系塗料の仕様
・建屋平面図及び塗装範囲の一覧表にて，塗装範囲の詳細(天井面塗装，床面塗装，壁面塗装)の説明

※補足すべき事項の対象なし

添付Ｖ－１－１－２－
１　安全機能を有する
施設の閉じ込めの機能
に関する説明書
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補足説明すべき項目の抽出
（第十条 閉じ込めの機能／第二十一条 核燃料物質等による汚染の防止）

別紙５②

展開要否 理由

[補足閉1] 容器落下時のグローブボックスパネル健全性について

[補足閉2] オープンポートボックス等の開口部について

【3.施設の詳細設計方針】
【3.1グローブボックス】
【3.1.2容器落下時のグロー
ブボックスパネルへの影響
評価】
【3.5オープンポートボック
ス】
【3.6フード】

添付Ｖ－１－１－２－１
安全機能を有する施設の閉
じ込めの機能に関する説明
書

【グローブボックスパネルの健全
性】
【各オープンポートボックス等に
おける最大開口状態】

基本設計方針からの展開で抽出された補足説明が必要な項目 発電炉の補足説明資料の説明項目

発電炉の補足説明資料には、本条文に該当する内容の資料はない。

発電炉の補足説明資料には本条文に該当する内容の資料がないが、基本設計方針からの展開にて

抽出された補足すべき事項があるため、別紙５③にて全体構成と分割申請回次を整理する。
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補足説明すべき項目の抽出
（第十条 閉じ込めの機能／第二十一条 核燃料物質等による汚染の防止）

別紙５③

第1回 第1回　記載概要 第2回 第2回　記載概要 第3回 第3回　記載概要 第4回 第4回　記載概要

評価方法，評価結果の添付書類での記載
内容に応じてその根拠等を補足する。

[補足閉1] - - ○
第2回申請における評価方法，評価結果
の添付書類での記載内容に応じてその根
拠等を補足する。

○
第3回申請における評価方法，評価結果
の添付書類での記載内容に応じてその根
拠等を補足する。

- -

オープンポートボックス等の最大開口状
態について補足説明する。

[補足閉2] - - ○
第2回申請対象のオープンポートボック
ス等の最大開口状態について補足説明す
る。

○
第3回申請対象のオープンポートボック
ス等の最大開口状態について補足説明す
る。

- -

東海第二発電所　補足説明資料 MOX燃料加工施設　補足説明資料

凡例

1．閉じ込めに関する補足説明資料

1-1　容器落下時のグローブボックスパネル健全性につい
て

1-2  オープンポートボックス等の開口部について

記載概要

・「申請回次」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目

補足すべき事
項

申請回次
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別紙６① 

基本設計方針の第 2 回申請範囲 

 

全体 第 2回申請範囲 

第 1章 共通項目 

4. 閉じ込めの機能 

4.1 閉じ込め 

(1) 閉じ込めに係る基本方針 

安全機能を有する施設は，放射性物質を限定された区域に適切に閉じ込める設計とする。 

核燃料物質及び核燃料物質によって汚染された物(以下「核燃料物質等」という。)は，混合酸化物

貯蔵容器，燃料棒等に封入した状態で取り扱うか，MOX 粉末，グリーンペレット，ペレットについて

はグローブボックス又はグローブボックスと同等の閉じ込め機能を有する焼結炉，スタック乾燥装置

及び小規模焼結処理装置(以下「グローブボックス等」という。)で，ウラン粉末は取扱量，取扱形態

に応じてグローブボックス又はオープンポートボックスで，放射性廃棄物のサンプリング試料等の汚

染のおそれのある物品はフードで取り扱う設計とする。 

(2) グローブボックス等，オープンポートボックス及びフードの閉じ込めに係る設計方針 

   グローブボックス等は，グローブボックス排気設備により負圧に維持し，オープンポートボックス 

及びフードは，グローブボックス排気設備により開口部からの空気流入風速を確保する設計とする。 

   また，グローブボックスは，グローブ１個が破損した場合でもグローブポートの開口部における空 

気流入風速を設定値以上に維持する設計とする。 

   グローブボックスは，給気口及び排気口を除き密閉できる設計とする。 

   MOX粉末を取り扱うグローブボックスは，以下の設計を講じる。 

  a. 粉末容器の落下又は転倒により閉じ込め機能を損なわないよう，内装機器及び内装機器の架台に 

よる干渉や容器を取り扱う機器とパネルの間の距離の確保により，落下又は転倒した粉末容器

が，グローブボックスのパネルに直接衝突することがない設計とする。 

b. グローブボックス内に粉末容器以外の重量物を取り扱うクレーン等の機器及び当該グローブボ

ックス外側近傍に重量物を取り扱うクレーン等の機器を設置しないことにより，重量物の落下に

より閉じ込め機能に影響を及ぼさない設計とする。 

   なお，グローブボックス内及びグローブボックス近傍の飛散物の発生防止に係る設計方針について 

は，第 1章 共通項目の「8.1安全機能を有する施設」の「8.1.3内部発生飛散物に対する考慮」に基 

づくものとする。 
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4. 閉じ込めの機能 

4.1 閉じ込め 

(1) 閉じ込めに係る基本方針 

安全機能を有する施設は，放射性物質を限定された区域に適切に閉じ込める設計とする。 

核燃料物質及び核燃料物質によって汚染された物(以下「核燃料物質等」という。)は，混合酸化物

貯蔵容器，燃料棒等に封入した状態で取り扱うか，MOX 粉末，グリーンペレット，ペレットについて

はグローブボックス又はグローブボックスと同等の閉じ込め機能を有する焼結炉，スタック乾燥装置
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に応じてグローブボックス又はオープンポートボックスで，放射性廃棄物のサンプリング試料等の汚

染のおそれのある物品はフードで取り扱う設計とする。 

(2) グローブボックス等，オープンポートボックス及びフードの閉じ込めに係る設計方針 

   グローブボックス等は，グローブボックス排気設備により負圧に維持し，オープンポートボックス 

及びフードは，グローブボックス排気設備により開口部からの空気流入風速を確保する設計とする。 

   また，グローブボックスは，グローブ１個が破損した場合でもグローブポートの開口部における空 

気流入風速を設定値以上に維持する設計とする。 

   グローブボックスは，給気口及び排気口を除き密閉できる設計とする。 

   MOX粉末を取り扱うグローブボックスは，以下の設計を講じる。 

  a. 粉末容器の落下又は転倒により閉じ込め機能を損なわないよう，内装機器及び内装機器の架台に 

よる干渉や容器を取り扱う機器とパネルの間の距離の確保により，落下又は転倒した粉末容器

が，グローブボックスのパネルに直接衝突することがない設計とする。 

b. グローブボックス内に粉末容器以外の重量物を取り扱うクレーン等の機器及び当該グローブボ

ックス外側近傍に重量物を取り扱うクレーン等の機器を設置しないことにより，重量物の落下に

より閉じ込め機能に影響を及ぼさない設計とする。 

   なお，グローブボックス内及びグローブボックス近傍の飛散物の発生防止に係る設計方針について 

は，第 1章 共通項目の「8.1安全機能を有する施設」の「8.1.3内部発生飛散物に対する考慮」に基 

づくものとする。 

 

 

 

 

【凡例】 

下線部は，第 1回申請箇所を示す。 
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別紙６① 

基本設計方針の第 2 回申請範囲 

 

 

全体 第 2回申請範囲 

(3) 核燃料物質等の漏えいに対する措置等に係る設計方針 

核燃料物質等を限定された区域に適切に閉じ込めるため，核燃料物質等の漏えいに対する措置等と

して，以下の設計を講じる。 

  a. 核燃料物質等を取り扱う設備は，内包する物質の種類に応じて適切な腐食対策を講じる設計とす 

る。 

b. 液体廃棄物を内包する系統及び機器は，溶接，フランジ又は継手で接続する構造により核燃料物

質等が漏えいし難い設計とする。 

c. 核燃料物質等を取り扱う設備は，核燃料物質等を含まない流体を取り扱う設備への核燃料物質等

の逆流により核燃料物質等を拡散しない設計とする。 

なお，核燃料物質等を取り扱う設備のうち，気体廃棄物を取り扱う設備の逆流防止に係る設計方針

については，第 2章 個別項目の「5.2換気設備」に示す。 

d. 放射性物質を含む液体を取り扱うグローブボックス及びオープンポートボックスは，貯槽等から

放射性物質を含む液体が漏えいした場合においても漏えい検知器により検知し，警報を発する設

計とするとともに，グローブボックス及びオープンポートボックス底部を漏えい液受皿構造とす

ることにより，グローブボックス及びオープンポートボックスに放射性物質を含む液体を閉じ込

めることで，放射性物質を含む液体がグローブボックス及びオープンポートボックス外に漏えい

し難い設計とする。 

 なお，グローブボックス及びオープンポートボックスからの漏えい防止に係る漏えい検知器の設計 

方針については，第 2章 個別項目の「7.4その他の主要な事項」の「7.4.2警報関連設備」に示す。 

e. MOX粉末を取り扱うグローブボックスを循環する経路は，基準地震動 Ssによる地震力に対して，

経路が維持できる設計とする。 

 なお，MOX粉末を取り扱うグローブボックスを循環する経路に係る設計方針については，第 2章 個 

別項目の「5.2換気設備」に示す。 

(4) 核燃料物質等の漏えい拡大防止に係る設計方針 

   核燃料物質等が漏えいした場合においても，工程室(非密封の MOXを取り扱う設備・機器を収納す 

るグローブボックス等を直接収納する部屋及び当該部屋から廊下への汚染拡大防止を目的として設

ける部屋並びにそれらの部屋を介してのみ出入りする部屋をいう。以下同じ。)及び燃料加工建屋内

に保持することができる設計とする。 

工程室は工程室排気設備，燃料加工建屋は建屋排気設備にて排気し，燃料加工建屋，工程室，グロ

ーブボックス等の順に負圧を低くすることで，核燃料物質等の漏えいの拡大を防止する設計とする。 

なお，負圧順序の達成に必要な起動順序に係る設計方針については，第 2 章 個別項目の「5.2 換

気設備」に示す。 

グローブボックス等内の気圧が設定値以上になった場合は，警報を発する設計とする。 

なお，負圧異常時の警報発報に係る設計方針については，第 2 章 個別項目の「7.4 その他の主要

な事項」の「7.4.2警報関連設備」に示す。 

(3) 核燃料物質等の漏えいに対する措置等に係る設計方針 

核燃料物質等を限定された区域に適切に閉じ込めるため，核燃料物質等の漏えいに対する措置等と

して，以下の設計を講じる。 

  a. 核燃料物質等を取り扱う設備は，内包する物質の種類に応じて適切な腐食対策を講じる設計とす 

る。 

b. 液体廃棄物を内包する系統及び機器は，溶接，フランジ又は継手で接続する構造により核燃料物

質等が漏えいし難い設計とする。 

c. 核燃料物質等を取り扱う設備は，核燃料物質等を含まない流体を取り扱う設備への核燃料物質等

の逆流により核燃料物質等を拡散しない設計とする。 

なお，核燃料物質等を取り扱う設備のうち，気体廃棄物を取り扱う設備の逆流防止に係る設計方針

については，第 2章 個別項目の「5.2換気設備」に示す。 

d. 放射性物質を含む液体を取り扱うグローブボックス及びオープンポートボックスは，貯槽等から

放射性物質を含む液体が漏えいした場合においても漏えい検知器により検知し，警報を発する設

計とするとともに，グローブボックス及びオープンポートボックス底部を漏えい液受皿構造とす

ることにより，グローブボックス及びオープンポートボックスに放射性物質を含む液体を閉じ込

めることで，放射性物質を含む液体がグローブボックス及びオープンポートボックス外に漏えい

し難い設計とする。 

なお，グローブボックス及びオープンポートボックスからの漏えい防止に係る漏えい検知器の設計 

方針については，第 2章 個別項目の「7.4その他の主要な事項」の「7.4.2警報関連設備」に示す。 

e. MOX粉末を取り扱うグローブボックスを循環する経路は，基準地震動 Ssによる地震力に対して，

経路が維持できる設計とする。 

なお，MOX粉末を取り扱うグローブボックスを循環する経路に係る設計方針については，第 2章 個 

別項目の「5.2換気設備」に示す。 

(4) 核燃料物質等の漏えい拡大防止に係る設計方針 

   核燃料物質等が漏えいした場合においても，工程室(非密封の MOXを取り扱う設備・機器を収納す 

るグローブボックス等を直接収納する部屋及び当該部屋から廊下への汚染拡大防止を目的として設

ける部屋並びにそれらの部屋を介してのみ出入りする部屋をいう。以下同じ。)及び燃料加工建屋内

に保持することができる設計とする。 

工程室は工程室排気設備，燃料加工建屋は建屋排気設備にて排気し，燃料加工建屋，工程室，グロ

ーブボックス等の順に負圧を低くすることで，核燃料物質等の漏えいの拡大を防止する設計とする。 

なお，負圧順序の達成に必要な起動順序に係る設計方針については，第 2 章 個別項目の「5.2 換

気設備」に示す。 

グローブボックス等内の気圧が設定値以上になった場合は，警報を発する設計とする。 

なお，負圧異常時の警報発報に係る設計方針については，第 2 章 個別項目の「7.4 その他の主要

な事項」の「7.4.2警報関連設備」に示す。 
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全体 第 2回申請範囲 

グローブボックス等から核燃料物質等が漏えいした場合又はそのおそれがある場合に，建屋内及び

工程室内はダストモニタ，エアスニファ及び放射線サーベイ機器により漏えいを検知できるよう，放

射線監視設備を設ける設計とする。また，MOX 燃料加工施設から周辺環境へ放射性気体廃棄物を放出

する排気筒には，MOX 燃料加工施設外への核燃料物質等の漏えいを検知できるよう，排気モニタを設

置する設計とする。 

なお，放射線監視設備に係る設計方針については，第 2章 個別項目の「6.放射線管理施設」に示 

す。 

グローブボックス等から核燃料物質等が漏えいした場合は，気体廃棄物の廃棄設備の給気設備等の

停止を含まない加工工程のうち任意の工程の停止(以下「工程停止」という。)，気体廃棄物の廃棄設

備の建屋排風機，工程室排風機，送風機及び窒素循環ファン並びに非管理区域換気空調設備(以下「送

排風機」という。)を停止する措置等により漏えいの拡大を防止することを保安規定に定めて，管理す

る。 

液体廃棄物を内包する貯槽等から廃液が漏えいした場合，漏えい検知器により検知し，警報を発す

る設計とするとともに，貯槽等に内包される廃液の全量に対して，堰等により漏えいの拡大を防止す

る設計とする。 

なお，漏えい拡大防止に係る漏えい検知器の設計方針については，第 2 章 個別項目の「7.4 その

他の主要な事項」の「7.4.2警報関連設備」に示す。 

(5) その他の閉じ込めに係る設計方針 

   グローブボックス排気設備，工程室排気設備及び建屋排気設備は，以下の設計を講じる。 

  a. 排風機は予備機を設け，故障した場合には自動的に予備機に切り替わる設計とする。 

   なお，故障時の排風機の切り替えによる核燃料物質等の漏えい防止及び漏えい拡大防止に係る設計 

方針については，第 2章 個別項目の「5.2換気設備」に示す。 

  b. 核燃料物質等の形態及び取扱量に応じた段数の高性能エアフィルタを設ける設計とすることで， 

周辺環境に放出される核燃料物質等の量を合理的に達成できる限り少なくするとともに，設計基

準事故時においても可能な限り負圧維持，漏えい防止及び逆流防止の機能が確保される設計と

し，公衆に対して著しい放射線被ばくのリスクを与えないよう，事故に起因して環境に放出され

る核燃料物質等の放出量を低減する設計とする。 

   なお，高性能エアフィルタの段数に係る設計方針については，第 2章 個別項目の「5.1放射性廃 

棄物の廃棄施設の基本設計方針」の「5.1.1気体廃棄物の廃棄設備」に示す。 

   燃料加工建屋の床面下には，敷地外に管理されずに排出される排水が流れる排水路を設置しない設 

計とする。 

   技術基準規則第十条第 1項第二号にある「六ふっ化ウランを取り扱う設備」は，MOX燃料加工施設 

に設置しない。 

 

4.2 核燃料物質等による汚染の防止 

核燃料物質等による汚染のおそれのある部屋の床及び人が触れるおそれのある壁の表面は，除染が

容易で，腐食しにくい樹脂系塗料等の材料によって仕上げる設計とする。 

グローブボックス等から核燃料物質等が漏えいした場合又はそのおそれがある場合に，建屋内及び

工程室内はダストモニタ，エアスニファ及び放射線サーベイ機器により漏えいを検知できるよう，放

射線監視設備を設ける設計とする。また，MOX 燃料加工施設から周辺環境へ放射性気体廃棄物を放出

する排気筒には，MOX 燃料加工施設外への核燃料物質等の漏えいを検知できるよう，排気モニタを設

置する設計とする。 

なお，放射線監視設備に係る設計方針については，第 2章 個別項目の「6.放射線管理施設」に示 

す。 

グローブボックス等から核燃料物質等が漏えいした場合は，気体廃棄物の廃棄設備の給気設備等の

停止を含まない加工工程のうち任意の工程の停止(以下「工程停止」という。)，気体廃棄物の廃棄設 

備の建屋排風機，工程室排風機，送風機及び窒素循環ファン並びに非管理区域換気空調設備(以下「送

排風機」という。)を停止する措置等により漏えいの拡大を防止することを保安規定に定めて，管理す

る。 

液体廃棄物を内包する貯槽等から廃液が漏えいした場合，漏えい検知器により検知し，警報を発す

る設計とするとともに，貯槽等に内包される廃液の全量に対して，堰等により漏えいの拡大を防止す

る設計とする。 

なお，漏えい拡大防止に係る漏えい検知器の設計方針については，第 2 章 個別項目の「7.4 その

他の主要な事項」の「7.4.2警報関連設備」に示す。 

(5) その他の閉じ込めに係る設計方針 

   グローブボックス排気設備，工程室排気設備及び建屋排気設備は，以下の設計を講じる。 

  a. 排風機は予備機を設け，故障した場合には自動的に予備機に切り替わる設計とする。 

   なお，故障時の排風機の切り替えによる核燃料物質等の漏えい防止及び漏えい拡大防止に係る設計 

方針については，第 2章 個別項目の「5.2換気設備」に示す。 

  b. 核燃料物質等の形態及び取扱量に応じた段数の高性能エアフィルタを設ける設計とすることで， 

周辺環境に放出される核燃料物質等の量を合理的に達成できる限り少なくするとともに，設計基

準事故時においても可能な限り負圧維持，漏えい防止及び逆流防止の機能が確保される設計と

し，公衆に対して著しい放射線被ばくのリスクを与えないよう，事故に起因して環境に放出され

る核燃料物質等の放出量を低減する設計とする。 

   なお，高性能エアフィルタの段数に係る設計方針については，第 2章 個別項目の「5.1放射性廃 

棄物の廃棄施設の基本設計方針」の「5.1.1気体廃棄物の廃棄設備」に示す。 

   燃料加工建屋の床面下には，敷地外に管理されずに排出される排水が流れる排水路を設置しない設 

計とする。 

   技術基準規則第十条第 1項第二号にある「六ふっ化ウランを取り扱う設備」は，MOX燃料加工施設 

に設置しない。 

 

4.2 核燃料物質等による汚染の防止 

核燃料物質等による汚染のおそれのある部屋の床及び人が触れるおそれのある壁の表面は，除染が

容易で，腐食しにくい樹脂系塗料等の材料によって仕上げる設計とする。 

第 2回申請にて全ての範囲を記載する。 
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変 更 前 変 更 後 

4. 閉じ込めの機能 

4.1 閉じ込め 

(1) 閉じ込めに係る基本方針 

安全機能を有する施設は，放射性物質を限定された区域に適切に閉じ込める設計とする。 

核燃料物質及び核燃料物質によって汚染された物(以下「核燃料物質等」という。)は，混合酸化物

貯蔵容器，燃料棒等に封入した状態で取り扱うか，MOX 粉末，グリーンペレット，ペレットについて

はグローブボックス又はグローブボックスと同等の閉じ込め機能を有する焼結炉，スタック乾燥装置

及び小規模焼結処理装置(以下「グローブボックス等」という。)で，ウラン粉末は取扱量，取扱形態

に応じてグローブボックス又はオープンポートボックスで，放射性廃棄物のサンプリング試料等の汚

染のおそれのある物品はフードで取り扱う設計とする。 

(2) グローブボックス等の閉じ込めに係る設計方針 

   グローブボックス等は，グローブボックス排気設備により負圧に維持し，オープンポートボックス 

及びフードは，グローブボックス排気設備により開口部からの空気流入風速を確保する設計とする。 

   また，グローブボックスは，グローブ１個が破損した場合でもグローブポートの開口部における空 

気流入風速を設定値以上に維持する設計とする。 

   グローブボックスは，給気口及び排気口を除き密閉できる設計とする。 

   MOX粉末を取り扱うグローブボックスは，以下の設計を講じる。 

  a. 粉末容器の落下又は転倒により閉じ込め機能を損なわないよう，内装機器及び内装機器の架台に 

よる干渉や容器を取り扱う機器とパネルの間の距離の確保により，落下又は転倒した粉末容器

が，グローブボックスのパネルに直接衝突することがない設計とする。 

b. グローブボックス内に粉末容器以外の重量物を取り扱うクレーン等の機器及び当該グローブボ

ックス外側近傍に重量物を取り扱うクレーン等の機器を設置しないことにより，重量物の落下に

より閉じ込め機能に影響を及ぼさない設計とする。 

   なお，グローブボックス内及びグローブボックス近傍の飛散物の発生防止に係る設計方針について 

は，第 1章 共通項目の「8.1安全機能を有する施設」の「8.1.3内部発生飛散物に対する考慮」に基 

づくものとする。 

(3) 核燃料物質等の漏えいに対する措置等に係る設計方針 

核燃料物質等を限定された区域に適切に閉じ込めるため，核燃料物質等の漏えいに対する措置等と

して，以下の設計を講じる。 

  a. 核燃料物質等を取り扱う設備は，内包する物質の種類に応じて適切な腐食対策を講じる設計とす 

る。 

b. 液体廃棄物を内包する系統及び機器は，溶接，フランジ又は継手で接続する構造により核燃料物

質等が漏えいし難い設計とする。 

c. 核燃料物質等を取り扱う設備は，核燃料物質等を含まない流体を取り扱う設備への核燃料物質等

の逆流により核燃料物質等を拡散しない設計とする。 

なお，核燃料物質等を取り扱う設備のうち，気体廃棄物を取り扱う設備の逆流防止に係る設計方針

については，第 2章 個別項目の「5.2換気設備」に示す。 

4. 閉じ込めの機能 

 4.1 閉じ込め 

(1) 閉じ込めに係る基本方針 

変更なし 

 

 

 

 

 

 

(2) グローブボックス等，オープンポートボックス及びフードの閉じ込めに係る設計方針 

変更なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 核燃料物質等の漏えいに対する措置等に係る設計方針 

核燃料物質等を限定された区域に適切に閉じ込めるため，核燃料物質等の漏えいに対する措置等と 

して，以下の設計を講じる。 

  a. 核燃料物質等を取り扱う設備は，内包する物質の種類に応じて適切な腐食対策を講じる設計とす 

る。 

b. 液体廃棄物を内包する系統及び機器は，溶接，フランジ又は継手で接続する構造により核燃料物

質等が漏えいし難い設計とする。 

c. 核燃料物質等を取り扱う設備は，核燃料物質等を含まない流体を取り扱う設備への核燃料物質等

の逆流により核燃料物質等を拡散しない設計とする。 

なお，核燃料物質等を取り扱う設備のうち，気体廃棄物を取り扱う設備の逆流防止に係る設計方針

については，第 2章 個別項目の「5.2換気設備」に示す。 

【凡例】 

第 1回申請箇所を下線で示す。 
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変 更 前 変 更 後 

d. 放射性物質を含む液体を取り扱うグローブボックス及びオープンポートボックスは，貯槽等から

放射性物質を含む液体が漏えいした場合においても漏えい検知器により検知し，警報を発する設

計とするとともに，グローブボックス及びオープンポートボックス底部を漏えい液受皿構造とす

ることにより，グローブボックス及びオープンポートボックスに放射性物質を含む液体を閉じ込

めることで，放射性物質を含む液体がグローブボックス及びオープンポートボックス外に漏えい

し難い設計とする。 

 

 

 

 

 

 

(4) 核燃料物質等の漏えい拡大防止に係る設計方針 

   核燃料物質等が漏えいした場合においても，工程室(非密封の MOXを取り扱う設備・機器を収納す 

るグローブボックス等を直接収納する部屋及び当該部屋から廊下への汚染拡大防止を目的として設

ける部屋並びにそれらの部屋を介してのみ出入りする部屋をいう。以下同じ。)及び燃料加工建屋内

に保持することができる設計とする。 

工程室は工程室排気設備，燃料加工建屋は建屋排気設備にて排気し，燃料加工建屋，工程室，グロ

ーブボックス等の順に負圧を低くすることで，核燃料物質等の漏えいの拡大を防止する設計とする。 

なお，負圧順序の達成に必要な起動順序に係る設計方針については，第 2 章 個別項目の「5.2 換

気設備」に示す。 

グローブボックス等内の気圧が設定値以上になった場合は，警報を発する設計とする。 

 

 

グローブボックス等から核燃料物質等が漏えいした場合又はそのおそれがある場合に，建屋内及び

工程室内はダストモニタ，エアスニファ及び放射線サーベイ機器により漏えいを検知できるよう，放

射線監視設備を設ける設計とする。また，MOX 燃料加工施設から周辺環境へ放射性気体廃棄物を放出

する排気筒には，MOX 燃料加工施設外への核燃料物質等の漏えいを検知できるよう，排気モニタを設

置する設計とする。 

なお，放射線監視設備に係る設計方針については，第 2章 個別項目の「6.放射線管理施設」に示 

す。 

グローブボックス等から核燃料物質等が漏えいした場合は，気体廃棄物の廃棄設備の給気設備等の

停止を含まない加工工程のうち任意の工程の停止(以下「工程停止」という。)，気体廃棄物の廃棄設

備の建屋排風機，工程室排風機，送風機及び窒素循環ファン並びに非管理区域換気空調設備(以下「送

排風機」という。)を停止する措置等により漏えいの拡大を防止することを保安規定に定めて，管理す

る。 

液体廃棄物を内包する貯槽等から廃液が漏えいした場合，漏えい検知器により検知し，警報を発す

d. 放射性物質を含む液体を取り扱うグローブボックス及びオープンポートボックスは，貯槽等から

放射性物質を含む液体が漏えいした場合においても漏えい検知器により検知し，警報を発する設

計とするとともに，グローブボックス及びオープンポートボックス底部を漏えい液受皿構造とす

ることにより，グローブボックス及びオープンポートボックスに放射性物質を含む液体を閉じ込

めることで，放射性物質を含む液体がグローブボックス及びオープンポートボックス外に漏えい

し難い設計とする。 

 なお，グローブボックス及びオープンポートボックスからの漏えい防止に係る漏えい検知器の設計 

方針については，第 2章 個別項目の「7.4その他の主要な事項」の「7.4.2警報関連設備」に示す。 

e. MOX粉末を取り扱うグローブボックスを循環する経路は，基準地震動 Ssによる地震力に対して，

経路が維持できる設計とする。 

なお，MOX粉末を取り扱うグローブボックスを循環する経路に係る設計方針については，第 2章 個 

別項目の「5.2換気設備」に示す。 

(4) 核燃料物質等の漏えい拡大防止に係る設計方針 

核燃料物質等が漏えいした場合においても，工程室(非密封の MOXを取り扱う設備・機器を収納す 

るグローブボックス等を直接収納する部屋及び当該部屋から廊下への汚染拡大防止を目的として設

ける部屋並びにそれらの部屋を介してのみ出入りする部屋をいう。以下同じ。)及び燃料加工建屋内

に保持することができる設計とする。 

工程室は工程室排気設備，燃料加工建屋は建屋排気設備にて排気し，燃料加工建屋，工程室，グロ

ーブボックス等の順に負圧を低くすることで，核燃料物質等の漏えいの拡大を防止する設計とする。 

なお，負圧順序の達成に必要な起動順序に係る設計方針については，第 2 章 個別項目の「5.2 換

気設備」に示す。 

グローブボックス等内の気圧が設定値以上になった場合は，警報を発する設計とする。 

なお，負圧異常時の警報発報に係る設計方針については，第 2 章 個別項目の「7.4 その他の主要

な事項」の「7.4.2警報関連設備」に示す。 

グローブボックス等から核燃料物質等が漏えいした場合又はそのおそれがある場合に，建屋内及び

工程室内はダストモニタ，エアスニファ及び放射線サーベイ機器により漏えいを検知できるよう，放

射線監視設備を設ける設計とする。また，MOX 燃料加工施設から周辺環境へ放射性気体廃棄物を放出

する排気筒には，MOX 燃料加工施設外への核燃料物質等の漏えいを検知できるよう，排気モニタを設

置する設計とする。 

なお，放射線監視設備に係る設計方針については，第 2章 個別項目の「6.放射線管理施設」に示 

す。 

グローブボックス等から核燃料物質等が漏えいした場合は，気体廃棄物の廃棄設備の給気設備等の

停止を含まない加工工程のうち任意の工程の停止(以下「工程停止」という。)，気体廃棄物の廃棄設

備の建屋排風機，工程室排風機，送風機及び窒素循環ファン並びに非管理区域換気空調設備(以下「送

排風機」という。)を停止する措置等により漏えいの拡大を防止することを保安規定に定めて，管理す

る。 

液体廃棄物を内包する貯槽等から廃液が漏えいした場合，漏えい検知器により検知し，警報を発す
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る設計とするとともに，貯槽等に内包される廃液の全量に対して，堰等により漏えいの拡大を防止す

る設計とする。 

(5) その他の閉じ込めに係る設計方針

グローブボックス排気設備，工程室排気設備及び建屋排気設備は，以下の設計を講じる。 

a. 排風機は予備機を設け，故障した場合には自動的に予備機に切り替わる設計とする。

なお，故障時の排風機の切り替えによる核燃料物質等の漏えい防止及び漏えい拡大防止に係る設計 

方針については，第 2章 個別項目の「5.2換気設備」に示す。 

b. 核燃料物質等の形態及び取扱量に応じた段数の高性能エアフィルタを設ける設計とすることで，

周辺環境に放出される核燃料物質等の量を合理的に達成できる限り少なくするとともに，設計基

準事故時においても可能な限り負圧維持，漏えい防止及び逆流防止の機能が確保される設計と

し，公衆に対して著しい放射線被ばくのリスクを与えないよう，事故に起因して環境に放出され

る核燃料物質等の放出量を低減する設計とする。 

なお，高性能エアフィルタの段数に係る設計方針については，第 2章 個別項目の「5.1放射性廃 

棄物の廃棄施設の基本設計方針」の「5.1.1気体廃棄物の廃棄設備」に示す。 

燃料加工建屋の床面下には，敷地外に管理されずに排出される排水が流れる排水路を設置しない設 

計とする。 

技術基準規則第十条第 1項第二号にある「六ふっ化ウランを取り扱う設備」は，MOX燃料加工施設 

に設置しない。 

4.2 核燃料物質等による汚染の防止 

核燃料物質等による汚染のおそれのある部屋の床及び人が触れるおそれのある壁の表面は，除染が

容易で，腐食しにくい樹脂系塗料等の材料によって仕上げる設計とする。 

る設計とするとともに，貯槽等に内包される廃液の全量に対して，堰等により漏えいの拡大を防止す

る設計とする。 

なお，漏えい拡大防止に係る漏えい検知器の設計方針については，第 2章 個別項目の「7.4その

他の主要な事項」の「7.4.2警報関連設備」に示す。 

(5) その他の閉じ込めに係る設計方針

変更なし 

4.2 核燃料物質等による汚染の防止 

変更なし 
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